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 関  原  発  第 1 0 号 

 2 0 2 3 年 4 月 2 5 日 

 

原子力規制委員会 殿 

 

 

住  所 大阪市北区中之島３丁目６番１６号  

申請者名 関 西 電 力 株 式 会 社 

           執行役社長   森  望 

 

 

高浜発電所発電用原子炉設置変更許可申請書 

（１号、２号、３号及び４号発電用原子炉施設の変更） 

 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第４３条の３の８第１

項の規定に基づき、下記のとおり高浜発電所の発電用原子炉設置変更許可の申請

をいたします。 

 

記 

 

一、氏名又は名称及び住所並びに代表者の氏名 

   氏名又は名称  関西電力株式会社 

   住    所  大阪市北区中之島３丁目６番１６号 

   代表者の氏名  執行役社長   森  望 

 

二、変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地 

   名    称  高浜発電所 

   所  在  地  福井県大飯郡高浜町田ノ浦 

代 表 者 

の 氏 名  
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三、変更の内容 

昭和４４年１２月１２日付４４原第６１４３号をもって設置許可を受け、別紙

１のとおり設置変更許可を受けた高浜発電所の発電用原子炉設置許可申請書の

記載事項のうち、次の事項の記述の一部を、別紙２のとおり変更する。 

五、発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備 

九、発電用原子炉施設における放射線の管理に関する事項 

十、発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の事故が発生した場合における

当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項 

 

四、変更の理由 

イ、３号炉及び４号炉の蒸気発生器の取替えに伴い、蒸気発生器に係る記載

内容を変更する。 

  なお、この変更に伴い、３号炉及び４号炉の設計基準事故 事故に対処

するために必要な施設並びに発生すると想定される事故の程度及び影響

の評価を行うために設定した条件及びその評価の結果の記載を最新の記

載形式に合わせる。 

ロ、３号炉及び４号炉の蒸気発生器の取替えに伴い、取り外した蒸気発生器

等を保管するため、３号及び４号炉共用の蒸気発生器保管庫を設置する。 

ハ、１号、２号、３号及び４号炉共用の保修点検建屋を設置する。 

 

五、工事計画 

本変更に伴う工事計画は別紙３のとおりである。 
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本資料のうち、枠囲みの範囲は 

機密に係る事項ですので 

公開することはできません。 
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別紙１ 

設 置 変 更 許 可 の 経 緯 

許可年月日 許可番号 備    考 

昭和４５年１１月２５日 ４５原第７０２４号 ２号炉増設 

昭和４５年１２月１９日 ４５原第７６６７号 １号原子炉施設の変更 

（主蒸気安全弁、逃がし弁の漏えい量の 
追加記載） 

昭和４７年 ３ 月１３日 ４７原第２７２４号 １号及び２号原子炉施設の変更 

（原子炉本体、原子炉冷却系統施設等の 
一部変更） 

昭和４８年 ３ 月３１日 ４８原第２０７３号 ２号原子炉施設の変更 

（ディーゼル発電機の増設） 

昭和４８年１２月２７日 ４８原第１０５４２号 １号及び２号原子炉施設の変更 

（バーナブルポイズン等の変更） 

昭和５０年 ２ 月 ６ 日 ４９原第１１１１９号 １号及び２号炉使用済燃料の処分の方法 
の変更 

昭和５０年 ６ 月 ６ 日 ５０原第３５２３号 １号及び２号原子炉施設の変更 

（敷地面積等の変更） 

昭和５０年１２月 ４ 日 ５０原第８０３３号 １号原子炉施設の変更 

（使用済燃料ラックの増設） 

昭和５１年 ３ 月 ４ 日 ５０原第１０５４４号 １号原子炉施設の変更 

（取替炉心におけるバーナブルポイズン 
の使用） 

昭和５１年 ８ 月１０日 ５１安(原規)第２３号 １号及び２号原子炉施設の変更 

（取替燃料の濃縮度等の変更） 

昭和５２年１１月 １ 日 ５２安(原規)第２５５号 １号及び２号原子炉施設の変更 

（取替燃料の一部変更－２号炉） 

（固体廃棄物置場の増設―１、２号炉） 

昭和５３年１０月 ３ 日 ５３安(原規)第２９１号 １号及び２号原子炉施設の変更 

（炉心の主要な熱的制限値の変更） 

昭和５４年 ７ 月２８日 ５４資庁第１０２０８号 １号及び２号原子炉施設の変更 

（非常用炉心冷却設備作動回路に原子炉 
圧力異常低信号の追加） 

昭和５５年 ８ 月 ４ 日 ５４資庁第１０１号 ３号及び４号炉増設 

昭和５５年 ８ 月 ６ 日 ５５資庁第２０５２号 １号及び２号原子炉施設の変更 

（燃料棒最高線出力密度の変更－１号 
炉） 

（洗たく排水処理設備の設置－１、２号 
炉） 

（雑固体焼却設備及びアスファルト固化 
装置の設置－１、２号炉） 
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許可年月日 許可番号 備    考 

昭和５５年１２月１９日 ５５資庁第１４５８８号 １号、２号、３号及び４号炉使用済燃料  
の処分の方法の変更 

昭和５６年１１月３０日 ５６資庁第１２７０７号 １号、２号、３号及び４号原子炉施設の  
変更 

（取替燃料の一部変更－１号炉） 

（新燃料貯蔵ラックの増設－１、２号炉） 

（使用済燃料貯蔵設備の貯蔵能力増強－ 
３、４号炉） 

昭和５７年 ６ 月１７日 ５７資庁第３３９０号 １号、２号、３号及び４号原子炉施設の  
変更 

（１号及び２号炉共用の雑固体焼却設備 
及び３号及び４号炉共用のベイラの１  
号、２号、３号及び４号炉共用） 

（Ａ、Ｂ、Ｃ及びＤ廃棄物庫の１号、２  
号、３号及び４号炉共用とＤ廃棄物庫の  
貯蔵能力増強） 

昭和５８年１１月２５日 ５８資庁第２４２６号 １号、２号、３号及び４号原子炉施設の  
変更 

（取替燃料の濃縮度変更－１、２、３、   
４号炉） 

（最大線出力密度変更－１、２号炉） 

（バーナブルポイズンの使用本数の変更 
－１、２号炉） 

昭和５９年 ５ 月１１日 ５９資庁第７２５号 １号、２号、３号及び４号原子炉施設の  
変更 

（取替炉心におけるＢ型バーナブルポイ 
ズンの使用－１、２、３、４号炉） 

（廃樹脂貯蔵タンクの増設－１、２号炉） 

昭和６０年 ３ 月２９日 ５９資庁第１２７４５号 ３号及び４号原子炉施設の変更 

（取替炉心におけるＢ型燃料の使用） 

昭和６２年 ９ 月２４日 ６１資庁第１８５２８号 １号及び２号原子炉施設の変更 

（取替燃料の一部にガドリニア入り燃料 
を使用） 

（出力分布調整用制御棒クラスタの撤  
去） 
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許可年月日 許可番号 備    考 

平成 元 年 ３ 月３１日 ６３資庁第６６８６号 ３号及び４号原子炉施設の変更 

（取替燃料集合体最高燃焼度の変更） 

（取替燃料濃縮度の変更） 

（取替燃料の一部にガドリニア入り燃料 
を使用することに係る変更） 

（使用済燃料の処分の方法の変更） 

平成 ２ 年 ９ 月１７日 元資庁第１１３３６号 １号及び２号原子炉施設の変更 

（取替燃料集合体最高燃焼度の変更） 

（取替燃料濃縮度の変更） 

（使用済燃料の処分の方法の変更） 

平成 ４ 年 ６ 月２２日 ３資庁第９２９９号 ２号、３号及び４号原子炉施設の変更 

（蒸気発生器の取替え－２号炉） 

（蒸気発生器保管庫の設置－２号炉） 

（使用済燃料貯蔵設備の貯蔵能力の変更 
－３、４号炉） 

平成 ６ 年 ３ 月 ９ 日 ５資庁第５３５３号 １号及び２号原子炉施設の変更 

（蒸気発生器の取替え－１号炉） 

（蒸気発生器保管庫の設置－１号炉） 

（出力分布調整用制御棒クラスタ駆動軸 
の撤去） 

平成 ７ 年 ７ 月３１日 ６資庁第１２１４４号 １号及び２号原子炉施設の変更 

（出力分布調整用制御棒クラスタ駆動装 
置の撤去） 

（廃液蒸発装置の共用化及び一部取替  
え） 

（廃樹脂処理装置の設置） 

（蒸気発生器保管庫の保管対象物の変更 
及び共用化） 

平成 ８ 年 ３ 月２５日 ７資庁第１３４０４号 １号、２号、３号及び４号原子炉施設の  
変更 

（非常用電源設備の受電系統の変更） 

平成１０年１２月１６日 平成10･05･11資第８号 １号、２号、３号及び４号原子炉施設の  
変更 

（ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料  
集合体の使用－３、４号炉） 

（３号炉の核燃料物質取扱設備の一部及 
び使用済燃料貯蔵設備並びに４号炉の核 
燃料物質取扱設備の一部及び使用済燃料 
貯蔵設備を１号炉及び２号炉と共用化） 

（使用済燃料の再処理委託先確認方法の 
一部変更－１、２、３、４号炉） 
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許可年月日 許可番号 備    考 

平成１３年１２月２１日 平成13･02･06原第７号 １号、２号、３号及び４号原子炉施設の  
変更 

（雑固体廃棄物の固型化処理採用） 

（海水淡水化装置の増設） 

平成１４年１１月２９日 平成14･05･08原第２号 １号、２号、３号及び４号原子炉施設の  
変更 

（使用済燃料輸送容器保管建屋の設置） 

（使用済の樹脂の処理方法の変更） 

平成１６年 １ 月１３日 平成15･07･28原第４１号 １号、２号、３号及び４号原子炉施設の  
変更 

（３号炉及び４号炉原子炉補助建屋内の 
使用済燃料貯蔵設備の貯蔵能力の変更並 
びに核燃料物質取扱設備の一部及び使用 
済燃料貯蔵設備の共用化） 

平成１７年１０月１４日 平成17･04･08原第１２号 １号、２号、３号及び４号原子炉施設の  
変更 

（蒸気発生器保管庫の保管対象物の変更 
及び共用化－１、２、３、４号炉） 

平成２２年 ４ 月１９日 平成20･08･12原第３３号 １号、２号、３号及び４号原子炉施設の  
変更 

（取替燃料集合体最高燃焼度の変更－  
１、２号炉） 

（洗浄排水処理装置の処理方式の変更－ 
１、２、３、４号炉） 

（非常用電源設備のうち蓄電池負荷の変 
更－１、２号炉） 

（１号、２号、３号及び４号炉共用の使  
用済燃料輸送容器保管庫の一部保管対象 
物の追加） 

平成２７年 ２ 月１２日 原規規発第1502121号 ３号及び４号発電用原子炉施設の変更 

（重大事故等対処設備の設置及び体制の 
整備等） 

平成２８年 ４ 月２０日 原規規発第1604201号 １号、２号、３号及び４号発電用原子炉  
施設の変更 

（重大事故等対処設備の設置及び体制の 
整備等） 

平成２８年 ９ 月２１日 原規規発第1609211号 ３号及び４号発電用原子炉施設の変更 

（特定重大事故等対処施設の設置） 

平成２８年１１月 ２ 日 原規規発第16110233号 １号、２号、３号及び４号発電用原子炉  
使用済燃料の処分の方法の変更 
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許可年月日 許可番号 備    考 

平成２９年 ６ 月２８日 原規規発第1706282号 ３号及び４号発電用原子炉施設の変更 

（所内常設直流電源設備（３系統目）の
設置）  

（緊急時対策所（１号炉及び２号炉原子
炉補助建屋内）の撤去） 

平成３０年 ３ 月 ７ 日 原規規発第1803071号 １号、２号、３号及び４号発電用原子炉  
施設の変更 

（１号炉及び２号炉の特定重大事故等対
処施設の設置） 

平成３０年１２月１２日 原規規発第1812122号 １号、２号、３号及び４号発電用原子炉  
施設の変更 

（柏崎刈羽原子力発電所６号炉及び７号
炉の新規制基準適合性審査を通じて得ら
れた技術的知見の反映に係る記載の変
更） 

（内部溢水による管理区域外への漏えい
の防止に係る記載の変更） 

令和元年７月３１日 原規規発第1907313号 １号、２号、３号及び４号発電用原子炉
施設の変更 

（原子力災害制圧道路等整備に伴う敷地
の面積及び形状の変更） 

（廃樹脂処理装置他の全共用化及び処理
に係る設備の設置） 

令和元年７月３１日 原規規発第1907314号 １号、２号、３号及び４号発電用原子炉
施設の変更 

（地震時の燃料被覆管の閉じ込め機能の
維持に係る設計方針の追加） 

令和元年９月２５日 原規規発第1909253号 １号、２号、３号及び４号発電用原子炉
施設の変更 

（所内常設直流電源設備（３系統目）の
設置） 

（重大事故等対処設備及び体制の一部変
更） 

令和２年１月２９日 原規規発第2001292号 １号、２号、３号及び４号発電用原子炉
施設の変更 

（中央制御室、緊急時対策所、特定重大
事故等対処施設等に対する有毒ガスの発
生に対する防護方針の記載追加） 

令和２年１２月２日 原規規発第2012026号 １号、２号、３号及び４号発電用原子炉
施設の変更 

（津波警報等が発表されない可能性のあ
る津波に対する防護方針の記載追加） 
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許可年月日 許可番号 備    考 

令和３年５月１９日 原規規発第2105196号 １号、２号、３号及び４号発電用原子炉
施設の変更 

（降下火砕物の最大層厚の見直し） 

令和４年６月１日 原規規発第2206018号 １号、２号、３号及び４号発電用原子炉
施設の変更 

（減容したバーナブルポイズンの蒸
気発生器保管庫貯蔵保管に伴う変更） 

令和４年１２月２１日 原規規発第2212211号 １号及び２号発電用原子炉施設の変更 

（使用済燃料貯蔵設備及び使用済燃料貯
蔵槽の冷却等のための設備の変更） 
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別紙２ 

 

変  更  の  内  容 

 

五、発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備  

ロ．発電用原子炉施設の一般構造 

１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉のロ．発電用原子炉施設の一般構造

の記述のうち、(3)その他の主要な構造の(ⅰ)の a.設計基準対象施設の(a)外

部からの衝撃による損傷の防止に係る記述を以下のとおり変更する。 

 

Ａ．１号炉 

(3) その他の主要な構造 

(ⅰ) 本原子炉施設は、(1) 耐震構造、(2) 耐津波構造に加え、以下の基本的

方針の基に安全設計を行う。 

a. 設計基準対象施設 

(a) 外部からの衝撃による損傷の防止  

安全施設は、発電所敷地で想定される洪水、風（台風）、竜巻、凍

結、降水、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象、森林

火災、高潮の自然現象（地震及び津波を除く。）又はその組合せに

遭遇した場合において、自然現象そのものがもたらす環境条件及び

その結果として施設で生じ得る環境条件においても、安全機能を損

なうことのない設計とする。 

なお、発電所敷地で想定される自然現象のうち、洪水については、

立地的要因により設計上考慮する必要はない。  

また、自然現象の組合せにおいては、風（台風）、積雪及び火山の

影響による荷重の組合せを設計上考慮する。  

上記に加え、重要安全施設は、科学的技術的知見を踏まえ、当該

重要安全施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自

然現象により当該重要安全施設に作用する衝撃及び設計基準事故

時に生ずる応力を、それぞれの因果関係及び時間的変化を考慮して、
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適切に組み合わせる。 

また、安全施設は、発電所敷地又はその周辺において想定される

飛来物（航空機落下）、ダムの崩壊、爆発、近隣工場等の火災、有毒

ガス、船舶の衝突又は電磁的障害により原子炉施設の安全性を損な

わせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意

によるものを除く。）に対して安全機能を損なうことのない設計と

する。 

なお、発電所敷地又はその周辺において想定される人為事象のう

ち、飛来物（航空機落下）については、確率的要因により設計上考

慮する必要はない。また、ダムの崩壊については、立地的要因によ

り設計上考慮する必要はない。  

ここで、想定される自然現象及び原子炉施設の安全性を損なわせ

る原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意によ

るものを除く。）に対して、安全施設が安全機能を損なわないため

に必要な安全施設以外の施設又は設備等（重大事故等対処設備を含

む。）への措置を含める。  

(a-1) 安全施設は、竜巻が発生した場合においても安全機能を損なわ

ないよう、最大風速 100m/s の竜巻による風圧力による荷重、気

圧差による荷重及び飛来物の衝撃荷重を組み合わせた設計竜巻

荷重、並びに安全施設に常時作用する荷重、運転時荷重、その他

竜巻以外の自然現象による荷重等を適切に組み合わせた設計荷

重に対して、安全施設の安全機能の確保、あるいは竜巻防護施設

を内包する区画の構造健全性の確保、飛来物等による損傷を考慮

し安全上支障のない期間での修復等並びにそれらを適切に組み

合わせた設計を行うことにより、安全機能を損なうことのない設

計とする。また、安全施設は、過去の竜巻被害の状況及び高浜発

電所のプラント配置から想定される竜巻随伴事象に対して、安全

機能を損なうことのない設計とする。  

竜巻防護対策として、資機材等の設置状況を踏まえ、飛来物と

なる可能性のあるもののうち、飛来した場合の運動エネルギー及
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び貫通力が設定する設計飛来物である鋼製材（長さ 4.2m×幅

0.3m×奥行き 0.2m、重量 135kg、飛来時の水平速度 51m/s、飛

来時の鉛直速度 34m/s）よりも大きなものの固縛や竜巻襲来が予

想される場合の車両の退避等の飛来物発生防止対策、並びに防護

ネットや防護鋼板による竜巻飛来物防護対策設備により、飛来物

の衝撃荷重による影響から防護する対策を行う。  

(a-2) 安全施設は、発電所の運用期間中において発電所の安全機能に

影響を及ぼし得る火山事象として設定した最大層厚 27cm、粒径

1mm 以下、密度 0.7g/cm3（乾燥状態）～1.5g/cm3（湿潤状態）

の降下火砕物に対し、その直接的影響である構造物への静的負荷

に対して安全裕度を有する設計とすること、水循環系の閉塞に対

して狭隘部等が閉塞しない設計とすること、換気系、電気系及び

計装制御系に対する機械的影響（閉塞）に対して降下火砕物が侵

入しにくい設計とすること、水循環系の内部における磨耗及び換

気系、電気系及び計装制御系に対する機械的影響（磨耗）に対し

て磨耗しにくい設計とすること、構造物の化学的影響（腐食）、

水循環系の化学的影響（腐食）及び換気系、電気系及び計装制御

系に対する化学的影響（腐食）に対して短期での腐食が発生しな

い設計とすること、発電所周辺の大気汚染に対して中央制御室の

換気空調系は降下火砕物が侵入しにくく、さらに外気を遮断でき

る設計とすること、絶縁低下に対して空気を取り込む機構を有す

る計装盤の設置場所の換気空調系は降下火砕物が侵入しにくく、

さらに外気を遮断できる設計とすることにより、安全機能を損な

うことのない設計とする。また、降下火砕物の間接的影響である

7 日間の外部電源喪失、発電所外での交通の途絶によるアクセス

制限事象に対し、発電所の安全性を維持するために必要となる電

源の供給が継続でき、安全機能を損なうことのない設計とする。 

(a-3) 安全施設は、想定される外部火災において、最も厳しい火災が

発生した場合においても安全機能を損なうことのない設計とす

る。 



- 13 - 

想定される森林火災については、延焼防止を目的として発電所

周辺の植生を確認し、作成した植生データ等により求めた最大火

線強度から設定した防火帯（18m 以上）を敷地内に設けた設計と

する。 

また、森林火災による熱影響については、火炎輻射発散度

（1,200kW/m2）の影響を考慮した場合においても離隔距離を確

保することで安全施設の安全機能を損なうことのない設計とす

る。 

防火帯の外側にある固体廃棄物貯蔵庫、外部遮蔽壁保管庫及び

保修点検建屋については、防火帯と同じ幅の防火エリアを設ける

設計とする。また、固体廃棄物貯蔵庫については、飛び火対策と

して散水設備を設けることで安全機能を損なうことのない設計

とする。 

想定される近隣の産業施設の火災及び爆発については、離隔距

離を確保することで安全施設の安全機能を損なうことのない設

計とする。 

また、想定される発電所敷地内に存在する危険物タンクの火災、

航空機墜落による火災及び発電所港湾内に入港する船舶の火災

については、建屋表面温度を許容温度以下とすることで安全施設

の安全機能を損なうことのない設計とする。  

外部火災による屋外施設への影響については、屋外施設の温度

を許容温度以下とすること、また、二次的影響のばい煙及び有毒

ガスに対して、換気空調設備等に適切な防護対策を講じることで

安全施設の安全機能を損なうことのない設計とする。  

 

 Ｂ．２号炉 

１号炉に同じ。 

 

 Ｃ．３号炉及び４号炉 

(3) その他の主要な構造 
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(ⅰ) 本原子炉施設は、(1) 耐震構造、(2) 耐津波構造に加え、以下の基本的

方針の基に安全設計を行う。 

a. 設計基準対象施設 

(a) 外部からの衝撃による損傷の防止  

安全施設は、発電所敷地で想定される洪水、風（台風）、竜巻、

凍結、降水、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象、森

林火災、高潮の自然現象（地震及び津波を除く。）又はその組合せ

に遭遇した場合において、自然現象そのものがもたらす環境条件及

びその結果として施設で生じ得る環境条件においても、安全機能を

損なうことのない設計とする。  

なお、発電所敷地で想定される自然現象のうち、洪水については、

立地的要因により設計上考慮する必要はない。  

また、自然現象の組合せにおいては、風（台風）、積雪、火山及

び地滑りによる荷重の組合せを設計上考慮する。  

上記に加え、重要安全施設は、科学的技術的知見を踏まえ、当該

重要安全施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自

然現象により当該重要安全施設に作用する衝撃及び設計基準事故

時に生ずる応力を、それぞれの因果関係及び時間的変化を考慮して、

適切に組み合わせる。 

また、安全施設は、発電所敷地又はその周辺において想定される

飛来物（航空機落下）、ダムの崩壊、爆発、近隣工場等の火災、有

毒ガス、船舶の衝突又は電磁的障害により原子炉施設の安全性を損

なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故

意によるものを除く。）に対して安全機能を損なうことのない設計

とする。 

なお、発電所敷地又はその周辺において想定される人為事象のう

ち、飛来物（航空機落下）については、確率的要因により設計上考

慮する必要はない。また、ダムの崩壊については、立地的要因によ

り設計上考慮する必要はない。 

ここで、想定される自然現象及び原子炉施設の安全性を損なわせ
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る原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意によ

るものを除く。）に対して、安全施設が安全機能を損なわないため

に必要な安全施設以外の施設又は設備等（重大事故等対処設備を含

む。）への措置を含める。  

(a-1) 安全施設は、竜巻が発生した場合においても安全機能を損なわ

ないよう、最大風速 100m/s の竜巻による風圧力による荷重、気

圧差による荷重及び飛来物の衝撃荷重を組み合わせた設計竜巻

荷重、並びに安全施設に常時作用する荷重、運転時荷重、その他

竜巻以外の自然現象による荷重等を適切に組み合わせた設計荷

重に対して、安全施設の安全機能、あるいは竜巻防護施設を内包

する区画の構造健全性を確保する等により、安全機能を損なうこ

とのない設計とする。また、安全施設は、過去の竜巻被害の状況

及び高浜発電所のプラント配置から想定される竜巻随伴事象に

対して、安全機能を損なうことのない設計とする。  

竜巻防護対策として、資機材等の設置状況を踏まえ、飛来物と

なる可能性のあるもののうち、飛来した場合の運動エネルギー及

び貫通力が設定する設計飛来物である鋼製材（長さ 4.2m×幅

0.3m×奥行き 0.2m、重量 135kg、飛来時の水平速度 51m/s、飛

来時の鉛直速度 34m/s）よりも大きなものの固縛や竜巻襲来が予

想される場合の車両の退避等の飛来物発生防止対策、並びに防護

ネットや防護鋼板による竜巻飛来物防護対策設備により、飛来物

の衝撃荷重による影響から防護する対策を行う。  

(a-2) 安全施設は、発電所の運用期間中において発電所の安全機能に

影響を及ぼし得る火山事象として設定した最大層厚 27cm、粒径

1mm 以下、密度 0.7g/cm3（乾燥状態）～1.5g/cm3（湿潤状態）

の降下火砕物に対し、その直接的影響である構造物への静的負荷

に対して安全裕度を有する設計とすること、水循環系の閉塞に対

して狭隘部等が閉塞しない設計とすること、換気系、電気系及び

計装制御系に対する機械的影響（閉塞）に対して降下火砕物が侵

入しにくい設計とすること、水循環系の内部における磨耗及び換
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気系、電気系及び計装制御系に対する機械的影響（磨耗）に対し

て磨耗しにくい設計とすること、構造物の化学的影響（腐食）、

水循環系の化学的影響（腐食）及び換気系、電気系及び計装制御

系に対する化学的影響（腐食）に対して短期での腐食が発生しな

い設計とすること、発電所周辺の大気汚染に対して中央制御室の

換気空調系は降下火砕物が侵入しにくく、さらに外気を遮断でき

る設計とすること、計装盤の絶縁低下に対して空気を取り込む機

構を有する計装盤の設置場所の換気空調系は降下火砕物が侵入

しにくく、さらに外気を遮断できる設計とすることにより、安全

機能を損なうことのない設計とする。また、降下火砕物の間接的

影響である 7 日間の外部電源喪失、発電所外での交通の途絶によ

るアクセス制限事象に対し、発電所の安全性を維持するために必

要となる電源の供給が継続でき、安全機能を損なうことのない設

計とする。 

(a-3) 安全施設は、想定される外部火災において、最も厳しい火災が

発生した場合においても安全機能を損なうことのない設計とす

る。 

想定される森林火災については、延焼防止を目的として発電所

周辺の植生を確認し、作成した植生データ等により求めた最大火

線強度から設定した防火帯（18m 以上）を敷地内に設けた設計と

する。 

また、森林火災による熱影響については、火炎輻射発散度

（1,200kW/m2）の影響を考慮した場合においても離隔距離を確

保することで安全施設の安全機能を損なうことのない設計とす

る。 

防火帯の外側にある固体廃棄物貯蔵庫、外部遮蔽壁保管庫、蒸

気発生器保管庫（３号及び４号炉共用）及び保修点検建屋につい

ては、防火帯と同じ幅の防火エリアを設ける設計とする。  

また、固体廃棄物貯蔵庫については、飛び火対策として散水設

備を設けることで安全機能を損なうことのない設計とする。  



- 17 - 

想定される近隣の産業施設の火災及び爆発については、離隔距

離を確保することで安全施設の安全機能を損なうことのない設

計とする。 

また、想定される発電所敷地内に存在する危険物タンクの火災

及び航空機墜落による火災については、建屋表面温度を許容温度

以下とすることで安全施設の安全機能を損なうことのない設計

とする。 

外部火災による屋外施設への影響については、屋外施設の温度

を許容温度以下とすること、また、二次的影響のばい煙及び有毒

ガスに対して、換気空調設備等に適切な防護対策を講じることで

安全施設の安全機能を損なうことのない設計とする。  
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ホ．原子炉冷却系統施設の構造及び設備  

３号炉及び４号炉のホ．原子炉冷却系統施設の構造及び設備の記述のう

ち、(1) 一次冷却材設備の(ⅱ) 主要な機器及び管の個数及び構造の a. 蒸

気発生器に係る記述を以下のとおり変更する。 

 

 Ａ．３号炉及び４号炉 

(1) 一次冷却材設備 

(ⅱ) 主要な機器及び管の個数及び構造  

a. 蒸気発生器 

（「一次冷却材設備」、「原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用

原子炉を冷却するための設備」、「原子炉冷却材圧力バウンダリを減

圧するための設備」、「原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用

原子炉を冷却するための設備」、「最終ヒートシンクへ熱を輸送する

ための設備」及び「緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にする

ための設備」と兼用） 

型 式   たて置Ｕ字管式熱交換器型 

基 数   3 

寸 法   胴外径上部 約4.5m 

         下部 約3.5m 

         全高 約21.2m 

      伝熱管外径×厚さ 約22.2mm×約1.3mm 

材 料   本 体   低合金鋼及び低合金鍛鋼 

伝熱管   ニッケル・クロム・鉄合金 
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ト．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備  

３号炉及び４号炉のト．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備の記述

のうち、(3) 固体廃棄物の廃棄設備の(ⅰ) 構造及び(ⅱ) 廃棄物の処理能力

に係る記述を以下のとおり変更する。 

 

 Ａ．３号炉 

(3) 固体廃棄物の廃棄設備 

(ⅰ) 構造 

固体廃棄物の廃棄設備（固体廃棄物処理設備）は、廃棄物の種類に応

じて処理するため、濃縮廃液等のドラム詰装置（３号及び４号炉共用）、

圧縮可能な雑固体廃棄物を圧縮するためのベイラ（１号、２号、３号及

び４号炉共用）、焼却可能な雑固体廃棄物を焼却するための雑固体焼却

設備（１号、２号、３号及び４号炉共用）、使用済樹脂タンク、使用済

樹脂貯蔵タンク（３号及び４号炉共用）、廃樹脂貯蔵タンク（１号、２

号、３号及び４号炉共用、既設）、廃樹脂処理装置（１号、２号、３号

及び４号炉共用、既設）、固体廃棄物貯蔵庫（１号、２号、３号及び４

号炉共用）、蒸気発生器保管庫（１号、２号、３号及び４号炉共用、既

設）、外部遮蔽壁保管庫（１号、２号、３号及び４号炉共用、既設）、

蒸気発生器保管庫（３号及び４号炉共用）等で構成する。  

濃縮廃液等は固化材（アスファルト又はセメント）と共にドラム詰め

を行い貯蔵保管する。 

雑固体廃棄物のうち、可燃物は必要に応じて圧縮減容若しくは焼却処

理後ドラム詰め等を行い貯蔵保管する。また、不燃物は必要に応じて圧

縮減容後ドラム詰め等を行うか、又は必要に応じて圧縮減容後固型化材

（モルタル）を充てんしてドラム詰めを行い貯蔵保管する。  

脱塩塔使用済樹脂は、固化材（アスファルト）と共にドラム詰めを行

い貯蔵保管するか、又は使用済樹脂貯蔵タンクに貯蔵し、その後廃樹脂

処理装置で処理する。処理後の樹脂は雑固体廃棄物として取り扱い焼却

する。処理後の濃縮廃液は廃樹脂処理装置の濃縮廃液タンクに貯蔵保管

する。また、脱塩塔使用済樹脂の一部は、雑固体廃棄物として取り扱い
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焼却する。 

また、使用済制御棒等の放射化された機器は使用済燃料ピットに貯蔵

する。 

固体廃棄物処理設備は、圧縮、焼却、固化等の処理過程における、放

射性物質の散逸等を防止する設計とする。  

発生したドラム詰め等固体廃棄物は、所要の遮蔽設計を行った発電所

内の固体廃棄物貯蔵庫に貯蔵保管する。  

また、蒸気発生器の取替えに伴い取り外した蒸気発生器等及び原子炉

容器上部ふたの取替えに伴い取り外した原子炉容器上部ふた等は、所要

の遮蔽設計を行った発電所内の蒸気発生器保管庫に貯蔵保管する。原子

炉容器上部ふたの取替えに伴い発生したコンクリート、鉄筋及び埋め込

み金物は、所要の遮蔽設計を行った発電所内の外部遮蔽壁保管庫に貯蔵

保管する。 

なお、必要に応じて、固体廃棄物を廃棄事業者の廃棄施設へ廃棄する。 

 

(ⅱ) 廃棄物の処理能力  

使用済樹脂貯蔵タンクの容量は、約 85m3、廃樹脂貯蔵タンクの容量

は、約 120 m3である。 

固体廃棄物貯蔵庫は、200ℓ ドラム缶約 50,600 本相当を貯蔵保管する

能力を有する。 

これらは、必要がある場合には増設を考慮する。  

蒸気発生器保管庫は、１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉の蒸気発生

器の取替えに伴い取り外した蒸気発生器 12 基等、１号炉、２号炉、３

号炉及び４号炉の原子炉容器上部ふたの取替えに伴い取り外した原子

炉容器上部ふた 4 基等、並びに１号炉及び２号炉の減容したバーナブル

ポイズンを十分貯蔵保管する能力を有する。  

外部遮蔽壁保管庫は、１号炉及び２号炉の外周コンクリート壁一部撤

去、１号炉の蒸気発生器の取替え、並びに３号炉及び４号炉の原子炉容

器上部ふたの取替えに伴い発生したコンクリート、鉄筋及び埋め込み金

物等を十分貯蔵保管する能力を有する。  
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 Ｂ．４号炉 

３号炉に同じ。ただし共用設備は除く。 
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ヌ．その他発電用原子炉の附属施設の構造及び設備  

１号炉及び２号炉のヌ．その他発電用原子炉の附属施設の構造及び設備

の記述のうち、(3)その他の主要な事項の(ⅺ) 保修点検建屋（１号、２号、

３号及び４号炉共用）に係る記述を以下のとおり追加する。 

３号炉及び４号炉のヌ．その他発電用原子炉の附属施設の構造及び設備

の記述のうち、(3)その他の主要な事項の(ⅹ) 特定重大事故等対処施設を

構成する設備の     及び(ⅺ) 保修点検建屋（１号、２号、３号及び

４号炉共用）に係る記述を以下のとおり変更又は追加する。 

 

 Ａ．１号炉 

(3) その他の主要な事項 

(ⅺ) 保修点検建屋  

保修点検建屋は、資機材の点検作業、保管等を実施するための建屋で

ある。 

保修点検建屋（１号、２号、３号及び４号炉共用）   

 構  造   鉄骨造（一部鉄筋コンクリート造）  

 面  積   約 1,600 m2 

 

 Ｂ．２号炉 

１号炉に同じ。ただし共用設備は除く。 

 

 Ｃ．３号炉 

(3) その他の主要な事項 

(ⅹ) 特定重大事故等対処施設を構成する設備  

  

 

 

 

 

 

 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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(ⅺ) 保修点検建屋  

保修点検建屋は、資機材の点検作業、保管等を実施するための建屋で

ある。 

保修点検建屋（１号、２号、３号及び４号炉共用）   

 構  造   鉄骨造（一部鉄筋コンクリート造）  

 面  積   約 1,600 m2 

 

Ｄ．４号炉 

３号炉に同じ。ただし共用設備は除く。 

 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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九、発電用原子炉施設における放射線の管理に関する事項  

イ．核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物による放射線被ばくの

管理の方法 

１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉のイ．核燃料物質及び核燃料物質に

よって汚染された物による放射線被ばくの管理の方法の記述のうち、(2)管

理区域及び周辺監視区域の設定の(ⅰ)管理区域に係る記述を以下のとおり

変更する。 

 

 Ａ．１号炉 

 (2) 管理区域及び周辺監視区域の設定  

(ⅰ) 管理区域  

炉室、使用済燃料の貯蔵施設、放射性廃棄物の廃棄施設等の場所であ

って、その場所における外部放射線に係る線量、空気中の放射性物質の

濃度又は放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度が、

「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づ

く線量限度等を定める告示」（以下「線量限度等を定める告示」という。）

に定められた値を超えるか又は超えるおそれのある区域は、すべて管理

区域とする。 

実際には部屋、建物その他の施設の配置及び管理上の便宜をも考慮し

て、原子炉格納施設、原子炉補助建屋の大部分、固体廃棄物貯蔵庫、蒸気

発生器保管庫、外部遮蔽壁保管庫、廃樹脂貯蔵室、固体廃棄物処理建屋、

固体廃棄物固型化処理建屋、廃樹脂処理建屋、使用済燃料輸送容器保管

建屋及び保修点検建屋等を管理区域とする。  

なお、管理区域外において一時的に上記管理区域に係る値を超えるか

又は超えるおそれのある区域が生じた場合は、一時的な管理区域とする。 
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 Ｂ．２号炉 

   １号炉に同じ。 
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 Ｃ．３号炉及び４号炉 

(2) 管理区域及び周辺監視区域の設定  

(ⅰ) 管理区域  

炉室、使用済燃料の貯蔵施設、放射性廃棄物の廃棄施設等の場所であ

って、その場所における外部放射線に係る線量、空気中の放射性物質の

濃度又は放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度が、

「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づ

く線量限度等を定める告示」（以下「線量限度等を定める告示」という。）

に定められた値を超えるか又は超えるおそれのある区域は、すべて管理

区域とする。 

実際には部屋、建物その他の施設の配置及び管理上の便宜をも考慮し

て、原子炉格納施設、原子炉補助建屋の大部分、固体廃棄物貯蔵庫、蒸気

発生器保管庫、廃樹脂貯蔵室、固体廃棄物処理建屋、固体廃棄物固型化処

理建屋、廃樹脂処理建屋、使用済燃料輸送容器保管建屋、外部遮蔽壁保管

庫及び保修点検建屋等を管理区域とする。  

なお、管理区域外において一時的に上記管理区域に係る値を超えるか

又は超えるおそれのある区域が生じた場合は、一時的な管理区域とする。 
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ロ．放射性廃棄物の廃棄に関する事項  

１号炉及び２号炉のロ．放射性廃棄物の廃棄に関する事項の記述のうち、

(3) 液体廃棄物の発生源及び放出管理目標値に係る記述を以下のとおり変

更する。 

３号炉及び４号炉のロ．放射性廃棄物の廃棄に関する事項の記述のうち、

(3) 液体廃棄物の発生源及び放出管理目標値及び(4) 固体廃棄物の保管管

理に係る記述を以下のとおり変更する。 

 

 Ａ．１号炉 

(3) 液体廃棄物の発生源及び放出管理目標値  

液体廃棄物の主なものは、１次冷却材抽出水、冷却材ドレン、機器ド

レン、格納容器床ドレン、補助建屋床ドレン、薬品ドレン、洗浄排水及

び保修点検建屋ドレン等である。  

液体廃棄物は、ほう酸回収系、廃液処理系等で処理を行った後、再使

用又は復水器冷却水等と混合、希釈して放水口から放出する。液体廃棄

物を放出する場合には、放水口における水中の放射性物質の濃度が、「線

量限度等を定める告示」に定める濃度限度以下になるようにする。  

液体廃棄物の放出管理目標値を「線量目標値に関する指針」に基づき、

以下のように設定する。 

平常運転時に発生する液体廃棄物中の放射性物質量は、先行炉の運転

実績等を踏まえた発生廃液量及び放射性物質濃度から求める。年間放出

量については、上記の値を基礎に、液体廃棄物処理系の性能（処理容量、

除染係数等）、処理水の運用方法等を考慮して計算する。  

液体廃棄物による実効線量評価を行う際には、液体廃棄物処理設備運

用の変動を考慮して設定した年間放出量に基づき実効線量の計算を行う。 

この結果から、液体廃棄物の放出管理目標値（１号炉、２号炉、３号

炉及び４号炉合算）を次のように設定し、これを超えないように努める。 

放出管理目標値（１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉合算）1.4×1011Bq/y

（トリチウムを除く） 
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 Ｂ．２号炉 

   １号炉に同じ。 
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 Ｃ．３号炉及び４号炉 

(3) 液体廃棄物の発生源及び放出管理目標値 

液体廃棄物の主なものは、１次冷却材抽出水、格納容器冷却材ドレン、

補助建屋冷却材ドレン、補助建屋機器ドレン、格納容器床ドレン、補助

建屋床ドレン、薬品ドレン、洗浄排水及び保修点検建屋ドレン等である。  

液体廃棄物は、ほう酸回収系、廃液処理系等で処理を行った後、再使

用又は復水器冷却水等と混合、希釈して放水口から放出する。液体廃棄

物を放出する場合には、放水口における水中の放射性物質の濃度が、「線

量限度等を定める告示」に定める濃度限度以下になるようにする。  

液体廃棄物の放出管理目標値を「線量目標値に関する指針」に基づき、

以下のように設定する。 

平常運転時に発生する液体廃棄物中の放射性物質量は、先行炉の運転

実績等を踏まえた発生廃液量及び放射性物質濃度から求める。年間放出

量については、上記の値を基礎に、液体廃棄物処理系の性能（処理容量、

除染係数等）、処理水の運用方法等を考慮して計算する。  

液体廃棄物による実効線量評価を行う際には、液体廃棄物処理設備運

用の変動を考慮して設定した年間放出量に基づき実効線量の計算を行う。 

この結果から、液体廃棄物の放出管理目標値（１号炉、２号炉、３号

炉及び４号炉合算）を次のように設定し、これを超えないように努める。 

放出管理目標値（１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉合算）1.4×

1011Bq/y（トリチウムを除く） 

 

(4) 固体廃棄物の保管管理 

固体廃棄物の主なものは、廃液蒸発装置の濃縮廃液、酸液ドレン（強

酸）、雑固体廃棄物（ウエス、金属、機材、使用済フィルタ等）及び脱塩

塔使用済樹脂がある。 

上記のほか、使用済制御棒等の放射化された機器が発生することがあ

る。これらは、使用済燃料ピットに貯蔵し、放射能の減衰を図ることと

する。 

ドラム詰め、こん包等の措置を講じた固体廃棄物は、固体廃棄物貯蔵



- 30 - 

庫に貯蔵保管する。 

また、３号炉及び４号炉の蒸気発生器の取替えに伴い取り外した蒸気

発生器等並びに３号炉及び４号炉の取り外した原子炉容器上部ふた等は、

蒸気発生器保管庫に貯蔵保管する。３号炉及び４号炉の原子炉容器上部

ふたの取替えに伴い発生したコンクリート、鉄筋及び埋め込み金物は、

外部遮蔽壁保管庫に貯蔵保管する。  

脱塩塔使用済樹脂は、使用済樹脂貯蔵タンクに貯蔵して放射能の減衰

を図る。 

固体廃棄物貯蔵庫、蒸気発生器保管庫及び外部遮蔽壁保管庫は管理区

域とし、定期的に周辺の放射線サーベイ等を行い厳重に管理する。  
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ハ．周辺監視区域の外における実効線量の算定の条件及び結果  

１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉のハ．周辺監視区域の外における実

効線量の算定の条件及び結果の記述のうち、(1) 線量の評価条件(i) の気体

廃棄物中の希ガスのγ線に起因する実効線量及び (iii) 気体廃棄物中に含

まれるよう素に起因する実効線量並びに(2) 線量の評価結果に係る記述を

以下のとおり変更する。 

 

 Ａ．１号炉 

(1) 線量の評価条件 

(i) 気体廃棄物中の希ガスのγ線に起因する実効線量  

a. 年間放出量及びγ線実効エネルギー  

(a) ガス減衰タンク（１号炉及び２号炉）、ガス減衰タンク（３号炉及

び４号炉）及び水素再結合ガス減衰タンク（３号炉及び４号炉）

からの排気 

希ガスの年間放出量及びγ線実効エネルギーは、それぞれ 8.2

×1014Bq/y 及び 3.7×10-2MeV/dis（１号及び２号各炉）並びに

5.7×1014Bq/y 及び 3.4×10-2MeV/dis（３号及び４号各炉）とす

る。 

(b) 原子炉停止時の原子炉格納容器換気  

希ガスの年間放出量及びγ線実効エネルギーは、それぞれ 5.0

×1013Bq/y 及び 4.5×10-2MeV/dis（１号及び２号各炉）並びに

2.2×1013Bq/y 及び 4.7×10-2MeV/dis（３号及び４号各炉）とす

る。 

(c) 原子炉格納容器減圧時の排気 

希ガスの年間放出量及びγ線実効エネルギーは、それぞれ 6.5

×1012Bq/y 及び 4.6×10-2MeV/dis（１号炉）、6.6×1012Bq/y 及び

4.6×10-2MeV/dis（２号炉）並びに 3.2×1012Bq/y 及び 4.9×10-2 

MeV/dis（３号及び４号各炉）とする。  

(d) 原子炉補助建屋の換気 

希ガスの年間放出量及びγ線実効エネルギーは、それぞれ 1.7
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×1014Bq/y 及び 9.1×10-2MeV/dis（１号及び２号各炉）並びに

7.6×1013Bq/y 及び 1.5×10-1MeV/dis（３号及び４号各炉）とす

る。 

b. 気象条件 

気象条件は、現地における 2019 年 1 月から 2019 年 12 月までの観

測による実測値を使用する。 

c. 計算地点 

実効線量の計算は、将来の集落の形成を考慮し、２号原子炉を中心と

して 16方位に分割したうちの陸側 13方位の敷地境界外について行い、

希ガスのγ線による実効線量が最大となる地点での線量を求める。  

 

(iii) 気体廃棄物中に含まれるよう素に起因する実効線量  

a. 年間放出量 

(a) 原子炉停止時の原子炉格納容器換気  

よう素の年間放出量は、Ｉ－131 について 2.1×109Bq/y（１号及

び２号各炉）及び 1.1×109Bq/y（３号及び４号各炉）、Ｉ－133 に

ついて 1.9×109Bq/y（１号及び２号各炉）及び 1.4×109Bq/y（３

号及び４号各炉）とする。 

(b) 原子炉格納容器減圧時の排気  

よう素の年間放出量は、Ｉ－131 について 9.7×109Bq/y（１号及

び２号各炉）及び 1.2×109Bq/y（３号及び４号各炉）、Ｉ－133 につ

いて 2.7×109Bq/y（１号及び２号各炉）及び 3.3×108Bq/y（３号及

び４号各炉）とする。 

(c) 原子炉補助建屋の換気 

よう素の年間放出量は、Ｉ－131 について 8.9×109Bq/y（１号及び

２号各炉）及び 2.0×109Bq/y（３号及び４号各炉）、Ｉ－133 につい

て 1.5×1010Bq/y（１号炉）、1.6×1010Bq/y（２号炉）及び 3.3×109Bq/y

（３号及び４号各炉）とする。  

(d) 定期検査時に放出されるよう素  

よう素の年間放出量は、Ｉ－131 について 5.2×109Bq/y（１号及
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び２号各炉）及び 1.1×109Bq/y（３号及び４号各炉）とする。 

b. 気象条件 

「ハ．（１）(i) b. 気象条件」と同じとする。 

c. 計算地点 

呼吸及び葉菜摂取による実効線量を求める場合には、２号原子炉を

中心として 16方位に分割したうちの陸側 13方位の敷地境界外であっ

て、年平均地上空気中濃度が最大となる地点とする。  

牛乳摂取による実効線量を求める場合には、現存する牧草地のうち

で年平均地上空気中濃度が最大となる地点とする。  

 

(2) 線量の評価結果 

敷地境界外における１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉からの気体廃棄

物中の希ガスのγ線に起因する実効線量、液体廃棄物中（よう素を除く。）

に含まれる放射性物質に起因する実効線量及びよう素に起因する実効線

量は、それぞれ年間約 11μSv、年間約 2.1μSv 及び年間約 1.4μSv とな

り、合計は年間約 15μSv である。 

この値は、「線量目標値に関する指針」に示される線量目標値の年間

50μSv を下回る。 

なお、発電用原子炉施設の設計及び管理によって、通常運転時において

原子炉施設からの直接線及びスカイシャイン線による空気カーマが、人の

居住の可能性のある敷地境界外において年間 50μGy を下回るようにする。 
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 Ｂ．２号炉 

   １号炉に同じ。 
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 Ｃ．３号炉及び４号炉 

   １号炉に同じ。 
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十、発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の事故が発生した場合における当

該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項  

イ．運転時の異常な過渡変化 事故に対処するために必要な施設並びに発生

すると想定される事故の程度及び影響の評価を行うために設定した条件及

びその評価の結果 

３号炉及び４号炉のイ．運転時の異常な過渡変化 事故に対処するた

めに必要な施設並びに発生すると想定される事故の程度及び影響の評価を

行うために設定した条件及びその評価の結果の記述のうち、(2) 解析条件

の(iii) 炉心内の熱発生又は熱除去の異常な変化の d. 主給水流量喪失に係

る記述を以下のとおり変更する。 

 

Ａ．３号炉及び４号炉 

(2) 解析条件 

(iii) 炉心内の熱発生又は熱除去の異常な変化  

d. 主給水流量喪失 

原子炉の出力運転中に、主給水ポンプ、復水ポンプ又は給水制

御系の故障等により、すべての蒸気発生器への給水が停止し、原

子炉からの除熱能力が低下する事象を想定する。  

(a) 初期値として原子炉出力は定常運転時の最大出力、加圧器

保有水量は最大値（62％）、蒸気発生器水位は定格出力運転

時設定水位とする。 

(b) 崩壊熱は、 (a)項の初期原子炉出力で無限時間運転した場合

の値を使用する。 

(c) 原子炉の停止と同時に外部電源喪失を仮定し、１次冷却材は、

１次冷却材ポンプの停止後コーストダウンし、その後自然循環

するものとする。 

(d) 電動補助給水ポンプ 1 台が原子炉トリップ 60 秒後に自動起

動し、3 基の蒸気発生器に合わせて 80m3/h の流量で給水する

ものとする。タービン動補助給水ポンプによる補助給水は解析

では無視する。 
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(e) タービンバイパス弁及び主蒸気逃がし弁は動作せず、主蒸気

安全弁のみ動作するものとする。  

(f) 以下の 2 つの場合を考慮する。 

a) 原子炉圧力の評価では、加圧器スプレイ弁及び加圧器逃

がし弁は動作しないものとする。  

b) 加圧器水位の評価では、加圧器スプレイ弁及び加圧器逃

がし弁は動作するものとする。  
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ロ．設計基準事故 事故に対処するために必要な施設並びに発生すると想定

される事故の程度及び影響の評価を行うために設定した条件及びその評価

の結果 

３号炉及び４号炉のロ．設計基準事故 事故に対処するために必要な

施設並びに発生すると想定される事故の程度及び影響の評価を行うために

設定した条件及びその評価の結果の記述のうち、(2) 解析条件の(iv) 環境

への放射性物質の異常な放出の a. 放射性気体廃棄物処理施設の破損、b. 

蒸気発生器伝熱管破損の(b) 核分裂生成物の放出量及び線量の評価、c. 燃

料集合体の落下及び d. 原子炉冷却材喪失並びに(3) 評価結果に係る記述

を以下のとおり変更する。 

 

Ａ．３号炉及び４号炉 

(2) 解析条件 

(iv) 環境への放射性物質の異常な放出  

a. 放射性気体廃棄物処理施設の破損  

放射性気体廃棄物処理設備の一部が破損し、ここに貯留されて

いた気体状の放射性物質が環境に放出される事象を想定する。  

(a) 原子炉は事故直前まで定格出力の 102％で運転していたもの

とする。 

(b) １次冷却材中の希ガス濃度は燃料被覆管欠陥率を 1％として

評価し、１次冷却材から抽出された放射性希ガスは、体積制御

タンクでその全量が水素によってパージされ、水素再結合ガス

減衰タンクに貯蔵されるものとする。  

(c) プラント稼働率は 100％とする。 

(d) 8 基のタンクの切替えを考慮し、タンク 1 基当たりの貯蔵量

が最大となる時点で破損するものとし、瞬時にタンク中の放射

能全量が原子炉補助建屋内に放出されると仮定する。  

(e) 線量評価に必要な拡散条件及び気象条件としては、放射性物

質が地表面から放出されると仮定し、現地における 2019 年 1

月から 2019 年 12 月までの気象観測による実測値及び実効放
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出継続時間より求めた相対線量（Ｄ／Ｑ）を用いる。  

b. 蒸気発生器伝熱管破損 

 (b) 核分裂生成物の放出量及び線量の評価 

a) 原子炉は、事故直前まで定格出力の 102％で運転されて

いたものとする。その運転時間は燃料を 1/3ずつ取り替えて

いく場合の平衡炉心を考えて、最高 30,000 時間とする。 

b) 破損側蒸気発生器は、事故発生後 48 分で隔離されるもの

とし、この間に１次冷却系から２次冷却系へ流出する１次

冷却材量は 90t とする。また、流出した１次冷却材を含む

２次冷却水のうち、破損側蒸気発生器につながる主蒸気逃

がし弁等から大気中へ放出される蒸気量は 30t とする。 

c) 蒸気発生器伝熱管破損により新たに燃料被覆管の損傷を

招くことはない。したがって、２次冷却系へ流出する放射

能源として、以下の 2 通りを仮定する。 

①  燃料被覆管欠陥率 1％を用いて計算した１次冷却材中

に存在する核分裂生成物のよう素約 7.0×1013Bq、希ガ

ス約 3.4×1014Bq（γ線エネルギー 0.5MeV 換算）。 

②  ①項の損傷燃料棒から新たに１次冷却材中への追加放

出に寄与する核分裂生成物のよう素約 1.2×1015Bq、希

ガス約 3.3×1015Bq（γ線エネルギー 0.5MeV 換算）。 

追加放出量は、事故発生後の原子炉圧力が直線的に低

下するものとし、この圧力低下に比例して１次冷却系に

放出されるものとする。この場合の追加放出率は 1.40×

10-2min-1 とする。 

d) この１次冷却材中の核分裂生成物のうち、破損側蒸気発

生器が隔離されるまでの間に１次冷却系から２次冷却系へ

流出する放射能量は、１次冷却材中の濃度に依存するもの

とする。 

e) ２次冷却系に流出してきた希ガスについては、全量が大

気中へ放出されるものとする。  
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f) ２次冷却系に流出してきたよう素については、気液分配

係数 100 で蒸気とともに大気に放出されるものとする。  

g) 原子炉トリップと同時に外部電源は喪失するものとする。  

h) 破損側蒸気発生器隔離後も、２次冷却系の弁からの蒸気

漏えいにより、よう素が大気中に放出されるものとする。  

弁からの蒸気漏えい率は、隔離直後 5m3/d とし、その後

は２次冷却系圧力が 24 時間で直線的に大気圧まで低下する

と仮定し、この２次冷却系圧力に対応して弁からの蒸気漏

えい率が減少するものとする。  

i) 線量評価に必要な拡散条件及び気象条件としては、放射

性物質が地表面から放出されると仮定し、現地における

2019 年 1 月から 2019 年 12 月までの気象観測による実測値

及び実効放出継続時間より求めた相対濃度（χ／Ｑ）及び

相対線量（Ｄ／Ｑ）を用いる。  

c. 燃料集合体の落下 

原子炉の燃料交換時に、何らかの理由によって燃料集合体が落

下して破損し、放射性物質が環境に放出される事象を想定する。  

(a) 燃料取扱いに際し、使用済燃料ピット内で取扱い中の燃料

集合体 1 体が操作上の最高の位置から落下し、落下した燃料集

合体の全燃料棒の被覆管が破損するものとする。  

(b) 原子炉停止時の燃料ギャップ内の核分裂生成物の量は、原

子炉が定格出力の 102％で運転された取替炉心のサイクル末期

の最大出力集合体（運転時間 30,000 時間）のものとする。 

(c) 燃料取替作業は、原子炉停止後 100 時間において開始され、

この時点で落下事故が生じるものとする。  

(d) 損傷した燃料棒の燃料ギャップ内の核分裂生成物の全量が、

使用済燃料ピット水中に放出されるものとする。  

(e) 使用済燃料ピット水中に放出された希ガスの水中への溶解を

無視し、全量が燃料取扱室内に放出されるものとする。  

(f) 使用済燃料ピット水中に放出されたよう素の水中での除染係
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数は 500 とする。 

(g) 燃料取扱室内に放出された希ガス及びよう素は、アニュラ

ス空気浄化設備を通して格納容器排気筒から大気中に放出され

るものとする。よう素フィルタの効率は 95％とする。 

(h) 線量評価に必要な拡散条件及び気象条件としては、現地に

おける 2019 年 1 月から 2019 年 12 月までの気象観測による実

測値及び実効放出継続時間より求めた相対濃度（χ／Ｑ）及び

相対線量（Ｄ／Ｑ）を用いる。  

d. 原子炉冷却材喪失 

「ロ．（１）(i) a. (a) 原子炉冷却材喪失」で想定した原子炉冷

却材喪失の際に、放射性物質が環境に放出される事象を想定する。  

(a) 事故発生直前まで、原子炉は定格出力の 102％で長時間にわ

たって運転されていたものとする。その運転時間は、燃料を

1/3 ずつ取り替えていく場合の平衡炉心を考えて、最高 30,000

時間とする。 

(b) 原子炉格納容器内に放出される核分裂生成物の量は、炉心

全体の内蔵量に対し、次の割合で放出されるものとする。  

希ガス   1％ 

よう素   0.5％ 

(c) 放出されたよう素のうち、有機よう素は 4％とし、残りの

96％は無機よう素の形態をとるものとする。  

(d) 原子炉格納容器内に放出されたよう素のうち、無機よう素

については、50％が原子炉格納容器内部に沈着し、漏えいに

寄与しないものとする。  

(e) 原子炉格納容器スプレイ水による無機よう素の除去効率は等

価半減期 50 秒とする。 

ただし、事故発生後、無機よう素の除去効果が有効になるま

での時間は 5 分とする。 

(f) 単一故障の仮定として、ディーゼル発電機 1 台を不作動とす

る。 
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(g) 原子炉格納容器からの漏えい率は、事故時の原子炉格納容

器内圧に対応した漏えい率を下回らないような値とし、以下の

表の漏えい率とする。 

 

漏えい率 

（％/d） 

時間区分 

(s) 

0.13 0 ～ 1,000 

0.12 1,000 ～ 2,200 

0.11 2,200 ～ 16,000 

0.10 16,000 ～ 32,000 

0.09 32,000 ～ 58,000 

0.08 58,000 ～ 110,000 

0.07 110,000 ～ 220,000 

0.06 220,000 ～ 520,000 

0.05 520,000 ～ 2,592,000 

(h) 原子炉格納容器からの漏えいは、その 97％が配管等の貫通

するアニュラス部に生じ、残り 3％はアニュラス部以外で生じ

るものとする。 

(i) 事故発生後、非常用炉心冷却設備作動信号によってアニュラ

ス空気浄化設備が起動し、アニュラス部の負圧達成時間は 10

分とする。 

その間原子炉格納容器からアニュラス部に漏えいしてきた気

体はそのまま全量大気中へ放出されるものとし、アニュラス空

気浄化設備のフィルタ効果は無視する。  

また、負圧達成後も、アニュラス排気風量の切替え（事故発

生後 30 分）までは、アニュラス内空気の再循環は考慮しない。  

(j) 原子炉格納容器からアニュラス部に漏えいした気体は、アニ

ュラス空気浄化設備を経て再循環するが、その一部は、アニュ

ラス部の負圧維持のため排気筒より放出される。このとき、ア

ニュラス部内での核分裂生成物の沈着の効果はないものとする。 

(k) アニュラス空気浄化設備のよう素フィルタの効率は 95％と

する。 

(l) 希ガスに対するアニュラス空気浄化設備のフィルタ効果及び
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原子炉格納容器スプレイ水による除去効果等は無視する。  

(m) 事故後の非常用炉心冷却設備及び原子炉格納容器スプレイ

設備の再循環系（以下「再循環系」という。）からは、事故期

間中（30 日間）安全補機室内へ 4×10-3m3/hの漏えいがあるも

のとする。 

(n) 再循環水中の放射能量は事故発生直後、 (b)項と同量のよう

素が無機よう素として溶解しているものとする。  

(o) 再循環水体積は 1,400m3 とする。 

(p) 再循環系から安全補機室に漏えいした再循環水中のよう素

の気相への移行率は 5％とし、安全補機室内でのよう素沈着率

は 50％とする。 

(q) 安全補機室空気浄化設備のよう素フィルタの効率は 95％と

する。 

(r) 原子炉格納容器内の浮遊核分裂生成物による直接線量及びス

カイシャイン線量については、以下の条件に従って評価する。 

a) 事故時に炉心から原子炉格納容器内に放出された核分裂

生成物は、すべて原子炉格納容器内に均一に分布するもの

と仮定し、原子炉格納容器からの漏えいによる減少効果や

原子炉格納容器スプレイ水による除去効果は無視する。  

b) 核種の選定に当たって、よう素に関しては、核分裂収率

が小さく半減期の極めて短いもの及びエネルギーの小さい

もの以外の核種、希ガスに関しては、半減期 10 分以上の核

種、その他の核種については、原子炉格納容器から外部遮

蔽建屋ドーム部を透過したγ線の空気との散乱によるスカ

イシャイン線量及び原子炉格納容器から外部遮蔽建屋円筒

部を透過したγ線による直接線量の計算に寄与するような

十分高いエネルギーを持ち、半減期が 10 分以上の核種を対

象とする。 

c) 核分裂生成物によるγ線エネルギーは以下のエネルギー

範囲別に区分する。 
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代表エネルギー 

(MeV/dis) 

エネルギー範囲 

(MeV/dis) 

0.4  E ≦ 0.4 

0.8 0.4 ＜ E ≦ 1.0 

1.3 1.0 ＜ E ≦ 1.5 

1.7 1.5 ＜ E ≦ 1.8 

2.5 1.8 ＜ E  

 

(s) 事故の評価期間は 30 日間とする。 

(t) 環境への核分裂生成物の放出については、排気筒から放出さ

れるものとする。 

(u) 線量評価に必要な拡散条件及び気象条件としては、現地に

おける 2019 年 1 月から 2019 年 12 月までの気象観測による実

測値及び実効放出継続時間より求めた相対濃度（χ／Ｑ）及び

相対線量（Ｄ／Ｑ）を用いる。  

 

(3) 評価結果 

判断基準に対する解析結果は以下のとおりである。  

a. 炉心は著しい損傷に至ることなく、かつ、十分な冷却が可能で

あることについては、「原子炉冷却材喪失」の場合が最も厳しく、

以下のとおり、「軽水型動力炉の非常用炉心冷却系の性能評価指

針」に示された基準を満たす。  

(a) 燃料被覆管温度の最高値は、二酸化ウラン燃料で生じ、約

1,100℃であり、制限値の 1,200℃を下回る。 

(b) 燃料被覆管の局所的最大ジルコニウム－水反応量は、二酸

化ウラン燃料で生じ、燃料被覆管厚さの約 4.0％であり、酸化

反応が著しくなる前の被覆管厚さの 15％以下である。 

(c) 全炉心平均ジルコニウム－水反応量は 0.3％以下であり、反

応に伴い発生する水素の量は原子炉格納容器の健全性確保の見

地から十分低い。 

(d) 再冠水開始以降、燃料被覆管の一部がバーストしている燃
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料棒でも、熱除去は順調に行われており、その後は、再循環モ

ードの確立によって、長期にわたる炉心の冷却が可能である。  

b. 燃料エンタルピの最大値については、「制御棒飛び出し」にお

いて、二酸化ウラン燃料で約 450kJ/kg、ウラン・プルトニウム

混合酸化物燃料で約 450kJ/kg であり、それぞれ判断基準である

833kJ/kg、770kJ/kg（「ＲＩＥ評価指針」に示す 230cal/g･UO2

に対して燃焼が最も進んだペレットの融点低下及びガドリニア、

プルトニウム添加によるペレット融点低下を考慮した燃料エンタ

ルピ。）を下回っている。 

また、燃料破損時の影響については、「ＲＩＥ報告書」添付４

の影響評価に包含される。  

c. 原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力については、これが

最も厳しくなる「主給水管破断」において約 19MPa[gage]であり、

最高使用圧力の 1.2 倍である 20.59MPa[gage]を下回っている。 

d. 原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力については、「原子炉

冷却材喪失」において約 0.26MPa[gage]であり、最高使用圧力で

ある 0.283MPa[gage]を下回っている。なお、原子炉格納容器内

温度は、最高使用温度を超えない。  

また、可燃性ガスの発生に伴う原子炉格納容器内の水素最大濃

度については、事故発生後 30 日時点で約 3.0％であり、可燃限界

である 4％を下回っている。 

e. 敷地境界外における実効線量については、これが最も厳しくな

る「蒸気発生器伝熱管破損」において約 3.0mSv であり、周辺の

公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与えるものではない。 
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ハ．重大事故に至るおそれがある事故（運転時の異常な過渡変化及び設計基

準事故を除く。）又は重大事故 事故に対処するために必要な施設並びに

発生すると想定される事故の程度及び影響の評価を行うために設定した条

件及びその評価の結果 

３号炉及び４号炉のハ．重大事故に至るおそれがある事故（運転時の

異常な過渡変化及び設計基準事故を除く。）又は重大事故 事故に対処す

るために必要な施設並びに発生すると想定される事故の程度及び影響の評

価を行うために設定した条件及びその評価の結果の記述のうち、(2) 有効

性評価の(ii) 評価条件の e. 運転停止中の原子炉における重大事故に至る

おそれがある事故の(d) 反応度の誤投入に係る記述を以下のとおり変更す

る。 

 

Ａ．３号炉及び４号炉 

(2) 有効性評価 

(ii) 評価条件 

e. 運転停止中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故  

(d) 反応度の誤投入 

(d-1) 制御棒位置は全挿入状態とする。  

(d-2) １次系の有効体積は、215m3とする。 

(d-3) 原子炉停止中の１次冷却系は、燃料取替用水タンクのほう酸

水で満たされており、同タンクのほう素濃度は 2,800ppm とす

る。 

(d-4) 臨界ほう素濃度は 1,850ppm とする。 

(d-5) 起因事象として、原子炉の運転停止中に、化学体積制御系の

故障、誤操作等により、１次冷却材中に純水が注水されるもの

とする。 

(d-6) １次系への純水注水最大流量は 81.8m3/h とする。 

(d-7) 外部電源はあるものとする。  

(d-8) 「中性子源領域炉停止時中性子束高」設定値は停止時中性子

束レベルの 0.8 デカード上とする。 
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(d-9) 事故収束のための運転員等操作としては、以下のとおりとす

る。 

(d-9-1) 希釈停止操作は「中性子源領域炉停止時中性子束高」警報

発信から 10 分後に開始し、操作に 1 分を要するものとす

る。 
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申 請 書 添 付 参 考 図 面 

 

Ａ．１号炉 

申請書添付参考図面のうち、下記図面を変更する。 

 

記 

 

第 2 図 発電所全体配置図 

第 18 図 放射性廃棄物の廃棄施設の流路線図  

第 23 図 液体廃棄物処理系統図 

第 25 図 発電所全体配置図（特定重大事故等対処施設を含む。）  
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第 2 図 発電所全体配置図（添付書類八 第 2.1 図） 
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第 18 図 放射性廃棄物の廃棄施設の流路線図（添付書類八 第 7.1 図） 

【気体廃棄物処理設備】

パージガス
体積制御

タンク

ベント集合管

各機器ベント

ホールドアップタンク
（再使用）ガス圧縮装置

ガ ス 気 水

圧縮機 分離器

【液体廃棄物処理設備】

原子炉補助建屋換気設備より

補助建屋排気筒
試料採取装置

補助建屋排気筒

ガスモニタ

補
助
建
屋

排
気
筒

１次冷却材抽出水

冷 却 材 ド レ ン

機 器 ド レ ン

補助建屋床ドレン

薬 品 ド レ ン

洗 浄 排 水

冷却材ドレンタンク

廃 液

蒸発装置
Ｆ

洗浄排水

処理装置

ほう酸溶液

として再使用

１次系補給水

として再使用

液体廃棄物

処理設備

排水モニタ

※1再処理

※1

1号及び
2号炉共用
復水器冷却
水放水口

（1号及び2号炉

共用）

※2 ※2

洗浄排水
モニタタンク

（1号及び2号炉共用）

雑固体廃棄物として処理

再処理

※2

【固体廃棄物処理設備】

イ オ ン 交 換 器 廃 樹 脂

アスファルト固化
ド ラ ム 詰 装 置

廃樹脂タンク

セ メ ン ト 固 化
ド ラ ム 詰 装 置

容器封 入

（1号､2号､3号及び4号炉共用）

2号炉
廃液ホールドアップタンク

固体廃棄物貯蔵庫

容 器 封 入

廃樹脂貯蔵タンク

雑固体焼却設備

こ ん 包

不燃物

雑 固 体 廃 棄 物

可燃物

（一部1号､2号､3号及び
4号炉共用）

Ｆ フィルタ

凡 例

格納容器床ドレン

（1号及び2号炉共用）
（1号及び2号炉共用）

廃 液
ホールド
アップ
タンク

（1号及び2号炉共用）

（1号及び2号炉

共用）

（1号及び2

号炉共用）

Ｆ
イオン

交換器

廃 液
蒸留水
タンク

（1号及び

2号炉共用）

Ｒ

ほう酸

濃縮液

タンク

Ｆ
イオン

交換器

イオン

交換器

Ｒ
ガス

減衰

タンク

（1号及び2号炉共用）

（1号､2号､3号及び
4号炉共用）

（低線量）

容 器 封 入

（1号､2号､3号及び4号炉共用）

容 器 封 入
固 型 化 処 理
（モルタル充てん）

（1号､2号､3号及び4号炉共用）

ほ う 酸

回収装置

モニタ

タンク

ホールド

アッ プ

タン ク

洗浄排水タンク

（1号､2号､3号及び4号炉共用）

使用済樹脂移送容器

ベ イ ラ

格納容器サンプ

サンプタンク

薬品ドレンタンク

取り外した蒸気発生器等
取り外した原子炉容器上部ふた等
減容したバーナブルポイズン

外周コンクリート壁一部撤去及び
蒸気発生器の取替えに伴い発生し
たコンクリート、鉄筋及び埋め込
み金物等

蒸気発生器保管庫

外部遮蔽壁保管庫

（1号､2号､3号及び4号炉共用）

（1号､2号､3号及び4号炉共用）

廃樹脂処理装置

Ｆ

保修点検建屋
廃液モニタタンク

運 搬

補助建屋サンプタンク

（ 3号炉及び4号炉）
保修点検建屋ドレン



- 52 - 

  
 

i 
保
修
点
検
建
屋
ド
レ
ン

 
廃
液
モ
ニ
タ
タ
ン
ク

 
（
３
号
炉
及
び
４
号
炉
）
 

運
 
搬

 

補
助
建
屋
サ
ン
プ
タ
ン
ク

 
 
保
修
点
検
建
屋

 

第
2

3
図

 
液
体
廃
棄
物
処
理
系
統
図
（
添
付
書
類
九

 
第

4
.1

.2
図
）

 



- 53 - 

 

 

 

第 25 図 発電所全体配置図（特定重大事故等対処施設を含む。）  

（添付書類八 第 2.9 図） 

 

  

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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Ｂ．２号炉 

１号炉に同じ。 

 

Ｃ．３号炉及び４号炉 

申請書添付参考図面のうち、下記図面を変更する。 

 

記 

 

第 2 図 発電所敷地付近地図(2) 

第 3 図 発電所全体配置図  

第 21 図 放射性廃棄物の廃棄施設の流路線図  

第 25 図 蒸気発生器構造説明図 

第 27 図 液体廃棄物処理系統図 

第 28 図 液体廃棄物の年間推定発生量とその放射性物質の濃度（３号炉

及び４号炉合算） 

第 29 図 発電所敷地付近地図（特定重大事故等対処施設を含む。）  
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第 2 図 発電所敷地付近地図(2)（添付書類八 第 2.4.1 図） 
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第 25 図 蒸気発生器構造説明図 
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第 29 図 発電所敷地付近地図（特定重大事故等対処施設を含む。）  

（添付書類八 第 2.6.1 図） 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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 今回の変更に係る高浜発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書の添付書類は

以下のとおりである。 

添付書類一 変更後における発電用原子炉の使用の目的に関する説明書 

  令和４年１２月２１日付け原規規発第２２１２２１１号をもって

設置変更許可を受けた高浜発電所の発電用原子炉設置変更許可申請

書の添付書類一に同じ。 

添付書類二 変更後における発電用原子炉の熱出力に関する説明書 

  令和４年１２月２１日付け原規規発第２２１２２１１号をもって

設置変更許可を受けた高浜発電所の発電用原子炉設置変更許可申請

書の添付書類二に同じ。 

添付書類三 変更の工事に要する資金の額及び調達計画を記載した書類 

  別添１に示すとおり。 

添付書類四 変更後における発電用原子炉の運転に要する核燃料物質の取得計画

を記載した書類 

  別添２に示すとおり。 

添付書類五 変更に係る発電用原子炉施設の設置及び運転に関する技術的能力に

関する説明書 

  別添３に示すとおり。 

添付書類六 変更に係る発電用原子炉施設の場所に関する気象、地盤、水理、地

震、社会環境等の状況に関する説明書 

  別添４に示すとおり。 

  別添４に示す記載内容以外は次のとおりである。 

  令和４年１２月２１日付け原規規発第２２１２２１１号をもって

設置変更許可を受けた高浜発電所の発電用原子炉設置変更許可申請

書の添付書類六に同じ。 

添付書類七 変更に係る発電用原子炉又はその主要な附属施設の設置の地点から

２０キロメートル以内の地域を含む縮尺２０万分の１の地図及び５

キロメートル以内の地域を含む縮尺５万分の１の地図 

  令和４年１２月２１日付け原規規発第２２１２２１１号をもって

設置変更許可を受けた高浜発電所の発電用原子炉設置変更許可申請
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書の添付書類七に同じ。 

添付書類八 変更後における発電用原子炉施設の安全設計に関する説明書 

  別添５に示すとおり。 

  別添５に示す記載内容以外は次のとおりである。 

  令和４年１２月２１日付け原規規発第２２１２２１１号をもって

設置変更許可を受けた高浜発電所の発電用原子炉設置変更許可申請

書の添付書類八に同じ。 

添付書類九 変更後における発電用原子炉施設の放射線の管理に関する説明書 

  別添６に示すとおり。 

  別添６に示す記載内容以外は次のとおりである。 

令和４年１２月２１日付け原規規発第２２１２２１１号をもって

設置変更許可を受けた高浜発電所の発電用原子炉設置変更許可申請

書の添付書類九に同じ。 

添付書類十 変更後における発電用原子炉施設において事故が発生した場合にお

ける当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する

説明書 

  別添７に示すとおり。 

  別添７に示す記載内容以外は次のとおりである。 

令和４年１２月２１日付け原規規発第２２１２２１１号をもって

設置変更許可を受けた高浜発電所の発電用原子炉設置変更許可申請

書の添付書類十に同じ。 

添付書類十一 変更後における発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管

理に必要な体制の整備に関する説明書 

        別添８に示すとおり。 
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別添１  

 

添   付   書   類   三  

変更の工事に要する資金の額及び調達計画を記載した書類  

 

１．変更の工事に要する資金の額  

本変更に係る３号炉及び４号炉の蒸気発生器取替工事、３号及び

４号炉の蒸気発生器保管庫設置工事並びに１号、２号、３号及び４

号炉の保修点検建屋設置工事に要する資金は、合計約５８６億円で

ある。  

 

２．変更の工事に要する資金の調達計画  

変更の工事に要する資金については、自己資金、社債及び借入金

により調達する。
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別添２ 

 

添  付  書  類  四  

変更後における発電用原子炉の運転に要する核燃料物質の取得計画を記載した書類 

 

当社の原子力発電所の運転に要する核燃料物質（ウラン）については、

APPAK 社等とのウラン精鉱購入契約等によって確保しているウラン精鉱

等及び使用済燃料の再処理により回収される減損ウランから充当する予定

である。これによるウラン精鉱等及び減損ウランの確保済の量は、現時点

では、当社の全累積で 2031 年度約 81, 681t U3O8 であり、これに対し、当

社の全累積所要量は 2031 年度約 79,828t U3O8 と予想される。したがって、

１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉の当面の運転に必要なウランについて

は十分まかなえる量を確保済であり、それ以降の所要ウランに関しても、

今後の契約により確保する予定である。  

UF6 への転換役務については、アメリカの ConverDyn 社、フランスの

Orano Chimie-Enrichissement社等との転換役務契約等により当面の所要

量を確保しており、それ以降の所要量に関しても、今後の契約により確保

する予定である。  

UF6 の濃縮役務については、フランスの Orano Chimie-Enrichissement

社、日本の日本原燃株式会社等との濃縮役務契約等によって当面の所要量

を確保しており、それ以降の所要量に関しても、今後の契約により確保す

る予定である。  

一方、３号炉及び４号炉の運転に使用する核燃料物質（プルトニウム）

については、当社の使用済燃料の再処理により回収されるプルトニウムを

利用していく予定である。  

１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉用燃料の成型加工役務については、

国内外事業者との契約により確保する予定である。  
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別添３  

添   付   書   類   五  

変更に係る発電用原子炉施設の設置及び運転に関する  

技術的能力に関する説明書  

 

本変更に係る発電用原子炉施設の設計及び工事、並びに運転及び

保守（以下「設計及び運転等」という。）のための組織、技術者の確

保、経験、品質保証活動、技術者に対する教育・訓練及び有資格者

等の選任・配置については次のとおりである。  

 

１．組   織  

本変更に係る設計及び運転等は第 1 図に示す既存の原子力関係

組織にて実施する。  

これらの組織は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に

関する法律」第 4 3 条の 3 の 24 第 1 項の規定に基づく高浜発電所

原子炉施設保安規定（以下「保安規定」という。）等で定められた

業務所掌に基づき、明確な役割分担のもとで高浜発電所の設計及

び運転等に係る業務を適確に実施する。  

本変更に 係る設 計 及び工事 の業務 に ついて、 設計方 針 について

は原子力事業本部の原子力安全 ・技術部門、原子力発電部門 、原

子燃料部門 及び土木建築室にて定め、現場における具体的な設計

及び工事の業務は高浜発電所において実施する。  

本変更に 係る運 転 及び保守 の業務 に ついて、 高浜発 電 所の発電

用原子炉施設の運転に関する業務は 第一発電室 及び第二発電室が、

発電用原子炉施設の施設 管理に関する業務は原子燃料課、放射線

管理課、保全計画課、電気保修課、計装保修課、原子炉保修課、

タービン保修課、土木建築課、電気工事グループ 、機械工事グル

ープ及び土木建築工事グループ が、燃料管理に関する業務は原子

燃料課が、放射線管理に関する業務は放射線管理課が、原子力防
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災、出入管理等に 関する業務 並びに重大事故等発生時及び大規模

損壊発生時の体制の整備に関する業務 は安全・防災室が、火災発

生時、内部 溢水発生時及びその他自然災害発生時等 に関する業務

は保全計画課が 実施する。  

運転及び保守の業務について、自然災害や重大事故等にも適確

に対処するため、あらかじめ、発電所長を本部長とした防災組織

及び原子力防災組織を構築し、発生する事象に応じて対応する 。  

自然災害 が発生 し た場合は 防災組 織 として一 般災害 対 策本部が

設置され、平時の業務体制から速やかに移行される 。また、 原子

力災害が発生した場合又はその恐れがある場合は、原子力防災組

織として発電所警戒本部又は 発電所緊急時対策本部が設置され、

平時の業務体制から速やかに移行される。  

防災組織を第 2－ 1 図、原子力防災組織を第 2－ 2 図に示す。  

これらの 組織は 、 高浜発電 所の組 織 要員によ り構成 さ れ、原子

力防災の体制に移行したとき には、本店の原子力防災組織と連携

し、外部からの支援を受けることとする。  

森林火災 や地震 な どの自然 災害の 重 畳時には 、一般 災 害対策本

部による活動となるが、自然災害から重大事故等が発生した場合、

及び自然災害と重大事故等 が重畳した場合、並びに重大事故等が

重畳した場合には発電所緊急時対策本部にて対応することとし、

重大事故等対策要員にて初動活動を行い、重畳して発生している

自然災害の対応は、本部長の指示のもと、発電所緊急時対策本部

の役割分担に応じて対処する。  

発電用原 子炉施 設 の保安に 関する 事 項を審議 するも の として、

保安規定に基づき本店に原子力発電安全委員会を、高浜発電所に

原子力発電安全運営委員会を設置している。原子力発電安全委員

会は、法令上の手続きを要する発電用原子炉設置（変更）許可申

請書本文事項の変更、保安規定変更及び発電用原子炉施設の定期

的な評価の結果等を審議し、高浜発電所の原子力発電安全運営委

員会は、発電所で作成すべき手順書の制定・改正等の発電用原子
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炉施設の保安運営に関する具体的重要事項を審議することで役割

分担を明確にしている。  
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２．技術者の確保  

(1 )  技術者数  

技術者とは技術系社員のことを示しており、 2022 年 7 月 1 日現

在、原子力事業本部の各部門、高浜発電所及び土木建築室における

技術者の人数は 867 名であり、そのうち高浜発電所における技術

者の人数は 489 名である。  

このうち、 10 年以上の経験年数を有する管理職が 166 名在籍し

ている。  

(2 )  有資格者数  

原子力事業本部の各部門、高浜発電所及び土木建築室における

2022 年 7 月 1 日現在の有資格者は次のとおりであり、そのうち高

浜発電所における有資格者を括弧書きで示す。  

 

発電用原子炉主任技術者    47 名（ 16 名）  

放射線取扱主任者（第１種）    67 名（ 21 名）  

ボイラー・タービン主任技術者（第１種）   6 名（ 4 名）  

電気主任技術者（第１種）                   6 名（ 3 名）  

運転責任者として原子力規制委員会が定める  

基準に適合した者                          18 名（ 17 名）  

 

原子力事業本部の各部門、高浜発電所及び土木建築室の技術者及

び有資格者の人数を第 1 表に示す。現在、確保している技術者数に

て本変更に係る設計及び運転等の対処が可能であるが、今後とも設

計及び運転等を適切に行い、安全を確保し、円滑かつ確実な業務遂

行を図るため、必要な教育及び訓練を行うとともに、採用を通じ、

必要な有資格者数と技術者数を継続的に確保し、配置する。  
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３．経   験  

当社は、昭和 29 年以来、原子力発電に関する諸調査、諸準備等

を進めるとともに、技術者を国内及び国外の原子力関係諸施設へ

多数派遣し、技術的能力の蓄積に努めている。  

また、昭和 45 年 11 月に美浜発電所１号炉の営業運転を開始し

て以来、計 11 基の原子力発電所を有し、順調な運転を行ってき

た。  

 

原子力発電所（原子炉熱出力）       営業運転の開始  

美浜発電所１号炉（約 1 ,031MW）    昭和 45 年 11 月 28 日  

（平成 27 年 4 月 27 日運転終了）  

     ２号炉（約 1 ,456MW）    昭和 47 年  7 月 25 日  

（平成 27 年 4 月 27 日運転終了）  

     ３号炉（約 2 ,440MW）    昭和 51 年 12 月  1 日  

高浜発電所１号炉（約 2 ,440MW）    昭和 49 年 11 月 14 日  

     ２号炉（約 2 ,440MW）    昭和 50 年 11 月 14 日  

     ３号炉（約 2 ,660MW）    昭和 60 年  1 月 17 日  

     ４号炉（約 2 ,660MW）    昭和 60 年  6 月  5 日  

大飯発電所１号炉（約 3 ,423MW）    昭和 54 年  3 月 27 日  

（平成 30 年 3 月 1 日運転終了）  

     ２号炉（約 3 ,423MW）    昭和 54 年 12 月  5 日  

（平成 30 年 3 月 1 日運転終了）  

     ３号炉（約 3 ,423MW）    平成  3 年 12 月 18 日  

     ４号炉（約 3 ,423MW）    平成  5 年  2 月  2 日  

 

当社は、 これら 原 子力発電 所の建 設 時及び改 造時の 設 計及び工

事をとおして豊富な経験を有し、技術力を維持している。  

また、営業運転開始以来、計 11 基の原子力発電所において、約

51 年間運転を行っており、運転及び保守について十分な経験を有

している。  
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本変更に 関して 、 設計及び 工事の 経 験として 、高浜 発 電所にお

いて平成 16 年には１号、２号、３号及び４号炉共用の使用済燃料

輸送容器保管建屋の設置、平成 17 年には４号炉、平成 18 年には

３号炉の使用済燃料貯蔵設備の貯蔵能力の変更、平成 19 年には

４号炉、平成 20 年には３号炉の原子炉容器上部ふた取替え等の

工事を順次実施している。  

また、耐震裕度向上工事として、平成 20 年には１号炉の動力変

圧器及び２号炉の内部スプレクーラ、平成 21 年には１号炉の電

気計装盤及び２号炉の原子炉トリップしゃ断器盤等について工事

を実施しており、設備の設計検討及び工事を継続して実施してい

る。  

更なる安 全性向 上 の観点か らアク シ デントマ ネジメ ン ト対策と

して、代替再循環、代替補機冷却、格納容器 内自然対流冷却及び

格納容器内注水の設備改造を検討し、対策工事を実施している。  

また、経済産業大臣の指示「平成 2 3 年福島第一・第二原子力発

電 所 事 故 を 踏 ま え た 他 の 発 電 所 の 緊 急 安 全 対 策 の 実 施 に つ い て

（指示）（平成 23･03･28 原第 7 号  平成 23 年 3 月 30 日付）」に

基づき実施した緊急安全対策により、空冷式非常用発電装置、電

源車、消防ポンプ等の配備に関する設計検討を行い、対策工事を

実施している。  

運転マニ ュアル の 改正対応 や習熟 訓 練による 運転の 知 識・技能

の向上を図るとともに、工事に関連する保守経験を継続的に積み

上げている。  

また、運 転の経 験 として、 当社で 発 生したト ラブル 対 応や、国

内外のトラブル情報の水平展開要否に係る判断等を 通じて、トラ

ブルに関する経験や知識についても継続的に積み上げている。  

さらに、 重大事 故 等 の対応 の検討 、 対策の実 施及び 訓 練の実施

により経験や知識を継続的に積み上げている。  

以上のと おり、 本 変更に係 る同等 及 び類似の 設計及 び 運転等の

経験を十分に有しており、今後も継続的に経験を積み上げていく。 
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４．品質保証活動  

設計及び 運転等 の 各段階に おける 品 質保証活 動は、 原 子力発電

所の安全を達成、維持及び向上させるために、「原子力施設の保安

のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」

にしたがい、健全な安全文化を育成し及び維持する ための活動、

関係法令及び保安規定の遵守に対する意識の向上を図るための活

動を含めた品質マネジメントシステムを確立し、実施し、評価確

認し、継続的改善を行うことにより実施している。  

この品質 マネジ メ ントシス テムに 基 づき品質 保証活 動 を実施す

るための基本的実施事項を、「原子力発電の安全に係る品質保証規

程」（以下「品質マニュアル」という。）に定めている。  

なお、本 申請に お ける設計 及び運 転 等の各段 階にお け る品質保

証活動のうち、原子力利用における安全対策の強化のための核原

料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改

正する法律に基づき変更認可された発電用原子炉施設保安規定の

施行までに実施した活動については、「原子力発電所における安全

のための品質保証規程（ JEAC4111 -2009）」及び「実用発電用原子

炉に係る発電用原子炉設置者の設計及び工事に係る品質管理の方

法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則」にしたが

い実施している。  

(1 )  品質保証活動の体制  

当社における品質保証活動は、品質マニュアルに基づく社内標準

を含む文書及びこれらの文書の中で明確にした記録で構成する文

書体系を構築し、実施する。品質保証活動に係る文書体系を第 3 図

に示す。  

また、品質マニュアルに基づき、社長を最高責任者とし、実施部

門である第 1 図に示す原子力関係組織（経営監査室を除く。）にお

ける品質保証活動に係る体制及び監査部門である経営監査室にお

ける品質保証活動に係る体制を構築している。  

社長は、原子力の安全のためのリーダーシップを発揮し、品質保
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証体制の実効性を維持することの責任と権限を有し、品質方針を設

定し、原子力の安全を確保することの重要性が組織内に伝達され、

理解されることを確実にするとともに、要員が健全な安全文化を育

成し及び維持することに貢献できるようにする。  

各業務を主管する組織の長は、品質方針にしたがい、品質保証活

動の計画、実施、評価及び改善を行い、その活動結果について、実

施部門の管理責任者である原子力事業本部長がマネジメントレビ

ューのインプットとして社長へ報告する。  

各業務を主管する組織の長は、業務の実施に際して、業務に対す

る要求事項を満足するように定めた社内標準を含む文書に基づき、

責任をもって個々の業務を実施し、要求事項への適合及び品質保証

活動の実効性を実証する記録を作成し管理する。  

経営監査室長は、監査部門の管理責任者として、実施部門と独立

した立場で内部監査を実施し、結果をマネジメントレビューのイン

プットとして社長へ報告する。  

社長は報告内容を基にマネジメントレビューを実施し、品質方針

の見直しや品質保証活動の改善のための指示を行う。  

本店の品質保証会議では、第 1 図に示す原子力関係組織（経営監

査室を除く。）の品質マネジメントシステムが実効性のあることを

評価する。また、高浜発電所の発電所レビューでは、高浜発電所の

品質マネジメントシステムが実効性のあることを評価する。  

これらのレビュー結果により保安規定や社内標準を改正する必

要がある場合は、別途、原子力発電安全委員会を開催し、その内容

を審議し、その審議結果は、業務へ反映させる。  

 (2 )  本変更に係る設計及び運転等の品質保証活動  

各業務を主管する組織の長は、本変更に係る設計及び工事を品質

マニュアルにしたがい、その重要度に応じて実施する。また、製品

及び役務を調達する場合は、供給者において品質保証活動が適切に

遂行されるよう要求事項を提示し、製品及び役務やその重要度に応

じた管理を行う。なお、許認可申請等に係る解析業務を調達する場
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合は、通常の調達要求事項に加え、特別な調達管理を行う。各業務

を主管する組織の長は、検査及び試験等により調達製品が要求事項

を満足していることを確認する。  

各業務を主管する組織の長は、本変更に係る運転及び保守を適確

に遂行するため、品質マニュアルにしたがい、関係法令等の要求事

項を満足するよう個々の業務を計画し、実施し、評価を行い、継続

的に改善する。また、製品及び役務を調達する場合は、設計及び工

事と同様に管理する。  

各業務を主管する組織の長は、設計及び運転等において不適合が

発生した場合、不適合を除去し、再発防止のために原因を特定した

上で、原子力安全に及ぼす影響に応じた是正処置等を実施する。ま

た、製品及び役務を調達する場合は、供給者においても不適合管理

が適切に遂行されるよう要求事項を提示し、不適合が発生した場合

には、各業務を主管する組織の長はその実施状況を確認する。  

上記のとおり、品質マニュアルを定めた上で、品質保証活動に必

要な文書を定め、調達管理を含めた品質保証活動に関する計画、実

施、評価及び改善を実施する仕組み及び役割を明確化した体制を構

築している。  
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５．教育・訓練  

技術者は 、原則 と して入社 後一定 期 間、当社 原子力 研 修センタ

ー、原子力発電所等において、原子力発電所の仕組み、放射線管

理等の基礎教育・訓練並びに機器配置及びプラントシステム等の

現場教育・訓練を受け、各職能、目的に応じた基礎知識を習得す

る。  

技術者の 教育・ 訓 練は、 当 社原子 力 研修セン ター の ほ か、国内

の原子力関係機関 （国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、

株式会社原子力発電訓練センター 等）において、 各職能、目的に

応じた実技訓練や机上教育を計画的に実施し、一般及び専門知識・

技能の習得及び習熟に努めている。  

また、高 浜発電 所 において は、原 子 力安全の 達成に 必 要な技術

的能力を維持・向上させるため、保安規定に基づき 、対象者、教

育内容 、教育時間等について教育の実施計画を立て、それに した

がって教育を実施する。  

本変更に 係る業 務 に従事す る技術 者 、事務系 社員及 び 協力会社

社員に対しては、各役割に応じた 自然災害等発生時、重大事故等

発生時の対応 に必要とな る技能の維持と知識の向上を図るため、

計画的かつ継続的に教育・訓練を実施する。  
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６．有資格者等の選任・配置  

発電用原 子炉主 任 技術者は 、原子 炉 主任技術 者免状 を 有する者

のうち、発電用原子炉施設の施設 管理に関する業務、運転に関す

る業務、設計に係る安全性の解析及び評価に関する業務、燃料体

の設計又は管理に関する業務の実務経験を 3 年以上有する者の中

から職務遂行能力を考慮した上で発電用原子炉 ごと に選任する。  

発電用原 子炉主 任 技術者は 、発電 用 原子炉施 設の運 転 に関し保

安の監督を誠実かつ最優先に行い、保安のための職務が適切に遂

行できるよう独立性を確保した上で、本店の保安に関する管理職

から配置する。  

本店の保 安に関 す る管理職 が、発 電 所の他の 職位と 兼 務する場

合は、兼務する職位としての判断と発電用原子炉主任技術者とし

ての判断が相反しない職位とする とともに、相反性を確実に排除

させる措置を講じる。  

発電用原 子炉主 任 技術者不 在時に お いても、 発電用 原 子炉施設

の運転に関し保安上必要な指示ができるよう、代行者を発電用原

子炉主任技術者の選任要件を満たす管理職から選任し、職務遂行

に万全を期している。  

運転責任 者は、 原 子力規制 委員会 が 定める基 準に適 合 した者の

中から選任し、原子炉の運転を担当する当直の責任者である当直

課長の職位としている。  
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第 1 表 原子力事業本部、高浜発電所及び土木建築室の技術者の人数 

                                    （2022 年 7 月 1 日現在） 

 

技 術 者

の 

総 人 数 

技 術 者

の う ち

管 理 職

の 人 数 

技術者のうち有資格者の人数 

発電用原

子炉主任

技術者有

資格者の

人 数 

第 １ 種

放 射 線

取 扱 主

任 者 有

資 格 者

の 人 数 

運転責任

者の基準

に適合し

た 者 の 

人 数 

第１種ボ

イラー・

タービン

主任技術

者有資格

者の人数 

第 １ 種

電 気 主

任 技 術

者 有 資

格 者 の

人 数 

原 子 力 事 業 本 部 

原 子 力 企 画 部 門 
43 

20 

(20) 
16 10 1 0 0 

原 子 力 事 業 本 部 

原子力安全・技術部門 
110 

29 

(29) 
7 11 0 1 1 

原 子 力 事 業 本 部 

原 子 力 発 電 部 門 
171 

46 

(46) 
5 18 0 1 2 

原 子 力 事 業 本 部 

原 子 燃 料 部 門 
29 

10 

(10) 
3 7 0 0 0 

高 浜 発 電 所 489 
54 

(54) 
16 21 17 4 3 

土 木 建 築 室 

（ 原 子 力 関 係 ） 
25 

7 

(7) 
0 0 0 0 0 

注: (  ) 内は、管理職のうち、技術者としての経験年数が10年以上の人数を示す。 
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第1図 原子力関係組織図（2022年7月1日現在） 

（※２） 

（※１）発電用原子炉主任技術者 

品質保証室長 

高浜発電所長 

安全・防災室長 
所長室長 
技術課長 
原子燃料課長 
放射線管理課長 
第一発電室長 
第二発電室長 

 保全計画課長 

 電気保修課長 

 計装保修課長 

 原子炉保修課長 

 タービン保修課長 

 土木建築課長 

 電気工事グループ課長 

 

電気主任技術者 

ボイラー・タービン 

主任技術者 

機械工事グループ課長 

原子力発電 

安全運営委員会 

発電所レビュー 

土木建築工事グループ課長 

社長 

 

管理責任者（経営監査室長） 

経営監査室長 

（※１）  

管理責任者（原子力事業本部長） 

原子力事業本部長 原子力企画部門統括 

品質保証会議 

調達本部長 

原子燃料サイクル室長 

総務室長 

土木建築室長 

原子力安全・技術部門統括 

（原子力安全・技術） 

原子力発電安全委員会 

原子力発電部門統括 

原子燃料部門統括 

環境ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 

ｾﾝﾀｰ所長 

（※２） 

原子力安全・技術部門統括 

（土木建築） 
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品質マネジメ

ントシステム

計画関連条項 

項 目 

社内標準名 

所管箇所 １次 

文書 
２次文書 

４．２．３ 

４．２．４ 

文書の管理 

記録の管理 
原
子
力
発
電
の
安
全
に
係
る
品
質
保
証
規
程
※
１ 

原子力部門にお

ける文書・記録

管理通達 

 

原子力事業本部 

原子力企画部門 

８．２．２ 内部監査 原子力部門にお

ける内部監査通

達 

 

経営監査室 

 

８．３ 

８．５．２ 

不適合の管理 

是正処置等 

不適合管理およ

び是正処置通達 

 

 

原子力事業本部 

原子力発電部門 

８．５．２ 

８．５．３ 

是正処置等 

未然防止処置 

未然防止処置通

達 

 

 

原子力事業本部 

原子力発電部門 

※１：原子力発電の安全に係る品質保証規程の所管箇所は、原子力事業本部、総務室及び

経営監査室である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3 図 品質保証活動に係る文書体系(1/3) 
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品質マネジメ

ントシステム

計画関連条項 

項 目 

社内標準名 

所管箇所 １次 

文書 
２次文書 

４．１ 重要度分類 

原
子
力
発
電
の
安
全
に
係
る
品
質
保
証
規
程
※
１ 

グレード分け通

達 

原子力事業本部 

原子力発電部門 

４．１ 安全文化 安全文化通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

５．４ 

５．５．３ 

６．２ 

品質目標 品質目標通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

５．５．３ 管理者 原子力部門にお

ける文書・記録

管理通達 

原子力事業本部 

原子力企画部門 

５．５．４ 

５．６ 

組織の内部の

情報の伝達 

内部コミュニケ

ーション通達 

原子力事業本部 

原子力発電部門 

６．１ 資源の確保 要員・組織計画

通達 

原子力事業本部 

原子力企画部門 

６．２ 要員の力量の

確保および教

育訓練 

教育・訓練通達 原子力事業本部 

原子力企画部門 

６．１ 

７．１ 

７．２ 

７．５ 

７．６ 

８．２．４ 

 

運転管理 運転管理通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

燃料管理 原子燃料管理通

達 

原子力事業本部 

原子力発電部門 

放射性廃棄物

管理 

放射性廃棄物管

理通達 

原子力事業本部 

原子力発電部門 

放射線管理 放射線管理通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

施設管理 施設管理通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

非常時の措置 非常時の措置通

達 

原子力事業本部 

原子力安全・技術部門 

廃止措置管理 廃止措置管理通

達 

原子力事業本部 

原子力発電部門 

運転管理通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

その他 安全管理通達 原子力事業本部 

原子力安全・技術部門 

原子燃料サイク

ル通達 

原子力事業本部 

原子燃料部門 

火災防護通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

原子力技術業務

要綱 

原子力事業本部 

原子力安全・技術部門 

※１：原子力発電の安全に係る品質保証規程の所管箇所は、原子力事業本部、総務室及

び経営監査室である。 

 

第 3 図 品質保証活動に係る文書体系(2/3) 
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品質マネジメ

ントシステム

計画関連条項 

項 目 

社内標準名 

所管箇所 １次 

文書 
２次文書 

７．２．３ 

８．２．１ 

組織の外部の

者との情報の

伝達等 

組織の外部の

者の意見 

原
子
力
発
電
の
安
全
に
係
る
品
質
保
証
規
程
※
１ 

外部コミュニケ

ーション通達 

原子力事業本部 

原子力発電部門 

７．３ 設計開発 設計・開発通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

原子力部門にお

ける文書・記録

管理通達 

原子力事業本部 

原子力企画部門 

７．４ 

７．５．５ 

調達 

調達物品の管

理 

原子力部門にお

ける調達管理通

達 

調達本部 

７．６ 監視測定のた

めの設備の管

理 

監視機器・測定

機器管理通達 

原子力事業本部 

原子力発電部門 

８．２．３ プロセスの監

視測定 

品質目標通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

原子力部門にお

ける内部監査通

達 

経営監査室 

運転管理通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

不適合管理およ

び是正処置通達 

原子力事業本部 

原子力発電部門 

未然防止処置通

達 

原子力事業本部 

原子力発電部門 

７．６ 

８．２．４ 

機器等の検査

等 

検査・試験通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

８．４ 

８．５．２ 

データの分析

および評価 

データ分析通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

※１：原子力発電の安全に係る品質保証規程の所管箇所は、原子力事業本部、総務室

及び経営監査室である。 

 

 

 

 

第 3 図 品質保証活動に係る文書体系（3/3） 
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別添４ 

添  付  書  類  六 

変更後における発電用原子炉施設の安全設計に関する説明書 

 

令和４年１２月２１日付け原規規発第２２１２２１１号をもって設置変更

許可を受けた高浜発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書の添付書類六の

１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉に係る記述のうち、下記内容を変更又は

追加する。 

 

記 

 

（１号炉） 

3. 気象のうち以下を変更又は追加する。 

3.2  最寄の気象官署等の資料による一般気象 

3.2.4 その他の資料による一般気象 

3.3  敷地における気象観測 

3.4 敷地における気象観測結果 

3.5 安全解析に使用する気象条件 

3.6 参考文献 

 

 

 

 

 

  



6-目-2 

表 

 

第 3.18 表 気象データ（気温、湿度、風速）（2003 年～2012 年） 

及び森林火災件数（2002 年～2011 年） 

第 3.19 表 気象データ（気温、湿度、風速）（2013 年～2022 年） 

及び森林火災件数（2011 年～2020 年） 

第 3.20 表 気象データ（卓越風向）（2003 年～2012 年） 

第 3.21 表 気象データ（卓越風向）（2013 年～2022 年） 

第 3.22 表 観測項目一覧表 

第 3.23 表 同一風向の継続時間別出現回数 

第 3.24 表 同一風向の継続時間別出現回数 

第 3.25 表 同一風向の継続時間別出現回数 

第 3.26 表 同一風向の継続時間別出現回数 

第 3.27 表 大気安定度の継続時間別出現回数 

第 3.28 表 大気安定度の継続時間別出現回数 

第 3.29 表 棄却検定表 （風 向） 

第 3.30 表 棄却検定表 （風 速） 

第 3.31 表 棄却検定表 （風 向） 

第 3.32 表 棄却検定表 （風 速） 

第 3.33 表 平常時線量計算に用いた放出源の有効高さ 

第 3.34 表(1/2) 事故時線量計算に用いた放出源の有効高さ 

第 3.34 表(2/2) 重大事故及び仮想事故時線量計算に用いた放出源の有効

高さ 

第 3.35 表 風向別大気安定度別風速逆数の総和 

第 3.36 表 風向別大気安定度別風速逆数の平均及び風向別風速逆数

の平均 



6-目-3 

第 3.37 表 風向出現頻度及び風速 0.5～2.0m/s の風向出現頻度 

第 3.38 表 事故時の方位別χ/Ｑ、Ｄ/Ｑ及び実効放出継続時間（１号

炉） 

第 3.39 表 事故時の方位別χ/Ｑ、Ｄ/Ｑ及び実効放出継続時間（２号

炉） 

第 3.40 表 重大事故及び仮想事故時の方位別χ/Ｑ、Ｄ/Ｑ及び実効放

出継続時間（１号炉） 

第 3.41 表 重大事故及び仮想事故時の方位別χ/Ｑ、Ｄ/Ｑ及び実効放

出継続時間（２号炉） 

第 3.42 表(1/2) 事故時の線量評価に用いるχ/Ｑ、Ｄ/Ｑ及び実効放出継続

時間（１号炉） 

第 3.42 表(2/2)  事故時の線量評価に用いるχ/Ｑ、Ｄ/Ｑ及び実効放出継続

時間（２号炉） 

第 3.43 表 重大事故及び仮想事故時の線量評価に用いるχ/Ｑ、Ｄ/Ｑ

及び実効放出継続時間 

 

  



6-目-4 

図 

 

第 3.2 図 気象観測設備配置図（その１） 

第 3.3 図 気象観測設備配置図（その２） 

第 3.16 図 敷地の風配図（全年） 

第 3.17 図 敷地の風配図（2019 年 1~3 月）  

第 3.18 図 敷地の風配図（2019 年 4~6 月） 

第 3.19 図 敷地の風配図（2019 年 7~9 月） 

第 3.20 図 敷地の風配図（2019 年 10~12 月） 

第 3.21 図 低風速(0.5~2.0m/s)時の風配図 

第 3.22 図 年間風速別出現頻度及び風速別出現頻度累積 

（標高 約 13.5m, 地上高 約 10m） 

第 3.23 図 年間風速別出現頻度及び風速別出現頻度累積 

（標高 約 81m, 地上高 約 15m） 

第 3.24 図 月別風速別出現頻度（2019 年 1~3 月） 

第 3.25 図 月別風速別出現頻度（2019 年 4~6 月） 

第 3.26 図 月別風速別出現頻度（2019 年 7~9 月） 

第 3.27 図 月別風速別出現頻度（2019 年 10~12 月） 

第 3.28 図 年間及び月別大気安定度出現頻度 

第 3.29 図 年間大気安定度別風配図（標高 約 81m,地上高 約 15m） 

第 3.30 図 年間大気安定度別風配図（標高 約 13.5m,地上高 約 10m） 

第 3.31 図 年間及び月別大気安定度出現頻度 

第 3.32 図 年間大気安定度別風配図（標高 約 81m,地上高 約 15m） 

第 3.33 図 年間大気安定度別風配図（標高 約 13.5m,地上高 約 10m） 

第 3.34 図 方位別相対濃度（χ/Ｑ）の累積出現頻度 

［原子炉冷却材喪失（事故時）］ 



6-目-5 

第 3.35 図 方位別相対濃度（χ/Ｑ）の累積出現頻度 

［蒸気発生器伝熱管破損（事故時）］ 

第 3.36 図 方位別相対濃度（χ/Ｑ）の累積出現頻度 

［蒸気発生器伝熱管破損（重大事故及び仮想事故時）］ 

第 3.37 図 方位別相対濃度（χ/Ｑ）の累積出現頻度 

［燃料集合体の落下 制御棒飛び出し］ 

第 3.38 図 方位別相対濃度（χ/Ｑ）の累積出現頻度 

［原子炉冷却材喪失（重大事故時）］ 

第 3.39 図 方位別相対濃度（χ/Ｑ）の累積出現頻度 

［原子炉冷却材喪失（仮想事故時）］ 

第 3.40 図 方位別相対線量（Ｄ/Ｑ）の累積出現頻度 

［原子炉冷却材喪失（事故時）］ 

第 3.41 図 方位別相対線量（Ｄ/Ｑ）の累積出現頻度 

［蒸気発生器伝熱管破損（事故時） 放射性気体廃棄物処

理施設の破損］ 

第 3.42 図 方位別相対線量（Ｄ/Ｑ）の累積出現頻度 

［蒸気発生器伝熱管破損（重大事故及び仮想事故時）］ 

第 3.43 図 方位別相対線量（Ｄ/Ｑ）の累積出現頻度 

［燃料集合体の落下］ 

第 3.44 図 方位別相対線量（Ｄ/Ｑ）の累積出現頻度 

［制御棒飛び出し］ 

第 3.45 図 方位別相対線量（Ｄ/Ｑ）の累積出現頻度 

［原子炉冷却材喪失（重大事故及び仮想事故時）］ 

 

 

 



6-目-6 

（２号炉） 

3. 気象のうち以下を変更又は追加する。 

3.2  最寄の気象官署等の資料による一般気象 

3.2.4 その他の資料による一般気象 

3.3  敷地における気象観測 

3.4 敷地における気象観測結果 

3.5 安全解析に使用する気象条件 

3.6 参考文献 

 

 

 

  



6-目-7 

表 

 

第 3.18 表 気象データ（気温、湿度、風速）（2003 年～2012 年） 

及び森林火災件数（2002 年～2011 年） 

第 3.19 表 気象データ（気温、湿度、風速）（2013 年～2022 年） 

及び森林火災件数（2011 年～2020 年） 

第 3.20 表 気象データ（卓越風向）（2003 年～2012 年） 

第 3.21 表 気象データ（卓越風向）（2013 年～2022 年） 

第 3.22 表 観測項目一覧表 

第 3.23 表 同一風向の継続時間別出現回数 

第 3.24 表 同一風向の継続時間別出現回数 

第 3.25 表 同一風向の継続時間別出現回数 

第 3.26 表 同一風向の継続時間別出現回数 

第 3.27 表 大気安定度の継続時間別出現回数 

第 3.28 表 大気安定度の継続時間別出現回数 

第 3.29 表 棄却検定表 （風 向） 

第 3.30 表 棄却検定表 （風 速） 

第 3.31 表 棄却検定表 （風 向） 

第 3.32 表 棄却検定表 （風 速） 

第 3.33 表 平常時線量計算に用いた放出源の有効高さ 

第 3.34 表(1/2) 事故時線量計算に用いた放出源の有効高さ 

第 3.34 表(2/2) 重大事故及び仮想事故時線量計算に用いた放出源の有効

高さ 

第 3.35 表 風向別大気安定度別風速逆数の総和 

第 3.36 表 風向別大気安定度別風速逆数の平均及び風向別風速逆数

の平均 



6-目-8 

第 3.37 表 風向出現頻度及び風速 0.5～2.0m/s の風向出現頻度 

第 3.38 表 事故時の方位別χ/Ｑ、Ｄ/Ｑ及び実効放出継続時間（１号

炉） 

第 3.39 表 事故時の方位別χ/Ｑ、Ｄ/Ｑ及び実効放出継続時間（２号

炉） 

第 3.40 表 重大事故及び仮想事故時の方位別χ/Ｑ、Ｄ/Ｑ及び実効放

出継続時間（１号炉） 

第 3.41 表 重大事故及び仮想事故時の方位別χ/Ｑ、Ｄ/Ｑ及び実効放

出継続時間（２号炉） 

第 3.42 表(1/2) 事故時の線量評価に用いるχ/Ｑ、Ｄ/Ｑ及び実効放出継続

時間（１号炉） 

第 3.42 表(2/2)  事故時の線量評価に用いるχ/Ｑ、Ｄ/Ｑ及び実効放出継続

時間（２号炉） 

第 3.43 表 重大事故及び仮想事故時の線量評価に用いるχ/Ｑ、Ｄ/Ｑ

及び実効放出継続時間 

 

  



6-目-9 

図 

 

第 3.2 図 気象観測設備配置図（その１） 

第 3.3 図 気象観測設備配置図（その２） 

第 3.16 図 敷地の風配図（全年） 

第 3.17 図 敷地の風配図（2019 年 1~3 月）  

第 3.18 図 敷地の風配図（2019 年 4~6 月） 

第 3.19 図 敷地の風配図（2019 年 7~9 月） 

第 3.20 図 敷地の風配図（2019 年 10~12 月） 

第 3.21 図 低風速(0.5~2.0m/s)時の風配図 

第 3.22 図 年間風速別出現頻度及び風速別出現頻度累積 

（標高 約 13.5m, 地上高 約 10m） 

第 3.23 図 年間風速別出現頻度及び風速別出現頻度累積 

（標高 約 81m, 地上高 約 15m） 

第 3.24 図 月別風速別出現頻度（2019 年 1~3 月） 

第 3.25 図 月別風速別出現頻度（2019 年 4~6 月） 

第 3.26 図 月別風速別出現頻度（2019 年 7~9 月） 

第 3.27 図 月別風速別出現頻度（2019 年 10~12 月） 

第 3.28 図 年間及び月別大気安定度出現頻度 

第 3.29 図 年間大気安定度別風配図（標高 約 81m,地上高 約 15m） 

第 3.30 図 年間大気安定度別風配図（標高 約 13.5m,地上高 約 10m） 

第 3.31 図 年間及び月別大気安定度出現頻度 

第 3.32 図 年間大気安定度別風配図（標高 約 81m,地上高 約 15m） 

第 3.33 図 年間大気安定度別風配図（標高 約 13.5m,地上高 約 10m） 

第 3.34 図 方位別相対濃度（χ/Ｑ）の累積出現頻度 

［原子炉冷却材喪失（事故時）］ 



6-目-10 

第 3.35 図 方位別相対濃度（χ/Ｑ）の累積出現頻度 

［蒸気発生器伝熱管破損（事故時）］ 

第 3.36 図 方位別相対濃度（χ/Ｑ）の累積出現頻度 

［蒸気発生器伝熱管破損（重大事故及び仮想事故時）］ 

第 3.37 図 方位別相対濃度（χ/Ｑ）の累積出現頻度 

［燃料集合体の落下 制御棒飛び出し］ 

第 3.38 図 方位別相対濃度（χ/Ｑ）の累積出現頻度 

［原子炉冷却材喪失（重大事故時）］ 

第 3.39 図 方位別相対濃度（χ/Ｑ）の累積出現頻度 

［原子炉冷却材喪失（仮想事故時）］ 

第 3.40 図 方位別相対線量（Ｄ/Ｑ）の累積出現頻度 

［原子炉冷却材喪失（事故時）］ 

第 3.41 図 方位別相対線量（Ｄ/Ｑ）の累積出現頻度 

［蒸気発生器伝熱管破損（事故時） 放射性気体廃棄物処

理施設の破損］ 

第 3.42 図 方位別相対線量（Ｄ/Ｑ）の累積出現頻度 

［蒸気発生器伝熱管破損（重大事故及び仮想事故時）］ 

第 3.43 図 方位別相対線量（Ｄ/Ｑ）の累積出現頻度 

［燃料集合体の落下］ 

第 3.44 図 方位別相対線量（Ｄ/Ｑ）の累積出現頻度 

［制御棒飛び出し］ 

第 3.45 図 方位別相対線量（Ｄ/Ｑ）の累積出現頻度 

［原子炉冷却材喪失（重大事故及び仮想事故時）］ 
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（３号炉及び４号炉） 

2. 気象のうち以下を変更又は追加する。 

2.2  最寄の気象官署等の資料による一般気象 

2.2.4 その他の資料による一般気象 

2.3  敷地における気象観測 

2.4 敷地における気象観測結果 

2.5 安全解析に使用する気象条件 

2.6 参考文献 

 

 

 

  



6-目-12 

表 

 

第 2.18 表 気象データ（気温、湿度、風速）（2003 年～2012 年） 

及び森林火災件数（2002 年～2011 年） 

第 2.19 表 気象データ（気温、湿度、風速）（2013 年～2022 年） 

及び森林火災件数（2011 年～2020 年） 

第 2.20 表 気象データ（卓越風向）（2003 年～2012 年） 

第 2.21 表 気象データ（卓越風向）（2013 年～2022 年） 

第 2.22 表 観測項目一覧表 

第 2.23 表 同一風向の継続時間別出現回数 

第 2.24 表 同一風向の継続時間別出現回数 

第 2.25 表 同一風向の継続時間別出現回数 

第 2.26 表 同一風向の継続時間別出現回数 

第 2.27 表 大気安定度の継続時間別出現回数 

第 2.28 表 大気安定度の継続時間別出現回数 

第 2.29 表 棄却検定表 （風 向） 

第 2.30 表 棄却検定表 （風 速） 

第 2.31 表 棄却検定表 （風 向） 

第 2.32 表 棄却検定表 （風 速） 

第 2.33 表 平常時線量計算に用いた放出源の有効高さ 

第 2.34 表(1/3) 設計基準事故時線量計算に用いた放出源の有効高さ（３号

炉） 

第 2.34 表(2/3) 設計基準事故時線量計算に用いた放出源の有効高さ（４号

炉） 

第 2.34 表(3/3) 重大事故及び仮想事故時線量計算に用いた放出源の有効

高さ 
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第 2.35 表 風向別大気安定度別風速逆数の総和 

第 2.36 表 風向別大気安定度別風速逆数の平均及び風向別風速逆数

の平均 

第 2.37 表 風向出現頻度及び風速 0.5～2.0m/s の風向出現頻度 

第 2.38 表 設計基準事故時の方位別χ/Ｑ、Ｄ/Ｑ及び実効放出継続時

間（３号炉） 

第 2.39 表 設計基準事故時の方位別χ/Ｑ、Ｄ/Ｑ及び実効放出継続時

間（４号炉） 

第 2.40 表 重大事故及び仮想事故時の方位別χ/Ｑ、Ｄ/Ｑ及び実効放

出継続時間（３号炉） 

第 2.41 表 重大事故及び仮想事故時の方位別χ/Ｑ、Ｄ/Ｑ及び実効放

出継続時間（４号炉） 

第 2.42 表 設計基準事故時の線量評価に用いるχ/Ｑ、Ｄ/Ｑ及び実効

放出継続時間 

第 2.43 表 重大事故及び仮想事故時の線量評価に用いるχ/Ｑ、Ｄ/Ｑ

及び実効放出継続時間 

 

  



6-目-14 

図 

 

第 2.2 図 気象観測設備配置図（その１） 

第 2.3 図 気象観測設備配置図（その２） 

第 2.16 図 敷地の風配図（全年） 

第 2.17 図 敷地の風配図（2019 年 1~3 月）  

第 2.18 図 敷地の風配図（2019 年 4~6 月） 

第 2.19 図 敷地の風配図（2019 年 7~9 月） 

第 2.20 図 敷地の風配図（2019 年 10~12 月） 

第 2.21 図 低風速(0.5~2.0m/s)時の風配図 

第 2.22 図 年間風速別出現頻度及び風速別出現頻度累積 

（標高 約 13.5m, 地上高 約 10m） 

第 2.23 図 年間風速別出現頻度及び風速別出現頻度累積 

（標高 約 81m, 地上高 約 15m） 

第 2.24 図 月別風速別出現頻度（2019 年 1~3 月） 

第 2.25 図 月別風速別出現頻度（2019 年 4~6 月） 

第 2.26 図 月別風速別出現頻度（2019 年 7~9 月） 

第 2.27 図 月別風速別出現頻度（2019 年 10~12 月） 

第 2.28 図 年間及び月別大気安定度出現頻度 

第 2.29 図 年間大気安定度別風配図（標高 約 81m,地上高 約 15m） 

第 2.30 図 年間大気安定度別風配図（標高 約 13.5m,地上高 約 10m） 

第 2.31 図 年間及び月別大気安定度出現頻度 

第 2.32 図 年間大気安定度別風配図（標高 約 81m,地上高 約 15m） 

第 2.33 図 年間大気安定度別風配図（標高 約 13.5m,地上高 約 10m） 

第 2.34 図 方位別相対濃度（χ/Ｑ）の累積出現頻度 

［原子炉冷却材喪失（設計基準事故時）］ 
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第 2.35 図 方位別相対濃度（χ/Ｑ）の累積出現頻度 

［蒸気発生器伝熱管破損（設計基準事故時）］ 

第 2.36 図 方位別相対濃度（χ/Ｑ）の累積出現頻度 

［蒸気発生器伝熱管破損（重大事故及び仮想事故時）］ 

第 2.37 図 方位別相対濃度（χ/Ｑ）の累積出現頻度 

［燃料集合体の落下］ 

第 2.38 図 方位別相対濃度（χ/Ｑ）の累積出現頻度 

［制御棒飛び出し］ 

第 2.39 図 方位別相対濃度（χ/Ｑ）の累積出現頻度 

［原子炉冷却材喪失（重大事故時)］ 

第 2.40 図 方位別相対濃度（χ/Ｑ）の累積出現頻度 

［原子炉冷却材喪失(仮想事故時)］ 

第 2.41 図 方位別相対線量（Ｄ/Ｑ）の累積出現頻度 

［原子炉冷却材喪失(設計基準事故時)］ 

第 2.42 図 方位別相対線量（Ｄ/Ｑ）の累積出現頻度 

［蒸気発生器伝熱管破損(設計基準事故時) 

放射性気体廃棄物処理施設の破損］ 

第 2.43 図 方位別相対線量（Ｄ/Ｑ）の累積出現頻度 

［蒸気発生器伝熱管破損(重大事故及び仮想事故時)］ 

第 2.44 図 方位別相対線量（Ｄ/Ｑ）の累積出現頻度 

［燃料集合体の落下］ 

第 2.45 図 方位別相対線量（Ｄ/Ｑ）の累積出現頻度 

［制御棒飛び出し］ 

第 2.46 図 方位別相対線量（Ｄ/Ｑ）の累積出現頻度 

［原子炉冷却材喪失(重大事故及び仮想事故時)］ 
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（１号炉）  

3. 気象  

3.2 最寄の気象官署等の資料による一般気象  

3.2.4 その他の資料による一般気象  

(1) 森林火災  

森林火災検討に関係する高浜発電所の最寄の気象観測所（舞鶴特

別地域気象観測所、小浜地域気象観測システム）の気象データ（気

温、湿度、風速）及び高浜発電所の位置する福井県の森林火災発生

状況  (5)について、第 3.18 表及び第 3.19 表に示す。また、森林火災

発生件数の多い月における最寄の気象観測所（舞鶴特別地域気象観

測所、小浜地域気象観測システム）の気象データ（卓越風向）につ

いて、第 3.20 表及び第 3.21 表に示す。  

 

3.3 敷地における気象観測 

発電所の安全解析に使用する気象条件を決める際の資料を得るため、「発

電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」（以下、「気象指針」という。）

に基づき、発電所敷地内で、風向、風速、日射量、放射収支量等の観測を

行っている。 

以上の観測に使用した気象測器の種類、観測位置及び観測期間を第 3.22

表に、観測設備配置を第 3.2 図及び第 3.3 図に示す。 

3.3.1 気象観測点の状況 

   変更前の「3.3.1 気象観測点の状況」の記載に同じ。  

 

3.3.2 気象観測項目 

   変更前の「3.3.2 気象観測項目」の記載に同じ。 

 

3.3.3 気象測器 

気象測器は第 3.22 表に示しているが、｢気象業務法｣に基づく気象庁検

定を受けたものである。 

なお、放射収支計は、気象庁検定の対象になっていないため、3 ヶ月に
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1 回程度の校正を行っている。  

 

3.4 敷地における気象観測結果 

3.4.1 敷地を代表する風 

排気筒高さ付近の風を代表する敷地内の丘陵地（第 3.2 図，観測点Ａ）

における 1 年間の観測結果（2006 年 1 月から 2006 年 12 月及び 2019 年

1 月から 2019 年 12 月）及び敷地の地上風を代表する敷地内の平坦地（第

3.2 図，観測点Ｂ）における 1 年間の観測結果（2006 年 1 月から 2006 年

12 月及び 2019 年 1 月から 2019 年 12 月）を以下に示す。 

なお、風向及び風速の観測値を統計整理するに当たって、風速が

0.5m/s 未満のものは静穏として取り扱っている。  

 

3.4.1.1 2006 年 1 月から 2006 年 12 月の気象観測資料 

(1) 風  向 

標高約 81m 及び標高約 13.5m における年間及び月別の風配図を第

3.4 図～第 3.8 図に示す。 

標高約 81m における風向分布は、年間を通じ北西から西北西の風が

多くなっている。 

標高約 13.5m における風向分布は、年間を通じ北北西から西北西の

風が多くなっている。 

標高約 81m 及び標高約 13.5m における年間の低風速（0.5m/s～

2.0m/s）時の風配図を第 3.9 図に示す。 

標高約 81m における低風速時の風向分布は、年間を通じ北、西北西

及び南南東の風が多くなっている。  

標高約 13.5m における低風速時の風向分布は、年間を通じ西北西か

ら北北西及び南東から南南東の風が多くなっている。  

（第 3.4 図～第 3.9 図は変更前の記載に同じ。） 

(2) 風  速 

標高約 81m 及び標高約 13.5m における年間及び月別の風速別出現頻

度並びに年間の風速別出現頻度累積を第 3.10 図～第 3.15 図に示す。 



6(1)-3-3 

標高約 81m における年平均風速は 2.3m/s であり、0.5m/s～1.4m/s

の風速が多くなっている。 

標高約 13.5m における年平均風速は 2.2m/s であり、0.5m/s～1.4m/s

の風速が多くなっている。 

また、標高約 81m 及び標高約 13.5m における静穏状態（風速 0.5m/s

未満）の年間出現頻度は、それぞれ 9.2%、9.6%である。 

（第 3.10 図～第 3.15 図は変更前の記載に同じ。）  

(3) 同一風向継続時間  

標高約 13.5m 及び標高約 81m における年間の同一風向の継続時間別

出現回数を第 3.23 表及び第 3.24 表に示す。  

標高約 13.5m において、同一風向が継続する時間は 4 時間以内がほ

とんどであり、全体の約 97.5%を占めている。長期継続する傾向の強

い風向は北北西であり、最長も北北西の場合で 41 時間である。 

標高約 81m において、同一風向が継続する時間は 4 時間以内がほと

んどであり、全体の約 97.8%を占めている。長期継続する傾向の強い

風向は北西であり、最長も北西の場合で 18 時間である。 

また、各標高における静穏状態の継続時間は 4 時間以内がほとんど

であり、標高約 13.5m では約 97.8%、標高約 81m では約 98.9%であ

る。 

 

3.4.1.2 2019 年 1 月から 2019 年 12 月の気象観測資料 

(1) 風向 

標高約 81m 及び標高約 13.5m における年間及び月別の風配図を第

3.16 図～第 3.20 図に示す。 

標高約 81m における風向分布は、年間を通じ北西の風が多くなって

いる。 

標高約 13.5m における風向分布は、年間を通じ北北西の風が多くな

っている。 

標高約 81m 及び標高約 13.5m における年間の低風速（0.5m/s～

2.0m/s）時の風配図を第 3.21 図に示す。 
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標高約 81m における低風速時の風向分布は、年間を通じ北西から西

北西の風が多くなっている。 

標高約 13.5m における低風速時の風向分布は、年間を通じ南東から

南南東の風が多くなっている。 

(2) 風速 

標高約 81m 及び標高約 13.5m における年間及び月別の風速別出現

頻度並びに年間の風速別出現頻度累積を第 3.22 図～第 3.27 図に示す。 

標高約 81m における年平均風速は 2.1m/s であり、0.5m/s～1.4m/s

の風速が多くなっている。 

標高約 13.5m における年平均風速は 2.1m/s であり、0.5m/s～1.4m/s

の風速が多くなっている。 

また、標高約 81m及び標高約 13.5mにおける静穏状態（風速 0.5m/s

未満）の年間出現頻度は、それぞれ 9.3%、10.0%である。 

(3) 同一風向継続時間 

標高約 13.5m 及び標高約 81m における年間の同一風向の継続時間

別出現回数を第 3.25 表及び第 3.26 表に示す。 

標高約 13.5m において、同一風向が継続する時間は 4 時間以内がほ

とんどであり、全体の約 97.4%を占めている。長期継続する傾向の強

い風向は北北西であり、最長は南南東の場合で 17 時間である。 

標高約 81m において、同一風向が継続する時間は 4 時間以内がほと

んどであり、全体の約 97.9%を占めている。長期継続する傾向の強い

風向は北西であり、最長は北北西の場合で 12 時間である。 

また、標高約13.5mにおける静穏状態の継続時間は5時間以内がほと

んどであり、全体の約97.4%を占めている。標高約81mにおける静穏

状態の継続時間は4時間以内がほとんどであり、全体の約98.0%を占め

ている。 

 

3.4.2 大気安定度 

3.4.2.1 2006 年 1 月から 2006 年 12 月の気象観測資料 

(1) 大気安定度の分類と出現頻度  
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日射量、放射収支量及び標高約 13.5m の風速の観測資料を基に「気

象指針」にしたがって大気安定度の分類を行った。 

年間及び月別の大気安定度出現頻度を第 3.28 図に、並びに標高約

81m 及び標高約 13.5m における年間の大気安定度別風配図を第 3.29

図及び第 3.30 図に示す。  

大気安定度の年間出現頻度は、Ａ型からＣ型を合計した大気安定度

（以下、「Ａ・Ｂ・Ｃ型」という。）が 23.2%、Ｄ型（Ｃ－Ｄ型を含む）

が 50.1%、Ｅ型からＧ型を合計した大気安定度（以下、「Ｅ・Ｆ・Ｇ型」

という。）が 26.7%となっている。 

Ｄ型は年間を通じて出現頻度が多く、Ａ・Ｂ・Ｃ型は 5 月から 8 月

にかけて比較的多くなっており、Ｅ・Ｆ・Ｇ型は 8 月に多くなってい

る。 

標高約 81m における大気安定度別の風向出現頻度は、Ａ・Ｂ・Ｃ型

は北東から東北東及び北西から西北西、Ｄ型は西北西から北北西、

Ｅ・Ｆ・Ｇ型は西北西及び北の風のときに多くなっている。  

標高約 13.5m における大気安定度別の風向出現頻度は、Ａ・Ｂ・Ｃ

型は北北西から西北西及び南南東、Ｄ型は北北西から西北西、Ｅ・

Ｆ・Ｇ型は西北西及び南東の風のときに多くなっている。  

(2) 同一大気安定度の継続時間  

大気安定度の継続時間別出現回数を第 3.27 表に示す。 

Ａ・Ｂ・Ｃ型、Ｄ型及びＥ・Ｆ・Ｇ型が 10 時間以上継続する頻度は、

それぞれ 0.4%、11.6%、8.0%となっている。  

 

3.4.2.2 2019 年 1 月から 2019 年 12 月の気象観測資料 

(1) 大気安定度の分類と出現頻度 

日射量、放射収支量及び標高約 13.5m の風速の観測資料を基に「気

象指針」にしたがって大気安定度の分類を行った。 

年間及び月別の大気安定度出現頻度を第 3.31 図に、並びに標高約

81m 及び標高約 13.5m における年間の大気安定度別風配図を第 3.32

図及び第 3.33 図に示す。 
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大気安定度の年間出現頻度は、Ａ型からＣ型を合計した大気安定度

（以下、「Ａ・Ｂ・Ｃ型」という。）が 24.3%、Ｄ型（Ｃ－Ｄ型を含む）

が 48.3%、Ｅ型からＧ型を合計した大気安定度（以下、「Ｅ・Ｆ・Ｇ

型」という。）が 27.4%となっている。 

Ｄ型は年間を通じて出現頻度が多く、Ａ・Ｂ・Ｃ型は 5 月から 8 月

にかけて比較的多くなっており、Ｅ・Ｆ・Ｇ型は 5 月、9 月、11 月及

び 12 月にかけて多くなっている。 

標高約 81m における大気安定度別の風向出現頻度は、Ａ・Ｂ・Ｃ型

は北西及び北東から東北東、Ｄ型は北西から北北西、Ｅ・Ｆ・Ｇ型は

西北西から北西の風のときに多くなっている。 

標高約 13.5m における大気安定度別の風向出現頻度は、Ａ・Ｂ・Ｃ

型は北北西から北西、Ｄ型は北北西から北西、Ｅ・Ｆ・Ｇ型は南東の

風のときに多くなっている。 

(2) 同一大気安定度の継続時間 

大気安定度の継続時間別出現回数を第 3.28 表に示す。 

Ａ・Ｂ・Ｃ型、Ｄ型及びＥ・Ｆ・Ｇ型が 10 時間以上継続する頻度

は、それぞれ 16.7%、12.0%、17.2%となっている。 

 

3.4.3 観測結果からみた敷地の気象特性  

3.4.3.1 2006 年 1 月から 2006 年 12 月の気象観測資料 

敷地における気象観測資料を解析した結果によると、敷地の気象特

性として次のような点が挙げられる。  

(1) 風向については、標高約 81m では北西の風が、標高約 13.5m では

北北西の風が最も多く出現している。  

(2) 風速については、年間を通じて 1～3m/s 程度の風が比較的多く、標

高約 81m では北西の風が、標高約 13.5m では北北西の風が最も大き

い。 

(3) 大気安定度については、年間を通じてＤ型が多く出現している。  

拡散の少ないＥ・Ｆ・Ｇ型は、標高約 81m では西北西及び北の風の

ときに、また標高約 13.5m では南東及び西北西の風のときに比較的多
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く出現している。 

一方、拡散の大きいＡ・Ｂ・Ｃ型は、標高約 81m では北東及び北西、

また標高約 13.5m では北北西及び南南東の風のときに比較的多く出現

している。 

 

3.4.3.2 2019 年 1 月から 2019 年 12 月の気象観測資料 

敷地における気象観測資料を解析した結果によると、敷地の気象特性

として次のような点が挙げられる。 

(1) 風向については、標高約 81m では北西の風が、標高約 13.5m では北

北西の風が最も多く出現している。 

(2) 風速については、年間を通じて 1～3m/s 程度の風が比較的多く、標

高約 81m、標高約 13.5m 共に北北西の風が最も大きい。 

(3) 大気安定度については、年間を通じてＤ型が多く出現している。 

拡散の少ないＥ・Ｆ・Ｇ型は、標高約 81m では西北西から北西の風

のときに、また標高約 13.5m では南東の風のときに比較的多く出現し

ている。 

一方、拡散の大きいＡ・Ｂ・Ｃ型は、標高約 81m では北西及び北東

から東北東、また標高約 13.5m では北北西から北西の風のときに比較

的多く出現している。 

 

3.5 安全解析に使用する気象条件 

3.5.1 観測期間の気象条件の代表性の検討  

3.5.1.1 2006 年 1 月から 2006 年 12 月の気象観測資料 

敷地において観測した 2006 年 1 月から 2006 年 12 月までの 1 年間の

気象資料により安全解析を行うに当たり、観測を行った 1 年間の気象

状態が長期間の気象状態と比較して特に異常でないかどうかの検討を

行った。 

風向出現頻度及び風速出現頻度について、敷地内観測点Ａの標高約

81m における 10 年間（1996 年 1 月～2005 年 12 月）の資料により検

定を行った。検定法は、不良標本の棄却検定に関するＦ分布検定の手
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順にしたがった。 

その結果を第 3.29 表及び第 3.30 表に示すが、有意水準 5%で棄却さ

れた項目はなかった。 

これは安全解析に使用した観測期間の気象状態が長期間の気象状態

と比較して特に異常でないことを示しており、この期間の気象資料を

用いて事故、重大事故及び仮想事故時の線量の計算を行うことは妥当

であることを示している。 

 

3.5.1.2 2019 年 1 月から 2019 年 12 月の気象観測資料 

敷地において観測した 2019 年 1 月から 2019 年 12 月までの 1 年間の

気象資料により安全解析を行うに当たり、観測を行った 1 年間の気象

状態が長期間の気象状態と比較して特に異常でないかどうかの検討を

行った。 

風向出現頻度及び風速出現頻度について、敷地内観測点Ａの標高約

81m における 10 年間（2010 年 1 月～2018 年 12 月、2020 年 1 月～

2020 年 12 月）の資料により検定を行った。検定法は、不良標本の棄却

検定に関するＦ分布検定の手順にしたがった。 

その結果を第 3.31 表及び第 3.32 表に示すが、有意水準 5%で棄却され

たものは 27 項目中 1 項目であった。 

これは安全解析に使用した観測期間の気象状態が長期間の気象状態と

比較して特に異常でないことを示しており、この期間の気象資料を用

いて平常運転時の線量の計算を行うことは妥当であることを示してい

る。 

 

3.5.2 大気拡散の計算に使用する放出源の有効高さ  

排気筒から放出される放射性物質が、敷地周辺に及ぼす影響を評価す

るに当たって、大気拡散の計算に使用する放出源の有効高さは、建屋及

び敷地周辺の地形の影響を考慮するため、以下のような風洞実験により

求める。 

平常運転時 (6)の風洞実験においては、縮尺 1/2,000 の建屋及び敷地周辺
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の地形模型を用い、排気筒高さに吹上げ高さを加えた高さからガスを排

出し、風下地点における地表濃度を測定する。  

その地形模型実験で得られた地表濃度の値が、排気筒高さを変えて行

う平地実験による地表濃度の値に相当する排気筒高さを放出源の有効高

さとする。 

１号炉及び２号炉の排気筒高さは、地上高約 81m（標高約 85m）、３号

炉及び４号炉の排気筒高さは、地上高約 80m（標高約 84m）であるが、

以上の風洞実験により平常運転時の線量評価に用いる放出源の有効高さ

は第 3.33 表のとおりとする。  

設計基準事故時 (6)並びに重大事故及び仮想事故時 (4)において、「原子炉

冷却材喪失」、「燃料集合体の落下」及び「制御棒飛び出し」では、排気

筒高さからの吹上げ高さを考慮せずに上記と同様の風洞実験を行い、放

出源の有効高さを第 3.34 表のとおりとし、また、「放射性気体廃棄物処理

施設の破損」及び「蒸気発生器伝熱管破損」では地上放出とし、放出源

の有効高さを 0m とする。 

 

3.5.3 大気拡散の計算に使用する気象条件  

3.5.3.1 平常運転時 

発電所の平常運転時に放出される放射性気体廃棄物の敷地周辺に及ぼ

す影響を評価するに当たっては、敷地内における 2019 年 1 月から 2019

年 12 月までの 1 年間の風向、風速及び大気安定度の観測資料から以下

に示すパラメータを求め、これを用いる。 

なお、風向及び風速については、排気筒高さ付近の風を代表する標高

約 81m（地上高約 15m）の風向及び風速とする。  

(1) 風向別大気安定度別風速逆数の総和及び平均  

風向別大気安定度別風速逆数の総和及び平均は（3-1）式及び（3-

2）式によりそれぞれ計算する。  







N

1i i

is,d

s,d
U

S  ……………………………………………（3-1） 
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s,d

s,d

s,d S
N

1
S  ……………………………………………（3-2） 

ここで、 

s,dS   ：風向別大気安定度別風速逆数の総和（ s/m ） 

s,dS  ：風向別大気安定度別風速逆数の平均（ s/m ） 

N  ：実観測回数（回） 

iU  ：時刻 i における風速（ m/s ） 

is,d   ：時刻 i において風向 d、大気安定度 s の場合 

1is,d    

その他の場合 

0is,d   

s,dN  ：風向 d、大気安定度 s の総出現回数（回） 

(2) 風向出現頻度  

風向出現頻度は（3-3）式及び（3-4）式によりそれぞれ計算する。  

100
N

f
N

1i

id
d 






……………………………………………（3-3） 

ddddt ffff   ……………………………………………（3-4） 

ここで、 

df  ：風向 d の出現頻度(%） 

N  ：実観測回数(回） 

id  ：時刻 i において風向が d の場合 

  1δid   

その他の場合 

 0δid   

df 、 df   ：風向 d に隣接する風向 d′、d″の出現頻度 (%） 

dtf  ：風向 d、d′、d″の出現頻度の和(%） 

 

静穏時については、風速は 0.5m／s とし、風向別大気安定度別出

現回数は、静穏時の大気安定度別出現回数を風速 0.5～2.0m／s の風

向出現頻度に応じて比例配分して求める。  
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また、欠測については、欠測を除いた期間について得られた統計

が、欠測時間についても成り立つものとする。  

以上の計算から求めた風向別大気安定度別風速逆数の総和を第

3.35 表に、風向別大気安定度別風速逆数の平均及び風向別風速逆数

の平均を第 3.36 表に、風向出現頻度及び風速 0.5～2.0m/s の風向出

現頻度を第 3.37 表に示す。  

3.5.3.2 事故時並びに重大事故及び仮想事故時  

事故時並びに重大事故及び仮想事故時に放出される放射性物質が、

敷地周辺の公衆に及ぼす影響を評価するに当たって、放射性物質の拡

散状態を推定するために必要な気象条件については、現地における出

現頻度からみて、これより悪い条件がめったに現れないと言えるもの

を選ばなければならない。 

そこで、線量の評価に用いる放射性物質の相対濃度（以下、「χ /Ｑ」

という。）を、標高約81m及び標高約13.5mにおける2006年1月から

2006年12月までの1年間の観測データを使用して求めた。すなわち、

（3-5）式に示すように風向、風速、大気安定度及び実効放出継続時間

を考慮したχ /Ｑを陸側方位について求め、方位別にその値の小さい方

からの累積度数を年間のデータ数に対する出現頻度（%）として表わす

ことにする。横軸にχ /Ｑを、縦軸に累積出現頻度をとり、着目方位ご

とにχ /Ｑの累積出現頻度分布を描き、この分布から累積出現頻度が

97%に当たるχ /Ｑを方位別に求め、そのうち最大のものを安全解析に

使用する相対濃度とする。 

ただし、χ /Ｑの計算の着目地点は、各方位とも炉心から最短距離と

なる敷地の境界外とし、着目地点以遠でχ /Ｑが最大となる場合は、そ

のχ/Ｑを着目地点における当該時刻のχ/Ｑとする。 

 



T

1i

ii/
T

1
/ ＱχＱχ ………………………………………（3-5） 

ここで、 

Ｑχ/  ：実効放出継続時間中の相対濃度（s/m3） 
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Ｔ ：実効放出継続時間(h） 

 i/Ｑχ  ：時刻 i における相対濃度（s/m3） 

i  ：時刻 i において風向が当該方位にあるとき  

1i   

時刻 i において風向が他の方位にあるとき  

0i   

ここで、「原子炉冷却材喪失」、「燃料集合体の落下」及び「制御棒飛

び出し」での  i/Ｑχ の計算に当たっては、（3-6）式及び（3-7）式によ

り行う。 

短時間放出の場合 

 




















2

zi

2

iziyi

i
2

H
exp

U

1
/Ｑχ …………………………（3-6） 

長時間放出の場合 

 




















2

zi

2

izi

i
2

H
exp

xU

032.2
/Ｑχ  ……………………………（3-7） 

ここで、 

yi  ：時刻 iにおける濃度分布のy方向の拡がりのパラメータ(m) 

zi  ：時刻 iにおける濃度分布のz方向の拡がりのパラメータ(m) 

iU  ：時刻 i における風速(m/s) 

H  ：放出源の有効高さ(m) 

x  ：放出地点から着目地点までの距離(m) 

また、「放射性気体廃棄物処理施設の破損」及び「蒸気発生器伝熱管

破損」での  i/Ｑχ の計算に当たっては、建屋等の影響を考慮して（3-8）

式及び（3-9）式により行う。 

短時間放出の場合 

  



















2

zi

2

iziyi

i
2

H
exp

U

1
/Ｑχ …………………………（3-8） 

長時間放出の場合 
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2

zi

2

izi

i
2

H
exp

xU

032.2
/Ｑχ  ……………………………（3-9） 

  2/12

yiyi /AC 
 

  2/12

zizi /AC   

ここで、 

Ａ：建屋等の風向方向の投影面積(m2) 

Ｃ：形状係数 

方位別χ /Ｑの累積出現頻度を求めるとき、静穏の場合には風速を

0.5m/sとして計算し、その風向は静穏出現前の風向を使用する。  

実効放出継続時間としては、よう素の事故期間中の全放出量を1時間

当たりの最大放出量で除して求めた第3.38表～第3.41表に示す値を用い

る。 

建屋等の風向方向の投影面積としては、計算の便宜上、最小投影面

積である5,000m2を使用し、形状係数としては0.5を用いる。 

また、放射性雲からのγ線による空気カーマについては、χ /Ｑの代

わりに空間濃度分布とγ線による空気カーマ計算モデルを組み合わせ

た相対線量（以下、「Ｄ /Ｑ」という。）を用いて同様に求める。この場

合の実効放出継続時間としては、希ガスの事故期間中の全放出量を１

時間当たりの最大放出量で除して求めた第3.38表～第3.41表に示す値を

用いる。ただし、実効放出継続時間が8時間を超える場合においても、

方位内で風向軸が一定と仮定して計算する。γ線による空気カーマ計

算には、添付書類九の（9-8）式を使用する。 

以上の方法により、陸側方位について求めた方位別χ /Ｑ及びＤ/Ｑの

累積出現頻度を第3.34図～第3.45図に示す。 

また、累積出現頻度が97%に当たる方位別χ /Ｑ及びＤ /Ｑを第3.38表

～第3.41表に示す。  

このうち、各事故時並びに重大事故及び仮想事故時の線量の評価に

用いるχ/Ｑ及びＤ/Ｑは、陸側方位のうち線量が最大となる方位の値を
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使用する。ただし、「原子炉冷却材喪失（事故）」及び「制御棒飛び出

し」の線量評価に用いるχ /Ｑ及びＤ/Ｑは、原子炉格納容器内の浮遊核

分裂生成物からのγ線による線量を考慮して線量が最大となる方位の

値を使用する。また、「原子炉冷却材喪失（重大事故及び仮想事故）」

の線量評価に用いるＤ /Ｑは、原子炉格納容器内の浮遊核分裂生成物か

らのγ線による線量を考慮して線量が最大となる方位の値を使用する。

（添付書類十「3.事故解析」及び「4.重大事故及び仮想事故の解析」参

照） 

以上の各事故時並びに重大事故及び仮想事故時の線量の評価に用い

るχ/Ｑ及びＤ/Ｑと着目方位を第3.42表及び第3.43表に示す。  
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気象庁、昭和57年2月（その２）、昭和57年1月（その３）  

(3) 「福井県気象月報」  

福井地方気象台、昭和56年1月～昭和60年12月  

(4) 「高浜発電所風洞実験報告書」  

関西電力株式会社、昭和62年3月  

(5) 「福井県統計年鑑」  

福井県、2002年～2011年、2011年～2020年  

(6) 「高浜発電所風洞実験報告書」  

関西電力株式会社、平成31年2月  
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第3.18表 気象データ（気温、湿度、風速）（2003年～2012年） 

及び森林火災件数（2002年～2011年） 

 

※ 1：福井県統計年鑑（2002 年～2011 年版） 

※ 2：舞鶴特別地域気象観測所 観測記録（2003 年～2012 年） 

※ 3：小浜 地域気象観測システム（アメダス）観測記録  

（2003 年～2012 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最高気温
[℃]

最小湿度
[％]

最大風速
[m／s]

最高気温
[℃]

最大風速
[m／s]

1月 1 18.0 23 15.8 16.0 20.0

2月 1 22.8 19 14.0 21.3 20.0

3月 10 24.4 10 14.2 23.4 20.0

4月 25 32.6 11 13.3 30.9 19.7

5月 9 31.7 16 14.6 31.0 21.0

6月 12 36.7 19 13.7 35.9 15.0

7月 2 38.6 20 11.7 37.8 15.5

8月 11 38.1 29 10.3 38.1 15.0

9月 6 38.3 29 14.6 37.4 18.0

10月 1 29.9 29 25.1 29.4 21.0

11月 1 25.3 24 15.9 25.5 15.1

12月 1 20.1 23 14.1 19.8 22.0

月

気象条件(舞鶴）※2
福井県

月別森林火災

発生頻度※1

気象条件（小浜）※3
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第3.19表 気象データ（気温、湿度、風速）（2013年～2022年） 

及び森林火災件数（2011年～2020年） 

月 

福井県 

月別森林火災 

発生頻度※4 

気象条件（舞鶴）※5 気象条件（小浜）※6 

最高気温 
[℃] 

最小湿度 
[％] 

最大風速 
[m／s] 

最高気温 
[℃] 

最小湿度※7 
[％] 

最大風速 
[m／s] 

1 月 0 17.4 23 14.4 17.2 37 18.4 

2 月 0 21.6 22 14.3 21.6 38 13.9 

3 月 5 25.2 16 13.3 24.4 27 15.7 

4 月 10 30.5 11 14.9 29.2 14 17.8 

5 月 9 34.6 12 12.9 34 13 17.0 

6 月 2 37.1 17 10.9 37.5 20 14.5 

7 月 0 38.8 30 10.7 38.7 31 14.2 

8 月 5 38.6 28 17.3 39.1 33 18.5 

9 月 1 36.5 26 18.6 36.2 38 21.6 

10 月 2 31.4 31 22.3 31.4 28 20.3 

11 月 2 25.7 30 12.3 24.6 31 14.1 

12 月 0 22.9 32 14.4 21.8 24 15.8 

 
 

※ 4：福井県統計年鑑（2011年～2020年版） 

※ 5：舞鶴特別地域気象観測所 観測記録（2013年～2022年） 

※ 6：小浜 地域気象観測システム（アメダス）観測記録  

（2013年～2022年） 

※ 7：小浜の湿度は観測を開始した 2021 年 3 月以降のデータのみ。  
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第 3.20 表 気象データ（卓越風向）（2003 年～2012 年※8） 

風向 
最大風速（日単位） 
における風向の 
出現回数※9 

最多風向 
（日単位）の 
出現回数※10 

最大風速（日単位） 
における風向の 
出現回数※11 

最多風向 
（日単位）の 
出現回数※11 

北 244 70 164 196 

北北東 456 156 0 0 

北東 24 7 0 0 

東北東 9 4 3 1 

東 22 5 157 44 

東南東 4 0 213 326 

南東 0 0 71 115 

南南東 3 0 5 83 

南 3 0 10 71 

南南西 10 1 3 3 

南西 48 30 3 2 

西南西 229 132 6 15 

西 57 48 22 10 

西北西 37 6 219 95 

北西 28 7 105 78 

北北西 46 22 239 181 

  

※8：森林火災発生件数の多い３，４，５，６月のデータ  

※9：舞鶴特別地域気象観測所 観測記録（2003 年～2012 年） 

※10：舞鶴特別地域気象観測所 観測記録（2009 年～2012 年） 

※ 11：小浜 地域気象観測システム（アメダス）観測記録  

（2003 年～2012 年） 
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第3.21表 気象データ（卓越風向）（2013年～2022年※12） 

風向 
最大風速（日単位） 
における風向の 
出現回数※13 

最多風向 
（日単位）の 
出現回数※13 

最大風速（日単位） 
における風向の 
出現回数※14 

最多風向 
（日単位）の 
出現回数※14 

北 131 127 225 244 

北北東 579 442 0 6 

北東 47 28 0 0 

東北東 2 5 3 0 

東 20 8 145 50 

東南東 5 2 225 335 

南東 0 0 54 122 

南南東 2 0 10 112 

南 3 1 10 74 

南南西 10 3 4 4 

南西 27 54 3 2 

西南西 220 386 5 9 

西 75 118 25 8 

西北西 41 11 272 75 

北西 28 7 74 49 

北北西 37 35 168 134 

  

※ 12：森林火災発生件数の多い３，４，５，８月のデータ  

※ 13：舞鶴特別地域気象観測所 観測記録（2013 年～2022 年） 

※ 14：小浜 地域気象観測システム（アメダス）観測記録  

（2013 年～2022 年） 
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１．通常観測 

観測項目  

観 測 位 置  
気象測器又は  

観 測 方 法  
観 測 期 間  

場所 (注 ) 
地上高  

（ｍ）  

標高  

（ｍ）  

風向・風速  観測点Ａ  約 15 約 81 風車型風向風速計  
1967年～継続  

(1977年標高76m から移設 ) 

〃  〃Ｂ  約 10 約 13.5 〃  1977年～継続  

日 射 量  〃Ｃ  約 1.5 約 5 電気式日射計  
1967年～継続  

(1973年標高67.5m から移設 ) 

放射収支量  〃〃  約 1.5 約 5 風防型放射収支計  1975年～継続  

気   温  〃〃  約 1.5 約 5 電気式温度計  
1967年～継続  

(1973年標高67.5m から移設 ) 

湿   度  〃〃  約 1.5 約 5 電気式湿度計  

1967 年～継続  

(1973 年標高 67.5m から移設 ) 

(2011年毛髪湿度計から変更) 

降 水 量  〃〃  約 1.5 約 5 転倒ます型雨量計  
1967年～継続  

(1973年標高67.5m から移設 ) 

２．特別観測 

観測項目  

観 測 位 置  気象測器又は  

観 測 方 

法  

観 測 期 間  
場所 (注 ) 

地上高  

（ｍ）  

標高  

（ｍ）  

上 層 風  Ｂ  
地上～  

約 1000 

3.5～約

1,003.5 

ﾊﾟｲﾛｯﾄﾊﾞﾙｰﾝ観

測  
1977年  8月  4日～  8月11日  

1977年10月12日～10月19日  

1978年  5月19日～  5月26日  気 温 差  Ｂ  
地上～  

約 500 

3.5～約

1,003.5 
けい留気球  

（注）観測場所のＡ～Ｃについては、第3.2図参照 

第 3.22 表 観測項目一覧表  
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第 3.33 表 平常時線量計算に用いた放出源の有効高さ 

  着目方位 
２号炉か 
らの方位 

放出源の有効高さ(m)［各炉からの方位］ 

１号炉 ２号炉 ３号炉 ４号炉 
 
 
 
陸 
  
側 
  
評 
  
価 
  
地 
  
点 

N 115 [NNW] 70 [N] 105 [NNE] 100 [NNE] 

NNE 75 [N] 70 [NNE] 115 [NNE] 140 [NE] 

NE 70 [NNE] 125 [NE] 165 [NE] 165 [NE] 

SE 80 [SE] 75 [SE] 115 [ESE] 125 [ESE] 

SSE 65 [SSE] 65 [SSE] 85 [SE] 90 [SE] 

S 95 [S] 90 [S] 85 [SE] 85 [SE] 

SSW 85 [SSW] 90 [SSW] 75 [S] 75 [SSE] 

SW 105 [WSW] 90 [SW] 55 [SW] 70 [SSW] 

WSW 105 [WSW] 60 [WSW] 55 [SW] 60 [SW] 

W 180 [W] 115 [W] 155 [W] 80 [WSW] 

WNW 115 [WNW] 80 [WNW] 85 [NW] 85 [NW] 

NW 140 [NW] 115 [NW] 150 [NW] 150 [NW] 

NNW 115 [NNW] 90 [NNW] 80 [N] 100 [NNE] 
参 
考 
地 
点 

ENE 125 [ENE] 85 [ENE] 105 [ENE] 105 [E] 

E 120 [E] 90 [E] 100 [E] 105 [E] 

ESE 120 [E] 70 [ESE] 105 [E] 105 [E] 
牛 
乳 
摂 
取 
評 
価 
地 
点 

W 210 [W] 140 [W] 185 [W] 190 [W] 
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第 3.34 表(1/2) 事故時線量計算に用いた放出源の有効高さ 

着目方位 放出源の有効高さ(m) 

N 60 

NNE 80 

NE 170 

SE 60 

SSE 55 

S 55 

SSW 85 

SW 90 

WSW 70 

W 70 

WNW 55 

NW 120 

NNW 60 

 

第 3.34 表(2/2) 重大事故及び仮想事故時線量計算に 

用いた放出源の有効高さ 

着目方位 放出源の有効高さ(m) 

N 50 

NNE 65 

NE 90 

SE 55 

SSE 45 

S 50 

SSW 70 

SW 70 

WSW 50 

W 50 

WNW 55 

NW 65 

NNW 60 
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第3.37表 風向出現頻度及び風速0.5～2.0m/sの風向出現頻度  

 

観測場所：観測点Ａ 

（標高約 81m、地上高約 15m） 

（単位：％） 

風 向 風 向 出 現 頻 度 
風速 0.5m/s ～ 2.0m/s の 

風  向  出  現  頻  度 

N 5.2  6.6  

NNE 4.3  6.0  

NE 6.2  7.0  

ENE 4.4  5.8  

E 2.1  3.2  

ESE 3.7  4.6  

SE 4.7  5.5  

SSE 5.8  8.2  

S 5.4  6.1  

SSW 4.2  2.8  

SW 1.4  1.8  

WSW 1.3  2.0  

W 4.1  5.0  

WNW 12.2  12.8  

NW 20.3  14.1  

NNW 14.7  8.4  
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第 3.42 表(1/2) 事故時の線量評価に用いるχ/Ｑ、Ｄ/Ｑ及び 

実効放出継続時間（１号炉） 

 

事故の種類 

実効放出 

継続時間 

(h) 

χ/Ｑ(s/m3)又は 

Ｄ/Ｑ(Gy/Bq) 
着目方位 

原子炉冷却材喪失 

2 χ/Ｑ 1.8×10-5 

S 

7 Ｄ/Ｑ 3.5×10-19 

蒸気発生器伝熱管破損 

 

放射性気体廃棄物処理 

施設の破損 

1 χ/Ｑ 1.9×10-4 

W 

1 Ｄ/Ｑ 2.4×10-18 

燃料集合体の落下 

1 χ/Ｑ 2.4×10-5 

NNW 

1 Ｄ/Ｑ 7.1×10-19 

制御棒飛び出し 

1 χ/Ｑ 2.1×10-5 

S 

8 Ｄ /Ｑ  3.3×10-19 

（注）Ｄ/Ｑはγ線エネルギー0.5MeV として計算した。  
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第 3.42 表(2/2) 事故時の線量評価に用いるχ/Ｑ、Ｄ/Ｑ及び 

実効放出継続時間（２号炉） 

 

事故の種類 

実効放出 

継続時間 

(h) 

χ/Ｑ(s/m3)又は 

Ｄ/Ｑ(Gy/Bq) 
着目方位 

原子炉冷却材喪失 

2 χ/Ｑ 2.5×10-5 

NNW 

7 Ｄ/Ｑ 4.6×10-19 

蒸気発生器伝熱管破損 

 

放射性気体廃棄物処理 

施設の破損 

1 χ/Ｑ 2.0×10-4 

W 

1 Ｄ/Ｑ 2.5×10-18 

燃料集合体の落下 

1 χ/Ｑ 3.1×10-5 

NNW 

1 Ｄ/Ｑ 8.0×10-19 

制御棒飛び出し 

1 χ/Ｑ 3.1×10-5 

NNW 

8 Ｄ /Ｑ  4.4×10-19 

（注）Ｄ/Ｑはγ線エネルギー0.5MeV として計算した。  
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第 3.43 表 重大事故及び仮想事故時の線量評価に用いる  

χ/Ｑ、Ｄ/Ｑ及び実効放出継続時間
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注） 1.      風向出現頻度(%) 

           風向別平均速度(m/s) 

       2.  小円内の数字は静穏の出現頻度(%) 

第 3.16 図 敷地の風配図（全年） 

標高約 13.5m 

（地上高約 10m） 

標高約 81m 

（地上高約 15m） 
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標高約 13.5m 

（地上高約 10m） 

標高約 81m 

（地上高約 15m） 

注) 小円内の数字は静穏の出現頻度(%) 

第 3.17 図 敷地の風配図（2019 年 1~3 月） 
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標高約 13.5m 

（地上高約 10m） 

標高約 81m 

（地上高約 15m） 

第 3.18 図 敷地の風配図（2019 年 4~6 月） 

注) 小円内の数字は静穏の出現頻度(%) 
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標高約 13.5m 

（地上高約 10m） 

標高約 81m 

（地上高約 15m） 

第 3.19 図 敷地の風配図（2019 年 7~9 月） 

注) 小円内の数字は静穏の出現頻度(%) 
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標高約 13.5m 

（地上高約 10m） 

標高約 81m 

（地上高約 15m） 

第 3.20 図 敷地の風配図（2019 年 10~12 月） 

注) 小円内の数字は静穏の出現頻度(%) 
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観測場所 出現頻度(%) 

標高約13.5m 51.2 

標高約81m 51.7 

標高約 13.5m 

（地上高約 10m） 

標高約 81m 

（地上高約 15m） 

低風速(0.5~2.0m/s)の出現頻度 

第 3.21 図 低風速(0.5~2.0m/s)時の風配図 
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第 3.22 図 年間風速別出現頻度及び風速別出現頻度累積 

     （標高 約 13.5m, 地上高 約 10m） 

第 3.23 図 年間風速別出現頻度及び風速別出現頻度累積 

     （標高 約 81m, 地上高 約 15m） 
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標高約 13.5m 

（地上高約 10m） 

標高約 81m 

（地上高約 15m） 

第 3.24 図 月別風速別出現頻度（2019 年 1~3 月） 
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標高約 13.5m 

（地上高約 10m） 

標高約 81m 

（地上高約 15m） 

第 3.25 図 月別風速別出現頻度（2019 年 4~6 月） 
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標高約 13.5m 

（地上高約 10m） 

標高約 81m 

（地上高約 15m） 

第 3.26 図 月別風速別出現頻度（2019 年 7~9 月） 
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標高約 13.5m 

（地上高約 10m） 

標高約 81m 

（地上高約 15m） 

第 3.27 図 月別風速別出現頻度（2019 年 10~12 月） 
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第 3.28 図 年間及び月別大気安定度出現頻度 
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第 3.31 図 年間及び月別大気安定度出現頻度 

2019 年 

出
現
頻
度 

欠測率：1.4% 

統計方法：大気安定度「A－B」，「B－C」及び「C－D」はそれぞ

れ、B，C 及びD として計上し、統計処理を行った。 
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（２号炉）  

3. 気象  

3.2 最寄の気象官署等の資料による一般気象 

3.2.4 その他の資料による一般気象  

１号炉の「3.2.4 その他の資料による一般気象」の変更に同じ。  

3.3 敷地における気象観測 

１号炉の「3.3 敷地における気象観測」の変更に同じ。 

3.4 敷地における気象観測結果 

１号炉の「3.4 敷地における気象観測結果」の変更に同じ。 

3.5 安全解析に使用する気象条件 

3.5.1 観測期間の気象条件の代表性の検討  

１号炉の「3.5.1 観測期間の気象条件の代表性の検討」の変更に同じ。 

3.5.2 大気拡散の計算に使用する放出源の有効高さ  

第 3.34 表(1/2)を変更する。第 3.34 表(1/2)以外は１号炉の「3.5.2 大気

拡散の計算に使用する放出源の有効高さ」の変更に同じ。 

3.5.3 大気拡散の計算に使用する気象条件  

3.5.3.1 平常運転時 

１号炉の「3.5.3.1 平常運転時」の変更に同じ。 

3.5.3.2 事故時並びに重大事故及び仮想事故時  

第 3.34 図、第 3.35 図、第 3.37 図、第 3.40、第 3.41 図、第 3.43 図

及び第 3.44 図を変更する。第 3.34 図、第 3.35 図、第 3.37 図、第 3.40、

第 3.41 図、第 3.43 図及び第 3.44 図以外は１号炉の「3.5.3.2 事故時並

びに重大事故及び仮想事故時」の変更に同じ。 

3.6 参考文献 

１号炉の「3.6 参考文献」の変更に同じ。 
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第 3.34 表(1/2) 事故時線量計算に用いた放出源の有効高さ 

着目方位 
放出源の有効高さ

(m) 

N 55 

NNE 75 

NE 115 

SE 65 

SSE 55 

S 65 

SSW 90 

SW 85 

WSW 70 

W 65 

WNW 55 

NW 115 

NNW 55 

 

 



6(2)-3-3 

-6
-5

-4
-3

χ
/ 
Ｑ

（
s

/ 
m

3
）

累 積 出 現 頻 度 (％
)

第
3

.1
9
図

方
位
別
相
対
濃
度
（
χ

/ 
Ｑ
）
の
累
積
出
現
頻
度

［
原
子
炉
冷
却
材
喪
失

(事
故
時

) 
］

1
0

1
0

9
8

7
6

5
4

3
2

1
0

9
8

7
6

5
4

3
2

1
0

9
8

7
6

5
4

3
2

1
00
.
0

9
9.
0

9
8.
0

9
7.
0

9
6.
0

9
5.
0

9
4.
0

9
3.
0

9
2.
0

9
1.
0

9
0.
0

第
3
.3

4
図
 
方
位
別
相
対
濃
度
（
χ

/Ｑ
）
の
累
積
出
現
頻
度

 

［
原
子
炉
冷
却
材
喪
失
（
事
故
時
）］

 



6(2)-3-4 

第
3
.3

5
図
 
方
位
別
相
対
濃
度
（
χ

/Ｑ
）
の
累
積
出
現
頻
度

 

［
蒸
気
発
生
器
伝
熱
管
破
損
（
事
故
時
）］

 



6(2)-3-5 

  

-6
-5

-4
-3

χ
/ 
Ｑ

（
s 

/ 
m

3
）

累 積 出 現 頻 度 (％
)

第
3

.2
2
図

方
位
別
相
対
濃
度
（
χ

/ 
Ｑ
）
の
累
積
出
現
頻
度

燃
料
集
合
体
の
落
下

制
御
棒
飛
び
出
し

1
0

1
0

9
8

7
6

5
4

3
2

1
0

9
8

7
6

5
4

3
2

1
0

9
8

7
6

5
4

3
2

1
00
.
0

9
9.
0

9
8.
0

9
7.
0

9
6.
0

9
5.
0

9
4.
0

9
3.
0

9
2.
0

9
1.
0

9
0.
0

第
3
.3

7
図
 
方
位
別
相
対
濃
度
（
χ

/Ｑ
）
の
累
積
出
現
頻
度

 

燃
料
集
合
体
の
落
下

 

制
御
棒
飛
び
出
し

 



6(2)-3-6 

-2
0

-1
9

-1
8

-1
7

Ｄ
/Ｑ

（
Ｇ
ｙ

/Ｂ
ｑ
）

累 積 出 現 頻 度 (％
)

第
3

.2
5
図

方
位
別
相
対
線
量
（
Ｄ

/ 
Ｑ
）
の
累
積
出
現
頻
度

［
原
子
炉
冷
却
材
喪
失

(事
故
時

) 
］

1
0

1
0

9
8

7
6

5
4

3
2

1
0

9
8

7
6

5
4

3
2

1
0

9
8

7
6

5
4

3
2

1
00
.
0

9
9.
0

9
8.
0

9
7.
0

9
6.
0

9
5.
0

9
4.
0

9
3.
0

9
2.
0

9
1.
0

9
0.
0

第
3
.4

0
図
 
方
位
別
相
対
線
量
（
Ｄ

/Ｑ
）
の
累
積
出
現
頻
度

 

［
原
子
炉
冷
却
材
喪
失
（
事
故
時
）］

 



6(2)-3-7 

-2
0

-1
9

-1
8

-1
7

Ｄ
/Ｑ

（
Ｇ
ｙ

/Ｂ
ｑ
）

累 積 出 現 頻 度 (％
)

第
3

.2
6
図

方
位
別
相
対
線
量
（
Ｄ

/Ｑ
）
の
累
積
出
現
頻
度

蒸
気
発
生
器
伝
熱
管
破
損

(事
故
時

)

放
射
性
気
体
廃
棄
物
処
理
施
設
の
破
損

1
0

1
0

9
8

7
6

5
4

3
2

1
0

9
8

7
6

5
4

3
2

1
0

9
8

7
6

5
4

3
2

1
00
.
0

9
9.
0

9
8.
0

9
7.
0

9
6.
0

9
5.
0

9
4.
0

9
3.
0

9
2.
0

9
1.
0

9
0.
0

第
3
.4

1
図
 
方
位
別
相
対
線
量
（
Ｄ

/Ｑ
）
の
累
積
出
現
頻
度

 

蒸
気
発
生
器
伝
熱
管
破
損
（
事
故
時
）

 

放
射
性
気
体
廃
棄
物
処
理
施
設
の
破
損

 



6(2)-3-8 

 

-
2
0

-
1
9

-
1
8

-
1
7

Ｄ
/Ｑ

（
Ｇ
ｙ

/Ｂ
ｑ
）

累 積 出 現 頻 度 (％
)

第
3

.2
8
図

方
位
別
相
対
線
量
（
Ｄ

/Ｑ
）
の
累
積
出
現
頻
度

［
燃
料
集
合
体
の
落
下

］

1
0

1
0

9
8

7
6

5
4

3
2

1
0

9
8

7
6

5
4

3
2

1
0

9
8

7
6

5
4

3
2

1
00
.
0

9
9.
0

9
8.
0

9
7.
0

9
6.
0

9
5.
0

9
4.
0

9
3.
0

9
2.
0

9
1.
0

9
0.
0

第
3
.4

3
図
 
方
位
別
相
対
線
量
（
Ｄ

/Ｑ
）
の
累
積
出
現
頻
度

 

［
燃
料
集
合
体
の
落
下
］

 



6(2)-3-9 

 

-
2
0

-
1
9

-
1
8

-
1
7

Ｄ
/Ｑ

（
Ｇ
ｙ

/Ｂ
ｑ
）

累 積 出 現 頻 度 (％
)

第
3

.2
9
図

方
位
別
相
対
線
量
（
Ｄ

/Ｑ
）
の
累
積
出
現
頻
度

［
制
御
棒
飛
び
出
し
］

1
0

1
0

9
8

7
6

5
4

3
2

1
0

9
8

7
6

5
4

3
2

1
0

9
8

7
6

5
4

3
2

1
00
.
0

9
9.
0

9
8.
0

9
7.
0

9
6.
0

9
5.
0

9
4.
0

9
3.
0

9
2.
0

9
1.
0

9
0.
0

第
3
.4

4
図
 
方
位
別
相
対
線
量
（
Ｄ

/Ｑ
）
の
累
積
出
現
頻
度

 

［
制
御
棒
飛
び
出
し
］

 



6(3)-2-1 

（３号炉及び４号炉） 

2. 気象 

2.2 最寄の気象官署等の資料による一般気象 

2.2.4 その他の資料による一般気象 

(1) 森林火災 

森林火災検討に関係する高浜発電所の最寄の気象観測所（舞鶴特

別地域気象観測所、小浜地域気象観測システム）の気象データ（気

温、湿度、風速）及び高浜発電所の位置する福井県の森林火災発生

状況 (5)について、第 2.18 表及び第 2.19 表に示す。また、森林火災

発生件数の多い月における最寄の気象観測所（舞鶴特別地域気象観

測所、小浜地域気象観測システム）の気象データ（卓越風向）につ

いて、第 2.20 表及び第 2.21 表に示す。 

 

2.3 敷地における気象観測 

発電所の安全解析に使用する気象条件を決める際の資料を得るため、

「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」（以下、「気象指針」

という。）に基づき、発電所敷地内で、風向、風速、日射量、放射収支量

等の観測を行っている。 

以上の観測に使用した気象測器の種類、観測位置及び観測期間を第

2.22 表に、観測設備配置を第 2.2 図及び第 2.3 図に示す。 

2.3.1 気象観測点の状況 

   変更前の「2.3.1 気象観測点の状況」の記載に同じ。 

 

2.3.2 気象観測項目 

   変更前の「2.3.2 気象観測項目」の記載に同じ。 
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2.3.3 気象測器 

気象測器は第 2.22表に示しているが、｢気象業務法｣に基づく気象庁検

定を受けたものである。 

なお、放射収支計は、気象庁検定の対象になっていないため、3 ヶ月

に 1 回程度の校正を行っている。 

 

2.4 敷地における気象観測結果 

2.4.1 敷地を代表する風 

排気筒高さ付近の風を代表する敷地内の丘陵地（第 2.2 図，観測点Ａ）

における 1 年間の観測結果（2006 年 1 月から 2006 年 12 月及び 2019

年 1 月から 2019 年 12 月）及び敷地の地上風を代表する敷地内の平坦

地（第 2.2 図，観測点Ｂ）における 1 年間の観測結果（2006 年 1 月か

ら 2006 年 12 月及び 2019 年 1 月から 2019 年 12 月）を以下に示す。 

なお、風向及び風速の観測値を統計整理するに当たって、風速が

0.5m/s 未満のものは静穏として取り扱っている。 

 

2.4.1.1 2006 年 1 月から 2006 年 12 月の気象観測資料 

(1) 風向 

標高約 81m 及び標高約 13.5m における年間及び月別の風配図を第

2.4 図～第 2.8 図に示す。 

標高約 81m における風向分布は、年間を通じ北西から西北西の風

が多くなっている。 

標高約 13.5m における風向分布は、年間を通じ北北西から西北西

の風が多くなっている。 

標高約 81m 及び標高約 13.5m における年間の低風速（0.5m/s～

2.0m/s）時の風配図を第 2.9 図に示す。 
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標高約 81m における低風速時の風向分布は、年間を通じ北、西北

西及び南南東の風が多くなっている。 

標高約 13.5m における低風速時の風向分布は、年間を通じ西北西

から北北西及び南東から南南東の風が多くなっている。 

（第2.4図～第2.9図は変更前の記載に同じ。） 

(2) 風速 

標高約 81m 及び標高約 13.5m における年間及び月別の風速別出現

頻度並びに年間の風速別出現頻度累積を第 2.10 図～第 2.15 図に示

す。 

標高約 81m における年平均風速は 2.3m/s であり、0.5m/s～1.4m/s

の風速が多くなっている。 

標高約 13.5m における年平均風速は 2.2m/s であり、0.5m/s～

1.4m/s の風速が多くなっている。 

また、標高約 81m 及び標高約 13.5m における静穏状態（風速

0.5m/s 未満）の年間出現頻度は、それぞれ 9.2%、9.6%である。 

（第2.10図～第2.15図は変更前の記載に同じ。） 

(3) 同一風向継続時間 

標高約 13.5m 及び標高約 81m における年間の同一風向の継続時間

別出現回数を第 2.23 表及び第 2.24 表に示す。 

標高約 13.5m において、同一風向が継続する時間は 4 時間以内が

ほとんどであり、全体の約 97.5%を占めている。長期継続する傾向

の強い風向は北北西であり、最長も北北西の場合で 41 時間である。 

標高約 81m において、同一風向が継続する時間は 4 時間以内がほ

とんどであり、全体の約 97.8%を占めている。長期継続する傾向の

強い風向は北西であり、最長も北西の場合で 18 時間である。 

また、各標高における静穏状態の継続時間は 4時間以内がほとんど
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であり、標高約 13.5m では約 97.8%、標高約 81m では約 98.9%であ

る。 

 

2.4.1.2 2019 年 1 月から 2019 年 12 月の気象観測資料 

(1) 風向 

標高約 81m 及び標高約 13.5m における年間及び月別の風配図を

第 2.16 図～第 2.20 図に示す。 

標高約 81m における風向分布は、年間を通じ北西の風が多くな

っている。 

標高約 13.5m における風向分布は、年間を通じ北北西の風が多

くなっている。 

標高約 81m 及び標高約 13.5m における年間の低風速（0.5m/s～

2.0m/s）時の風配図を第 2.21 図に示す。 

標高約 81m における低風速時の風向分布は、年間を通じ北西か

ら西北西の風が多くなっている。 

標高約 13.5m における低風速時の風向分布は、年間を通じ南東

から南南東の風が多くなっている。 

(2) 風速 

標高約 81m 及び標高約 13.5m における年間及び月別の風速別出

現頻度並びに年間の風速別出現頻度累積を第 2.22 図～第 2.27 図に

示す。 

標高約 81m における年平均風速は 2.1m/s であり、0.5m/s～

1.4m/s の風速が多くなっている。 

標高約 13.5m における年平均風速は 2.1m/s であり、0.5m/s～

1.4m/s の風速が多くなっている。 

また、標高約 81m 及び標高約 13.5m における静穏状態（風速
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0.5m/s 未満）の年間出現頻度は、それぞれ 9.3%、10.0%である。 

(3) 同一風向継続時間 

標高約 13.5m 及び標高約 81m における年間の同一風向の継続時

間別出現回数を第 2.25 表及び第 2.26 表に示す。 

標高約 13.5m において、同一風向が継続する時間は 4 時間以内が

ほとんどであり、全体の約 97.4%を占めている。長期継続する傾向

の強い風向は北北西であり、最長は南南東の場合で 17 時間である。 

標高約 81m において、同一風向が継続する時間は 4 時間以内が

ほとんどであり、全体の約 97.9%を占めている。長期継続する傾向

の強い風向は北西であり、最長は北北西の場合で 12 時間である。 

また、標高約13.5mにおける静穏状態の継続時間は5時間以内が

ほとんどであり、全体の約97.4%を占めている。標高約81mにおけ

る静穏状態の継続時間は4時間以内がほとんどであり、全体の約

98.0%を占めている。 

 

2.4.2 大気安定度 

2.4.2.1 2006 年 1 月から 2006 年 12 月の気象観測資料 

(1) 大気安定度の分類と出現頻度 

日射量、放射収支量及び標高約 13.5m の風速の観測資料を基に

「気象指針」にしたがって大気安定度の分類を行った。 

年間及び月別の大気安定度出現頻度を第 2.28 図に、並びに標高約

81m 及び標高約 13.5m における年間の大気安定度別風配図を第 2.29

図及び第 2.30 図に示す。 

大気安定度の年間出現頻度は、Ａ型からＣ型を合計した大気安定

度（以下、「Ａ・Ｂ・Ｃ型」という。）が 23.2%、Ｄ型（Ｃ－Ｄ型を含

む）が 50.1%、Ｅ型からＧ型を合計した大気安定度（以下、「Ｅ・
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Ｆ・Ｇ型」という。）が 26.7%となっている。 

Ｄ型は年間を通じて出現頻度が多く、Ａ・Ｂ・Ｃ型は 5 月から 8 月

にかけて比較的多くなっており、Ｅ・Ｆ・Ｇ型は 8 月に多くなってい

る。 

標高約 81m における大気安定度別の風向出現頻度は、Ａ・Ｂ・Ｃ

型は北東から東北東及び北西から西北西、Ｄ型は西北西から北北西、

Ｅ・Ｆ・Ｇ型は西北西及び北の風のときに多くなっている。 

標高約 13.5m における大気安定度別の風向出現頻度は、Ａ・Ｂ・

Ｃ型は北北西から西北西及び南南東、Ｄ型は北北西から西北西、Ｅ・

Ｆ・Ｇ型は西北西及び南東の風のときに多くなっている。 

(2) 同一大気安定度の継続時間 

大気安定度の継続時間別出現回数を第 2.27 表に示す。 

Ａ・Ｂ・Ｃ型、Ｄ型及びＥ・Ｆ・Ｇ型が 10 時間以上継続する頻度

は、それぞれ 0.4%、11.6%、8.0%となっている。 

 

2.4.2.2 2019 年 1 月から 2019 年 12 月の気象観測資料 

(1) 大気安定度の分類と出現頻度 

日射量、放射収支量及び標高約 13.5m の風速の観測資料を基に

「気象指針」にしたがって大気安定度の分類を行った。 

年間及び月別の大気安定度出現頻度を第 2.31図に、並びに標高約

81m及び標高約 13.5mにおける年間の大気安定度別風配図を第 2.32

図及び第 2.33 図に示す。 

大気安定度の年間出現頻度は、Ａ型からＣ型を合計した大気安定

度（以下、「Ａ・Ｂ・Ｃ型」という。）が 24.4%、Ｄ型（Ｃ－Ｄ型を

含む）が 48.3%、Ｅ型からＧ型を合計した大気安定度（以下、

「Ｅ・Ｆ・Ｇ型」という。）が 27.4%となっている。 
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Ｄ型は年間を通じて出現頻度が多く、Ａ・Ｂ・Ｃ型は 5 月から 8

月にかけて比較的多くなっており、Ｅ・Ｆ・Ｇ型は 5 月、9 月、11

月及び 12 月にかけて多くなっている。 

標高約 81mにおける大気安定度別の風向出現頻度は、Ａ・Ｂ・Ｃ

型は北西及び北東から東北東、Ｄ型は北西から北北西、Ｅ・Ｆ・Ｇ

型は西北西から北西の風のときに多くなっている。 

標高約 13.5m における大気安定度別の風向出現頻度は、Ａ・Ｂ・

Ｃ型は北北西から北西、Ｄ型は北北西から北西、Ｅ・Ｆ・Ｇ型は南

東の風のときに多くなっている。 

(2) 同一大気安定度の継続時間 

大気安定度の継続時間別出現回数を第 2.28 表に示す。 

Ａ・Ｂ・Ｃ型、Ｄ型及びＥ・Ｆ・Ｇ型が 10 時間以上継続する頻

度は、それぞれ 16.7%、12.0%、17.2%となっている。 

 

2.4.3 観測結果からみた敷地の気象特性 

2.4.3.1 2006 年 1 月から 2006 年 12 月の気象観測資料 

敷地における気象観測資料を解析した結果によると、敷地の気象特

性として次のような点が挙げられる。 

(1) 風向については、標高約 81m では北西の風が、標高約 13.5m では

北北西の風が最も多く出現している。 

(2) 風速については、年間を通じて 1～3m/s 程度の風が比較的多く、

標高約 81m では北西の風が、標高約 13.5m では北北西の風が最も大

きい。 

(3) 大気安定度については、年間を通じてＤ型が多く出現している。  

拡散の少ないＥ・Ｆ・Ｇ型は、標高約 81m では西北西及び北の風

のときに、また標高約 13.5m では南東及び西北西の風のときに比較
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的多く出現している。 

一方、拡散の大きいＡ・Ｂ・Ｃ型は、標高約 81m では北東及び北

西、また標高約 13.5m では北北西及び南南東の風のときに比較的多

く出現している。 

 

2.4.3.2 2019 年 1 月から 2019 年 12 月の気象観測資料 

敷地における気象観測資料を解析した結果によると、敷地の気象特

性として次のような点が挙げられる。 

(1) 風向については、標高約 81m では北西の風が、標高約 13.5m では

北北西の風が最も多く出現している。 

(2) 風速については、年間を通じて 1～3m/s 程度の風が比較的多く、

標高約 81m、標高約 13.5m 共に北北西の風が最も大きい。 

(3) 大気安定度については、年間を通じてＤ型が多く出現している。  

拡散の少ないＥ・Ｆ・Ｇ型は、標高約 81m では西北西から北西の

風のときに、また標高約 13.5m では南東の風のときに比較的多く出

現している。 

一方、拡散の大きいＡ・Ｂ・Ｃ型は、標高約 81m では北西及び北

東から東北東、また標高約 13.5m では北北西から北西の風のときに

比較的多く出現している。 

 

2.5 安全解析に使用する気象条件 

2.5.1 観測期間の気象条件の代表性の検討 

2.5.1.1 2006 年 1 月から 2006 年 12 月の気象観測資料 

敷地において観測した 2006 年 1 月から 2006 年 12 月までの 1 年間

の気象資料により安全解析を行うに当たり、観測を行った 1 年間の気

象状態が長期間の気象状態と比較して特に異常でないかどうかの検討
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を行った。 

風向出現頻度及び風速出現頻度について、敷地内観測点Ａの標高約

81m における 10 年間（1996 年 1 月～2005 年 12 月）の資料により検

定を行った。検定法は、不良標本の棄却検定に関するＦ分布検定の手

順にしたがった。 

その結果を第 2.29 表及び第 2.30 表に示すが、有意水準 5%で棄却さ

れた項目はなかった。 

これは安全解析に使用した観測期間の気象状態が長期間の気象状態

と比較して特に異常でないことを示しており、この期間の気象資料を

用いて重大事故及び仮想事故時の線量の計算を行うことは妥当である

ことを示している。 

 

2.5.1.2 2019 年 1 月から 2019 年 12 月の気象観測資料 

敷地において観測した 2019 年 1 月から 2019 年 12 月までの 1 年間

の気象資料により安全解析を行うに当たり、観測を行った 1 年間の気

象状態が長期間の気象状態と比較して特に異常でないかどうかの検討

を行った。 

風向出現頻度及び風速出現頻度について、敷地内観測点Ａの標高約

81m における 10 年間（2010 年 1 月～2018 年 12 月、2020 年 1 月～

2020 年 12 月）の資料により検定を行った。検定法は、不良標本の棄

却検定に関するＦ分布検定の手順に従った。 

その結果を第 2.31 表及び第 2.32 表に示すが、有意水準 5%で棄却さ

れたものは 27 項目中１項目であった。 

これは安全解析に使用した観測期間の気象状態が長期間の気象状態

と比較して特に異常でないことを示しており、この期間の気象資料を

用いて平常運転時及び設計基準事故時の線量の計算を行うことは妥当
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であることを示している。 

 

2.5.2 大気拡散の計算に使用する放出源の有効高さ 

排気筒から放出される放射性物質が、敷地周辺に及ぼす影響を評価す

るに当たって、大気拡散の計算に使用する放出源の有効高さは、建屋及

び敷地周辺の地形の影響を考慮するため、以下のような風洞実験により

求める。 

平常運転時(6)の風洞実験においては、縮尺 1/2,000 の建屋及び敷地周

辺の地形模型を用い、排気筒高さに吹上げ高さを加えた高さからガスを

排出し、風下地点における地表濃度を測定する。 

その地形模型実験で得られた地表濃度の値が、排気筒高さを変えて行

う平地実験による地表濃度の値に相当する排気筒高さを放出源の有効高

さとする。 

１号炉及び２号炉の排気筒高さは、地上高約 81m（標高約 85m）、３

号炉及び４号炉の排気筒高さは、地上高約 80m（標高約 84m）である

が、以上の風洞実験により平常運転時の線量評価に用いる放出源の有効

高さは第 2.33 表のとおりとする。 

設計基準事故(6)並びに重大事故及び仮想事故時(4)において、「原子炉冷

却材喪失」、「燃料集合体の落下」及び「制御棒飛び出し」では、排気筒

高さからの吹上げ高さを考慮せずに上記と同様の風洞実験を行い、放出

源の有効高さを第 2.34 表のとおりとし、また、「放射性気体廃棄物処理

施設の破損」及び「蒸気発生器伝熱管破損」では地上放出とし、放出源

の有効高さを 0m とする。 

 

2.5.3 大気拡散の計算に使用する気象条件 

2.5.3.1 平常運転時 



6(3)-2-11 

発電所の平常運転時に放出される放射性気体廃棄物の敷地周辺に及

ぼす影響を評価するに当たっては、敷地内における 2019 年 1 月から

2019 年 12 月までの 1 年間の風向、風速及び大気安定度の観測資料か

ら以下に示すパラメータを求め、これを用いる。 

なお、風向及び風速については、排気筒高さ付近の風を代表する標

高約 81m（地上高約 15m）の風向及び風速とする。 

(1) 風向別大気安定度別風速逆数の総和及び平均 

風向別大気安定度別風速逆数の総和及び平均は（2-1）式及び（2-

2）式によりそれぞれ計算する。 







N

1i i

is,d

s,d
U

S  ……………………………………………（2-1） 

s,d

s,d

s,d S
N

1
S  ……………………………………………（2-2） 

ここで、 

s,dS  ：風向別大気安定度別風速逆数の総和（ s/m ） 

s,dS  ：風向別大気安定度別風速逆数の平均（ s/m ） 

N  ：実観測回数（回） 

iU  ：時刻iにおける風速（ m/s ） 

is,d   ：時刻iにおいて風向d、大気安定度sの場合 

1is,d    

その他の場合 

0is,d   

s,dN  ：風向d、大気安定度sの総出現回数（回） 

 

 

(2) 風向出現頻度 

風向出現頻度は（2-3）式及び（2-4）式によりそれぞれ計算する。 
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100
N

f
N

1i

id
d 






 …………………………………………（2-3） 

ddddt ffff   ……………………………………………（2-4） 

ここで、 

df  ：風向dの出現頻度(%） 

N  ：実観測回数(回） 

id  ：時刻iにおいて風向がdの場合 

1δid   

その他の場合 

0δid   

df 、 df   ：風向dに隣接する風向d′、d″の出現頻度 (%） 

dtf  ：風向d、d′、d″の出現頻度の和(%） 

 

静穏時については、風速は 0.5m／s とし、風向別大気安定度別

出現回数は、静穏時の大気安定度別出現回数を風速 0.5～2.0m／s

の風向出現頻度に応じて比例配分して求める。 

また、欠測については、欠測を除いた期間について得られた統

計が、欠測時間についても成り立つものとする。 

以上の計算から求めた風向別大気安定度別風速逆数の総和を第

2.35 表に、風向別大気安定度別風速逆数の平均及び風向別風速逆

数の平均を第 2.36 表に、風向出現頻度及び風速 0.5～2.0m/s の風

向出現頻度を第 2.37 表に示す。 

 

2.5.3.2 設計基準事故時並びに重大事故及び仮想事故時 

設計基準事故時並びに重大事故及び仮想事故時に放出される放射性

物質が、敷地周辺の公衆に及ぼす影響を評価するに当たって、放射性

物質の拡散状態を推定するために必要な気象条件については、現地に
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おける出現頻度からみて、これより悪い条件がめったに現れないと言

えるものを選ばなければならない。 

そこで、設計基準事故時の線量の評価に用いる放射性物質の相対濃

度（以下、「χ/Ｑ」という。）を、標高約 81m 及び標高約 13.5m にお

ける 2019 年 1 月から 2019 年 12 月までの 1 年間の観測データを使用

して求めた。また、重大事故及び仮想事故時の線量の評価に用いる放

射性物質のχ/Ｑを、標高約 81m 及び標高約 13.5m における 2006 年 1

月から 2006 年 12 月までの 1 年間の観測データを使用して求めた。す

なわち、（2-5）式に示すように風向、風速、大気安定度及び実効放出

継続時間を考慮したχ/Ｑを陸側方位について求め、方位別にその値の

小さい方からの累積度数を年間のデータ数に対する出現頻度（%）と

して表わすことにする。横軸にχ/Ｑを、縦軸に累積出現頻度をとり、

着目方位ごとにχ/Ｑの累積出現頻度分布を描き、この分布から累積出

現頻度が 97%に当たるχ/Ｑを方位別に求め、そのうち最大のものを安

全解析に使用する相対濃度とする。 

ただし、χ/Ｑの計算の着目地点は、各方位とも炉心から最短距離と

なる敷地の境界外とし、着目地点以遠でχ/Ｑが最大となる場合は、そ

のχ/Ｑを着目地点における当該時刻のχ/Ｑとする。 

 



T

1i

ii/
T

1
/ ＱχＱχ ………………………………………（2-5） 

ここで、 

Ｑχ/  ：実効放出継続時間中の相対濃度（s/m3） 

Ｔ ：実効放出継続時間(h） 

 i/Ｑχ  ：時刻iにおける相対濃度（s/m3） 

i    ：時刻iにおいて風向が当該方位にあるとき 

1i   
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時刻iにおいて風向が他の方位にあるとき 

0i   

ここで、「原子炉冷却材喪失」、「燃料集合体の落下」及び「制御棒

飛び出し」での  i/Ｑχ の計算に当たっては、（2-6）式及び（2-7）式

により行う。 

短時間放出の場合 

 


















2

zi

2

iziyi

i
2

H
exp

U

1
/


Ｑχ …………………………（2-6） 

長時間放出の場合 

  



















2

zi

2

izi

i
2

H
exp

xU

032.2
/Ｑχ  ……………………………（2-7） 

ここで、 

yi  ：時刻iにおける濃度分布のy方向の拡がりのパラメータ(m) 

zi  ：時刻iにおける濃度分布のz方向の拡がりのパラメータ(m) 

iU  ：時刻iにおける風速(m/s) 

H  ：放出源の有効高さ(m) 

x  ：放出地点から着目地点までの距離(m) 

また、「放射性気体廃棄物処理施設の破損」及び「蒸気発生器伝熱

管破損」での  i/Ｑχ の計算に当たっては、建屋等の影響を考慮して

（2-8）式及び（2-9）式により行う。 

短時間放出の場合 

  



















2

zi

2

iziyi

i
2

H
exp

U

1
/Ｑχ …………………………（2-8） 

長時間放出の場合 
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2

zi

2

izi

i
2

H
exp

xU

032.2
/Ｑχ ……………………………（2-9） 

  2/12

yiyi /AC   

  2/12

zizi /AC   

ここで、 

Ａ：建屋等の風向方向の投影面積(m2) 

Ｃ：形状係数 

方位別χ/Ｑの累積出現頻度を求めるとき、静穏の場合には風速を

0.5m/s として計算し、その風向は静穏出現前の風向を使用する。 

実効放出継続時間としては、よう素の事故期間中の全放出量を 1 時

間当たりの最大放出量で除して求めた第 2.38 表～第 2.41 表に示す値

を用いる。 

建屋等の風向方向の投影面積としては、計算の便宜上、最小投影

面積である 6,000m2 を使用し、形状係数としては 0.5 を用いる。 

また、放射性雲からのγ線による空気カーマについては、χ /Ｑの

代わりに空間濃度分布とγ線による空気カーマ計算モデルを組み合わ

せた相対線量（以下、「Ｄ/Ｑ」という。）を用いて同様に求める。こ

の場合の実効放出継続時間としては、希ガスの事故期間中の全放出量

を 1 時間当たりの最大放出量で除して求めた第 2.38 表～第 2.41 表に

示す値を用いる。ただし、実効放出継続時間が 8 時間を超える場合に

おいても、方位内で風向軸が一定と仮定して計算する。γ線による空

気カーマ計算には、添付書類九の（9-8）式を使用する。 

以上の方法により、陸側方位について求めた方位別χ/Ｑ及びＤ/Ｑ

の累積出現頻度を第 2.34 図～第 2.46 図に示す。 

また、累積出現頻度が 97%に当たる方位別χ/Ｑ及びＤ/Ｑを第 2.38
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表～第 2.41 表に示す。 

このうち、各設計基準事故時並びに重大事故及び仮想事故時の線

量の評価に用いるχ/Ｑ及びＤ/Ｑは、陸側方位のうち線量が最大と

なる方位の値を使用する。ただし、「原子炉冷却材喪失（設計基準

事故）」及び「制御棒飛び出し」の線量評価に用いるχ /Ｑ及びＤ/Ｑ

は、原子炉格納容器内の浮遊核分裂生成物からのγ線による線量を

考慮して線量が最大となる方位の値を使用する。また、「原子炉冷

却材喪失（重大事故及び仮想事故）」の線量評価に用いるＤ /Ｑは、

原子炉格納容器内の浮遊核分裂生成物からのγ線による線量を考慮

して線量が最大となる方位の値を使用する。（添付書類十「3. 設計

基準事故解析」及び「4.重大事故及び仮想事故の解析」参照） 

以上の各設計基準事故時並びに重大事故及び仮想事故時の線量の

評価に用いるχ/Ｑ及びＤ/Ｑと着目方位を第 2.42 表及び第 2.43 表に

示す。 
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第2.18表 気象データ（気温、湿度、風速）（2003年～2012年） 

及び森林火災件数（2002年～2011年） 

 

※ 1：福井県統計年鑑（2002 年～2011 年版） 

※ 2：舞鶴特別地域気象観測所 観測記録（2003 年～2012 年） 

※ 3：小浜 地域気象観測システム（アメダス）観測記録 

（2003 年～2012 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最高気温
[℃]

最小湿度
[％]

最大風速
[m／s]

最高気温
[℃]

最大風速
[m／s]

1月 1 18.0 23 15.8 16.0 20.0

2月 1 22.8 19 14.0 21.3 20.0

3月 10 24.4 10 14.2 23.4 20.0

4月 25 32.6 11 13.3 30.9 19.7

5月 9 31.7 16 14.6 31.0 21.0

6月 12 36.7 19 13.7 35.9 15.0

7月 2 38.6 20 11.7 37.8 15.5

8月 11 38.1 29 10.3 38.1 15.0

9月 6 38.3 29 14.6 37.4 18.0

10月 1 29.9 29 25.1 29.4 21.0

11月 1 25.3 24 15.9 25.5 15.1

12月 1 20.1 23 14.1 19.8 22.0

月

気象条件(舞鶴）※2
福井県

月別森林火災

発生頻度※1

気象条件（小浜）※3
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第2.19表 気象データ（気温、湿度、風速）（2013年～2022年） 

及び森林火災件数（2011年～2020年） 

月 

福井県 

月別森林火災 

発生頻度※4 

気象条件（舞鶴）※5 気象条件（小浜）※6 

最高気温 
[℃] 

最小湿度 
[％] 

最大風速 
[m／s] 

最高気温 
[℃] 

最小湿度※7 
[％] 

最大風速 
[m／s] 

1 月 0 17.4 23 14.4 17.2 37 18.4 

2 月 0 21.6 22 14.3 21.6 38 13.9 

3 月 5 25.2 16 13.3 24.4 27 15.7 

4 月 10 30.5 11 14.9 29.2 14 17.8 

5 月 9 34.6 12 12.9 34 13 17.0 

6 月 2 37.1 17 10.9 37.5 20 14.5 

7 月 0 38.8 30 10.7 38.7 31 14.2 

8 月 5 38.6 28 17.3 39.1 33 18.5 

9 月 1 36.5 26 18.6 36.2 38 21.6 

10 月 2 31.4 31 22.3 31.4 28 20.3 

11 月 2 25.7 30 12.3 24.6 31 14.1 

12 月 0 22.9 32 14.4 21.8 24 15.8 

  

※4：福井県統計年鑑（2011年～2020年版） 

※5：舞鶴特別地域気象観測所 観測記録（2013年～2022年） 

※6：小浜 地域気象観測システム（アメダス）観測記録 

（2013年～2022年） 

※7：小浜の湿度は観測を開始した2021年3月以降のデータのみ。 
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第2.20表 気象データ（卓越風向）（2003年～2012年※8） 

風向 
最大風速（日単位） 
における風向の 
出現回数※9 

最多風向 
（日単位）の 
出現回数※10 

最大風速（日単位） 
における風向の 
出現回数※11 

最多風向 
（日単位）の 
出現回数※11 

北 244 70 164 196 

北北東 456 156 0 0 

北東 24 7 0 0 

東北東 9 4 3 1 

東 22 5 157 44 

東南東 4 0 213 326 

南東 0 0 71 115 

南南東 3 0 5 83 

南 3 0 10 71 

南南西 10 1 3 3 

南西 48 30 3 2 

西南西 229 132 6 15 

西 57 48 22 10 

西北西 37 6 219 95 

北西 28 7 105 78 

北北西 46 22 239 181 

  
※8：森林火災発生件数の多い３，４，５，６月のデータ 

※9：舞鶴特別地域気象観測所 観測記録（2003年～2012年） 

※10：舞鶴特別地域気象観測所 観測記録（2009年～2012年） 

※11：小浜 地域気象観測システム（アメダス）観測記録 

（2003年～2012年） 
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第2.21表 気象データ（卓越風向）（2013年～2022年※12） 

風向 
最大風速（日単位） 
における風向の 
出現回数※13 

最多風向 
（日単位）の 
出現回数※13 

最大風速（日単位） 
における風向の 
出現回数※14 

最多風向 
（日単位）の 
出現回数※14 

北 131 127 225 244 

北北東 579 442 0 6 

北東 47 28 0 0 

東北東 2 5 3 0 

東 20 8 145 50 

東南東 5 2 225 335 

南東 0 0 54 122 

南南東 2 0 10 112 

南 3 1 10 74 

南南西 10 3 4 4 

南西 27 54 3 2 

西南西 220 386 5 9 

西 75 118 25 8 

西北西 41 11 272 75 

北西 28 7 74 49 

北北西 37 35 168 134 

  
※12：森林火災発生件数の多い３，４，５，８月のデータ 

※13：舞鶴特別地域気象観測所 観測記録（2013年～2022年） 

※14：小浜 地域気象観測システム（アメダス）観測記録 

（2013年～2022年） 
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１．通常観測 

観測項目 

観 測 位 置 
気象測器又は 

観 測 方 法 
観 測 期 間 

場所(注) 
地上高 

（ｍ） 

標高 

（ｍ） 

風向・風速 観測点Ａ 約 15 約 81 風車型風向風速計 
1967 年～継続 

(1977 年標高 76m から移設) 

〃 〃Ｂ 約 10 約 13.5 〃 1977 年～継続 

日 射 量 〃Ｃ 約 1.5 約 5 電気式日射計 
1967 年～継続 

(1973 年標高 67.5m から移設) 

放射収支量 〃〃 約 1.5 約 5 風防型放射収支計 1975 年～継続 

気   温 〃〃 約 1.5 約 5 電気式温度計 
1967 年～継続 

(1973 年標高 67.5m から移設) 

湿   度 〃〃 約 1.5 約 5 電気式湿度計 

1967 年～継続 

(1973 年標高 67.5m から移設) 

(2011 年毛髪湿度計から変更) 

降 水 量 〃〃 約 1.5 約 5 転倒ます型雨量計 
1967 年～継続 

(1973 年標高 67.5m から移設) 

２．特別観測 

観測項目 

観 測 位 置 
気象測器又は 

観 測 方 法 
観 測 期 間 

場所(注) 
地上高 

（ｍ） 

標高 

（ｍ） 

上 層 風 Ｂ 
地上～ 

約 1000 

3.5～約

1,003.5 
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾊﾞﾙｰﾝ観測 1977年 8月 4日～ 8月11日 

1977年10月12日～10月19日 

1978年 5月19日～ 5月26日 気 温 差 Ｂ 
地上～ 

約 500 

3.5～約

503.5 
けい留気球 

（注）観測場所のＡ～Ｃについては、第2.2図参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2.22表 観測項目一覧表 
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第2.33表 平常時線量計算に用いた放出源の有効高さ 

 
着目方位 
２号炉か 
らの方位 

放出源の有効高さ(m)［各炉からの方位］ 

１号炉 ２号炉 ３号炉 ４号炉 

 
 
 

陸 
 

側 
 

評 
 

価 
 

地 
 

点 

N 115 [NNW] 70 [N] 105 [NNE] 100 [NNE] 

NNE 75 [N] 70 [NNE] 115 [NNE] 140 [NE] 

NE 70 [NNE] 125 [NE] 165 [NE] 165 [NE] 

SE 80 [SE] 75 [SE] 115 [ESE] 125 [ESE] 

SSE 65 [SSE] 65 [SSE] 85 [SE] 90 [SE] 

S 95 [S] 90 [S] 85 [SE] 85 [SE] 

SSW 85 [SSW] 90 [SSW] 75 [S] 75 [SSE] 

SW 105 [WSW] 90 [SW] 55 [SW] 70 [SSW] 

WSW 105 [WSW] 60 [WSW] 55 [SW] 60 [SW] 

W 180 [W] 115 [W] 155 [W] 80 [WSW] 

WNW 115 [WNW] 80 [WNW] 85 [NW] 85 [NW] 

NW 140 [NW] 115 [NW] 150 [NW] 150 [NW] 

NNW 115 [NNW] 90 [NNW] 80 [N] 100 [NNE] 
参 
考 
地 
点 

ENE 125 [ENE] 85 [ENE] 105 [ENE] 105 [E] 

E 120 [E] 90 [E] 100 [E] 105 [E] 

ESE 120 [E] 70 [ESE] 105 [E] 105 [E] 
牛 
乳 
摂 
取 
評 
価 
地 
点 

W 210 [W] 140 [W] 185 [W] 190 [W] 
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第2.34表(1/3)  設計基準事故時線量計算に用いた放出源の有効高さ（３号炉） 

着目方位 放出源の有効高さ(m) 

N 80 

NNE 115 

NE 140 

ESE 85 

SE 55 

SSE 60 

S 65 

SSW 55 

SW 55 

WSW 40 

W 45 

WNW 50 

NW 50 

NNW 110 

 

第2.34表(2/3)  設計基準事故時線量計算に用いた放出源の有効高さ（４号炉） 

着目方位 放出源の有効高さ(m) 

N 80 

NNE 110 

NE 140 

ESE 90 

SE 60 

SSE 60 

S 60 

SSW 55 

SW 45 

WSW 35 

W 45 

WNW 45 

NW 45 

NNW 110 
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第2.34表(3/3) 重大事故及び仮想事故時線量計算に用いた放出源の有効高さ 

着目方位 放出源の有効高さ(m) 

N 115 

NNE 80 

NE 95 

ENE 110 

ESE 65 

SE 50 

SSE 45 

S 50 

SSW 45 

SW 45 

WSW 25 

W 35 

WNW 40 

NW 40 

NNW 100 
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観測場所：観測点Ａ 

（標高約81m、地上高約15m） 

（単位：％） 

風 向 風 向 出 現 頻 度 
風速0.5m/s ～ 2.0m/s の 

風  向  出  現  頻  度 

N 5.2 6.6 

NNE 4.3 6.0 

NE 6.2 7.0 

ENE 4.4 5.8 

E 2.1 3.2 

ESE 3.7 4.6 

SE 4.7 5.5 

SSE 5.8 8.2 

S 5.4 6.1 

SSW 4.2 2.8 

SW 1.4 1.8 

WSW 1.3 2.0 

W 4.1 5.0 

WNW 12.2 12.8 

NW 20.3 14.1 

NNW 14.7 8.4 

 

 

第2.37表 風向出現頻度及び風速0.5～2.0m/sの風向出現頻度 
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W

 
1

.6
×

1
0

-5
 

3
.0
×

1
0

-1
9
 

2
.3
×

1
0

-4
 

3
.2
×

1
0

-1
8
 

1
.9
×

1
0

-5
 

4
.7
×

1
0

-1
9
 

1
.8
×

1
0

-5
 

2
.8
×

1
0

-1
9
 

N
N

W
 

3
.0
×

1
0

-6
 

1
.2
×

1
0

-1
9
 

2
.9
×

1
0

-5
 

4
.5
×

1
0

-1
9
 

4
.3
×

1
0

-6
 

2
.5
×

1
0

-1
9
 

3
.6
×

1
0

-6
 

1
.1
×

1
0

-1
9
 

（
注

）
Ｄ

/Ｑ
は

γ
線

エ
ネ

ル
ギ

ー
0

.5
M

e
V
と

し
て

計
算

し
た

。
 

 

事
故

の
 

種
類

 

着 目 方 位  

χ
/Ｑ

 

 
 
又

は
 

 
 
 
Ｄ

/Ｑ
 

 実
効

放
出

 

継
続

時
間

 

放
出

高
さ
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第
2

.3
9
表

 
 

設
計

基
準

事
故

時
の

方
位

別
χ

/Ｑ
、

Ｄ
/Ｑ

及
び

実
効

放
出

継
続

時
間

（
４

号
炉

）
 

 

原
子

炉
冷

却
材

喪
失

 
蒸

気
発
生
器
伝
熱
管
破

損
 

放
射

性
気

体
廃
棄
物
処

理
施

設
の

破
損

 
燃

料
集

合
体

の
落

下
 

制
御

棒
飛

び
出

し
 

χ
/Ｑ

(s
/m

3
) 

Ｄ
/Ｑ

(G
y

/B
q

) 
χ

/Ｑ
(s

/m
3
) 

Ｄ
/Ｑ

(G
y

/B
q

) 
χ

/Ｑ
(s

/m
3
) 

Ｄ
/Ｑ

(G
y

/B
q

) 
χ

/Ｑ
(s

/m
3
) 

Ｄ
/Ｑ

(G
y

/B
q

) 

3
時

間
 

1
2
時

間
 

1
時

間
 

1
時

間
 

1
時

間
 

1
時

間
 

2
時

間
 

1
4
時

間
 

排
気

筒
放

出
 

地
上

放
出

 
排

気
筒

放
出

 
排

気
筒

放
出

 

N
 

7
.2
×

1
0

-6
 

1
.8
×

1
0

-1
9
 

0
.0

 
0

.0
 

8
.4
×

1
0

-6
 

3
.8
×

1
0

-1
9
 

7
.5
×

1
0

-6
 

1
.6
×

1
0

-1
9
 

N
N

E
 

1
.8
×

1
0

-6
 

5
.4
×

1
0

-2
0
 

0
.0

 
0

.0
 

1
.6
×

1
0

-6
 

7
.9
×

1
0

-2
0
 

1
.8
×

1
0

-6
 

5
.2
×

1
0

-2
0
 

N
E

 
4

.1
×

1
0

-7
 

3
.3
×

1
0

-2
0
 

0
.0

 
0

.0
 

0
.0

 
0

.0
 

0
.0

 
3

.0
×

1
0

-2
0
 

E
N

E
 

0
.0

 
0

.0
 

0
.0

 
0

.0
 

0
.0

 
0

.0
 

0
.0

 
0

.0
 

E
 

0
.0

 
0

.0
 

0
.0

 
0

.0
 

0
.0

 
0

.0
 

0
.0

 
0

.0
 

E
S

E
 

7
.4
×

1
0

-6
 

2
.5
×

1
0

-1
9
 

6
.7
×

1
0

-5
 

9
.4
×

1
0

-1
9
 

8
.3
×

1
0

-6
 

5
.6
×

1
0

-1
9
 

8
.2
×

1
0

-6
 

2
.4
×

1
0

-1
9
 

S
E

 
1

.5
×

1
0

-5
 

3
.0
×

1
0

-1
9
 

8
.1
×

1
0

-5
 

1
.2
×

1
0

-1
8
 

2
.1
×

1
0

-5
 

6
.4
×

1
0

-1
9
 

1
.6
×

1
0

-5
 

2
.8
×

1
0

-1
9
 

S
S

E
 

1
.2
×

1
0

-5
 

2
.3
×

1
0

-1
9
 

8
.4
×

1
0

-5
 

1
.2
×

1
0

-1
8
 

1
.6
×

1
0

-5
 

4
.7
×

1
0

-1
9
 

1
.3
×

1
0

-5
 

2
.1
×

1
0

-1
9
 

S
 

1
.1
×

1
0

-5
 

2
.2
×

1
0

-1
9
 

1
.5
×

1
0

-4
 

2
.1
×

1
0

-1
8
 

1
.4
×

1
0

-5
 

4
.3
×

1
0

-1
9
 

1
.3
×

1
0

-5
 

2
.0
×

1
0

-1
9
 

S
S

W
 

1
.6
×

1
0

-5
 

2
.1
×

1
0

-1
9
 

2
.4
×

1
0

-4
 

3
.4
×

1
0

-1
8
 

2
.0
×

1
0

-5
 

4
.5
×

1
0

-1
9
 

1
.8
×

1
0

-5
 

1
.9
×

1
0

-1
9
 

S
W

 
2

.7
×

1
0

-5
 

3
.1
×

1
0

-1
9
 

3
.1
×

1
0

-4
 

5
.2
×

1
0

-1
8
 

3
.6
×

1
0

-5
 

5
.4
×

1
0

-1
9
 

3
.1
×

1
0

-5
 

3
.0
×

1
0

-1
9
 

W
S

W
 

3
.4
×

1
0

-5
 

3
.5
×

1
0

-1
9
 

0
.0

 
0

.0
 

3
.9
×

1
0

-5
 

5
.0
×

1
0

-1
9
 

3
.7
×

1
0

-5
 

3
.4
×

1
0

-1
9
 

W
 

1
.7
×

1
0

-5
 

2
.0
×

1
0

-1
9
 

0
.0

 
0

.0
 

0
.0

 
0

.0
 

1
.6
×

1
0

-5
 

2
.0
×

1
0

-1
9
 

W
N

W
 

1
.8
×

1
0

-5
 

2
.4
×

1
0

-1
9
 

1
.8
×

1
0

-4
 

2
.4
×

1
0

-1
8
 

1
.7
×

1
0

-5
 

3
.3
×

1
0

-1
9
 

1
.9
×

1
0

-5
 

2
.3
×

1
0

-1
9
 

N
W

 
2

.1
×

1
0

-5
 

3
.4
×

1
0

-1
9
 

2
.7
×

1
0

-4
 

3
.6
×

1
0

-1
8
 

2
.5
×

1
0

-5
 

5
.4
×

1
0

-1
9
 

2
.3
×

1
0

-5
 

3
.2
×

1
0

-1
9
 

N
N

W
 

3
.0
×

1
0

-6
 

1
.2
×

1
0

-1
9
 

2
.9
×

1
0

-5
 

4
.6
×

1
0

-1
9
 

4
.3
×

1
0

-6
 

2
.5
×

1
0

-1
9
 

3
.6
×

1
0

-6
 

1
.1
×

1
0

-1
9
 

（
注

）
Ｄ

/Ｑ
は

γ
線

エ
ネ

ル
ギ

ー
0

.5
M

e
V
と

し
て

計
算

し
た

。
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間
（
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号

炉
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第2.42表 設計基準事故時の線量評価に用いるχ/Ｑ、 

Ｄ/Ｑ及び実効放出継続時間 

 

事故の種類 

実効放出 

継続時間 

(h) 

χ/Ｑ(s/m3)又は 

Ｄ/Ｑ(Gy/Bq) 
着目方位 

原子炉冷却材喪失 

3 χ/Ｑ 3.4×10-5 
４号炉 

WSW 
12 Ｄ/Ｑ 3.5×10-19 

蒸気発生器伝熱管破損 

放射性気体廃棄物処理 

施設の破損 

1 χ/Ｑ 3.1×10-4 
４号炉 

SW 
1 Ｄ/Ｑ 5.2×10-18 

燃料集合体の落下 

1 χ/Ｑ 2.6×10-5 
３号炉 

SE 
1 Ｄ/Ｑ 7.2×10-19 

制御棒飛び出し 

2 χ/Ｑ 3.7×10-5 
４号炉 

WSW 
14 Ｄ/Ｑ 3.4×10-19 

（注）Ｄ/Ｑはγ線エネルギー0.5MeVとして計算した。 
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第2.43表 重大事故及び仮想事故時の線量評価に用いる 

χ/Ｑ、Ｄ/Ｑ及び実効放出継続時間 
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標 高 約 1 3 . 5 m  

（ 地 上 高 約 1 0 m）  

標 高 約 8 1 m  

（ 地 上 高 約 1 5 m）  

注 ）  1 .       風 向 出 現 頻 度 ( % )  

           風 向 別 平 均 速 度 ( m / s )  

       2 .   小 円 内 の 数 字 は 静 穏 の 出 現 頻 度 ( % )  

第 2 . 1 6図  敷 地 の 風 配 図 （ 全 年 ）  
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標 高 約 1 3 . 5 m  

（ 地 上 高 約 1 0 m）  

標 高 約 8 1 m  

（ 地 上 高 約 1 5 m）  

注 )  小 円 内 の 数 字 は 静 穏 の 出 現 頻 度 ( % )  

第 2 . 1 7図  敷 地 の 風 配 図 （ 2 0 1 9年 1 ~ 3月 ）  
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標 高 約 1 3 . 5 m  

（ 地 上 高 約 1 0 m）  

標 高 約 8 1 m  

（ 地 上 高 約 1 5 m）  

第 2 . 1 8図  敷 地 の 風 配 図 （ 2 0 1 9年 4 ~ 6月 ）  

注 )  小 円 内 の 数 字 は 静 穏 の 出 現 頻 度 ( % )  
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標 高 約 1 3 . 5 m  

（ 地 上 高 約 1 0 m）  

標 高 約 8 1 m  

（ 地 上 高 約 1 5 m）  

第 2 . 1 9図  敷 地 の 風 配 図 （ 2 0 1 9年 7 ~ 9月 ）  

注 )  小 円 内 の 数 字 は 静 穏 の 出 現 頻 度 ( % )  
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標 高 約 1 3 . 5 m  

（ 地 上 高 約 1 0 m）  

標 高 約 8 1 m  

（ 地 上 高 約 1 5 m）  

第 2 . 2 0図  敷 地 の 風 配 図 （ 2 0 1 9年 1 0 ~ 1 2月 ）  

注 )  小 円 内 の 数 字 は 静 穏 の 出 現 頻 度 ( % )  
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観 測 場 所  出 現 頻 度 ( % )  

標 高 約 1 3 . 5 m  5 1 . 2  

標 高 約 8 1 m  5 1 . 7  

標 高 約 1 3 . 5 m  

（ 地 上 高 約 1 0 m ）  

標 高 約 8 1 m  

（ 地 上 高 約 1 5 m ）  

低 風 速 ( 0 . 5 ~ 2 . 0 m / s ) の 出 現 頻 度  

第 2 . 2 1図  低 風 速 ( 0 . 5 ~ 2 . 0 m / s )時 の 風 配 図  
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第 2 . 2 2図  年 間 風 速 別 出 現 頻 度 及 び 風 速 別 出 現 頻 度 累 積  

     （ 標 高  約 1 3 . 5 m ,  地 上 高  約 1 0 m）  

第 2 . 2 3図  年 間 風 速 別 出 現 頻 度 及 び 風 速 別 出 現 頻 度 累 積  

     （ 標 高  約 8 1 m ,  地 上 高  約 1 5 m）  
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標 高 約 1 3 . 5 m  

（ 地 上 高 約 1 0 m）  

標 高 約 8 1 m  

（ 地 上 高 約 1 5 m）  

第 2 . 2 4図  月 別 風 速 別 出 現 頻 度 （ 2 0 1 9年 1 ~ 3月 ）  
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標 高 約 1 3 . 5 m  

（ 地 上 高 約 1 0 m）  

標 高 約 8 1 m  

（ 地 上 高 約 1 5 m）  

第 2 . 2 5図  月 別 風 速 別 出 現 頻 度 （ 2 0 1 9年 4 ~ 6月 ）  
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標 高 約 1 3 . 5 m  

（ 地 上 高 約 1 0 m）  

標 高 約 8 1 m  

（ 地 上 高 約 1 5 m）  

第 2 . 2 6図  月 別 風 速 別 出 現 頻 度 （ 2 0 1 9年 7 ~ 9月 ）  
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標 高 約 1 3 . 5 m  

（ 地 上 高 約 1 0 m）  

標 高 約 8 1 m  

（ 地 上 高 約 1 5 m）  

第 2 . 2 7図  月 別 風 速 別 出 現 頻 度 （ 2 0 1 9年 1 0 ~ 1 2月 ）  
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第 2 . 2 8図  年間及び月別大気安定度出現頻度 

統計方法：大気安定度「 A－ B」，「 B－ C」 及び「 C－ D」 はそれぞれ、

B， C及びDとして計上し、統計処理を行った。 

2 0 0 6年  
欠測率： 0 . 5 %  
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9
図

 
年

間
大

気
安

定
度

別
風

配
図

（
標
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約

8
1

m
,地

上
高

 
約

1
5

m
）

 

統
計

期
間

：
2

0
0

6
年

1
月

～
2

0
0

6
年

1
2
月

 



 

 

6(3)-2-59 

 

 

  

第
2

.3
0
図

 
年

間
大

気
安

定
度

別
風

配
図

（
標

高
 
約

1
3

.5
m

,地
上

高
 
約

1
0

m
）

 

統
計

期
間

：
2

0
0

6
年

1
月

～
2

0
0

6
年

1
2
月
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 第 2 . 3 1図  年 間 及 び 月 別 大 気 安 定 度 出 現

頻 度  

出

現

頻

度

 

統計方法：大気安定度「 A－ B」，「 B－ C」 及び「 C－ D」 はそれぞれ、

B， C及びDとして計上し、統計処理を行った。 

2 0 1 9年  

欠測率： 1 . 4 %  
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第
2

.3
2
図

 
年

間
大

気
安

定
度

別
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配
図

（
標
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8
1

m
,地

上
高

 
約

1
5

m
）

 

（
注

）
1

. 
欠

測
率

：
1

.5
%

 

2
. 

小
円

内
は

静
穏

の
出

現
頻

度
(
%

)
を

示
す

。
 

安
定

度
A
・

B
・

C
型

 

（
出

現
頻

度
 

2
4

.3
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）

 

安
定
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D
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（
出

現
頻
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4
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%
）

 

安
定

度
E
・

F
・

G
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（
出

現
頻
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2
7

.4
%
）

 

統
計

期
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：
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0
1

9
年

1
月

～
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0
1

9
年

1
2
月
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（
注

）
1

. 
欠

測
率

：
1

.4
%

 

 
 

 
2

. 
小

円
内

は
静

穏
の

出
現

頻
度

(
%

)
を

示
す

。
 

安
定
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A
・
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・

C
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2
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頻
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頻
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統
計
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9
年
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～
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1
2
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出
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(
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別添５ 

添  付  書  類  八 

変更後における発電用原子炉施設の安全設計に関する説明書 

 

令和４年１２月２１日付け原規規発第２２１２２１１号をもって設置変更

許可を受けた高浜発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書の添付書類八の

１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉に係る記述のうち、下記内容を変更又は

追加する。 

 

記 

（１号炉） 

1. 安全設計のうち以下を変更又は追加する。 

1.5 火災防護に関する基本方針 

1.5.1 設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針  

1.5.1.2 火災発生防止 

1.5.1.2.3 落雷、地震等の自然現象による火災発生の防止  

1.5.1.2.3.1 落雷による火災の発生防止  

1.5.3 特定重大事故等対処施設の火災防護に関する基本方針  

1.5.3.2 火災発生防止 

1.5.3.2.3 落雷、地震等の自然現象による火災発生の防止  

1.5.3.2.3.3 森林火災による火災の発生防止  

1.9 外部火災防護に関する基本方針 

1.9.1 設計方針 

(1) 外部火災防護施設 

(2) 森林火災 

c. 必要データ（ＦＡＲＳＩＴＥ入力条件）  

(d) 気象データ 

d. 延焼速度及び火線強度の算出 
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e. 火炎到達時間による消火活動 

f. 防火帯幅の設定 

g. 外部火災防護施設の熱影響 

h. 外部火災防護施設の危険距離の確保  

i. 海水ポンプへの熱影響 

j. 復水タンクへの熱影響 

k. 燃料取替用水タンクへの熱影響  

l. 海水ポンプ、復水タンク及び燃料取替用水タンクの危険距離の確保  

1.11 発電用原子炉設置変更許可申請に係る安全設計の方針  

1.11.20 発電用原子炉設置変更許可申請（2023 年 4 月 25 日申請分）に係る

安全設計の方針 

1.11.20.1 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基

準に関する規則（平成 25 年 6 月 19 日制定）」に対する適合  

2. プラント配置を変更又は追加する。 

7. 放射性廃棄物の廃棄施設のうち以下を変更又は追加する。 

7.2 液体廃棄物処理設備 

7.2.1 概要 

7.2.3 主要設備 

(16) 保修点検建屋サンプタンク 

(17) 保修点検建屋廃液モニタタンク 

7.2.4 主要仕様 

8. 放射線管理施設のうち以下を変更又は追加する。 

8.1 放射線管理設備 

8.1.1 通常運転時等 

8.1.1.3 主要設備 

(1) 放射線管理関係設備 

a. 出入管理設備 

b. 汚染管理設備 

c. 試料分析関係設備 

(2) 放射線監視設備 
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b. エリアモニタリング設備 

8.2 換気設備 

8.2.3 主要設備 

8.2.3.2 原子炉補助建屋の換気設備 

8.2.3.9 保修点検建屋換気設備 

8.3 遮蔽設備 

8.3.2 設計方針 

10. その他発電用原子炉の附属施設のうち以下を変更又は追加する。  

10.16 保修点検建屋 

10.17 参考文献 
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表 

 

第 1.9.2 表 

第 7.2.1 表 

外部火災防護施設 

液体廃棄物処理設備の設備仕様 

第 8.1.1.3 表 放射能測定用主要装置 

第 10.16.1 表 保修点検建屋の設備仕様 
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図 

 

第 1.9.1 図 防火帯及び防火エリア設置図 

第 2.1 図 発電所全体配置図 

第 2.9 図 発電所全体配置図（特定重大事故等対処施設を含む。） 

第 7.1 図 放射性廃棄物の廃棄施設の流路線図 

第 8.2.7 図 保修点検建屋換気系統説明図（１号、２号、３号及び４号

炉共用） 

第 10.16.1 図 保修点検建屋 
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（２号炉） 

1. 安全設計のうち以下を変更又は追加する。 

1.5 火災防護に関する基本方針 

1.5.1 設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針  

1.5.1.2 火災発生防止 

1.5.1.2.3 落雷、地震等の自然現象による火災発生の防止  

1.5.1.2.3.1 落雷による火災の発生防止  

1.5.3 特定重大事故等対処施設の火災防護に関する基本方針  

1.5.3.2 火災発生防止 

1.5.3.2.3 落雷、地震等の自然現象による火災発生の防止  

1.5.3.2.3.3 森林火災による火災の発生防止  

1.9 外部火災防護に関する基本方針 

1.9.1 設計方針 

1.11 発電用原子炉設置変更許可申請に係る安全設計の方針  

1.11.21 発電用原子炉設置変更許可申請（2023 年 4 月 25 日申請分）に係る

安全設計の方針 

1.11.21.1 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基

準に関する規則（平成 25 年 6 月 19 日制定）」に対する適合  

2. プラント配置を変更又は追加する。 

7. 放射性廃棄物の廃棄施設のうち以下を変更又は追加する。 

7.2 液体廃棄物処理設備 

7.2.1 概要 

7.2.3 主要設備 

(16) 保修点検建屋サンプタンク 

(17) 保修点検建屋廃液モニタタンク 

8. 放射線管理施設のうち以下を変更又は追加する。 

8.1 放射線管理設備 

8.1.1 通常運転時等 

8.1.1.3 主要設備 

(1) 放射線管理関係設備 
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a. 出入管理設備 

b. 汚染管理設備 

c. 試料分析関係設備 

(2) 放射線監視設備 

b. エリアモニタリング設備 

8.2 換気設備 

8.2.3 主要設備 

8.2.3.2 原子炉補助建屋の換気設備 

8.2.3.9 保修点検建屋換気設備 

8.3 遮蔽設備 

8.3.2 設計方針 

10. その他発電用原子炉の附属施設のうち以下を変更又は追加する。  

10.16 保修点検建屋 

10.17 参考文献 
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表 

 

第 1.9.2 表 外部火災防護施設 

第 7.2.1 表 液体廃棄物処理設備の設備仕様 

第 8.1.1.3 表 放射能測定用主要装置 

第 10.16.1 表 保修点検建屋の設備仕様 
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図 

 

第 1.9.1 図 防火帯及び防火エリア設置図 

第 2.1 図 発電所全体配置図 

第 2.9 図 発電所全体配置図（特定重大事故等対処施設を含む。） 

第 7.1 図 放射性廃棄物の廃棄施設の流路線図 

第 8.2.7 図 保修点検建屋換気系統説明図（１号、２号、３号及び４号

炉共用） 

第 10.16.1 図 保修点検建屋 
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（３号炉及び４号炉） 

1. 安全設計のうち以下を変更又は追加する。 

1.6 火災防護に関する基本設計  

1.6.1 設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針 

1.6.1.2 火災発生防止 

1.6.1.2.3 落雷、地震等の自然現象による火災発生の防止 

1.6.1.2.3.1 落雷による火災の発生防止 

1.6.2 重大事故等対処施設の火災防護に関する基本方針 

1.6.2.2 火災発生防止 

1.6.2.2.3 落雷、地震等の自然現象による火災発生の防止 

1.6.2.2.3.3 森林火災による火災の発生防止 

1.6.3 特定重大事故等対処施設の火災防護に関する基本方針 

1.6.3.2 火災発生防止 

1.6.3.2.3 落雷、地震等の自然現象による火災発生の防止 

1.6.3.2.3.3 森林火災による火災の発生防止 

1.10 外部火災防護に関する基本方針 

1.10.1 設計方針 

(1) 外部火災防護施設 

(2) 森林火災 

c. 必要データ（ＦＡＲＳＩＴＥ入力条件） 

(d) 気象データ 

d. 延焼速度及び火線強度の算出 

e. 火炎到達時間による消火活動 

f. 防火帯幅の設定 

g. 外部火災防護施設の熱影響 

h. 外部火災防護施設の危険距離の確保  

i. 海水ポンプへの熱影響 

j. 復水タンクへの熱影響 

k. 海水ポンプ、復水タンクの危険距離の確保 
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1.12 発電用原子炉設置変更許可申請に係る安全設計の方針 

1.12.21 発電用原子炉設置変更許可申請（2023 年 4 月 25 日申請分）に係る安

全設計の方針 

1.12.21.1 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準

に関する規則（平成 25 年 6 月 19 日制定）」に対する適合 

2. プラント配置のうち以下を変更又は追加する。 

2.3 主要設備 

2.4 全体配置 

2.5 建物及び構造物 

2.5.8 蒸気発生器保管庫 

2.5.20 保修点検建屋 

2.6 特定重大事故等対処施設に関するプラント配置 

2.6.2 全体配置 

5. 原子炉冷却系統施設のうち以下を変更する。  

5.1 １次冷却設備 

5.1.1 通常運転時等 

5.1.1.4 主要設備の仕様 

5.1.1.5 主要設備 

5.1.1.5.2 蒸気発生器 

5.1.1.5.7 支持構造物 

(2) 蒸気発生器 

5.1.1.6 試験検査 

5.1.1.6.2 蒸気発生器 

5.1.2 重大事故等時 

5.1.2.3 主要設備及び仕様 

5.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設

備 

5.4.3 主要設備及び仕様 

5.5 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備  

5.5.3 主要設備及び仕様 



8-目-12 

5.6 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設

備 

5.6.3 主要設備及び仕様 

5.10 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備  

5.10.3 主要設備及び仕様 

6. 計測制御系統施設のうち以下を変更する。  

6.8 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備  

6.8.3 主要設備及び仕様 

7. 放射性廃棄物の廃棄施設のうち以下を変更又は追加する。 

7.1 概要 

7.3 液体廃棄物処理設備 

7.3.1 概要 

7.3.3 主要設備の仕様 

7.3.4 主要設備 

(22) 保修点検建屋サンプタンク 

(23) 保修点検建屋廃液モニタタンク  

7.4 固体廃棄物処理設備 

7.4.2 設計方針 

7.4.3 主要設備の仕様 

7.4.4 主要設備 

(16) 蒸気発生器保管庫 

8. 放射線管理施設のうち以下を変更する。 

8.1 放射線管理設備 

8.1.1 通常運転時等 

8.1.1.3 主要設備 

(1) 放射線管理関係設備 

a. 出入管理設備 

b. 汚染管理設備 

c. 試料分析関係設備 

(2) 放射線監視設備 
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a. プロセスモニタリング設備 

b. エリアモニタリング設備 

c. 周辺モニタリング設備 

(d) 環境放射能測定設備（環境モニタリングセンターのものを共用）  

8.2 換気空調設備 

8.2.1 換気設備 

8.2.1.4 主要設備 

(2) 補助建屋換気空調設備 

8.3 遮蔽設備 

8.3.2 設計方針 

8.3.3 主要設備 

(4) 補助遮蔽 

10. その他発電用原子炉の附属施設のうち以下を変更又は追加する。  

10.14 特定重大事故等対処施設 

 

  

10.16 保修点検建屋 

10.17 参考文献 

 

 

 

  

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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表 

 

第 1.10.2 表 外部火災防護施設 

第 5.1.1 表 １次冷却設備（重大事故等時）の設備仕様 

第 5.1.1.4.3 表 蒸気発生器の設備仕様 

第 5.1.1.6.2 表 蒸気発生器の製作中の主要な非破壊試験 

第 5.4.1 表 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷

却するための設備（常設）の設備仕様 

第 5.5.1 表 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備（常

設）の設備仕様 

第 5.6.1 表 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷

却するための設備（常設）の設備仕様 

第 5.10.1 表 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備（常設）の設

備仕様 

第 6.8.1 表 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設

備（常設）の設備仕様 

第 7.3.1 表 液体廃棄物処理設備の設備仕様 

第 7.4.1 表 固体廃棄物処理設備の設備仕様 

第 8.1.1.3 表 主要放射能測定装置の設備仕様 

第 8.1.1.5 表 プロセスモニタリング設備及びエリアモニタリング設備

の設備仕様 

第 8.2.1.2 表 補助建屋換気空調設備の設備仕様 

第 10.14.12.1 表   

第 10.16.1 表 保修点検建屋の設備仕様 
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図 

 

第 1.10.1 図 防火帯及び防火エリア設置図 

第 2.4.1 図 発電所敷地付近地図 

第 2.4.2 図 発電所全体配置図 

第 2.6.1 図 発電所敷地付近地図（特定重大事故等対処施設を含む。） 

第 2.6.2 図 発電所全体配置図（特定重大事故等対処施設を含む。） 

第 5.1.1.5.3 図 蒸気発生器構造図 

第 5.1.1.5.4 図 蒸気発生器伝熱管振止め金具取付説明図 

第 5.1.1.5.11 図 蒸気発生器支持構造図 

第 7.1.1 図 放射性廃棄物の廃棄施設の流路線図 

第 7.4.4 図 Ｃ蒸気発生器保管庫平面図・断面図（３号及び４号炉共用） 

第 8.2.1.10 図 保修点検建屋換気系統説明図（１号、２号、３号及び４号

炉共用） 

第 8.3.12 図 遮蔽設計区分概略図（保修点検建屋） 

第 10.16.1 図 保修点検建屋 
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（１号炉） 

1. 安全設計 

1.5 火災防護に関する基本方針 

1.5.1 設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針  

1.5.1.2 火災発生防止 

1.5.1.2.3 落雷、地震等の自然現象による火災発生の防止  

1.5.1.2.3.1 落雷による火災の発生防止  

原子炉施設内の構築物、系統及び機器は、落雷による火災発生を

防止するため、地盤面から高さ 20m を超える建築物には、建築基

準法に基づき「JIS A 4201 建築物等の避雷設備（避雷針）」に準拠

した避雷設備を設置する設計とする。  

送電線については、「1.5.1.2.1.6 過電流による過熱防止対策」に

示すとおり、故障回路を早期に遮断する設計とする。  

【避雷設備設置箇所】 

・原子炉格納施設 

・タービン建屋 

・復水処理建屋 

・固体廃棄物処理建屋 

・特高開閉所 

・保修点検建屋 

 

1.5.3 特定重大事故等対処施設の火災防護に関する基本方針  

1.5.3.2 火災発生防止 

1.5.3.2.3 落雷、地震等の自然現象による火災発生の防止  

1.5.3.2.3.3 森林火災による火災の発生防止  

特定重大事故等対処施設は、「1.9 外部火災防護に関する基本方

針」に基づき評価し設置した防火帯による防護又は地中トレンチ内

に設置することにより、火災発生防止を講じる設計とする。また、 

                 は、「1.9 外部火災防護に関

する基本方針」に基づき設置した防火帯の外に設置するため、「1.9 

 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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外部火災防護に関する基本方針」に基づき評価し、ＦＡＲＳＩＴＥ

から出力される最大火線強度により算出される評価上必要とされ

る防火帯幅に対し、安全側に余裕を考慮した      の幅を有す

る防火帯による防護により、火災発生防止を講じる設計とする。  

 

1.9 外部火災防護に関する基本方針 

1.9.1 設計方針 

(1) 外部火災防護施設 

安全施設に対して外部火災の影響を受けた場合において、原子炉の

安全性を確保するため、「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度

分類に関する審査指針」で規定されているクラス１、クラス２及びク

ラス３に該当する構築物、系統及び機器を外部火災防護施設とする。

外部火災防護施設を第 1.9.2 表に示す。 

クラス１及びクラス２に関しては、安全機能を有する施設を内包す

る建屋及び屋外施設に対し、必要とされる防火帯を森林との間に設け

ること等により、外部火災による建屋外壁（天井スラブを含む。）及び

屋外施設の温度を許容温度以下とすることで安全施設の安全機能を損

なうことのない設計とする。 

また、クラス３に関しては、屋内に設置されている施設は建屋によ

り防護することとし、屋外施設については、防火帯の内側に設置する

こと、又は消火活動等により防護することとし、安全施設の安全機能

を損なうことのない設計とする。  

なお、防火帯の外側にあるクラス３施設としては、モニタポスト、

固体廃棄物貯蔵庫、外部遮蔽壁保管庫及び保修点検建屋がある。火災

発生時には、モニタポストについては代替設備の確保、固体廃棄物貯

蔵庫は固体廃棄物貯蔵庫の周辺に、防火帯と同じ幅の防火エリア及び

飛び火対策として散水設備を設けることにより防護する設計とする。

外部遮蔽壁保管庫及び保修点検建屋は各施設の周辺に、防火帯と同じ

幅の防火エリアを設ける設計とする。  

 

 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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(2) 森林火災 

c. 必要データ（ＦＡＲＳＩＴＥ入力条件） 

(d) 気象データ 

現地にて起こり得る最も厳しい条件を検討するため、過去 10 年

間のデータのうち、福井県で発生した森林火災の実績より、発生

頻度が高い月の気象条件（最多風向、最大風速、最高気温、最小湿

度）の最も厳しい条件を用いる。なお、気象条件を設定する際に

は、最寄の舞鶴特別地域気象観測所の気象データに加え、考慮す

べき卓越風向を増やすことにより、より多くの想定発火点を設定

し、保守的な評価をするため、10年間以上の気象データを保有し、

発電所から最寄の気象観測所である小浜地域気象観測システムの

気象データを使用する。 

d. 延焼速度及び火線強度の算出  

ホイヘンスの原理に基づく火炎の拡大モデルを用いて延焼速度や

火線強度を算出する。 

e. 火炎到達時間による消火活動  

延焼速度より、発火点から防火帯までの火炎到達時間※を算出し、

森林火災が防火帯に到達するまでの間に発電所に常駐している自衛

消防隊による屋外消火栓等を用いた消火活動が可能であり、万が一

の飛び火による火炎の延焼を防止することで安全施設の安全機能を

損なうことのない設計とする。 

なお、防火帯の外側にあるクラス３設備としては、モニタポスト

及び固体廃棄物貯蔵庫がある。火災発生時には、モニタポストにつ

いては代替設備の確保、固体廃棄物貯蔵庫は固体廃棄物貯蔵庫の周

辺に、防火帯と同じ幅の防火エリア及び飛び火対策として散水設備

を設けることにより防護する設計とする。  

※ 火炎が防火帯に到達する時間  

f. 防火帯幅の設定 

ＦＡＲＳＩＴＥから出力される最大火線強度により算出される評

価上必要とされる防火帯幅に対し、安全側に余裕を考慮した 18m 以
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上の防火帯幅を確保することにより安全施設の安全機能を損なうこ

とのない設計とする。 

設置する防火帯及び防火エリアを第 1.9.1 図に示す。 

g. 外部火災防護施設の熱影響  

ＦＡＲＳＩＴＥから出力される反応強度から求めた火炎輻射発散

度※1,2 に対し、安全側に余裕を考慮した 1,200kW/m2 に基づき、防

火帯から最も近い位置（71m）にある外部火災防護施設（１号炉燃

料取扱建屋）の建屋（垂直外壁面及び天井スラブから選定した、火

災の輻射に対して最も厳しい箇所）の表面温度を求め、コンクリー

ト許容温度 200℃※3(13)以下とすることで外部火災防護施設の安全機

能を損なうことのない設計とする。  

※1 ＦＡＲＳＩＴＥの保守的な入力データからＦＡＲＳＩＴＥで

評価した火炎輻射発散度  

※2 火炎輻射発散度応強度と比例することから反応強度が高い発

火点の火炎輻射発散度を用いて評価する。  

※3 火災時における短期温度上昇を考慮した場合において、コンク

リート圧縮強度が維持される保守的な温度  

h. 外部火災防護施設の危険距離の確保  

ＦＡＲＳＩＴＥから出力される反応強度から求めた火炎輻射発散

度に対し、安全側に余裕を考慮した 1,200kW/m2 に基づき危険距離

※を求め、防火帯外縁（火炎側）から最も近くに位置する外部火災防

護施設（１号炉燃料取扱建屋）までの距離（71m）を危険距離以上

確保することで安全施設の安全機能を損なうことのない設計とする。 

※ 発電所周囲に設置される防火帯の外縁（火炎側）から外部火災防

護施設の間に必要な離隔距離  

i. 海水ポンプへの熱影響 

ＦＡＲＳＩＴＥから出力される反応強度から求めた火炎輻射発散

度に対し、安全側に余裕を考慮した 1,200kW/m2 に基づき海水ポン

プの冷却空気の取込温度を求め、許容温度 65℃※以下とすることで

海水ポンプの安全機能を損なうことのない設計とする。  



8(1)-1-5 

※  モータ下部軸受許容温度以下となるために必要な冷却空気の取

込温度 

j. 復水タンクへの熱影響 

ＦＡＲＳＩＴＥから出力される反応強度から求めた火炎輻射発散

度に対し、安全側に余裕を考慮した 1,200kW/m2 に基づきタンク内

の水の温度を求め、許容温度 40℃※以下とすることで復水タンクの

安全機能を損なうことのない設計とする。  

※ 補助給水系の設計温度 

k. 燃料取替用水タンクへの熱影響  

ＦＡＲＳＩＴＥから出力される反応強度から求めた火炎輻射発散

度に対し、安全側に余裕を考慮した 1,200kW/m2 に基づきタンク内

の水の温度を求め、許容温度 40℃※以下とすることで燃料取替用水

タンクの安全機能を損なうことのない設計とする。  

※ 下流側ポンプ（内部スプレポンプ）の設計吸込温度  

l. 海水ポンプ、復水タンク及び燃料取替用水タンクの危険距離の確

保 

ＦＡＲＳＩＴＥから出力される反応強度から求めた火炎輻射発散

度に対し、安全側に余裕を考慮した 1,200kW/m2 に基づき危険距離

を求め、発電所周囲に設置する防火帯の外縁（火炎側）からの離隔

距離を危険距離以上確保することにより、安全機能を損なうことの

ない設計とする。 

 

 

1.11 発電用原子炉設置変更許可申請に係る安全設計の方針 

1.11.20 発電用原子炉設置変更許可申請（2023 年 4 月 25 日申請分）に係る安全

設計の方針 

1.11.20.1 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関

する規則（平成 25 年 6 月 19 日制定）」に対する適合 
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第六条 外部からの衝撃による損傷の防止  

１ 安全施設（兼用キャスクを除く。）は、想定される自然現象（地震

及び津波を除く。次項において同じ。）が発生した場合においても安

全機能を損なわないものでなければならない。  

 

適合のための設計方針 

第１項について 

(1) 森林火災 

森林火災については、過去 10 年間の気象条件を調査し、発電所から

直線距離で 10km の間に発火点を設定し、ＦＡＲＳＩＴＥを用いて影響

評価を実施し、評価上必要とされる防火帯幅に対し、安全側に余裕を考

慮した 18m 以上の防火帯幅を確保すること等により保修点検建屋が安

全機能を損なうことのない設計とする。  
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第二十七条 放射性廃棄物の処理施設 

  工場等には、次に掲げるところにより、通常運転時において放射性

廃棄物（実用炉規則第二条第二項第二号に規定する放射性廃棄物をい

う。以下同じ。）を処理する施設（安全施設に係るものに限る。以下

この条において同じ。）を設けなければならない。  

 一 周辺監視区域の外の空気中及び周辺監視区域の境界における水中

の放射性物質の濃度を十分に低減できるよう、発電用原子炉施設に

おいて発生する放射性廃棄物を処理する能力を有するものとするこ

と。 

 

適合のための設計方針 

第１項第１号について 

気体廃棄物処理設備の設計に際しては、原子力発電所の運転に伴い周辺

環境に放出する放射性気体廃棄物による発電所周辺の一般公衆の受ける

線量が「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針」（昭和

50 年 5 月 13 日原子力安全委員会決定）において定める線量目標値（50 

マイクロシーベルト／年）を達成できるように、周辺監視区域の外の空気

中の放射性物質の濃度を十分に低減できる設計とする。  

具体的には、保修点検建屋設置を実施しても、周辺公衆の実効線量の評

価値が線量目標値を下回る設計とする。  
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第二十九条 工場等周辺における直接線等からの防護 

  設計基準対象施設は、通常運転時において発電用原子炉施設からの

直接線及びスカイシャイン線による工場等周辺の空間線量率が十分に

低減できるものでなければならない。  

 

適合のための設計方針 

通常運転時において原子炉施設からの直接線及びスカイシャイン線に

よる敷地周辺の空間線量率が、十分に低減（空気カーマで 1 年間当たり

50 マイクログレイ以下となるように）できる設計とする。  

具体的には、保修点検建屋を設置しても、直接線及びスカイシャイン

線による敷地周辺の空間線量率が、空気カーマで 1 年間当たり 50 マイ

クログレイ以下とできる設計とする。  
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第 1.9.2 表 外部火災防護施設 

1. 火災に対する直接的な影響を受ける施設  

防護対象 外部火災防護施設 

安全機能の重要度分類 

クラス１及びクラス２に属す

る施設を内包する建屋 

・外部しゃへい建屋 

・補助建屋 

・中間建屋 

・制御建屋 

・燃料取扱建屋 

・ディーゼル建屋 

※消火活動による防護手段を期待しな

い条件のもと、火元からの離隔距離で

防護 

安全機能の重要度分類 

クラス１及びクラス２に属す

る屋外施設 

・海水ポンプ 

・復水タンク 

・燃料取替用水タンク 

※消火活動による防護手段を期待しな

い条件のもと、火元からの離隔距離で

防護 

安全機能の重要度分類 

クラス３に属する施設 

・タービン建屋 

・特高開閉所 

・固体廃棄物貯蔵庫 

・保修点検建屋 

・モニタポスト他 

※屋内に設置されている施設について

は、建屋により防護することとし、屋

外施設については、防火帯・防火エリ

アの内側に設置すること又は消火活

動等により防護 
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第 1.9.1 図 防火帯及び防火エリア設置図 
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2. プラント配置 

発電所敷地内には下記の建屋及び構築物を設ける。各建屋及び構築物は、運

転及び保守に便利であり、かつ、安全を十分考慮に入れた配置とする。  

 

(22) 保修点検建屋（１号、２号、３号及び４号炉共用）  

 

発電所全体配置図は、第 2.1 図に示すとおりである。 

建屋内の機器配置図は、第 2.2 図～第 2.8 図に示す。 

特定重大事故等対処施設を含む全体配置図を第 2.9 図に示す。 

 

 （（1）～（21）及び第 2.2 図～第 2.8 図は変更前の記載に同じ。） 
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第 2.1 図 発電所全体配置図 
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第 2.9 図 発電所全体配置図（特定重大事故等対処施設を含む。）  

 

 

 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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7. 放射性廃棄物の廃棄施設 

7.2 液体廃棄物処理設備 

7.2.1 概要 

液体廃棄物処理設備は、液体廃棄物の性状に応じて処理するため、ほ

う酸回収系、廃液処理系及び洗浄排水処理系の３つの主要な処理系に大

別される。 

これらの液体廃棄物処理設備は、下記の機能を有する。  

(1) ほう酸回収系は、ホールドアップタンクに回収、貯留される１次冷却

設備からの抽出１次冷却材及び原子炉格納容器内１次冷却材ドレンを

処理する。 

(2) 廃液処理系は、廃液ホールドアップタンクに回収、貯留される格納容

器機器ドレン、補助建屋機器ドレン、格納容器床ドレン、補助建屋床

ドレン及び薬品ドレンを処理する。  

(3) 洗浄排水処理系は、洗浄排水タンクに集められる洗たく排水、手洗排

水及びシャワ排水を処理する。  

(4) 保修点検建屋ドレンは、保修点検建屋廃液モニタタンクより、補助建

屋サンプタンク（３号炉及び４号炉）に運搬する。 

なお、放射性廃棄物の廃棄施設の流路線図を第 7.1 図に示す。 

 

7.2.3 主要設備 

(16) 保修点検建屋サンプタンク 

保修点検建屋サンプタンク（１号、２号、３号及び４号炉共用）は、

保修点検建屋内で発生する排水を集める。本タンク水は、保修点検建

屋廃液モニタタンクに送り、処理する。保修点検建屋サンプタンクの

容量は約 2.5m3×1 基とする。なお、予想発生量は約 55m3/y である。 

(17) 保修点検建屋廃液モニタタンク 

保修点検建屋廃液モニタタンク（１号、２号、３号及び４号炉共用）

は、保修点検建屋サンプタンク水を貯留する。本タンク水は、廃液移

送容器により補助建屋サンプタンク（３号炉及び４号炉）に運搬し、

処理する。保修点検建屋廃液モニタタンクの容量は約 5m3×1 基とす
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る。なお、予想発生量は約 55m3/y である。 

 

7.2.4 主要仕様 

第 7.2.1 表を変更する。第 7.2.1 表以外は変更前の「7.2.4 主要仕様」

の記載に同じ。 
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第 7.2.1 表 液体廃棄物処理設備の設備仕様 

 

(15) 保修点検建屋サンプタンク（１号、２号、３号及び４号炉共用）  

基      数 1 

容 量       約 2.5m3 

材 料       ステンレス鋼 

 

(16) 保修点検建屋廃液モニタタンク（１号、２号、３号及び４号炉共用）  

基      数 1 

容 量       約 5m3 

材 料       ステンレス鋼 

 

（(1)～(14)は変更前の記載に同じ。） 
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第 7.1 図 放射性廃棄物の廃棄施設の流路線図  
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8. 放射線管理施設 

8.1 放射線管理設備 

8.1.1 通常運転時等 

8.1.1.3 主要設備 

(1) 放射線管理関係設備 

a. 出入管理設備 

原子炉格納施設及び補助建屋の管理区域への立入りは、出入管

理室（１号及び２号炉共用）を通る設計とし、ここで人員及び物品

等の出入管理を行う。ただし、燃料及び大型機器の搬出入に際して

は、補助建屋及び原子炉格納施設の機器搬入口で出入管理を行う。 

固体廃棄物処理建屋及び固体廃棄物固型化処理建屋 2 階の管理

区域への立入りについては、固体廃棄物処理建屋の出入管理室（１

号、２号、３号及び４号炉共用）を通る設計とし、ここで出入管理

を行う。 

また、廃樹脂貯蔵室及び廃樹脂処理建屋の管理区域への立入り

については、廃樹脂貯蔵室の出入管理室（１号、２号、３号及び４

号炉共用、既設）を通る設計とし、ここで出入管理を行う。  

保修点検建屋の管理区域への立入りについては、保修点検建屋

の出入管理室（１号、２号、３号及び４号炉共用）を通る設計とし、

ここで出入管理を行う。 

なお、放射線管理に必要な各種サーベイメータ等を備える。  

b. 汚染管理設備 

原子炉格納施設及び補助建屋の管理区域への人の出入りに伴う

汚染の管理を行うために、汚染管理設備（１号及び２号炉共用）を

設ける。 

これには、更衣室、シャワ室、退出モニタ、汚染衣類の洗たく室

及び機器除染室を備える。 

固体廃棄物処理建屋及び固体廃棄物固型化処理建屋 2 階の管理

区域の汚染管理設備（１号、２号、３号及び４号炉共用）、廃樹脂

貯蔵室及び廃樹脂処理建屋の管理区域の汚染管理設備（１号、２号、
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３号及び４号炉共用、既設）並びに保修点検建屋管理区域の汚染管

理設備（１号、２号、３号及び４号炉共用）には、更衣室、シャワ

室及び退出モニタを備える。  

c. 試料分析関係設備 

１次冷却設備、廃棄物処理設備、その他各設備からの試料の一般

化学分析及び放射化学分析並びに放射能測定を行うために、次の

ようなものを設ける。 

なお、環境試料の放射能の測定は、環境モニタリングセンターが

行う。 

 (f) 保修点検建屋ホット化学室  

作業環境試料中の放射性物質の濃度を測定するために保修点

検建屋ホット化学室（１号、２号、３号及び４号炉共用）を設け

る。 

放射能測定は、第 8.1.1.3 表に示す主要装置を必要に応じて使

用する。 

（(a)～(e)は変更前の記載に同じ。） 

(2) 放射線監視設備 

b. エリアモニタリング設備 

建屋内、室内等の外部放射線に係る線量当量率を連続的に測定

するために、エリアモニタリング設備を設ける。  

この設備は、中央制御室で指示、自動記録を行い、放射線レベル

が設定値以上になると現場、中央制御室及び放射線管理室に警報

を発する。ただし、固体廃棄物処理建屋及び固体廃棄物固型化処

理建屋のエリアモニタ（１号、２号、３号及び４号炉共用）は、固

体廃棄物処理建屋内制御室で指示、自動記録を行い、放射線レベ

ルが設定値以上になると現場、固体廃棄物処理建屋内制御室、中

央制御室（１号及び２号炉共用）及び放射線管理室（１号及び２

号炉共用）に警報を発する。  

また、使用済燃料輸送容器保管建屋のエリアモニタ（１号、２

号、３号及び４号炉共用）は、中央制御室（１号及び２号炉共用）
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で指示、自動記録を行い、放射線レベルが設定値以上になると現

場、中央制御室（１号及び２号炉共用）及び放射線管理室（１号及

び２号炉共用）に警報を発する。  

また、保修点検建屋のエリアモニタ（１号、２号、３号及び４号

炉共用）は、保修点検建屋内制御室で指示、自動記録を行い、放射

線レベルが設定値以上になると現場、保修点検建屋内制御室、中

央制御室（３号及び４号炉共用）及び放射線管理室（３号及び４

号炉共用）に警報を発する。 

検出器には、半導体式検出器を使用する。  

エリアモニタを設ける区域は、次のとおりである。  

(a) 中央制御室（１号及び２号炉共用） 

(b) ドラム詰室（１号及び２号炉共用） 

(c) 放射化学室（１号及び２号炉共用）  

(d) 充てんポンプ室 

(e) ガス圧縮機室  

(f) 使用済燃料ピット付近  

(g) 原子炉系試料採取室（１号及び２号炉共用）  

(h) 原子炉格納容器内（エアロック付近） 

(i) 原子炉格納容器内（炉内核計装付近）  

(j) 廃樹脂貯蔵室（１号、２号、３号及び４号炉共用、既設）  

(k) 固体廃棄物処理建屋制御室（１号、２号、３号及び４号炉共

用） 

(l) 固体廃棄物処理建屋アスファルト固化ドラム作業室（１号及

び２号炉共用） 

(m) 雑固体焼却炉作業エリア（１号、２号、３号及び４号炉共

用） 

(n) 雑固体分別エリア（１号、２号、３号及び４号炉共用）  

(o) 使用済燃料輸送容器保管建屋保管エリア（１号、２号、３号

及び４号炉共用） 

(p) 保修点検建屋除染・点検エリア（１号、２号、３号及び４号
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炉共用） 

また、燃料取扱い中の原子炉格納容器内（E.L. +32.3 m 付近）、

補修中の機器室の付近には可搬式エリアモニタ装置を必要に応じ

て設ける。 

さらに、事故時において十分な測定範囲を有する格納容器内高

レンジエリアモニタ（低レンジ）及び格納容器内高レンジエリア

モニタ（高レンジ）を設ける。  

8.2 換気設備 

8.2.3 主要設備 

8.2.3.2 原子炉補助建屋の換気設備 

原子炉補助建屋の換気設備は、補助建屋換気設備、中央制御室換気設

備、廃樹脂貯蔵室換気設備、廃樹脂処理建屋換気設備、固体廃棄物処理

建屋換気設備、固体廃棄物固型化処理建屋換気設備及び保修点検建屋

換気設備で構成する。 

8.2.3.9 保修点検建屋換気設備 

保修点検建屋換気系は給気ファン、給気ユニット、排気フィルタユニ

ット（粗フィルタ及び微粒子フィルタ内蔵）、排気ファン等により構成

する。 

保修点検建屋の換気空気は排気フィルタユニットでろ過した後、保

修点検建屋の排気口より排気する。  

保修点検建屋換気系統説明図を第 8.2.7 図に示す。 

主な機器 

保修点検建屋給気ユニット（１号、２号、３号及び４号炉共用）  

台  数 1 

容  量 約 760m3/min/台 

保修点検建屋給気ファン（１号、２号、３号及び４号炉共用）  

台  数 2 

容  量 約 380m3/min/台 

保修点検建屋排気フィルタユニット（１号、２号、３号及び４号炉

共用） 
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台  数 1 

容  量 約 800m3/min/台 

保修点検建屋排気ファン（１号、２号、３号及び４号炉共用）  

台  数 2 

容  量 約 400m3/min/台 

 

8.3 遮蔽設備 

8.3.2 設計方針 

(1) 発電所周辺の一般公衆が受ける線量については、「線量限度等を定め

る告示」に定められた周辺監視区域外の値より十分小さくなるように

する。また人の居住の可能性のある敷地境界外においては年間 50μGy

を超えない遮蔽とする。 

(2) 燃料取替時、補修時等の通常運転時において、放射線業務従事者等

が受ける線量が、「線量限度等を定める告示」に定められた限度を超え

ないようにするのはもちろん、不必要な放射線被ばくを防止する遮蔽

とする。 

(3) 事故時においても、発電所周辺の一般公衆の受ける線量が、目安線

量を十分下回る遮蔽とする。 

事故時及び重大事故等時に中央制御室内の運転員等に対し、過度の

放射線被ばくがないように考慮し、運転員等が中央制御室内にとどま

り、事故対策に必要な各種の操作を行うことができるように設計する。 

重大事故等の発生時に緊急時対策所内の対策要員に対し、過度の放

射線被ばくがないように考慮し、事故対応に必要な措置を行うことが

できる遮蔽設計とする。 

(4) 遮蔽は、各場所の放射線レベル、各場所への立入りの頻度、滞在時間

等を考慮した上で放射線業務従事者等の受ける線量が十分管理できる

ように、下記の遮蔽設計基準(1)を満足するように設計する。 

なお、固体廃棄物固型化処理建屋、保修点検建屋、使用済燃料輸送

容器保管建屋及び外部遮蔽壁保管庫については、下記の遮蔽設計基準

(2)を満足するように設計する。  
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遮蔽設計基準(1) 

区 分       設計基準 代表箇所 

管理区域外 第Ⅰ区分 ≦0.00625 mSv/h 非 管 理 区 域       

管理区域内 

第Ⅱ区分 ≦0.01  mSv/h 一 般 通 路 等       

第Ⅲ区分  ≦0.15  mSv/h 操作用通路等 

第Ⅳ区分  ＞0.15  mSv/h 機 器 室 等       

 

遮蔽設計基準(2) 

区 分       設計基準 代表箇所 

管理区域外 第Ⅰ区分 ≦0.0026 mSv/h 非 管 理 区 域       

管理区域内 

第Ⅱ区分 ≦0.01  mSv/h 一 般 通 路 等       

第Ⅲ区分  ≦0.15  mSv/h 操作用通路等 

第Ⅳ区分  ＞0.15  mSv/h 機 器 室 等       
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第 8.1.1.3 表 放射能測定用主要装置 

 

(1) γ 線多重波高分析装置 

数 量       1 

検 出 器       Ge 半導体 

(2) 液体シンチレーション計数装置 

数 量       1 

検 出 器       液体シンチレータ 

(3) ＧＭ計数装置 

数 量       1 

検 出 器       ＧＭ管 

(4) ガス放射能測定装置 

数 量       1 

検 出 器       電離箱 
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10. その他発電用原子炉の附属施設 

10.16 保修点検建屋 

機器の修理及び工具（当社発電所間共用の保修・検査装置等）の事前

点検、調整、保管等を効率的に行い、使用時に十分な信頼性を確保する

ため保修点検建屋を設置する。 

保修点検建屋（１号、２号、３号及び４号炉共用）の設備仕様の概略

を第 10.16.1 表、平面図を第 10.16.1 図に示す。  

 

10.17 参考文献 

変更前の「10.16 参考文献」の記載に同じ。 
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第 10.16.1 表 保修点検建屋の設備仕様  

 

(1) 保修点検建屋（１号、２号、３号及び４号炉共用）  

 構  造      鉄骨造（一部鉄筋コンクリート造）  

 面  積     

    地階     約 280 m2 

    １階     約 1,600 m2 

    ２階     約 770 m2 
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第 10.16.1 図 保修点検建屋  
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（２号炉） 

1. 安全設計 

1.5 火災防護に関する基本方針 

1.5.1 設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針  

1.5.1.2 火災発生防止 

1.5.1.2.3 落雷、地震等の自然現象による火災発生の防止  

1.5.1.2.3.1 落雷による火災の発生防止  

１号炉の「1.5.1.2.3.1 落雷による火災の発生防止」の変更に同じ。 

 

1.5.3 特定重大事故等対処施設の火災防護に関する基本方針  

1.5.3.2 火災発生防止 

1.5.3.2.3 落雷、地震等の自然現象による火災発生の防止  

1.5.3.2.3.3 森林火災による火災の発生防止  

１号炉の「1.5.3.2.3.3 森林火災による火災の発生防止」の変更に

同じ。 

 

1.9 外部火災防護に関する基本方針 

1.9.1 設計方針 

   １号炉の「1.9.1 設計方針」の変更に同じ。 

 

1.11 発電用原子炉設置変更許可申請に係る安全設計の方針  

1.11.21 発電用原子炉設置変更許可申請（2023 年 4 月 25 日申請分）に係る安

全設計の方針 

1.11.21.1 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準

に関する規則（平成 25 年 6 月 19 日制定）」に対する適合 

１号炉の「1.11.20.1 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構

造及び設備の基準に関する規則（平成 25 年 6 月 19 日制定）」に対する

適合」の追加に同じ。 
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2. プラント配置 

１号炉の変更に同じ。ただし共用設備は除く。 
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7. 放射性廃棄物の廃棄施設 

7.2 液体廃棄物処理設備 

7.2.1 概要 

１号炉の「7.2.1 概要」の変更に同じ。ただし共用設備は除く。  

 

7.2.3 主要設備 

(16) 保修点検建屋サンプタンク 

１号炉の「7.2.3 主要設備(16) 保修点検建屋サンプタンク」の変更に

同じ。ただし共用設備は除く。 

 

(17) 保修点検建屋廃液モニタタンク 

１号炉の「7.2.3 主要設備(17) 保修点検建屋廃液モニタタンク」の変

更に同じ。ただし共用設備は除く。  
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8. 放射線管理施設 

8.1 放射線管理設備 

8.1.1 通常運転時等 

8.1.1.3 主要設備 

１号炉の「8.1.1.3 主要設備」の変更に同じ。ただし共用設備は除く。  

8.2 換気設備 

8.2.3 主要設備 

8.2.3.2 原子炉補助建屋の換気設備 

１号炉の「8.2.3.2 原子炉補助建屋の換気設備」の変更に同じ。ただ

し共用設備は除く。 

8.2.3.9 保修点検建屋換気設備 

１号炉の「8.2.3.9 保修点検建屋換気設備」の変更に同じ。ただし共

用設備は除く。 

8.3 遮蔽設備 

8.3.2 設計方針 

１号炉の「8.3.2 設計方針」の変更に同じ。ただし共用設備は除く。  
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10. その他発電用原子炉の附属施設 

10.16 保修点検建屋 

１号炉の「10.16 保修点検建屋」の変更に同じ。ただし共用設備は除

く。 

 

10.17 参考文献 

１号炉の「10.17 参考文献」の変更に同じ。 

 

 

 



8(3)-1-1 

（３号炉及び４号炉） 

1. 安全設計 

1.6 火災防護に関する基本設計  

1.6.1 設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針  

1.6.1.2 火災発生防止 

1.6.1.2.3 落雷、地震等の自然現象による火災発生の防止  

1.6.1.2.3.1 落雷による火災の発生防止  

原子炉施設内の構築物、系統及び機器は、落雷による火災発生を

防止するため、地盤面から高さ 20m を超える建築物には、建築基

準法に基づき「JIS A 4201 建築物等の避雷設備（避雷針）」に準拠

した避雷設備を設置する設計とする。  

送電線については、「1.6.1.2.1.6 過電流による過熱防止対策」に

示すとおり、故障回路を早期に遮断する設計とする。  

【避雷設備設置箇所】 

・原子炉格納施設 

・タービン建屋 

・補助ボイラ燃料タンク 

・復水処理建屋 

・原子炉補助建屋 

・タービン油計量タンク 

・特高開閉所 

・保修点検建屋 

 

1.6.2 重大事故等対処施設の火災防護に関する基本方針  

1.6.2.2 火災発生防止 

1.6.2.2.3 落雷、地震等の自然現象による火災発生の防止  

1.6.2.2.3.3 森林火災による火災の発生防止  

屋外の重大事故等対処施設は、「1.10 外部火災防護に関する基本

方針」に基づき評価し、設置した防火帯による防護により、火災発

生防止を講じる設計とする。  
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また、蓄電池（3 系統目）は、「1.10 外部火災防護に関する基本

方針」に基づき設置した防火帯の外に設置するため、「1.10 外部火

災防護に関する基本方針」に基づき評価し、ＦＡＲＳＩＴＥから出

力される最大火線強度により算出される評価上必要とされる防火

帯幅に対し、安全側に余裕を考慮した     の幅を有する防火

帯による防護又は地中トレンチ内に設置することにより、火災発生

防止を講じる設計とする。 

 

1.6.3 特定重大事故等対処施設の火災防護に関する基本方針  

1.6.3.2 火災発生防止 

1.6.3.2.3 落雷、地震等の自然現象による火災発生の防止  

1.6.3.2.3.3 森林火災による火災の発生防止  

特定重大事故等対処施設は、「1.10 外部火災防護に関する基本方

針」に基づき評価し設置した防火帯による防護又は地中トレンチ内

に設置することにより、火災発生防止を講じる設計とする。また、 

に設置する特定重大事故等対処施設は、「1.10 外部火災防

護に関する基本方針」に基づき設置した防火帯の外に設置するため、

「1.10 外部火災防護に関する基本方針」に基づき評価し、ＦＡＲ

ＳＩＴＥから出力される最大火線強度により算出される評価上必

要とされる防火帯幅に対し、安全側に余裕を考慮した     の

幅を有する防火帯による防護により、火災発生防止を講じる設計と

する。 

 

1.10 外部火災防護に関する基本方針  

1.10.1 設計方針 

(1) 外部火災防護施設 

安全施設に対して外部火災の影響を受けた場合において、原子炉の

安全性を確保するため、「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要

度分類に関する審査指針」で規定されているクラス１、クラス２及び

クラス３に該当する構築物、系統及び機器を外部火災防護施設とする。

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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外部火災防護施設を第 1.10.2 表に示す。 

クラス１及びクラス２に関しては、安全機能を有する施設を内包す

る建屋及び屋外施設に対し、必要とされる防火帯を森林との間に設け

ること等により、外部火災による建屋外壁（天井スラブを含む。）及

び屋外施設の温度を許容温度以下とすることで安全施設の安全機能

を損なうことのない設計とする。  

また、クラス３の安全機能を有する安全施設については、屋内に設

置されている施設は建屋により防護することとし、屋外施設について

は、防火帯の内側に設置すること、又は消火活動等により防護するこ

ととし、安全施設の安全機能を損なうことのない設計とする。  

なお、防火帯の外側にあるクラス３施設としては、モニタポスト、

固体廃棄物貯蔵庫、外部遮蔽壁保管庫、蒸気発生器保管庫（３号及び

４号炉共用）及び保修点検建屋がある。火災発生時には、モニタポス

トについては代替設備の確保、固体廃棄物貯蔵庫は固体廃棄物貯蔵庫

の周辺に、防火帯と同じ幅の防火エリア及び飛び火対策として散水設

備を設けることにより防護する設計とする。  

外部遮蔽壁保管庫、蒸気発生器保管庫（３号及び４号炉共用）及び

保修点検建屋は、各施設の周辺に、防火帯と同じ幅の防火エリアを設

ける設計とする。 

 

(2) 森林火災 

c. 必要データ（ＦＡＲＳＩＴＥ入力条件）  

(d) 気象データ 

現地にて起こり得る最も厳しい条件を検討するため、過去 10

年間のデータのうち、福井県で発生した森林火災の実績より、発

生頻度が高い月の気象条件（最多風向、最大風速、最高気温、最

小湿度）の最も厳しい条件を用いる。なお、気象条件を設定する

際には、最寄の舞鶴特別地域気象観測所の気象データに加え、考

慮すべき卓越風向を増やすことにより、より多くの想定発火点を

設定し、保守的な評価をするため、10 年間以上の気象データを



8(3)-1-4 

保有し、発電所から最寄の気象観測所である小浜地域気象観測シ

ステムの気象データを使用する。  

d. 延焼速度及び火線強度の算出  

ホイヘンスの原理に基づく火炎の拡大モデルを用いて延焼速度

や火線強度を算出する。 

e. 火炎到達時間による消火活動  

延焼速度より、発火点から防火帯までの火災到達時間※を算出し、

森林火災が防火帯に到達するまでの間に発電所に常駐している自

衛消防隊による屋外消火栓等を用いた消火活動が可能であり、万が

一の飛び火による火炎の延焼を防止することで安全施設の安全機

能を損なうことのない設計とする。  

なお、防火帯の外側にあるクラス３設備としては、モニタポスト

及び固体廃棄物貯蔵庫がある。火災発生時には、モニタポストにつ

いては代替設備の確保、固体廃棄物貯蔵庫は固体廃棄物貯蔵庫の周

辺に、防火帯と同じ幅の防火エリア及び飛び火対策として散水設備

を設けることにより防護する設計とする。  

※ 火炎が防火帯に到達する時間  

f. 防火帯幅の設定 

ＦＡＲＳＩＴＥから出力される最大火線強度により算出される

評価上必要とされる防火帯幅に対し、安全側に余裕を考慮した

18m 以上の防火帯幅を確保することにより安全施設の安全機能を

損なうことのない設計とする。  

設置する防火帯及び防火エリアを第 1.10.1 図に示す。 

g. 外部火災防護施設の熱影響  

ＦＡＲＳＩＴＥから出力される反応強度から求めた火炎輻射発

散度※1,2 に対し、安全側に余裕を考慮した 1,200kW/m2 に基づき、

防火帯から最も近い位置（40m）にある外部火災防護施設（３号炉

燃料取扱建屋）の建屋（垂直外壁面及び天井スラブから選定した、

火災の輻射に対して最も厳しい箇所）の表面温度を求め、コンクリ

ート許容温度 200℃※3(12)以下とすることで安全施設の安全機能を
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損なうことのない設計とする。  

※1 ＦＡＲＳＩＴＥの保守的な入力データからＦＡＲＳＩＴＥで

評価した火炎輻射発散度  

※2 火炎輻射発散度は反応強度と比例することから反応強度が高

い発火点の火炎輻射発散度を用いて評価する。  

※3 火災時における短期温度上昇を考慮した場合において、コン

クリート圧縮強度が維持される保守的な温度  

h. 外部火災防護施設の危険距離の確保  

ＦＡＲＳＩＴＥから出力される反応強度から求めた火炎輻射発

散度に対し、安全側に余裕を考慮した 1,200kW/m2 に基づき危険距

離※を求め、防火帯外縁（火炎側）から最も近くに位置する外部火

災防護施設（３号炉燃料取扱建屋）までの距離（40m）を危険距離

以上確保することで安全施設の安全機能を損なうことのない設計

とする。 

※ 発電所周囲に設置される防火帯の外縁（火炎側）から外部火災

防護施設の間に必要な離隔距離  

i. 海水ポンプへの熱影響 

ＦＡＲＳＩＴＥから出力される反応強度から求めた火炎輻射発

散度に対し、安全側に余裕を考慮した 1,200kW/m2 に基づき海水ポ

ンプの冷却空気の取込温度を求め、許容温度 65℃※以下とすること

で海水ポンプの安全機能を損なうことのない設計とする。  

※ モータ下部軸受許容温度以下となるために必要な冷却空気の取

込温度 

j. 復水タンクへの熱影響 

ＦＡＲＳＩＴＥから出力される反応強度から求めた火炎輻射発

散度に対し、安全側に余裕を考慮した 1,200kW/m2 に基づきタンク

内の水の温度を求め、許容温度 40℃※以下とすることで復水タンク

の安全機能を損なうことのない設計とする。  

※ 補助給水系統の設計温度 

k. 海水ポンプ、復水タンクの危険距離の確保  
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ＦＡＲＳＩＴＥから出力される反応強度から求めた火炎輻射発

散度に対し、安全側に余裕を考慮した 1,200kW/m2 に基づき危険距

離を求め、発電所周囲に設置する防火帯の外縁（火炎側）からの離

隔距離を危険距離以上確保することにより、安全機能を損なうこと

のない設計とする。 

 

1.12 発電用原子炉設置変更許可申請に係る安全設計の方針  

1.12.21 発電用原子炉設置変更許可申請（2023 年 4 月 25 日申請分）に係る

安全設計の方針 

1.12.21.1 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に

関する規則（平成 25 年 6 月 19 日制定）」に対する適合  
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第六条 外部からの衝撃による損傷の防止  

１ 安全施設（兼用キャスクを除く。）は、想定される自然現象（地震

及び津波を除く。次項において同じ。）が発生した場合においても安

全機能を損なわないものでなければならない。  

 

適合のための設計方針 

第１項について 

(1) 森林火災 

森林火災については、過去 10 年間の気象条件を調査し、発電所から

直線距離で 10km の間に発火点を設定し、ＦＡＲＳＩＴＥを用いて影響

評価を実施し、評価上必要とされる防火帯幅に対し、安全側に余裕を考

慮した 18m 以上の防火帯幅を確保すること等により蒸気発生器保管庫

（３号及び４号炉共用）及び保修点検建屋が安全機能を損なうことのな

い設計とする。 
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第十三条 運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の拡大の防止  

  設計基準対象施設は、次に掲げる要件を満たすものでなければなら

ない。 

 一 運転時の異常な過渡変化時において次に掲げる要件を満たすもの

であること。 

  イ 最小限界熱流束比（燃料被覆材から冷却材への熱伝達が低下し、

燃料被覆材の温度が急上昇し始める時の熱流束（単位時間及び単

位面積当たりの熱量をいう。以下同じ。）と運転時の熱流束との

比の最小値をいう。）又は最小限界出力比（燃料体に沸騰遷移が

発生した時の燃料体の出力と運転時の燃料体の出力との比の最小

値をいう。）が許容限界値以上であること。  

  ロ 燃料被覆材が破損しないものであること。 

  ハ 燃料材のエンタルピーが燃料要素の許容損傷限界を超えないこ

と。 

  ニ 原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力が最高使用圧力の

一・一倍以下となること。 

 二 設計基準事故時において次に掲げる要件を満たすものであるこ

と。 

  イ 炉心の著しい損傷が発生するおそれがないものであり、かつ、

炉心を十分に冷却できるものであること。  

  ロ 燃料材のエンタルピーが炉心及び原子炉冷却材圧力バウンダリ

の健全性を維持するための制限値を超えないこと。  

  ハ 原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力が最高使用圧力の

一・二倍以下となること。 

  ニ 原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力及び原子炉格納容器バ

ウンダリにおける温度が最高使用圧力及び最高使用温度以下とな

ること。 

  ホ 設計基準対象施設が工場等周辺の公衆に放射線障害を及ぼさな

いものであること。 
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適合のための設計方針 

第１項及び第２項について 

設計基準対象施設は固有の安全性及び安全確保のために設計した設備

により安全に運転できることを示すために、運転時の異常な過渡変化及

び設計基準事故に対する解析及び評価を、「発電用軽水型原子炉施設の

安全評価に関する審査指針」（平成2年8月30日原子力安全委員会決定）

及び「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」（昭和57年1月28

日原子力安全委員会決定）等に基づき実施し、要件を満足する設計とす

る。 

具体的には、蒸気発生器取替えを実施しても、要件を満たす設計とす

る。 
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第十七条 原子炉冷却材圧力バウンダリ  

  発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、原子炉冷却材圧

力バウンダリを構成する機器（安全施設に属するものに限る。以下こ

の条において同じ。）を設けなければならない。  

 一 通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に生

ずる衝撃、炉心の反応度の変化による荷重の増加その他の原子炉冷

却材圧力バウンダリを構成する機器に加わる負荷に耐えるものとす

ること。 

 三 通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に瞬

間的破壊が生じないよう、十分な破壊じん性を有するものとするこ

と。 

 

適合のための設計方針 

第１項第１号について 

蒸気発生器の原子炉冷却材圧力バウンダリは、異常な冷却材の漏えい

又は破損の発生する可能性が極めて小さくなるよう材料選定、耐震設計、

加圧防止等の考慮を払った設計とする。 

詳細設計においては、蒸気発生器は、想定される過渡状態条件下にお

いて、十分な強度を有することを解析により確認する。 

 

第１項第３号について 

通常運転時、運転時の異常な過渡変化時、保修時、試験時及び事故時

において原子炉冷却材圧力バウンダリが脆性的挙動を示さず、かつ、急

速な伝播型破断を生じないように、フェライト系鋼材で製作する機器に

対しては、切欠じん性を考慮した材料選択、設計、製作及び運転に留意

するものとする。 

蒸気発生器水室及び管板は、脆性破壊防止の観点から最低使用温度を

確認し、適切な温度で使用するものとする。 
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第二十七条 放射性廃棄物の処理施設 

  工場等には、次に掲げるところにより、通常運転時において放射性

廃棄物（実用炉規則第二条第二項第二号に規定する放射性廃棄物をい

う。以下同じ。）を処理する施設（安全施設に係るものに限る。以下

この条において同じ。）を設けなければならない。  

 一 周辺監視区域の外の空気中及び周辺監視区域の境界における水中

の放射性物質の濃度を十分に低減できるよう、発電用原子炉施設に

おいて発生する放射性廃棄物を処理する能力を有するものとするこ

と。 

 

適合のための設計方針 

第１項第１号について 

気体廃棄物処理設備の設計に際しては、原子力発電所の運転に伴い周辺

環境に放出する放射性気体廃棄物による発電所周辺の一般公衆の受ける

線量が「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針」（昭和

50 年 5 月 13 日原子力安全委員会決定）において定める線量目標値（50

マイクロシーベルト／年）を達成できるように、周辺監視区域の外の空気

中の放射性物質の濃度を十分に低減できる設計とする。  

具体的には、蒸気発生器取替え及び保修点検建屋設置を実施しても、周

辺公衆の実効線量の評価値が線量目標値を下回る設計とする。  
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第二十八条 放射性廃棄物の貯蔵施設 

  工場等には、次に掲げるところにより、発電用原子炉施設において

発生する放射性廃棄物を貯蔵する施設（安全施設に係るものに限る。）

を設けなければならない。 

 一 放射性廃棄物が漏えいし難いものとすること。  

 二 固体状の放射性廃棄物を貯蔵する設備を設けるものにあっては、

放射性廃棄物による汚染が広がらないものとすること。  

 

適合のための設計方針 

第１項第１号及び第２号について 

放射性廃棄物を貯蔵する施設は、放射性廃棄物が漏えいし難い設計とす

るとともに、固体状の放射性物質を貯蔵する設備を設けるものにあって

は、放射性廃棄物による汚染が広がらない設計とする。  

具体的には、蒸気発生器保管庫（３号及び４号炉共用）は、地上式鉄筋

コンクリート造の独立した建屋により放射性廃棄物が漏えいし難いもの

とし、シールプレート等にて管台部を封入した蒸気発生器や容器等に封

入した固体状の放射性廃棄物を貯蔵することにより放射性物質による汚

染が広がらないものとした設計とする。 
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第二十九条 工場等周辺における直接線等からの防護 

  設計基準対象施設は、通常運転時において発電用原子炉施設からの

直接線及びスカイシャイン線による工場等周辺の空間線量率が十分に

低減できるものでなければならない。  

 

適合のための設計方針 

通常運転時において原子炉施設からの直接線及びスカイシャイン線に

よる敷地周辺の空間線量率が、十分に低減（空気カーマで 1 年間当たり

50 マイクログレイ以下となるように）できる設計とする。  

具体的には、蒸気発生器保管庫（３号及び４号炉共用）及び保修点検

建屋を設置しても、直接線及びスカイシャイン線による敷地周辺の空間

線量率が、空気カーマで 1 年間当たり 50 マイクログレイ以下とできる

設計とする。 
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第三十七条 重大事故等の拡大の防止等  

４ 発電用原子炉施設は、重大事故に至るおそれがある事故が発生した場

合において、運転停止中における発電用原子炉内の燃料体（以下「運

転停止中原子炉内燃料体」という。）の著しい損傷を防止するために

必要な措置を講じたものでなければならない。  

 

適合のための設計方針 

第４項について 

蒸気発生器については、重大事故に至るおそれがある事故が発生した

場合において、想定した運転停止中事故シーケンスグループに対して、

運転停止中における原子炉内の燃料体の著しい損傷を防止するために必

要な措置を講じる設計とする。 
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第 1.10.2 表 外部火災防護施設 

1. 火災に対する直接的な影響を受ける施設  

防護対象 外部火災防護施設 

安全機能の重要度分類 

クラス１及びクラス２に 

属する施設を内包する建屋 

・外部しゃへい建屋 

・外周建屋 

・燃料取扱建屋 

・原子炉補助建屋 

・中間建屋 

・ディーゼル発電機建屋  

・燃料取替用水タンク建屋  

※消火活動による防護手段を期待しない条

件のもと、火元からの離隔距離で防護  

安全機能の重要度分類 

クラス１及びクラス２に 

属する屋外施設 

・海水ポンプ 

・復水タンク 

※消火活動による防護手段を期待しない条

件のもと、火元からの離隔距離で防護  

安全機能の重要度分類 

クラス３に属する施設 

・タービン建屋 

・特高開閉所 

・固体廃棄物貯蔵庫 

・蒸気発生器保管庫（３号及び４号炉共用） 

・保修点検建屋 

・モニタポスト他 

※屋内に設置されている施設については、

建屋により防護することとし、屋外施設

については、防火帯・防火エリアの内側に

設置すること又は消火活動等により防護  
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第 1.10.1 図 防火帯及び防火エリア設置図  
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2. プラント配置 

2.3 主要設備 

(19) 蒸気発生器保管庫（３号及び４号炉共用）  

(20) 保修点検建屋（１号、２号、３号及び４号炉共用）  

（(1)～(18)は変更前の記載に同じ。）  

 

2.4 全体配置 

第 2.4.1 図及び第 2.4.2 図を変更する。第 2.4.1 図及び第 2.4.2 図以外は

変更前の「2.4 全体配置」の記載に同じ。 

 

2.5 建物及び構造物 

2.5.8 蒸気発生器保管庫 

蒸気発生器保管庫（１号、２号、３号及び４号炉共用、既設）及び蒸気

発生器保管庫（３号及び４号炉共用）の主要構造は、鉄筋コンクリート造

で、地上 1 階の建屋である。  

 

2.5.20 保修点検建屋（１号、２号、３号及び４号炉共用）  

保修点検建屋を１号、２号、３号及び４号炉共用で設置する。  

 

 

2.6 特定重大事故等対処施設に関するプラント配置  

2.6.2 全体配置 

第 2.6.1 図及び第 2.6.2 図を変更する。第 2.6.1 図及び第 2.6.2 図以外

は変更前の「2.6.2 全体配置」の記載に同じ。 
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第 2.4.1 図 発電所敷地付近地図 
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第 2.6.1 図 発電所敷地付近地図（特定重大事故等対処施設を含む。）  

  

 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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5. 原子炉冷却系統施設 

5.1 １次冷却設備 

5.1.1 通常運転時等 

5.1.1.4 主要設備の仕様 

第 5.1.1.4.3 表を変更する。第 5.1.1.4.3 表以外は変更前の「5.1.1.4 

主要設備の仕様」の記載に同じ。  

5.1.1.5 主要設備 

5.1.1.5.2 蒸気発生器 

各１次冷却材回路には、たて置Ｕ字管式熱交換器型蒸気発生器を 1

基ずつ設け、タービンを全出力運転するのに必要な蒸気流量の約 1/3

ずつを供給する。 

蒸気発生器の構造を第 5.1.1.5.3 図及び第 5.1.1.5.4 図に示す。 

１次冷却材は、１次冷却材入口管台から蒸気発生器下部の入口水室

に入り、伝熱管（Ｕ字管）を経て出口水室に至り、１次冷却材出口管

台から出る。出入口両水室は仕切板で分離する。  

蒸気発生器２次側への給水は、伝熱管上端のすぐ上の位置から給水

管を通じて行い、給水は伝熱管外筒と胴の間の円環水路を再循環水と

混合しながら下降した後、方向を変えて伝熱管束の間を上昇しながら

１次冷却材との熱交換により加熱され、一部が蒸気となる。  

次に、上昇する蒸気と水の混合物は、気水分離器に入り、スワール

ベーンを通過して蒸気と飽和水に分離され、飽和水は再び給水ととも

に下方に向かって循環する。蒸気は、湿分分離器により通常の負荷で

湿分 0.25wt%以下の蒸気となる。湿分分離器を出た蒸気は、蒸気出口

管台部に設けられたフローリストリクタを通り、タービンへ供給され

る。フローリストリクタは、主蒸気流量検出のための差圧取出しを目

的とするが、さらに主蒸気管破断事故時には蒸気流出を抑制する。  

蒸気発生器伝熱管は、全出力運転時において必要な熱伝達能力を持

った設計とし、また寿命期間中の伝熱管の汚れに対しても余裕のある

設計としている。 

蒸気発生器伝熱管は、Ｕ字形細管であり、管板に取り付け、シール
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溶接する。 

伝熱管の振止め金具は、局部的な集中力を与えないように伝熱管と

の接触に際して線接触となるように設計し、伝熱管に直接溶接しない

構造とする。 

蒸気発生器本体は、低合金鋼製で、１次冷却材と接する内面はステ

ンレス鋼、管板はニッケル・クロム・鉄合金で肉盛りする。伝熱管に

は、耐食性等に優れているニッケル・クロム・鉄合金を用いる。  

蒸気発生器２次側の水質管理は、腐食抑制のため溶存酸素、塩素等

の含有量の制限及び pH 調整を行う。 

また、蒸気発生器２次側の水質管理を行うために、管板上部にある

2 個のブローダウンノズルから必要に応じて連続又は間欠的にブロ

ーし、ブロー水はブローダウン設備へ導く。  

蒸気発生器のブローダウン配管に蒸気発生器ブローダウン水モニ

タ、復水器真空ポンプ排気ラインに復水器空気抽出器ガスモニタ及び

各主蒸気管に高感度型主蒸気管モニタを設け、中央制御室において伝

熱管からの１次冷却材の漏えいを早期に検知する。  

 

5.1.1.5.7 支持構造物 

(2) 蒸気発生器 

第 5.1.1.5.11 図を変更する。第 5.1.1.5.11 図以外は変更前の「(2) 

蒸気発生器」の記載に同じ。  

 

5.1.1.6 試験検査 

5.1.1.6.2 蒸気発生器 

第 5.1.1.6.2 表を変更する。第 5.1.1.6.2 表以外は変更前の「5.1.1.6.2 

蒸気発生器」の記載に同じ。 

 

5.1.2 重大事故等時 

5.1.2.3 主要設備及び仕様 

第 5.1.1 表を変更する。第 5.1.1 表以外は変更前の「5.1.2.3 主要設
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備及び仕様」の記載に同じ。 

 

5.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設

備 

5.4.3 主要設備及び仕様 

第 5.4.1 表を変更する。第 5.4.1 表以外は変更前の「5.4.3 主要設備及

び仕様」の記載に同じ。 

 

5.5 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備  

5.5.3 主要設備及び仕様 

第 5.5.1 表を変更する。第 5.5.1 表以外は変更前の「5.5.3 主要設備及

び仕様」の記載に同じ。 

 

5.6 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設

備 

5.6.3 主要設備及び仕様 

第 5.6.1 表を変更する。第 5.6.1 表以外は変更前の「5.6.3 主要設備及

び仕様」の記載に同じ。 

 

5.10 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備  

5.10.3 主要設備及び仕様 

第 5.10.1 表を変更する。第 5.10.1 表以外は変更前の「5.10.3 主要設

備及び仕様」の記載に同じ。 
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第 5.1.1 表 1 次冷却設備（重大事故等時）の設備仕様  

 

(1) 蒸気発生器 

兼用する設備は以下のとおり。  

・１次冷却設備（通常運転時等）  

・緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備  

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するた

めの設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備  

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するた

めの設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備  

・１次冷却設備（重大事故等時） 

 （３号炉） 

    型      式   たて置 U 字管式熱交換器型 

    基      数   3 

    胴側最高使用圧力   7.48MPa[gage] 

    管側最高使用圧力   17.16MPa[gage] 

    １次冷却材流量    約 15.2×103t/h（1 基当たり） 

    主蒸気運転圧力（定格出力時） 約 5.34MPa[gage] 

    主蒸気運転温度（定格出力時） 約 269℃ 

    蒸気発生量（定格出力時）  約 1.74×103t/h（1 基当たり） 

    出 口 蒸 気 湿 分   0.25wt%以下 

    伝 熱 面 積  

（Ａ号機）  約 5,060 m2 

（Ｂ号機）  約 5,060 m2 

（Ｃ号機）  約 5,060 m2 

    伝 熱 管 本 数  

（Ａ号機）  3,386 本 

（Ｂ号機）  3,386 本 
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（Ｃ号機）  3,386 本 

    伝 熱 管 外 径   約 22.2mm 

    伝 熱 管 厚 さ   約 1.3mm 

    胴部外径（上部）  約 4.5m 

    胴部外径（下部）  約 3.5m 

    全 高  約 21m 

    材 料 

本   体  低合金鋼及び低合金鍛鋼 

伝 熱 管  ニッケル・クロム・鉄合金 

管板肉盛り  ニッケル・クロム・鉄合金 

水室肉盛り  ステンレス鋼 

 

 （４号炉） 

    型      式   たて置 U 字管式熱交換器型 

    基      数   3 

    胴側最高使用圧力   7.48MPa[gage] 

    管側最高使用圧力   17.16MPa[gage] 

    １次冷却材流量    約 15.2×103t/h（1 基当たり） 

    主蒸気運転圧力（定格出力時） 約 5.34MPa[gage] 

    主蒸気運転温度（定格出力時） 約 269℃ 

    蒸気発生量（定格出力時）  約 1.74×103t/h（1 基当たり） 

    出 口 蒸 気 湿 分   0.25wt%以下 

    伝 熱 面 積  

（Ａ号機）  約 5,060 m2 

（Ｂ号機）  約 5,060 m2 

（Ｃ号機）  約 5,060 m2 

    伝 熱 管 本 数  

（Ａ号機）  3,386 本 

（Ｂ号機）  3,386 本 

（Ｃ号機）  3,386 本 
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    伝 熱 管 外 径   約 22.2mm 

    伝 熱 管 厚 さ   約 1.3mm 

    胴部外径（上部）  約 4.5m 

    胴部外径（下部）  約 3.5m 

    全 高  約 21m 

    材 料 

本   体  低合金鋼及び低合金鍛鋼 

伝 熱 管  ニッケル・クロム・鉄合金 

管板肉盛り  ニッケル・クロム・鉄合金 

水室肉盛り  ステンレス鋼 

 

（(2)～(6)は変更前の記載に同じ。）  
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第 5.1.1.4.3 表 蒸気発生器の設備仕様 

 （３号炉） 

    型      式   たて置 U 字管式熱交換器型 

    基      数   3 

    胴側最高使用圧力   7.48MPa[gage] 

    管側最高使用圧力   17.16MPa[gage] 

    １次冷却材流量    約 15.2×103t/h（1 基当たり） 

    主蒸気運転圧力（定格出力時） 約 5.34MPa[gage] 

    主蒸気運転温度（定格出力時） 約 269℃ 

    蒸気発生量（定格出力時）  約 1.74×103t/h（1 基当たり） 

    出 口 蒸 気 湿 分   0.25wt%以下 

    伝 熱 面 積  

（Ａ号機）  約 5,060 m2 

（Ｂ号機）  約 5,060 m2 

（Ｃ号機）  約 5,060 m2 

    伝 熱 管 本 数  

（Ａ号機）  3,386 本 

（Ｂ号機）  3,386 本 

（Ｃ号機）  3,386 本 

    伝 熱 管 外 径   約 22.2mm 

    伝 熱 管 厚 さ   約 1.3mm 

    胴部外径（上部）  約 4.5m 

    胴部外径（下部）  約 3.5m 

    全 高  約 21m 

    材 料 

本   体  低合金鋼及び低合金鍛鋼 

伝 熱 管  ニッケル・クロム・鉄合金 

管板肉盛り  ニッケル・クロム・鉄合金 

水室肉盛り  ステンレス鋼 
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 （４号炉） 

    型      式   たて置 U 字管式熱交換器型 

    基      数   3 

    胴側最高使用圧力   7.48MPa[gage] 

    管側最高使用圧力   17.16MPa[gage] 

    １次冷却材流量    約 15.2×103t/h（1 基当たり） 

    主蒸気運転圧力（定格出力時） 約 5.34MPa[gage] 

    主蒸気運転温度（定格出力時） 約 269℃ 

    蒸気発生量（定格出力時）  約 1.74×103t/h（1 基当たり） 

    出 口 蒸 気 湿 分   0.25wt%以下 

    伝 熱 面 積  

（Ａ号機）  約 5,060 m2 

（Ｂ号機）  約 5,060 m2 

（Ｃ号機）  約 5,060 m2 

    伝 熱 管 本 数  

（Ａ号機）  3,386 本 

（Ｂ号機）  3,386 本 

（Ｃ号機）  3,386 本 

    伝 熱 管 外 径   約 22.2mm 

    伝 熱 管 厚 さ   約 1.3mm 

    胴部外径（上部）  約 4.5m 

    胴部外径（下部）  約 3.5m 

    全 高  約 21m 

    材 料 

本   体  低合金鋼及び低合金鍛鋼 

伝 熱 管  ニッケル・クロム・鉄合金 

管板肉盛り  ニッケル・クロム・鉄合金 

水室肉盛り  ステンレス鋼 
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第 5.1.1.6.2 表 蒸気発生器の製作中の主要な非破壊試験  

 

 ＲＴ  ＵＴ  ＰＴ  ＭＴ  ＥＣＴ  

管 

板 

管 板   ○  ○  

１ 次 側 肉 盛 部   ○ ○   

水 

室 

水 室 鏡 板  ○   ○  

水 室 内 面 肉 盛 部   ○ ○   

二 次 側 胴 、 鏡   ○  ○  

伝 熱 管   ○   ○ 

ノ ズ ル   ○  ○  

溶

接

部

 
 

 
 

 
 

 
 

 

胴 溶 接 部  ○   ○  

肉 盛 部 （ 水 室 、 管 板 ）   ○ ○   

ノズルと胴又は鏡の溶接部  ○   ○  

支 持 ブ ラ ケ ッ ト 取 付 部     ○  

伝 熱 管 と 管 板 の 溶 接 部    ○   

ノ ズ ル 肉 盛 部   ○ ○   

水圧テスト後炭素鋼溶接部     ○  

水圧テスト後非炭素鋼溶接部    ○   

ＲＴ 放射線透過試験         

ＵＴ 超音波探傷試験         

ＰＴ  液体浸透探傷試験  

ＭＴ  磁 粉 探 傷 試 験         

ＥＣＴ（Eddy Current Test） 渦電流探傷試験          
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第 5.4.1 表 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するた

めの設備（常設）の設備仕様  

 

(9) 蒸気発生器 

兼用する設備は以下のとおり。  

・１次冷却設備（通常運転時等）  

・緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備  

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するた

めの設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備  

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するた

めの設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備  

・１次冷却設備（重大事故等時）  

 （３号炉） 

    型      式   たて置 U 字管式熱交換器型 

    基      数   3 

    胴側最高使用圧力   7.48MPa[gage] 

    管側最高使用圧力   17.16MPa[gage] 

    １次冷却材流量    約 15.2×103t/h（1 基当たり） 

    主蒸気運転圧力（定格出力時） 約 5.34MPa[gage] 

    主蒸気運転温度（定格出力時） 約 269℃ 

    蒸気発生量（定格出力時）  約 1.74×103t/h（1 基当たり） 

    出 口 蒸 気 湿 分   0.25wt%以下 

    伝 熱 面 積  

（Ａ号機）  約 5,060 m2 

（Ｂ号機）  約 5,060 m2 

（Ｃ号機）  約 5,060 m2 

    伝 熱 管 本 数  
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（Ａ号機）  3,386 本 

（Ｂ号機）  3,386 本 

（Ｃ号機）  3,386 本 

    伝 熱 管 外 径   約 22.2mm 

    伝 熱 管 厚 さ   約 1.3mm 

    胴部外径（上部）  約 4.5m 

    胴部外径（下部）  約 3.5m 

    全 高  約 21m 

    材 料 

本   体  低合金鋼及び低合金鍛鋼 

伝 熱 管  ニッケル・クロム・鉄合金 

管板肉盛り  ニッケル・クロム・鉄合金 

水室肉盛り  ステンレス鋼 

 

 （４号炉） 

    型      式   たて置 U 字管式熱交換器型 

    基      数   3 

    胴側最高使用圧力   7.48MPa[gage] 

    管側最高使用圧力   17.16MPa[gage] 

    １次冷却材流量    約 15.2×103t/h（1 基当たり） 

    主蒸気運転圧力（定格出力時） 約 5.34MPa[gage] 

    主蒸気運転温度（定格出力時） 約 269℃ 

    蒸気発生量（定格出力時）  約 1.74×103t/h（1 基当たり） 

    出 口 蒸 気 湿 分   0.25wt%以下 

    伝 熱 面 積  

（Ａ号機）  約 5,060 m2 

（Ｂ号機）  約 5,060 m2 

（Ｃ号機）  約 5,060 m2 

    伝 熱 管 本 数  

（Ａ号機）  3,386 本 
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（Ｂ号機）  3,386 本 

（Ｃ号機）  3,386 本 

    伝 熱 管 外 径   約 22.2mm 

    伝 熱 管 厚 さ   約 1.3mm 

    胴部外径（上部）  約 4.5m 

    胴部外径（下部）  約 3.5m 

    全 高  約 21m 

    材 料 

本   体  低合金鋼及び低合金鍛鋼 

伝 熱 管  ニッケル・クロム・鉄合金 

管板肉盛り  ニッケル・クロム・鉄合金 

水室肉盛り  ステンレス鋼 

 

（(1)～(8)及び(10)～(17)は変更前の記載に同じ。） 
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第 5.5.1 表 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備（常設）の設

備仕様 

 

(8) 蒸気発生器 

兼用する設備は以下のとおり。  

・１次冷却設備（通常運転時等）  

・緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備  

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するた

めの設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備  

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するた

めの設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備  

・１次冷却設備（重大事故等時）  

 （３号炉） 

    型      式   たて置 U 字管式熱交換器型 

    基      数   3 

    胴側最高使用圧力   7.48MPa[gage] 

    管側最高使用圧力   17.16MPa[gage] 

    １次冷却材流量    約 15.2×103t/h（1 基当たり） 

    主蒸気運転圧力（定格出力時） 約 5.34MPa[gage] 

    主蒸気運転温度（定格出力時） 約 269℃ 

    蒸気発生量（定格出力時）  約 1.74×103t/h（1 基当たり） 

    出 口 蒸 気 湿 分   0.25wt%以下 

    伝 熱 面 積  

（Ａ号機）  約 5,060 m2 

（Ｂ号機）  約 5,060 m2 

（Ｃ号機）  約 5,060 m2 

    伝 熱 管 本 数  

（Ａ号機）  3,386 本 
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（Ｂ号機）  3,386 本 

（Ｃ号機）  3,386 本 

    伝 熱 管 外 径   約 22.2mm 

    伝 熱 管 厚 さ   約 1.3mm 

    胴部外径（上部）  約 4.5m 

    胴部外径（下部）  約 3.5m 

    全 高  約 21m 

    材 料 

本   体  低合金鋼及び低合金鍛鋼 

伝 熱 管  ニッケル・クロム・鉄合金 

管板肉盛り  ニッケル・クロム・鉄合金 

水室肉盛り  ステンレス鋼 

 

 （４号炉） 

    型      式   たて置 U 字管式熱交換器型 

    基      数   3 

    胴側最高使用圧力   7.48MPa[gage] 

    管側最高使用圧力   17.16MPa[gage] 

    １次冷却材流量    約 15.2×103t/h（1 基当たり） 

    主蒸気運転圧力（定格出力時） 約 5.34MPa[gage] 

    主蒸気運転温度（定格出力時） 約 269℃ 

    蒸気発生量（定格出力時）  約 1.74×103t/h（1 基当たり） 

    出 口 蒸 気 湿 分   0.25wt%以下 

    伝 熱 面 積  

（Ａ号機）  約 5,060 m2 

（Ｂ号機）  約 5,060 m2 

（Ｃ号機）  約 5,060 m2 

    伝 熱 管 本 数  

（Ａ号機）  3,386 本 

（Ｂ号機）  3,386 本 
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（Ｃ号機）  3,386 本 

    伝 熱 管 外 径   約 22.2mm 

    伝 熱 管 厚 さ   約 1.3mm 

    胴部外径（上部）  約 4.5m 

    胴部外径（下部）  約 3.5m 

    全 高  約 21m 

    材 料 

本   体  低合金鋼及び低合金鍛鋼 

伝 熱 管  ニッケル・クロム・鉄合金 

管板肉盛り  ニッケル・クロム・鉄合金 

水室肉盛り  ステンレス鋼 

 

（(1)～(7)及び(9)～(18)は変更前の記載に同じ。） 
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第 5.6.1 表 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却する

ための設備（常設）の設備仕様  

 

(20) 蒸気発生器 

兼用する設備は以下のとおり。  

・１次冷却設備（通常運転時等）  

・緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備  

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するた

めの設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備  

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するた

めの設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備  

・１次冷却設備（重大事故等時）  

 

 （３号炉）   

    型      式   たて置 U 字管式熱交換器型 

    基      数   3 

    胴側最高使用圧力   7.48MPa[gage] 

    管側最高使用圧力   17.16MPa[gage] 

    １次冷却材流量    約 15.2×103t/h（1 基当たり） 

    主蒸気運転圧力（定格出力時） 約 5.34MPa[gage] 

    主蒸気運転温度（定格出力時） 約 269℃ 

    蒸気発生量（定格出力時）  約 1.74×103t/h（1 基当たり） 

    出 口 蒸 気 湿 分   0.25wt%以下 

    伝 熱 面 積  

（Ａ号機）  約 5,060 m2 

（Ｂ号機）  約 5,060 m2 

（Ｃ号機）  約 5,060 m2 

    伝 熱 管 本 数 
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（Ａ号機）  3,386 本 

（Ｂ号機）  3,386 本 

（Ｃ号機）  3,386 本 

    伝 熱 管 外 径   約 22.2mm 

    伝 熱 管 厚 さ   約 1.3mm 

    胴部外径（上部）  約 4.5m 

    胴部外径（下部）  約 3.5m 

    全 高  約 21m 

    材 料 

本   体  低合金鋼及び低合金鍛鋼 

伝 熱 管  ニッケル・クロム・鉄合金 

管板肉盛り  ニッケル・クロム・鉄合金 

水室肉盛り  ステンレス鋼 

 

 （４号炉） 

    型      式   たて置 U 字管式熱交換器型 

    基      数   3 

    胴側最高使用圧力   7.48MPa[gage] 

    管側最高使用圧力   17.16MPa[gage] 

    １次冷却材流量    約 15.2×103t/h（1 基当たり） 

    主蒸気運転圧力（定格出力時） 約 5.34MPa[gage] 

    主蒸気運転温度（定格出力時） 約 269℃ 

    蒸気発生量（定格出力時）  約 1.74×103t/h（1 基当たり） 

    出 口 蒸 気 湿 分   0.25wt%以下 

    伝 熱 面 積  

（Ａ号機）  約 5,060 m2 

（Ｂ号機）  約 5,060 m2 

（Ｃ号機）  約 5,060 m2 

    伝 熱 管 本 数  

（Ａ号機）  3,386 本 
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（Ｂ号機）  3,386 本 

（Ｃ号機）  3,386 本 

    伝 熱 管 外 径   約 22.2mm 

    伝 熱 管 厚 さ   約 1.3mm 

    胴部外径（上部）  約 4.5m 

    胴部外径（下部）  約 3.5m 

    全 高  約 21m 

    材 料 

本   体  低合金鋼及び低合金鍛鋼 

伝 熱 管  ニッケル・クロム・鉄合金 

管板肉盛り  ニッケル・クロム・鉄合金 

水室肉盛り  ステンレス鋼 

 

（(1)～(19)及び(21)～(25)は変更前の記載に同じ。） 
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第 5.10.1 表 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備（常設）の設備仕

様 

  

(5) 蒸気発生器 

兼用する設備は以下のとおり。  

・１次冷却設備（通常運転時等）  

・緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備  

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するた

めの設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備  

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するた

めの設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備  

・１次冷却設備（重大事故等時）  

 （３号炉）  

    型      式   たて置 U 字管式熱交換器型 

    基      数   3 

    胴側最高使用圧力   7.48MPa[gage] 

    管側最高使用圧力   17.16MPa[gage] 

    １次冷却材流量    約 15.2×103t/h（1 基当たり） 

    主蒸気運転圧力（定格出力時） 約 5.34MPa[gage] 

    主蒸気運転温度（定格出力時） 約 269℃ 

    蒸気発生量（定格出力時）  約 1.74×103t/h（1 基当たり） 

    出 口 蒸 気 湿 分   0.25wt%以下 

    伝 熱 面 積 

（Ａ号機）  約 5,060 m2 

（Ｂ号機）  約 5,060 m2 

（Ｃ号機）  約 5,060 m2 

    伝 熱 管 本 数  

（Ａ号機）  3,386 本 
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（Ｂ号機）  3,386 本 

（Ｃ号機）  3,386 本 

    伝 熱 管 外 径   約 22.2mm 

    伝 熱 管 厚 さ   約 1.3mm 

    胴部外径（上部）  約 4.5m 

    胴部外径（下部）  約 3.5m 

    全 高  約 21m 

    材 料 

本   体  低合金鋼及び低合金鍛鋼 

伝 熱 管  ニッケル・クロム・鉄合金 

管板肉盛り  ニッケル・クロム・鉄合金 

水室肉盛り  ステンレス鋼 

 

 （４号炉） 

    型      式   たて置 U 字管式熱交換器型 

    基      数   3 

    胴側最高使用圧力   7.48MPa[gage] 

    管側最高使用圧力   17.16MPa[gage] 

    １次冷却材流量    約 15.2×103t/h（1 基当たり） 

    主蒸気運転圧力（定格出力時） 約 5.34MPa[gage] 

    主蒸気運転温度（定格出力時） 約 269℃ 

    蒸気発生量（定格出力時）  約 1.74×103t/h（1 基当たり） 

    出 口 蒸 気 湿 分   0.25wt%以下 

    伝 熱 面 積  

（Ａ号機）  約 5,060 m2 

（Ｂ号機）  約 5,060 m2 

（Ｃ号機）  約 5,060 m2 

    伝 熱 管 本 数  

（Ａ号機）  3,386 本 

（Ｂ号機）  3,386 本 
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（Ｃ号機）  3,386 本 

    伝 熱 管 外 径   約 22.2mm 

    伝 熱 管 厚 さ   約 1.3mm 

    胴部外径（上部）  約 4.5m 

    胴部外径（下部）  約 3.5m 

    全 高  約 21m 

    材 料 

本   体  低合金鋼及び低合金鍛鋼 

伝 熱 管  ニッケル・クロム・鉄合金 

管板肉盛り  ニッケル・クロム・鉄合金 

水室肉盛り  ステンレス鋼 

 

（(1)～(4)及び(6)～(11)は変更前の記載に同じ。） 
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第 5.1.1.5.3 図 蒸気発生器構造図  
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第 5.1.1.5.4 図 蒸気発生器伝熱管振止め金具取付説明図  
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第 5.1.1.5.11 図 蒸気発生器支持構造図 
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6. 計測制御系統施設 

6.8 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備  

6.8.3 主要設備及び仕様 

第 6.8.1 表を変更する。第 6.8.1 表以外は変更前の「6.8.3 主要設備及

び仕様」の記載に同じ。 
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第 6.8.1 表 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための  

設備（常設）の設備仕様  

 

(13) 蒸気発生器 

兼用する設備は以下のとおり。  

・１次冷却設備（通常運転時等）  

・緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備  

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却する

ための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備  

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却する

ための設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備  

・１次冷却設備（重大事故等時）  

 （３号炉） 

    型      式   たて置 U 字管式熱交換器型 

    基      数   3 

    胴側最高使用圧力   7.48MPa[gage] 

    管側最高使用圧力   17.16MPa[gage] 

    １次冷却材流量   約 15.2×103t/h（1 基当たり） 

    主蒸気運転圧力（定格出力時） 約 5.34MPa[gage] 

    主蒸気運転温度（定格出力時） 約 269℃ 

    蒸気発生量（定格出力時）  約 1.74×103t/h（1 基当たり） 

    出 口 蒸 気 湿 分   0.25wt%以下 

    伝 熱 面 積  

（Ａ号機）  約 5,060 m2 

（Ｂ号機）  約 5,060 m2 

（Ｃ号機）  約 5,060 m2 

    伝 熱 管 本 数  

（Ａ号機）  3,386 本 
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（Ｂ号機）  3,386 本 

（Ｃ号機）  3,386 本 

    伝 熱 管 外 径   約 22.2mm 

    伝 熱 管 厚 さ   約 1.3mm 

    胴部外径（上部）  約 4.5m 

    胴部外径（下部）  約 3.5m 

    全 高  約 21m 

    材 料 

本   体  低合金鋼及び低合金鍛鋼 

伝 熱 管  ニッケル・クロム・鉄合金 

管板肉盛り  ニッケル・クロム・鉄合金 

水室肉盛り  ステンレス鋼 

 

（４号炉） 

    型      式   たて置 U 字管式熱交換器型 

    基      数   3 

    胴側最高使用圧力   7.48MPa[gage] 

    管側最高使用圧力   17.16MPa[gage] 

    １次冷却材流量    約 15.2×103t/h（1 基当たり） 

    主蒸気運転圧力（定格出力時） 約 5.34MPa[gage] 

    主蒸気運転温度（定格出力時） 約 269℃ 

    蒸気発生量（定格出力時）  約 1.74×103t/h（1 基当たり） 

    出 口 蒸 気 湿 分   0.25wt%以下 

    伝 熱 面 積  

（Ａ号機）  約 5,060 m2 

（Ｂ号機）  約 5,060 m2 

（Ｃ号機）  約 5,060 m2 

    伝 熱 管 本 数  

（Ａ号機）  3,386 本 

（Ｂ号機）  3,386 本 
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（Ｃ号機）  3,386 本 

    伝 熱 管 外 径   約 22.2mm 

    伝 熱 管 厚 さ   約 1.3mm 

    胴部外径（上部）  約 4.5m 

    胴部外径（下部）  約 3.5m 

    全 高  約 21m 

    材 料 

本   体  低合金鋼及び低合金鍛鋼 

伝 熱 管  ニッケル・クロム・鉄合金 

管板肉盛り  ニッケル・クロム・鉄合金 

水室肉盛り  ステンレス鋼 

 

（(1)～(12) 及び(14)～(22)は変更前の記載に同じ。） 
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7. 放射性廃棄物の廃棄施設 

7.1 概要 

第 7.1.1 図を変更する。第 7.1.1 図以外は変更前の「7.1 概要」の記載に

同じ。 

 

7.3 液体廃棄物処理設備 

7.3.1 概要 

液体廃棄物処理設備は、液体廃棄物の性状により、ほう酸回収系、良水

質廃液処理系、低水質廃液処理系及び洗浄排水処理系の４つの処理系に

大別される。 

これらの液体廃棄物処理設備は、下記の機能を有する。  

(1) ほう酸回収系は、冷却材貯蔵タンクに回収、貯留される１次冷却設

備からの抽出１次冷却材、原子炉格納容器内１次冷却材ドレン及び原

子炉補助建屋内１次冷却材ドレンを処理する。  

(2) 良水質廃液処理系は、良水質廃液貯蔵タンクに回収、貯留される大

気に接触した１次冷却材ドレンを処理する。  

(3) 低水質廃液処理系は、低水質廃液貯蔵タンクに回収、貯留される１

次冷却材以外の機器ドレン、床ドレン、強酸以外の薬品ドレン、保修

点検建屋ドレン等を処理する。なお、保修点検建屋ドレンは、保修点

検建屋廃液モニタタンクより、補助建屋サンプタンク（３号炉及び４

号炉）に運搬する。 

(4) 洗浄排水処理系は、洗浄排水タンクに集められる洗たく排水、手洗

排水及びシャワ排水を処理する。  

以上の主要な処理系の他に、酸液ドレン処理系があり、薬品ドレン

のうち強酸のみを処理する。 

 

7.3.3 主要設備の仕様 

第 7.3.1 表を変更する。第 7.3.1 表以外は変更前の「7.3.3 主要設備

の仕様」の記載に同じ。 
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7.3.4 主要設備 

(22) 保修点検建屋サンプタンク 

保修点検建屋サンプタンク（１号、２号、３号及び４号炉共用）は、

保修点検建屋内で発生する排水を集める。本タンク水は、保修点検建

屋廃液モニタタンクに送り、処理する。保修点検建屋サンプタンクの

容量は約 2.5m3×1 基とする。なお、予想発生量は約 55m3/y である。 

(23) 保修点検建屋廃液モニタタンク 

保修点検建屋廃液モニタタンク（１号、２号、３号及び４号炉共用）

は、保修点検建屋サンプタンク水を貯留する。本タンク水は、廃液移

送容器により補助建屋サンプタンク（３号炉及び４号炉）に運搬し、

処理する。保修点検建屋廃液モニタタンクの容量は約 5m3×1 基とす

る。なお、予想発生量は約 55m3/y である。 

 

7.4 固体廃棄物処理設備 

7.4.2 設計方針 

固体廃棄物処理設備の設計に際しては、放射線業務従事者の受ける線

量を合理的に達成できる限り低減できるように、次のような処理、貯蔵

保管等を行うことができる設計とする。  

(1) 濃縮廃液は、遮蔽装置、遠隔操作等により、アスファルト固化装置

にてアスファルトと混合し、ドラム詰めできる設計とする。また、酸

液ドレンは、セメント固化装置にてドラム缶内でセメントに混入し、

固化できる設計とする。 

(2) 脱塩塔使用済樹脂は、使用済樹脂貯蔵タンクに貯蔵し、廃樹脂処理

装置で処理するものとするが、ドラム詰めも可能な設計とする。処理

後の樹脂は雑固体廃棄物として取り扱い焼却する。処理後の濃縮廃液

は廃樹脂処理装置の濃縮廃液タンクに貯蔵保管する。また、脱塩塔使

用済樹脂の一部は、雑固体廃棄物として取り扱い焼却できる設計とす

る。 

使用済樹脂の充てん、排出は管理区域内において配管接続により行
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い、その接続部は専用のボックス内として、外部への漏えいを防止す

るとともに、漏えい検出器を設け漏えい監視できる設計とする。  

なお、使用済樹脂移送容器の下部には、万一の漏えいに備えてトレ

イを設置し、かつ漏えい検出器を設け監視できる設計とする。  

(3) 雑固体廃棄物のうち、可燃物は必要に応じて圧縮又は焼却により減

容してドラム詰め等できる設計とする。また、不燃物は必要に応じて

圧縮により減容してドラム詰め等を行うか、又は必要に応じて圧縮に

より減容し、固体廃棄物固型化処理建屋内の固型化処理エリアで固型

化材（モルタル）を充てんしてドラム詰めできる設計とする。  

(4) 雑固体廃棄物のうち使用済液体用フィルタは、必要に応じてコンク

リート等で内張りしたドラム缶に遠隔操作により詰めることができる

設計とする。 

(5) 雑固体廃棄物のうち使用済換気用フィルタは、圧縮若しくは焼却に

より減容してドラム詰めするか又は放射性物質が飛散しないようにこ

ん包する。 

(6) 固体廃棄物処理設備は、廃棄物の圧縮、焼却、固化等の処理過程に

おける放射性物質の散逸等の防止を考慮する設計とする。  

上記の固体廃棄物は、発電所内の固体廃棄物貯蔵庫に貯蔵保管する。 

また、使用済制御棒等の放射化された機器は、放射能の減衰を図る

ため使用済燃料ピットに貯蔵する。  

また、３号炉及び４号炉の原子炉容器上部ふたの取替えに伴い取り

外した原子炉容器上部ふた 2 基等は必要に応じて汚染拡大防止対策を

講じて、発電所内の蒸気発生器保管庫（１号、２号、３号及び４号炉

共用、既設）に貯蔵保管する。３号炉及び４号炉の蒸気発生器取替え

に伴い取り外した蒸気発生器 6 基等は必要に応じて汚染拡大防止対策

を講じて、発電所内の蒸気発生器保管庫（３号及び４号炉共用）に貯

蔵保管する。３号炉及び４号炉の原子炉容器上部ふたの取替えに伴い

発生したコンクリート、鉄筋及び埋め込み金物は、汚染拡大防止対策

を講じて、発電所内の外部遮蔽壁保管庫に貯蔵保管する。  

なお、必要に応じて、固体廃棄物を廃棄事業者の廃棄施設へ廃棄す
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る。 

 

7.4.3 主要設備の仕様 

第 7.4.1 表を変更する。第 7.4.1 表以外は変更前の「7.4.3 主要設備

の仕様」の記載に同じ。 

 

7.4.4 主要設備 

(16) 蒸気発生器保管庫 

蒸気発生器保管庫（３号及び４号炉共用）は、３号炉及び４号炉蒸

気発生器の取替えに伴い取り外した蒸気発生器 6 基等を貯蔵保管する

能力を有する。 

本保管庫は、所要の遮蔽設計を行い、耐震Ｃクラスとして設計する

とともに、準拠する法令、規格、基準を満足するよう設計する。  

本保管庫の平面図及び断面図を第 7.4.4 図に示す。 
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第 7.3.1 表 液体廃棄物処理設備の設備仕様 

 

(21) 保修点検建屋サンプタンク（１号、２号、３号及び４号炉共用）  

基      数 1 

容 量       約 2.5m3 

材 料       ステンレス鋼 

 

(22) 保修点検建屋廃液モニタタンク（１号、２号、３号及び４号炉共用）  

基      数 1 

容 量       約 5m3 

材 料       ステンレス鋼 

 

 

（(1)～(20)は変更前の記載に同じ。） 
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第 7.4.1 表 固体廃棄物処理設備の設備仕様  

 

(14) 蒸気発生器保管庫（３号及び４号炉共用）  

Ｃ蒸気発生器保管庫 

面   積       約 1,600m2 

型   式       地上式鉄筋コンクリート造  

保管対象物       取り外した蒸気発生器 6 基等 

 

（(1)～(13)は変更前の記載に同じ。） 
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第 7.4.4 図 Ｃ蒸気発生器保管庫平面図・断面図  
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8. 放射線管理施設 

8.1 放射線管理設備 

8.1.1 通常運転時等 

8.1.1.3 主要設備 

(1) 放射線管理関係設備 

a. 出入管理設備 

原子炉格納施設及び原子炉補助建屋の管理区域への立入りは、

出入管理室（３号及び４号炉共用）を通る設計とし、ここで人員及

び物品等の出入管理を行う。ただし、燃料及び大型機器の搬出入に

際しては、原子炉格納施設及び原子炉補助建屋の機器搬入口で出

入管理を行う。 

固体廃棄物処理建屋及び固体廃棄物固型化処理建屋 2 階の管理

区域への立入りについては、固体廃棄物処理建屋の出入管理室（１

号、２号、３号及び４号炉共用）を通る設計とし、ここで出入管理

を行う。 

廃樹脂貯蔵室及び廃樹脂処理建屋の管理区域への立入りについ

ては、廃樹脂貯蔵室の出入管理室（１号、２号、３号及び４号炉共

用、既設）を通る設計とし、ここで出入管理を行う。  

また、保修点検建屋の管理区域への立入りについては、保修点検

建屋の出入管理室（１号、２号、３号及び４号炉共用）を通る設計

とし、ここで出入管理を行う。  

なお、放射線管理に必要な各種サーベイメータ等を備える。  

b. 汚染管理設備 

原子炉格納施設及び原子炉補助建屋の管理区域への人の出入り

に伴う汚染の管理を行うために、汚染管理設備（３号及び４号炉共

用）を設ける。 

これには更衣室、シャワ室、退出モニタ、汚染衣類の洗たく室及

び機器除染室を備える。 

また、固体廃棄物処理建屋及び固体廃棄物固型化処理建屋 2 階

の管理区域の汚染管理設備（１号、２号、３号及び４号炉共用）、
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廃樹脂貯蔵室及び廃樹脂処理建屋の管理区域の汚染管理設備（１

号、２号、３号及び４号炉共用）並びに保修点検建屋の管理区域の

汚染管理設備（１号、２号、３号及び４号炉共用）には、更衣室、

シャワ室及び退出モニタを備える。  

c. 試料分析関係設備 

１次冷却設備、放射性廃棄物廃棄施設、その他各設備からの試料

の一般化学分析、放射化学分析、放射能測定等を行うために次のよ

うなものを設ける。 

なお、環境試料の放射能の測定は環境モニタリングセンターが

行う。 

(f) 保修点検建屋ホット化学室  

作業環境試料中の放射性物質の濃度を測定するために保修点

検建屋ホット化学室（１号、２号、３号及び４号炉共用）を設け

る。 

放射能測定は、第 8.1.1.3 表に示す主要装置を必要に応じて使

用する。 

（(a)～(e)は変更前の記載に同じ。） 

(2) 放射線監視設備 

a. プロセスモニタリング設備 

第 8.1.1.5 表を変更する。第 8.1.1.5 表以外は変更前の「a. プロ

セスモニタリング設備」の記載に同じ。 

b. エリアモニタリング設備 

建屋内、室内等の外部放射線に係る線量当量率を連続的に測定

するために、エリアモニタリング設備を設ける。  

この設備は、中央制御室で指示、自動記録を行い、放射線レベル

が設定値以上になると現場、中央制御室及び放射線管理室に警報

を発する。ただし、固体廃棄物処理建屋及び固体廃棄物固型化処理

建屋のエリアモニタ（１号、２号、３号及び４号炉共用）は、固体

廃棄物処理建屋内制御室で指示、自動記録を行い、放射線レベルが

設定値以上になると現場、固体廃棄物処理建屋内制御室、中央制御
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室（１号及び２号炉共用）及び放射線管理室（１号及び２号炉共用）

に警報を発する。 

使用済燃料輸送容器保管建屋のエリアモニタ（１号、２号、３号

及び４号炉共用）は、中央制御室（１号及び２号炉共用）で指示、

自動記録を行い、放射線レベルが設定値以上になると現場、中央制

御室（１号及び２号炉共用）及び放射線管理室（１号及び２号炉共

用）に警報を発する。 

また、保修点検建屋のエリアモニタ（１号、２号、３号及び４号

炉共用）は、保修点検建屋内制御室で指示、自動記録を行い、放射

線レベルが設定値以上になると現場、保修点検建屋内制御室、中央

制御室（３号及び４号炉共用）及び放射線管理室（３号及び４号炉

共用）に警報を発する。 

エリアモニタを設ける区域は、次のとおりである。  

(a) 中央制御室（３号及び４号炉共用）  

(b) ドラム詰室（３号及び４号炉共用） 

(c) 放射化学室（３号及び４号炉共用）  

(d) 充てんポンプ室 

(e) 使用済燃料ピット付近  

(f) 原子炉系試料採取室（３号及び４号炉共用）  

(g) 原子炉格納容器内（エアロック付近）  

(h) 原子炉格納容器内（炉内核計装付近）  

(i) 固体廃棄物処理建屋制御室（１号、２号、３号及び４号炉共

用） 

(j) 雑固体焼却炉作業エリア（１号、２号、３号及び４号炉共用）  

(k) 雑固体分別エリア（１号、２号、３号及び４号炉共用）  

(l) 使用済燃料輸送容器保管建屋保管エリア（１号、２号、３号

及び４号炉共用） 

(m) 廃樹脂貯蔵室（１号、２号、３号及び４号炉共用）  

(n) 保修点検建屋除染・点検エリア（１号、２号、３号及び４号

炉共用） 
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また、燃料取扱い中の原子炉格納容器内（EL. +32.8 m 付近）、

補修中の機器室の付近には可搬式エリアモニタ装置を必要に応じ

て設ける。 

さらに、事故時において十分な測定範囲を有する格納容器内高

レンジエリアモニタ（低レンジ）及び格納容器内高レンジエリアモ

ニタ（高レンジ）を設ける。  

c. 周辺モニタリング設備 

(d) 環境放射能測定設備（環境モニタリングセンターのものを共

用） 

環境試料中の放射能測定のために、環境モニタリングセンタ

ーに設けている測定設備を共用する。  

 

8.2 換気空調設備 

8.2.1 換気設備 

8.2.1.4 主要設備 

(2) 補助建屋換気空調設備 

補助建屋換気空調設備は、補助建屋空調装置、燃料取扱室空調装置、

中央制御室空調装置及び放射線管理室空調装置等で構成する。  

補助建屋換気空調設備の系統構成を第 8.2.1.2 図～第 8.2.1.10 図

に、主要設備の仕様を第 8.2.1.2 表に示す。 

l. 保修点検建屋換気設備 

保修点検建屋換気系は給気ファン、給気ユニット、排気フィルタ

ユニット（粗フィルタ及び微粒子フィルタ内蔵）、排気ファン等に

より構成する。保修点検建屋の換気空気は排気フィルタユニット

でろ過した後、保修点検建屋の排気口より排気する。保修点検建屋

換気系統説明図を第 8.2.1.10 図に示す。 

（a.～k及び第 8.2.1.2図～第 8.2.1.9図は変更前の記載に同じ。） 

 

8.3 遮蔽設備 

8.3.2 設計方針 
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(1) 発電所周辺の一般公衆が受ける線量については、「実用発電用原子炉

の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示」

（以下「線量限度等を定める告示」という。）に定められた周辺監視区

域外の値より十分小さくなるようにする。また人の居住の可能性のあ

る敷地境界外においては年間 50μGy を超えないような遮蔽とする。 

(2) 燃料取替時、補修時等の通常運転時において、放射線業務従事者等

が受ける線量が、「線量限度等を定める告示」に定められた限度を超え

ないようにするのはもちろん、不必要な放射線被ばくを防止するよう

な遮蔽とする。 

(3) 重大事故及び仮想事故時においても、発電所周辺の一般公衆の受け

る線量が、「原子炉立地審査指針」のめやす線量を十分下回る遮蔽とす

る。 

事故時及び重大事故等時に中央制御室内の運転員等に対し、過度の

放射線被ばくがないように考慮し、運転員等が中央制御室内にとどま

り、事故対策に必要な各種の操作を行うことができるように設計する。 

重大事故等の発生時に緊急時対策所内の対策要員に対し、過度の放

射線被ばくがないように考慮し、事故対応に必要な措置を行うことが

できる遮蔽設計とする。 

(4) 遮蔽設計に当たり、放射線業務従事者等が立入場所において不必要

な放射線被ばくを受けないように、関係各場所への立入頻度、滞在時

間等を考慮した上で、放射線業務従事者等の受ける線量が十分安全に

管理できるように、下記の遮蔽設計基準(1)を満足するように設計する。 

なお、固体廃棄物固型化処理建屋、使用済燃料輸送容器保管建屋、

蒸気発生器保管庫（３号及び４号炉共用）及び保修点検建屋について

は、下記の遮蔽設計基準(2)を満足するように設計する。  
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遮蔽設計基準(1) 

区 分       設計基準 代表箇所 

管理区域外 第Ⅰ区分 ≦0.00625 mSv/h 非 管 理 区 域       

管理区域内 

第Ⅱ区分 ≦0.01  mSv/h 一 般 通 路 等       

第Ⅲ区分  ≦0.15  mSv/h 操作用通路等 

第Ⅳ区分  ＞0.15  mSv/h 機 器 室 等       

 

遮蔽設計基準(2) 

区 分       設計基準 代表箇所 

管理区域外 第Ⅰ区分 ≦0.0026 mSv/h 非 管 理 区 域       

管理区域内 

第Ⅱ区分 ≦0.01  mSv/h 一 般 通 路 等       

第Ⅲ区分  ≦0.15  mSv/h 操作用通路等 

第Ⅳ区分  ＞0.15  mSv/h 機 器 室 等       

 

通常運転時の区分概略を、第 8.3.1 図～第 8.3.12 図に示す。 

（第 8.3.1 図～第 8.3.11 図は変更前の記載に同じ。） 

 

8.3.3 主要設備 

(4) 補助遮蔽 

補助遮蔽は、原子炉補助建屋内の放射性廃棄物廃棄施設、化学体積

制御設備、試料採取設備、廃樹脂貯蔵室、廃樹脂処理建屋、固体廃棄

物処理建屋、固体廃棄物固型化処理建屋内の放射性廃棄物廃棄施設、

及び保修点検建屋等の放射性物質を内蔵する機器及び配管等を取り

囲む構造物である。 

補助遮蔽は、原子炉補助建屋内の通路を第Ⅱ区分にするとともに、

原則として隣接した機器室からの外部放射線に係る線量率を第Ⅲ区

分にし、隣接設備の停止あるいは除染を行わずに、各機器室における

補修を可能にする。ただし、バルブエリアにおいては機器室からの外
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部放射線に係る線量率を 1 mSv/h 以下になる遮蔽とする。 
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第 8.1.1.3 表 主要放射能測定装置の設備仕様 

 

(1) γ線多重波高分析装置 

個 数       1 

検 出 器       Ge(Li)半導体 

(2) 液体シンチレーション計数装置 

個 数       1 

検 出 器       液体シンチレータ 

(3) ＧＭ計数装置 

個 数       1 

検 出 器       ＧＭ管 

(4) ガス放射能測定装置 

個 数       1 

検 出 器       電離箱 

(5) ２πガスフロー型比例計数装置 

個 数       1 

検 出 器       比例計数管 
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第 8.1.1.5表 プロセスモニタリング設備及びエリアモニタリング設備の設備仕様 

 

(17) エリアモニタ 

個   数    14 

検 出 器    半導体式検出器 

 

（(1)～(16)及び(18)は変更前の記載に同じ。） 
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第 8.2.1.2 表 補助建屋換気空調設備の設備仕様  

 

(10) 保修点検建屋換気設備（１号、２号、３号及び４号炉共用） 

a．保修点検建屋給気設備 

(a) 保修点検建屋給気ユニット 

台    数     1 

容    量     約760m3/min/台 

(b) 保修点検建屋給気ファン 

台    数     2 

容    量     約380m3/min/台 

b．保修点検建屋排気設備 

(a) 保修点検建屋排気フィルタユニット  

台    数     1 

容    量     約800m3/min/台 

(b) 保修点検建屋排気ファン 

台    数     2 

容    量     約400m3/min/台 

 

（(1)～(9)は変更前の記載に同じ。） 
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（ ）内は作業時 

 

第 8.3.12 図 遮蔽設計区分概略図（保修点検建屋）  
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10. その他発電用原子炉の附属施設 

10.14 特定重大事故等対処施設 

  

 

 

 

 

10.16 保修点検建屋 

機器の修理及び工具（当社発電所間共用の保修・検査装置等）の事前

点検、調整、保管等を効率的に行い、使用時に十分な信頼性を確保する

ため保修点検建屋（１号、２号、３号及び４号炉共用）を設置する。 

保修点検建屋の設備仕様の概略を第 10.16.1 表、平面図を第 10.16.1

図に示す。 

 

10.17 参考文献 

 

 

 

  

 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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第 10.14 .12.1 表  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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第 10.16.1 表 保修点検建屋の設備仕様  

 

(1) 保修点検建屋（１号、２号、３号及び４号炉共用）  

 構  造      鉄骨造（一部鉄筋コンクリート造）  

 面  積     

    地階     約 280 m2 

    １階     約 1,600 m2 

    ２階     約 770 m2 
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第 10.16.1 図 保修点検建屋  
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別添６ 

 

添  付  書  類  九 

変更後における発電用原子炉施設の放射線の管理に関する説明書  

 

令和４年１２月２１日付け原規規発第２２１２２１１号をもって設置変更

許可を受けた高浜発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書の添付書類九の

１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉に係る記述のうち、下記内容を変更又は

追加する。 

 

記 

（１号炉） 

2. 放射線管理のうち以下を変更する。 

2.1 管理区域、保全区域及び周辺監視区域の設定 

2.1.1 管理区域 

2.1.3 周辺監視区域 

2.2 管理区域等の管理 

2.2.1 遮蔽 

2.2.1.2 遮蔽区分 

2.2.3 線量等の測定 

2.2.3.1 外部放射線に係る線量当量率の測定 

4. 放射性廃棄物処理のうち以下を変更する。 

4.1 放射性廃棄物処理の基本的考え方 

4.2 気体廃棄物処理 

4.2.2 １次冷却材中の希ガス及びよう素の濃度 

(2) 計算条件 

(3) 計算結果 

4.2.3 気体廃棄物の放出量 
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(2) 計算条件 

(3) 計算結果 

5. 平常運転時における発電所周辺の一般公衆の受ける線量評価のうち以下を変更

する。 

5.1 実効線量の計算 

5.1.1 気体廃棄物中の希ガスのγ線による実効線量 

5.1.1.3 計算条件 

5.1.1.4 計算結果 

5.1.3 よう素による実効線量 

5.1.3.1 気体廃棄物中のよう素による実効線量 

(2) 年平均地上空気中濃度の計算 

b. 計算条件 

c. 計算結果 

(4) 計算条件 

(5) 計算結果 

5.1.3.3 気体廃棄物中及び液体廃棄物中のよう素を同時に摂取する場合の実 

効線量 

(4) 計算結果 

5.2 線量評価結果 
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表 

第 4.2.1 表 

 

第 4.2.2 表(3) 

 

第 4.2.3 表(3) 

 

第 4.2.4 表 

 

第 5.1.1 表 

 

第 5.1.2 表 

 

第 5.1.3 表 

 

第 5.1.4 表 

 

第 5.1.5 表 

 

 

第 5.1.9 表 

 

 

第 5.1.12 表 

 

 

１次冷却材中の希ガス及びよう素の濃度 

 

希ガスの放出量（３号及び４号各炉） 

 

よう素の放出量（３号及び４号各炉） 

 

希ガス及びよう素の放出量 

 

線量計算に用いた放出源の有効高さ 

 

着目方位及び隣接２方位への最大放出回数 

 

線量計算に用いた気象条件 (1) 

 

線量計算に用いた気象条件 (2) 

 

敷地境界外における希ガスのγ線による年間実効線量 

（１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉合算） 

 

気体廃棄物中のよう素による実効線量計算結果 

（１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉合算） 

 

気体廃棄物中及び液体廃棄物中のよう素を同時に摂取する

場合の実効線量計算結果（１号炉、２号炉、３号炉及び４号

炉合算） 
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図 

第 2.1.1 図 

 

第 2.1.2 図 

 

第 2.2.15 図 

 

第 4.1.2 図 

 

第 5.1.1 図 

管理区域及び保全区域図 

 

周辺監視区域図 

 

遮蔽設計区分概略図（保修点検建屋） 

 

液体廃棄物処理系統図 

 

評 価 地 点 
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（２号炉） 

2. 放射線管理のうち以下を変更する。 

2.1 管理区域、保全区域及び周辺監視区域の設定 

2.1.1 管理区域 

2.1.3 周辺監視区域 

2.2 管理区域等の管理 

2.2.1 遮蔽 

2.2.1.2 遮蔽区分 

2.2.3 線量等の測定 

2.2.3.1 外部放射線に係る線量当量率の測定 

4. 放射性廃棄物処理のうち以下を変更する。 

4.1 放射性廃棄物処理の基本的考え方 

4.2 気体廃棄物処理 

4.2.2 １次冷却材中の希ガス及びよう素の濃度 

(2) 計算条件 

(3) 計算結果 

4.2.3 気体廃棄物の放出量 

(2) 計算条件 

(3) 計算結果 

5. 平常運転時における発電所周辺の一般公衆の受ける線量評価のうち以下を変更

する。 

5.1 実効線量の計算 

5.1.1 気体廃棄物中の希ガスのγ線による実効線量 

5.1.1.3 計算条件 

5.1.1.4 計算結果 

5.1.3 よう素による実効線量 

5.1.3.1 気体廃棄物中のよう素による実効線量 

(2) 年平均地上空気中濃度の計算 

b. 計算条件 

c. 計算結果 
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(4) 計算条件 

(5) 計算結果 

5.1.3.3 気体廃棄物中及び液体廃棄物中のよう素を同時に摂取する場合の実 

効線量 

(4) 計算結果 

5.2 線量評価結果 
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表 

第 4.2.1 表 

 

第 4.2.2 表(3) 

 

第 4.2.3 表(3) 

 

第 4.2.4 表 

 

第 5.1.1 表 

 

第 5.1.2 表 

 

第 5.1.3 表 

 

第 5.1.4 表 

 

第 5.1.5 表 

 

 

第 5.1.9 表 

 

 

第 5.1.12 表 

 

 

１次冷却材中の希ガス及びよう素の濃度 

 

希ガスの放出量（３号及び４号各炉） 

 

よう素の放出量（３号及び４号各炉） 

 

希ガス及びよう素の放出量 

 

線量計算に用いた放出源の有効高さ 

 

着目方位及び隣接２方位への最大放出回数 

 

線量計算に用いた気象条件 (1) 

 

線量計算に用いた気象条件 (2) 

 

敷地境界外における希ガスのγ線による年間実効線量 

（１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉合算） 

 

気体廃棄物中のよう素による実効線量計算結果 

（１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉合算） 

 

気体廃棄物中及び液体廃棄物中のよう素を同時に摂取する

場合の実効線量計算結果 

（１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉合算） 
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図 

第 2.1.1 図 

 

第 2.1.2 図 

 

第 2.2.15 図 

 

第 4.1.2 図 

 

第 5.1.1 図 

管理区域及び保全区域図 

 

周辺監視区域図 

 

遮蔽設計区分概略図（保修点検建屋） 

 

液体廃棄物処理系統図 

 

評 価 地 点 
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（３号炉及び４号炉） 

2. 放射線管理のうち以下を変更する。 

2.1 管理区域、保全区域及び周辺監視区域の設定 

2.1.1 管理区域 

2.1.3 周辺監視区域 

2.2 管理区域等の管理 

(3) 線量等の測定 

4. 放射性廃棄物処理のうち以下を変更する。 

4.1 放射性廃棄物処理の基本的考え方 

4.2 気体廃棄物処理 

4.2.2 １次冷却材中の希ガス及びよう素の濃度 

(2) 計算条件 

(3) 計算結果 

4.2.3 気体廃棄物の放出量 

(2) 計算条件 

(3) 計算結果 

4.3 液体廃棄物処理 

4.3.1 放射性廃液の発生源 

4.3.2 放射性廃液の発生量 

4.3.3 液体廃棄物の放出量 

4.4 固体廃棄物処理 

4.4.1 固体廃棄物の発生源とその発生量 

4.4.2 保管管理 

5. 平常運転時における発電所周辺の一般公衆の受ける線量評価のうち以下を変更

する。 

5.1 実効線量の計算 

5.1.1 気体廃棄物中の希ガスのγ線による実効線量 

5.1.1.3 計算条件 

5.1.1.4 計算結果 

5.1.3 よう素による実効線量 
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5.1.3.1 気体廃棄物中のよう素による実効線量 

(2) 年平均地上空気中濃度の計算 

b. 計算条件 

c. 計算結果 

(4) 計算条件 

(5) 計算結果 

5.1.3.3 気体廃棄物中及び液体廃棄物中のよう素を同時に摂取する場合の実 

効線量 

(4) 計算結果 

5.2 線量評価結果 
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表 

第 4.2.1 表 

 

第 4.2.2 表(3) 

 

第 4.2.3 表(3) 

 

第 4.2.4 表 

 

第 4.3.1 表 

 

 

第 5.1.1 表 

 

第 5.1.2 表 

 

第 5.1.3 表 

 

第 5.1.4 表 

 

第 5.1.5 表 

 

 

第 5.1.9 表 

 

１次冷却材中の希ガス及びよう素の濃度 

 

希ガスの放出量（３号及び４号各炉） 

 

よう素の放出量（３号及び４号各炉） 

 

希ガス及びよう素の放出量 

 

放射性廃液の年間推定発生量及び液体廃棄物の年間推定放

出量（３号炉及び４号炉合算） 

 

線量計算に用いた放出源の有効高さ 

 

着目方位及び隣接２方位への最大放出回数 

 

線量計算に用いた気象条件 (1) 

 

線量計算に用いた気象条件 (2) 

 

敷地境界外における希ガスのγ線による年間実効線量 

（１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉合算） 

 

気体廃棄物中のよう素による実効線量計算結果 

（１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉合算） 
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第 5.1.12 表 

 

 

 

気体廃棄物中及び液体廃棄物中のよう素を同時に摂取する

場合の実効線量計算結果 

（１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉合算） 
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図 

第 2.1.1 図 

 

第 2.1.8 図 

 

第 4.1.2 図 

 

第 4.1.3 図 

 

第 4.3.1 図 

 

 

第 5.1.1 図 

管理区域及び保全区域図 

 

周辺監視区域図 

 

液体廃棄物処理系統説明図 

 

固体廃棄物処理系統説明図 

 

液体廃棄物の年間推定発生量とその放射性物質の濃度（３号炉

及び４号炉合算） 

 

評 価 地 点 
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（１号炉） 

2. 放射線管理 

2.1 管理区域、保全区域及び周辺監視区域の設定  

2.1.1 管理区域 

炉室、使用済燃料の貯蔵施設、放射性廃棄物の廃棄施設等の場所であ

って、その場所における外部放射線に係る線量、空気中の放射性物質の

濃度又は放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度

が、「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に

基づく線量限度等を定める告示」（以下「線量限度等を定める告示」と

いう。）（第 1 条）に定められた値を超えるか又は超えるおそれのある区

域は、すべて管理区域とする。 

実際には、部屋、建物その他の施設の配置及び管理上の便宜も考慮し

て、原子炉格納施設、原子炉補助建屋の大部分、固体廃棄物貯蔵庫、蒸

気発生器保管庫、外部遮蔽壁保管庫、廃樹脂貯蔵室、固体廃棄物処理建

屋、固体廃棄物固型化処理建屋、廃樹脂処理建屋、使用済燃料輸送容器

保管建屋、保修点検建屋等を管理区域とする。  

管理区域の範囲を第 2.1.1 図に示す。 

また、運用段階で、もしも一時的に上記管理区域に係る値を超えるか

又は超えるおそれのある区域が生じた場合は、一時的な管理区域とする。 

2.1.3 周辺監視区域 

外部放射線に係る線量又は空気中若しくは水中の放射性物質の濃度

が、「線量限度等を定める告示」（第 2 条及び第 8 条）に定められた値を

超えるおそれのある区域を周辺監視区域とする。実際には、周辺監視区

域境界は管理上の便宜も考慮して第 2.1.2 図に示すように設定する。  

2.2 管理区域等の管理 

2.2.1 遮蔽 

2.2.1.2 遮蔽区分 

遮蔽は、各場所の放射線レベル、各場所への立入りの頻度、滞在時

間等を考慮した上で放射線業務従事者等の放射線被ばくが十分管理で

きる設計とする。 
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主な放射線源は、原子炉本体、１次冷却設備、化学体積制御設備、

使用済燃料ピット、放射性廃棄物廃棄施設等の中にある。  

遮蔽は、原子炉１次遮蔽、原子炉２次遮蔽、外部遮蔽、補助遮蔽、

燃料移送遮蔽、中央制御室遮蔽、一時遮蔽及び緊急時対策所遮蔽に区

分する。 

これらの遮蔽の機能及び設計方針は「添付書類八 8.3 遮蔽設備」

に示すとおりである。また、立入頻度等を考慮した管理区域内の遮蔽

設計区分は「添付書類八 8.3 遮蔽設備」に示すとおりである。この

設計区分に基づく管理区域内の区分の概略を第 2.2.1 図～第 2.2.15 図

に示す。 

（第 2.2.1 図～第 2.2.14 図は変更前の記載に同じ。）  

2.2.3 線量等の測定 

2.2.3.1 外部放射線に係る線量当量率の測定  

管理区域内空間の外部放射線に係る線量を把握するため、管理区域

内の主要部分における外部放射線に係る線量当量率を測定する。  

外部放射線に係る線量当量率測定用のエリアモニタの主な設置場

所については「添付書類八 8.1 放射線管理設備」に示す。 

エリアモニタは、放射線レベルがあらかじめ設定された値以上にな

ると、現場、中央制御室及び放射線管理室において警報を発する。  

ただし、固体廃棄物処理建屋及び固体廃棄物固型化処理建屋のエリ

アモニタは、現場、固体廃棄物処理建屋内制御室、中央制御室及び放

射線管理室において警報を発する。  

警報は異常の発見を主目的にするところから、その警報設定点は、

平常時の値等を基にして定める。  

また、放射線業務従事者が、特に頻繁に立ち入る箇所については、

定期的及び必要の都度、サーベイメータにより外部放射線に係る線量

当量率の測定を行う。 

保修点検建屋のエリアモニタ（１号、２号、３号及び４号炉共用）

は、保修点検建屋内制御室で指示、自動記録を行い、放射線レベルが

設定値以上になると現場、保修点検建屋内制御室、中央制御室（３号
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及び４号炉共用）及び放射線管理室（３号及び４号炉共用）に警報を

発する。 

サーベイメータとしては、線量当量率サーベイメータを使用する。 
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第 2.2.15 図 遮蔽設計区分概略図（保修点検建屋） 
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4. 放射性廃棄物処理 

4.1 放射性廃棄物処理の基本的考え方 

放射性廃棄物廃棄施設の設計及び管理に際しては、「実用発電用原子炉の

設置、運転等に関する規則」を遵守するとともに、「発電用軽水型原子炉施

設周辺の線量目標値に関する指針」の考え方に基づくものとする。  

気体廃棄物としては、カバーガス（窒素）を主体とするホールドアップ

タンク等のベントガスがある。これらの気体廃棄物は、ガス減衰タンクに

貯蔵して放射能の減衰を図った後、放射性物質の濃度を監視しながら排気

筒から放出する。 

また、換気空気は、高効率エアフィルタ等を通した後、放射性物質の濃

度を監視しながら排気筒から放出する。  

液体廃棄物は、蒸発器、イオン交換器等で処理し、蒸留水等を放出する

場合は放射性物質の濃度が十分低いことを確認する。また、その際に発生

する濃縮廃液は固化し、固体廃棄物として取り扱う。放射性物質の濃度の

低い液体廃棄物を放出する場合には、放水口における水中の放射性物質の

濃度が、「線量限度等を定める告示」（第 8 条）に定める濃度限度以下にな

るようにする。 

固体廃棄物の主な発生源は、廃液蒸発装置の濃縮廃液、ウエス、金属、

機材、使用済フィルタ等の雑固体廃棄物及びイオン交換器廃樹脂である。 

濃縮廃液等は固化材（アスファルト又はセメント）と共にドラム詰めを

行い貯蔵保管する。 

雑固体廃棄物のうち、可燃物は必要に応じて圧縮減容又は焼却処理後ド

ラム詰め等を行い貯蔵保管する。また、不燃物は必要に応じて圧縮減容後

ドラム詰め等を行うか、又は必要に応じて圧縮減容後固型化材（モルタル）

を充てんしてドラム詰めを行い貯蔵保管する。  

イオン交換器廃樹脂は、廃樹脂タンクを経て廃樹脂貯蔵タンクに貯蔵し、

その後廃樹脂処理装置で処理する。処理後の樹脂は、雑固体廃棄物として

取り扱い焼却する。処理後の濃縮廃液は廃樹脂処理装置の濃縮廃液タンク

に貯蔵保管する。 

また、イオン交換器廃樹脂の一部は、雑固体廃棄物として取り扱い焼却
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する。 

使用済制御棒等の放射化された機器は使用済燃料ピットに貯蔵する。  

発生したドラム詰め等固体廃棄物は、所要の遮蔽設計を行った発電所内

の固体廃棄物貯蔵庫に貯蔵保管する。  

また、蒸気発生器の取替えに伴い取り外した蒸気発生器 3 基等、原子炉

容器上部ふたの取替えに伴い取り外した原子炉容器上部ふた 1 基等及び減

容したバーナブルポイズンは、所要の遮蔽設計を行った発電所内の蒸気発

生器保管庫に貯蔵保管する。外周コンクリート壁一部撤去及び蒸気発生器

の取替えに伴い発生したコンクリート、鉄筋及び埋め込み金物等は、所要

の遮蔽設計を行った発電所内の外部遮蔽壁保管庫に貯蔵保管する。  

なお、必要に応じて、固体廃棄物を廃棄事業者の廃棄施設へ廃棄する。 

気体廃棄物処理系統図、液体廃棄物処理系統図及び固体廃棄物処理系統

図を、それぞれ第 4.1.1 図、第 4.1.2 図及び第 4.1.3 図に示す。 

（第 4.1.1 図及び第 4.1.3 図は変更前の記載に同じ。） 
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4.2 気体廃棄物処理 
4.2.2 １次冷却材中の希ガス及びよう素の濃度 

(2) 計算条件 
（9-1）式の計算に用いたパラメータは次のとおりである。 

i  ：（Kr、Xe） 6.5×10-8 (ｓ -1) 

  （I） 1.3×10-8 (ｓ -1) 

mW  ：（１号炉） 1.90×108 (ｇ) 

  （２号炉） 1.89×108 (ｇ) 

  （３号及び４号各炉） 1.95×108 (ｇ) 
t  ：  2.52×107      (ｓ) 

     （原子炉の年間稼動率 80%） 

pＷ  ：（１号及び２号各炉） 3.75×103 (g／s) 

  （３号及び４号各炉） 3.75×103 (g／s) 

iDF  ：（Kr、Xe） 1 

 （I） 10 

iFS  ：   （１号及び２号各炉） （３号及び４号各炉） 

    体積制御タンクの   体積制御タンクの 
    連続脱ガス無     連続脱ガス有 

（Kr-85m） 2.7×10-1 3.0×10-1 
（Kr-85） 2.3×10-5 2.0×10-1 

（Kr-87） 6.0×10-1 6.0×10-1 
（Kr-88） 4.3×10-1 4.3×10-1 
（Xe-131m） 1.0×10-2 2.2×10-1 
（Xe-133m） 3.7×10-2 2.3×10-1 

（Xe-133） 1.6×10-2 2.3×10-1 
（Xe-135m） 8.0×10-1 8.0×10-1 
（Xe-135） 1.8×10-1 2.8×10-1 

（Xe-138） 1.0 1.0 

（I-131） 0.0 0.0 
（I-133） 0.0 0.0 



9(1)-4-4 
 

BW  ：（１号炉） 1.58×102 (g／s) 

  （２号炉） 1.57×102 (g／s) 
  （３号及び４号各炉） 1.27×102 (g／s) 

i    ：（Xe-135 についてのみ考慮する） 

    2.65×10-18 (cm2) 
     ：（１号及び２号各炉） 3.60×1013 (n/(cm2･s)) 

 （３号及び４号各炉） 4.30×1013 (n/(cm2･s)) 
P  ：（１号及び２号各炉） 2,432 (MWt) 

  （３号及び４号各炉） 2,652 (MWt) 
f  ：    1 (%) 

i    ：  「被ばく計算に用いる放射線エネルギー等に  

iY    ：   ついて」 (1)による。 

(3) 計算結果 
１次冷却材中の希ガス及びよう素の濃度を第4.2.1表に示す。 

4.2.3 気体廃棄物の放出量 
(2) 計算条件 

（9-2）式及び(9-3)式の計算に用いたパラメータは次のとおりである。 

Nt  ： 2.59×106 (ｓ) (30ｄ) 

Ht  ：（３号及び４号各炉） 3.46×106 (ｓ) (40ｄ) 

 
K     ： 1 

eW     ：（１号炉） 3.99×109  (g/y) 

（２号炉） 3.96×109  (g/y) 
（３号及び４号各炉） 3.20×109 (g/y) 

dW     ：（１号及び２号各炉） 3.00×108  (g/y) 

（３号及び４号各炉） 3.00×108  (g/y) 

dn     ： 4  (y-1) 

q     ：（３号及び４号各炉） 3.33×102  (Ncm3/s) 

     （1.2Nm3/h） 

vt      ：（３号及び４号各炉） 2.52×107  (s/y) 
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 (292d/y) 

vV      ：（３号及び４号各炉） 1.00×107  (Ncm3) 

                          （46℃、0.206MPa で 5.1m3） 
（9-4）式の計算に用いたパラメータは次のとおりである。 

n     ： 10  (y-1) 

ft     ： 5.76×104 (ｓ) (16h) 

T     ： 2.52×106 (ｓ) (29.2d) 

1L     ： 1.16 (g/s) (0.1t/d) 

i1P      ： （Kr,Xe）1.0 （Ｉ）0.1 

RV      ：（１号及び２号各炉） 8.50  (m3/s) 

     (255m3/min×2) 
（３号及び４号各炉） 1.17×101  (m3/s) 

     (350m3/min×2) 

CVV     ：（１号及び２号各炉） 6.95×104  (m3) 

（３号及び４号各炉） 6.74×104  (m3) 

Ciη     ： （Kr､Xe）0.0 （Ｉ）0.9 

M     ：  0.7 
（9-5）式の計算に用いたパラメータは次のとおりである。 

PV     ：（１号及び２号各炉） 1.20×105  (m3/y) 

（３号及び４号各炉） 1.30×105  (m3/y) 

Diη    ：（１号及び２号各炉） （Kr､Xe）0.0 （Ｉ）0.0 

（３号及び４号各炉） （Kr､Xe）0.0 （Ｉ）0.9 
（9-6）式の計算に用いたパラメータは次のとおりである。 

2L     ：                9.26×10-1(g/s) (0.08t/d) 

i2P     ：（１号及び２号各炉） （Kr、Xe）1.0 （I）0.005 

（３号及び４号各炉） （Kr、Xe）1.0 （I）0.001 
(3) 計算結果 

気体廃棄物中の希ガス及びよう素の放出量を１号炉、２号炉並びに３

号及び４号各炉について、それぞれ第 4.2.2 表(1)、(2)及び(3)並びに第

4.2.3 表(1)、(2)及び(3)に示す。 
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また、気体廃棄物中の希ガス及びよう素の放出量の１号炉、２号炉、

３号炉及び４号炉合算について、第 4.2.4 表に示す。 

（4.2.2 表(1)及び(2)並びに第 4.2.3 表(1)及び(2)は変更前の記載に同じ。） 
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第 4.2.1 表 １次冷却材中の希ガス及びよう素の濃度  

（単位：Bq/g） 

核  種 １号炉 ２号炉 
３号及び 

４号各炉 

Kr-85m 7.09×104 7.12×104 7.49×104 

Kr-85 2.70×104 2.72×104 5.53×103 

Kr-87 4.12×104 4.14×104 4.39×104 

Kr-88 1.22×105 1.23×105 1.31×105 

Xe-131m 5.57×104 5.60×104 1.85×104 

Xe-133m 9.62×104 9.66×104 6.09×104 

Xe-133 6.39×106 6.43×106 2.77×106 

Xe-135m 3.74×103 3.76×103 3.98×103 

Xe-135 1.26×105 1.26×105 1.08×105 

Xe-138 2.00×104 2.01×104 2.13×104 

I-131 7.61×104 7.61×104 8.36×104 

I-133 1.30×105 1.30×105 1.41×105 
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第 4.2.2 表(3) 希ガスの放出量（３号及び４号各炉）  

（単位：Bq/y） 

項 目 

 

核 種 

ガス減衰タン 

ク及び水素再 

結合ガス減衰 

タンクからの 

排気 

原子炉停止時 

の原子炉格納 

容器換気 

原子炉格納 

容器減圧時 

の排気 

原子炉補助 

建屋の換気 
合  計 

Kr-85m ～0 2.1×1010 3.9×109 1.8×1012 1.8×1012 

Kr-85 1.3×1014 1.7×1011 1.6×1010 1.3×1011 1.3×1014 

Kr-87 ～0 3.4×109 6.5×108 1.1×1012 1.1×1012 

Kr-88 ～0 2.2×1010 4.2×109 3.1×1012 3.1×1012 

Xe-131m 4.6×1013 2.7×1011 3.2×1010 4.3×1011 4.7×1013 

Xe-133m 1.1×1010 2.0×1011 3.4×1010 1.5×1012 1.7×1012 

Xe-133 4.0×1014 2.1×1013 3.1×1012 6.5×1013 4.9×1014 

Xe-135m ～0 6.3×107 1.2×107 9.3×1010 9.3×1010 

Xe-135 ～0 5.9×1010 1.2×1010 2.6×1012 2.6×1012 

Xe-138 ～0 3.1×108 5.9×107 5.0×1011 5.0×1011 

放出量合計 5.7×1014 2.2×1013 3.2×1012 7.6×1013 6.8×1014 

γ線 

実効ｴﾈﾙｷﾞ  ー

(MeV/dis) 

3.4×10-2 4.7×10-2 4.9×10-2 1.5×10-1 4.7×10-2 

β線 

実効ｴﾈﾙｷﾞ  ー

(MeV/dis) 

1.7×10-1 1.4×10-1 1.4×10-1 1.8×10-1 1.7×10-1 

 

 

第 4.2.3 表(3) よう素の放出量（３号及び４号各炉）  

（単位：Bq/y） 

項 目 

 

核 種 

原子炉停止時 

の原子炉格納 

容器換気 

原子炉格納 

容器減圧時 

の排気 

原子炉補助 

建屋の換気 

定期検査時 

の よ う 素 

131 

合  計 

I-131 1.1×109 1.2×109 2.0×109 1.1×109 5.3×109 

I-133 1.4×109 3.3×108 3.3×109 － 5.0×109 
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第 4.2.4 表 希ガス及びよう素の放出量 

（単位：Bq/y） 

原子炉 

核 種 
１号炉 ２号炉 ３号炉 ４号炉 合 計 

希 ガ ス 1.1×1015 1.1×1015 6.8×1014 6.8×1014 3.5×1015 

よ
う
素 

I-131 2.6×1010 2.6×1010 5.3×109 5.3×109 6.2×1010 

I-133 2.0×1010 2.0×1010 5.0×109 5.0×109 5.0×1010 
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5. 平常運転時における発電所周辺の一般公衆の受ける線量評価 
5.1 実効線量の計算 

5.1.1 気体廃棄物中の希ガスのγ線による実効線量 
5.1.1.3 計算条件 

（9-8）式及び（9-9）式の計算に用いたパラメータは次のとおりであ

る。  

1K  ：4.46×10-4  










hBqMeV

Gymdis 3
 

en  ：3.84×10-3  (m-1) 

  ：1.05×10-2  (m-1) 

B   ：1.000 

B   ：0.4492 

B   ：0.0038 

  ：0（考慮しない）  
h   ：第 5.1.1 表に示すとおりである。  

（9-12）式、（9-13）式及び（9-14）式の計算に用いたパラメータは

次のとおりである。  

2K  ：0.8  (μSv/μGy) 

hf  ：1 

0f  ：1 

inQ  ：ガス減衰タンク排気  

   （１号及び２号各炉）8.2×1014 (Bq/y) 
    ガス減衰タンク及び水素再結合ガス減衰タンク排気  
   （３号及び４号各炉）5.7×1014  (Bq/y) 

    原子炉停止時の原子炉格納容器換気  
   （１号及び２号各炉）5.0×1013 (Bq/y) 
   （３号及び４号各炉）2.2×1013 (Bq/y) 

inE
 ：ガス減衰タンク排気  

   （１号及び２号各炉）3.7×10-2 (MeV/dis) 
    ガス減衰タンク及び水素再結合ガス減衰タンク排気  
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   （３号及び４号各炉）3.4×10-2 (MeV/dis) 
    原子炉停止時の原子炉格納容器換気  
   （１号及び２号各炉）4.5×10-2 (MeV/dis) 
   （３号及び４号各炉）4.7×10-2 (MeV/dis) 
N  ：ガス減衰タンク排気  
   （１号及び２号各炉）20  (回/y) 
    ガス減衰タンク及び水素再結合ガス減衰タンク排気  
   （３号及び４号各炉）30  (回/y) 

    原子炉停止時の原子炉格納容器換気  
   （１号、２号、３号及び４号各炉）10 (回/y) 

Tn  ：第 5.1.2 表に示すとおりである。  

LTf  ：第 5.1.3 表に示すとおりである。  

tN  ：8,760 

S,LN 、 S,1LN  、 S,1LN  ：第 5.1.3 表に示すとおりである。  

S,LS 、 S,1LS  、 S,1LS  ：第 5.1.4 表に示すとおりである。  

（9-16）式、（9-17）式及び（9-18）式の計算に用いたパラメータは

次のとおりである。  

contQ  ：原子炉格納容器減圧時の排気  

  （１号炉）6.5×1012  (Bq/y) 
  （２号炉）6.6×1012  (Bq/y) 

  （３号及び４号各炉）3.2×1012                     (Bq/y) 
    原子炉補助建屋の換気  
  （１号及び２号各炉）1.7×1014                     (Bq/y) 
  （３号及び４号各炉）7.6×1013                        (Bq/y) 

contE
 ：原子炉格納容器減圧時の排気  

  （１号及び２号各炉）4.6×10-2                 (MeV/dis) 
  （３号及び４号各炉）4.9×10-2                 (MeV/dis) 
    原子炉補助建屋の換気  

  （１号及び２号各炉）9.1×10-2                 (MeV/dis) 
  （３号及び４号各炉）1.5×10-1                 (MeV/dis) 
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S,LS 、
S,1LS 
、 S,1LS  ：第 5.1.4 表に示すとおりである。 

5.1.1.4 計算結果 

将来の集落の形成を考慮し、陸側 13 方位の敷地境界外について１

号炉、２号炉、３号炉及び４号炉合算の希ガスのγ線による実効線量

の計算を行った結果は第 5.1.5 表に、また評価地点は第 5.1.1 図に示

すとおりである。これによれば、陸側 13 方位の敷地境界外で希ガス

のγ線による実効線量が最大となるのは２号炉心から南南東方向約

830m 地点であり、その実効線量は年間約 11μSv である。 

参考として上記方位以外の海側敷地境界について、１号炉、２号炉、

３号炉及び４号炉合算の希ガスのγ線による実効線量の計算を行っ

た結果は第 5.1.5 表に、また評価地点は第 5.1.1 図に示すとおりであ

る。 

なお、敷地内を通る一般道路における、１号炉、２号炉、３号炉及

び４号炉合算の希ガスのγ線による最大の実効線量は年間約 14μSv

である。 

5.1.3 よう素による実効線量 

5.1.3.1 気体廃棄物中のよう素による実効線量 

(2) 年平均地上空気中濃度の計算 

b. 計算条件 

(9-21)式の計算に用いたパラメータは次のとおりである。  

IinQ  ：原子炉停止時の原子炉格納容器換気中のよう素の年間放  

 出量 

  I-131 

  （１号及び２号各炉）2.1×109      (Bq/y) 

  （３号及び４号各炉）1.1×109     (Bq/y) 

  I-133 

（１号及び２号各炉）1.9×109     (Bq/y) 

  （３号及び４号各炉）1.4×109     (Bq/y) 

(9-22)式の計算に用いたパラメータは次のとおりである。  

IcontQ  ：原子炉格納容器減圧時の排気中のよう素の年間放出量  
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  I-131 

  （１号及び２号各炉）9.7×109     (Bq/y) 

  （３号及び４号各炉）1.2×109     (Bq/y) 

  I-133 

  （１号及び２号各炉）2.7×109     (Bq/y) 

  （３号及び４号各炉）3.3×108     (Bq/y) 

  原子炉補助建屋の換気中のよう素の年間放出量  

  I-131 

  （１号及び２号各炉）8.9×109     (Bq/y) 

  （３号及び４号各炉）2.0×109     (Bq/y) 

  I-133 

  （１号炉）          1.5×1010 (Bq/y) 

  （２号炉）          1.6×1010    (Bq/y) 

  （３号及び４号各炉）3.3×109 (Bq/y) 

  定期検査時に放出されるよう素の年間放出量  

I-131 

  （１号及び２号各炉）5.2×109     (Bq/y) 

  （３号及び４号各炉）1.1×109     (Bq/y) 

c. 計算結果 

陸側 13 方位の敷地境界外であって、１号炉、２号炉、３号炉

及び４号炉合算のよう素の年平均地上空気中濃度が最大となる地

点は、２号炉心から南南東方向約 830m の地点であり、この地点

における I-131 及び I-133 の年平均地上空気中濃度の計算結果

は、それぞれ約 9.0×10-10Bq/cm3 及び約 7.1×10-10 Bq/cm3 であ

る。 

また、現存する牧草地で、１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉

合算のよう素の年平均地上空気中濃度が最大となる地点は、２号

炉心から西方向約 2,770m の地点であり、この地点における I-

131 及び I-133 の年平均地上空気中濃度の計算結果は、それぞれ

約 2.8×10-11 Bq/cm3 及び約 2.3×10-11 Bq/cm3 である。 
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(4) 計算条件 

(9-24)式の計算に用いたパラメータは次のとおりである。  

IiK  ：成 人 I-131 1.5×10-2 (μSv/Bq) 

    I-133 2.9×10-3 (μSv/Bq) 

   幼 児 I-131 6.9×10-2 (μSv/Bq) 

    I-133 1.6×10-2 (μSv/Bq) 

   乳 児 I-131 1.3×10-1 (μSv/Bq) 

    I-133 3.5×10-2 (μSv/Bq) 

aM  ：成 人  2.22×107 (cm3/d) 

   幼 児  8.72×106 (cm3/d) 

   乳 児  2.86×106 (cm3/d) 

Ii  ：（１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉合算）  

    I-131 9.0×10-10 (Bq/cm3) 

    I-133 7.1×10-10 (Bq/cm3) 

(9-25)式の計算に用いたパラメータは次のとおりである。  

TiK ：成 人 I-131 1.6×10-2 (μSv/Bq) 

    I-133 3.1×10-3 (μSv/Bq) 

   幼 児 I-131 7.5×10-2 (μSv/Bq) 

    I-133 1.7×10-2 (μSv/Bq) 

   乳 児 I-131 1.4×10-1 (μSv/Bq) 

    I-133 3.8×10-2 (μSv/Bq) 

VM  ：成 人  100 (g/d) 

   幼 児  50 (g/d) 

   乳 児  20 (g/d) 

Vmf  ：1 

Vtf   ：0.5 

df   ：0.5 

ViF  ：    I-131 2.6×106 







3cm/Bq

g/Bq
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    I-133 4.3×105 







3cm/Bq

g/Bq
 

Vi  ：（１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉合算） 

    I-131 9.0×10-10 (Bq/cm3) 

    I-133 7.1×10-10 (Bq/cm3) 

Vt  ：0     (d) 

riT  ：「被ばく計算に用いる放射線エネルギー等について」(2)

による。 

(9-26)式の計算に用いたパラメータは次のとおりである。  

MM ：成 人 200 (mℓ/d) 

   幼 児 500 (mℓ/d) 

   乳 児 600 (mℓ/d) 

Mmf ：成 人 1 

   幼 児 1 

   乳 児 0.5 

Mtf  ：0.5 

ff   ：1 

MiF  ：    I-131 6.2×105   

    I-133 4.6×104  

Mi  ：（１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉合算） 

    I-131 2.8×10-11 (Bq/cm3) 

    I-133 2.3×10-11 (Bq/cm3) 

Mt ：成 人  0 (d) 

  幼 児 0 (d) 

  乳 児 3 (d) 

 (5) 計算結果 

１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉からの気体廃棄物中のよう素

による実効線量を計算した結果を第5.1.9表に示す。 
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これによれば、気体廃棄物中の放射性よう素の呼吸、葉菜摂取及

び牛乳摂取による実効線量が最大となるのは幼児の場合であり、年

間約1.2μSvとなる。  

 

5.1.3.3 気体廃棄物中及び液体廃棄物中のよう素を同時に摂取する場合の実 

効線量 

(4) 計算結果 

１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉からの気体廃棄物中及び液体廃

棄物中のよう素を同時に摂取する場合の実効線量の計算を行った結

果は第5.1.12表のとおりである。 

これによると、実効線量が最大となるのは、海藻類を摂取しない場

合の幼児であり、その実効線量は年間約1.4μSvである。 

 

5.2 線量評価結果 

敷地境界外における１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉からの気体廃棄

物中の希ガスの γ 線からの外部被ばくによる実効線量、液体廃棄物中の

放射性物質の摂取に伴う内部被ばくによる実効線量及びよう素の摂取に伴

う内部被ばくによる実効線量は、それぞれ年間約 11μSv、年間約 2.1μSv

及び年間約 1.4μSv となり、合計は年間約 15μSv である。 

この値は、「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針」に

示される線量目標値の年間 50μSv を下回る。 
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第 5.1.1 表 線量計算に用いた放出源の有効高さ  

  

着目方位 

２号炉か 

らの方位 

放出源の有効高さ(m)［各炉からの方位］ 

１号炉 ２号炉 ３号炉 ４号炉 

陸 

 

側 

 

評 

 

価 

 

地 

 

点 

N 115 [NNW] 70 [N] 105 [NNE] 100 [NNE] 

NNE 75 [N] 70 [NNE] 115 [NNE] 140 [NE] 

NE 70 [NNE] 125 [NE] 165 [NE] 165 [NE] 

SE 80 [SE] 75 [SE] 115 [ESE] 125 [ESE] 

SSE 65 [SSE] 65 [SSE] 85 [SE] 90 [SE] 

S 95 [S] 90 [S] 85 [SE] 85 [SE] 

SSW 85 [SSW] 90 [SSW] 75 [S] 75 [SSE] 

SW 105 [WSW] 90 [SW] 55 [SW] 70 [SSW] 

WSW 105 [WSW] 60 [WSW] 55 [SW] 60 [SW] 

W 180 [W] 115 [W] 155 [W] 80 [WSW] 

WNW 115 [WNW] 80 [WNW] 85 [NW] 85 [NW] 

NW 140 [NW] 115 [NW] 150 [NW] 150 [NW] 

NNW 115 [NNW] 90 [NNW] 80 [N] 100 [NNE] 

参 

考 

地 

点 

ENE 125 [ENE] 85 [ENE] 105 [ENE] 105 [E] 

E 120 [E] 90 [E] 100 [E] 105 [E] 

ESE 120 [E] 70 [ESE] 105 [E] 105 [E] 

牛

乳

摂

取

評

価

地

点 

W 210 [W] 140 [W] 185 [W] 190 [W] 

 

  



9(1)-5-9 
 

第5.1.2表 着目方位及び隣接２方位への最大放出回数  

 

着目方位及びその隣接 2 方位へ向かう風の出現頻度の和と年間の放出

回数とから二項確率分布の信頼度が、67％となるように求めた着目方位

を中心とした 3 方位への最大放出回数 

 

(単位：y-1) 

計算 地 点 

の 方 位 

着目方位を中心とした 3 方位への最大放出回数ｎＴ 

ガス減衰タンク排気 

(１，２号各炉） 

ガス減衰タンク及び 

水 素 再 結 合 

ガス減衰タンク排気 

(３，４号各炉） 

原 子 炉 停 止 時 の 

原子炉格納容器換気 

(１，２，３，４号各炉） 

N 4 5 2 

NNE 3 4 1 

NE 2 3 1 

ENE 2 3 1 

E 4 6 2 

ESE 8 12 4 

SE 10 15 5 

SSE 9 13 5 

S 6 8 3 

SSW 4 5 2 

SW 4 5 2 

WSW 3 5 2 

W 3 4 1 

WNW 3 4 1 

NW 3 5 2 

NNW 4 6 2 
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第5.1.5表 敷地境界外における希ガスのγ線による年間実効線量 

（１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉合算）  

（単位：μSv/y） 

 
評価地点     

の 方 位     

２号炉心から 

評価地点まで 

の距離(m) 

実効線量 

陸

側

評

価

地

点 

Ｎ 880 4.4 

ＮＮＥ 880 3.6 

ＮＥ 1,020 1.7 

ＳＥ 930 9.6 

ＳＳＥ 830 11 

Ｓ 850 7.6 

ＳＳＷ 930 5.9 

ＳＷ 870 6.8 

ＷＳＷ 870 7.3 

Ｗ 900 4.0 

ＷＮＷ 1,180 3.7 

ＮＷ 3,300 0.8 

ＮＮＷ 900 4.7 

参

考

地

点 

ＥＮＥ 800 2.2 

Ｅ 580 5.6 

ＥＳＥ 650 7.7 

 

  



9(1)-5-13 
 

第 5.1.9 表 気体廃棄物中のよう素による実効線量計算結果  

（１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉合算）  

（単位：μSv/y） 

摂取経路 核  種 成  人 幼  児 乳  児 

呼  吸 
I-131 1.1×10-1 2.0×10-1 1.3×10-1 

I-133 1.7×10-2 3.6×10-2 2.6×10-2 

葉菜摂取 
I-131 3.4×10-1 8.0×10-1 6.0×10-1 

I-133 8.7×10-3 2.4×10-2 2.2×10-2 

牛乳摂取 
I-131 1.1×10-2 1.2×10-1 1.1×10-1 

I-133 1.2×10-4 1.6×10-3 2.0×10-4 

合   計 4.9×10-1 1.2×100 8.7×10-1 

 

 

第 5.1.12 表 気体廃棄物中及び液体廃棄物中のよう素を同時に摂取する場  

合の実効線量計算結果 

（１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉合算）  

（単位：μSv/y） 

 成  人 幼  児 乳  児 

海藻類を摂取する場合  1.1×10-1 3.3×10-1 4.1×10-1 

海藻類を摂取しない場合  5.6×10-1 1.4 1.0 
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第5.1.1図 評 価 地 点 
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（２号炉） 

2. 放射線管理 

2.1 管理区域、保全区域及び周辺監視区域の設定  

2.1.1 管理区域 

１号炉の「2.1.1 管理区域」の変更に同じ。 

2.1.3 周辺監視区域 

１号炉の「2.1.3 周辺監視区域」の変更に同じ。 

2.2 管理区域等の管理 

2.2.1 遮蔽 

2.2.1.2 遮蔽区分 

１号炉の「2.2.1.2 遮蔽区分」の変更に同じ。 

2.2.3 線量等の測定 

2.2.3.1 外部放射線に係る線量当量率の測定  

１号炉の「2.2.3 線量等の測定」の変更に同じ。 
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4. 放射性廃棄物処理 

4.1 放射性廃棄物処理の基本的考え方 

１号炉の「4.1 放射性廃棄物処理の基本的考え方」の変更に同じ。 

4.2 気体廃棄物処理 

4.2.2 １次冷却材中の希ガス及びよう素の濃度 

(2) 計 算 条 件 

１号炉の「(2) 計算条件」の変更に同じ。 

(3) 計 算 結 果 

１号炉の「(3) 計算結果」の変更に同じ。 

4.2.3 気体廃棄物の放出量 

(2) 計 算 条 件 

１号炉の「(2) 計算条件」の変更に同じ。 

(3) 計 算 結 果 

１号炉の「(3) 計算結果」の変更に同じ。 
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5. 平常運転時における発電所周辺の一般公衆の受ける線量評価 

5.1 実効線量の計算 

5.1.1 気体廃棄物中の希ガスのγ線による実効線量 

5.1.1.3 計 算 条 件 

１号炉の「5.1.1.3 計 算 条 件」の変更に同じ。 

5.1.1.4 計 算 結 果 

１号炉の「5.1.1.4 計 算 結 果」の変更に同じ。 

5.1.3 よう素による実効線量 

5.1.3.1 気体廃棄物中のよう素による実効線量 

(2) 年平均地上空気中濃度の計算 

b. 計算条件 

１号炉の「b. 計算条件」の変更に同じ。 

c. 計算結果 

１号炉の「c. 計算結果」の変更に同じ。 

(4) 計算条件 

１号炉の「(4) 計算条件」の変更に同じ。 

(5) 計算結果 

１号炉の「(5) 計算結果」の変更に同じ。 

5.1.3.3 気体廃棄物中及び液体廃棄物中のよう素を同時に摂取する場合の実 

効線量 

(4) 計 算 結 果 

１号炉の「(4) 計算結果」の変更に同じ。 

5.2 線量評価結果 

１号炉の「5.2 線量評価結果」の変更に同じ。 
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（３号炉及び４号炉） 

2. 放射線管理 

2.1 管理区域、保全区域及び周辺監視区域の設定 

2.1.1 管理区域 

炉室、使用済燃料の貯蔵施設、放射性廃棄物の廃棄施設等の場所

であって、その場所における外部放射線に係る線量、空気中の放射

性物質の濃度又は放射性物質によって汚染された物の表面の放射性

物質の密度が、「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する

規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示」（以下「線量限度等

を定める告示」という。）（第１条）に定められた値を超えるか又は

超えるおそれのある区域は、すべて管理区域とし、管理区域の外側

で 1.3mSv／3 ヶ月を超えないように管理する。 

実際には、部屋、建物その他の施設の配置及び管理上の便宜も考

慮して、原子炉格納施設、原子炉補助建屋の大部分、固体廃棄物貯

蔵庫、蒸気発生器保管庫、廃樹脂貯蔵室、固体廃棄物処理建屋、固

体廃棄物固型化処理建屋、廃樹脂処理建屋、使用済燃料輸送容器保

管建屋、保修点検建屋等を管理区域とする。管理区域の範囲を第 2.1.1

図～第 2.1.7 図に示す。 

また、運用段階で、もしも一時的に上記管理区域に係る値を超え

るか又は超えるおそれのある区域が生じた場合は、一時的な管理区

域とする。 

（2.1.2 図～第 2.1.7 図は変更前の記載に同じ。） 

2.1.3 周辺監視区域 

線量又は空気中若しくは水中の放射性物質の濃度が、「線量限度

等を定める告示」（第３条及び第９条）に定められた値を超えるおそ

れのある区域を周辺監視区域とする。実際には、周辺監視区域境界

は管理上の便宜も考慮して第 2.1.8 図に示すように設定する。 

2.2 管理区域等の管理 

(3) 線量等の測定 

放射線業務従事者等の受ける線量の管理が、容易かつ確実に行えるよ
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うにするため、放射線測定器等により、管理区域の外部放射線に係る線

量当量率等の状況を把握する。 

a. 外部放射線に係る線量当量率の測定  

管理区域内空間の外部放射線に係る線量を把握するため、管理区域

内の主要部分における外部放射線に係る線量当量率を測定する。  

外部放射線に係る線量当量率測定用のエリアモニタの主な設置場所

については「添付書類八 11.2 放射線管理設備」に示す。 

エリアモニタは、放射線レベルがあらかじめ設定された値以上にな

ると、現場、中央制御室及び放射線管理室において警報を発する。  

ただし、固体廃棄物処理建屋及び固体廃棄物固型化処理建屋のエリ

アモニタは、現場、固体廃棄物処理建屋内制御室、中央制御室（１号

及び２号炉共用）及び放射線管理室（１号及び２号炉共用）において

警報を発する。 

また、使用済燃料輸送容器保管建屋のエリアモニタについては、現

場、中央制御室（１号及び２号炉共用）及び放射線管理室（１号及び

２号炉共用）において警報を発する。  

警報は異常の発見を主目的にするところから、その警報設定点は、

平常時の値等を基にして定める。  

放射線業務従事者等が、特に頻繁に立ち入る箇所については、定期

的及び必要の都度、サーベイメータにより外部放射線に係る線量当量

率の測定を行う。 

保修点検建屋のエリアモニタ（１号、２号、３号及び４号炉共用）

は、保修点検建屋内制御室で指示、自動記録を行い、放射線レベルが

設定値以上になると現場、保修点検建屋内制御室、中央制御室（３号

及び４号炉共用）及び放射線管理室（３号及び４号炉共用）に警報を

発する。 

サーベイメータとしては、線量当量率サーベイメータを使用する。 
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4. 放射性廃棄物処理 

4.1 放射性廃棄物処理の基本的考え方 

放射性廃棄物廃棄施設の設計及び管理に際しては、「実用発電用原子炉の

設置、運転等に関する規則」を遵守するとともに、「発電用軽水型原子炉施

設周辺の線量目標値に関する指針」の考え方に基づくものとする。  

気体廃棄物としては、起動停止時の体積制御タンクでのガス置換に伴う

ベントガス等の廃ガスがある。また、本原子炉は運転中に水素をキャリア

として体積制御タンクから連続脱ガスを行う設備を設けているので、この

設備を使用する場合には水素を主体とするパージガスが気体廃棄物となる。

前者の気体廃棄物は、ガス減衰タンク内に貯留し、後者の気体廃棄物は水

素を除去した後、水素再結合ガス減衰タンク内に貯留して放射能の減衰を

図る。放出する場合は、放射性物質の濃度を監視しながら排気筒から放出

する。 

また、換気空気は、微粒子フィルタ等を通した後、放射性物質の濃度を

監視しながら排気筒から放出する。  

液体廃棄物は、蒸発器及び脱塩塔等で処理し、蒸留水等を放出する場合

は放射性物質の濃度が十分低いことを確認する。また、その際に発生する

濃縮廃液は固化し、固体廃棄物として取り扱う。放射性物質の濃度の低い

液体廃棄物を放出する場合には、放水口における水中の放射性物質の濃度

が、「線量限度等を定める告示」（第８条）に定める濃度限度以下になるよ

うにする。 

固体廃棄物の主な発生源は、廃液蒸発装置の濃縮廃液、ウエス、金属、

機材、使用済フィルタ等の雑固体廃棄物及び脱塩塔使用済樹脂である。 

濃縮廃液等は固化材（アスファルト又はセメント）と共にドラム詰めを

行い貯蔵保管する。 

雑固体廃棄物のうち、可燃物は必要に応じて圧縮減容又は焼却処理後ド

ラム詰め等を行い貯蔵保管する。また、不燃物は必要に応じて圧縮減容後

ドラム詰め等を行うか、又は必要に応じて圧縮減容後固型化材（モルタル）

を充てんしてドラム詰めを行い貯蔵保管する。  

脱塩塔使用済樹脂は、使用済樹脂貯蔵タンクに貯蔵するか、又はドラム
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詰めする。また、脱塩塔使用済樹脂の一部は、雑固体廃棄物として取り扱

い焼却する。 

使用済制御棒等の放射化された機器は使用済燃料ピットに貯蔵する。  

発生したドラム詰め等固体廃棄物は、所要の遮蔽設計を行った発電所内

の固体廃棄物貯蔵庫に貯蔵保管する。  

また、３号炉及び４号炉の原子炉容器上部ふたの取替えに伴い取り外した

原子炉容器上部ふた 2 基等は、所要の遮蔽設計を行った発電所内の蒸気発

生器保管庫（１号、２号、３号及び４号炉共用、既設）に貯蔵保管する。３

号炉及び４号炉の蒸気発生器取替えに伴い取り外した蒸気発生器 6 基等は

必要に応じて汚染拡大防止対策を講じて、発電所内の蒸気発生器保管庫（３

号及び４号炉共用）に貯蔵保管する。３号炉及び４号炉の原子炉容器上部

ふたの取替えに伴い発生したコンクリート、鉄筋及び埋め込み金物は、所

要の遮蔽設計を行った発電所内の外部遮蔽壁保管庫に貯蔵保管する。  

なお、必要に応じて、固体廃棄物を廃棄事業者の廃棄施設へ廃棄する。  

気体廃棄物処理系統図、液体廃棄物処理系統図及び固体廃棄物処理系統図

を、それぞれ第 4.1.1 図、第 4.1.2 図及び第 4.1.3 図に示す。 

（第 4.1.1 図は変更前の記載に同じ。）  
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4.2 気体廃棄物処理 
4.2.2 １次冷却材中の希ガス及びよう素の濃度 

(2) 計算条件 
（9-1）式の計算に用いたパラメータは次のとおりである。 

i  ：（Kr、Xe） 6.5×10-8 (ｓ -1) 

  （I） 1.3×10-8 (ｓ -1) 

mW  ：（１号炉） 1.90×108 (ｇ) 

  （２号炉） 1.89×108 (ｇ) 

  （３号及び４号各炉） 1.95×108 (ｇ) 
t  ：  2.52×107 (ｓ) 

     （原子炉の年間稼動率 80%） 

pＷ  ：（１号及び２号各炉） 3.75×103 (g／s) 

   （３号及び４号各炉） 3.75×103 (g／s) 

iDF    ：（Kr、Xe） 1 

   （I） 10 

iFS  ：   （１号及び２号各炉） （３号及び４号各炉） 

    体積制御タンクの   体積制御タンクの 
    連続脱ガス無     連続脱ガス有 

（Kr-85m） 2.7×10-1 3.0×10-1 
（Kr-85） 2.3×10-5 2.0×10-1 

（Kr-87） 6.0×10-1 6.0×10-1 
（Kr-88） 4.3×10-1 4.3×10-1 
（Xe-131m） 1.0×10-2 2.2×10-1 
（Xe-133m） 3.7×10-2 2.3×10-1 

（Xe-133） 1.6×10-2 2.3×10-1 
（Xe-135m） 8.0×10-1 8.0×10-1 
（Xe-135） 1.8×10-1 2.8×10-1 

（Xe-138） 1.0 1.0 

（I-131） 0.0 0.0 
（I-133） 0.0 0.0 
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BW  ：（１号炉） 1.58×102 (g／s) 

  （２号炉） 1.57×102 (g／s) 
  （３号及び４号各炉） 1.27×102 (g／s) 

i     ：（Xe-135 についてのみ考慮する） 

    2.65×10-18 (cm2) 
      ：（１号及び２号各炉） 3.60×1013 (n/(cm2･s)) 

 （３号及び４号各炉） 4.30×1013 (n/(cm2･s)) 
P  ：（１号及び２号各炉） 2,432 (MWt) 

（３号及び４号各炉） 2,652 (MWt) 
f  ：    1 (%) 

i     ：  「被ばく計算に用いる放射線エネルギー等に  

iY     ：   ついて」 (1)による。 

(3) 計算結果 
１次冷却材中の希ガス及びよう素の濃度を第 4.2.1 表に示す。 

4.2.3 気体廃棄物の放出量 
(2) 計算条件 

（9-2）式及び(9-3)式の計算に用いたパラメータは次のとおりである。 

Nt  ：   2.59×106 (ｓ) (30ｄ) 

Ht  ：（３号及び４号各炉） 3.46×106 (ｓ) (40ｄ) 

K    ：   1 

eW  ：（１号炉） 3.99×109  (g/y) 

（２号炉） 3.96×109  (g/y) 
（３号及び４号各炉） 3.20×109 (g/y) 

dW  ：（１号及び２号各炉） 3.00×108  (g/y) 

（３号及び４号各炉） 3.00×108  (g/y) 

dn    ：   4  (y-1) 
q    ：（３号及び４号各炉） 3.33×102  (Ncm3/s) 

     （1.2Nm3/h） 

vt    ：（３号及び４号各炉） 2.52×107               (s/y) 

 (292d/y) 
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vV    ：（３号及び４号各炉） 1.00×107  (Ncm3) 

                          （46℃、0.206MPa で 5.1m3） 
（9-4）式の計算に用いたパラメータは次のとおりである。 

n  ：  10  (y-1) 

ft   ：  5.76×104 (ｓ) (16h) 

T    ：  2.52×106 (ｓ) (29.2d) 

1L    ：                          1.16 (g/s) (0.1t/d) 

i1P    ：   （Kr,Xe）1.0 （Ｉ）0.1 

RV    ：（１号及び２号各炉） 8.50  (m3/s) 

     (255m3/min×2) 
（３号及び４号各炉） 1.17×101  (m3/s) 

     (350m3/min×2) 

CVV   ：（１号及び２号各炉） 6.95×104  (m3) 

（３号及び４号各炉） 6.74×104  (m3) 

Ciη   ：   （Kr､Xe）0.0 （Ｉ）0.9 

M   ：  0.7 

（9-5）式の計算に用いたパラメータは次のとおりである。 

PV   ：（１号及び２号各炉） 1.20×105  (m3/y) 

（３号及び４号各炉） 1.30×105  (m3/y) 

Diη  ：（１号及び２号各炉） （Kr､Xe）0.0 （Ｉ）0.0 

（３号及び４号各炉） （Kr､Xe）0.0 （Ｉ）0.9 
（9-6）式の計算に用いたパラメータは次のとおりである。 

2L    ： 9.26×10-1(g/s) (0.08t/d) 

i2P   ：（１号及び２号各炉） （Kr、Xe）1.0 （I）0.005 

（３号及び４号各炉） （Kr、Xe）1.0 （I）0.001 
(3) 計算結果 

気体廃棄物中の希ガス及びよう素の放出量を１号炉、２号炉並びに３

号及び４号各炉について、それぞれ第 4.2.2 表(1)、(2)及び(3)並びに第

4.2.3 表(1)、(2)及び(3)に示す。 
また、気体廃棄物中の希ガス及びよう素の放出量の１号炉、２号炉、
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３号炉及び４号炉合算について、第 4.2.4 表に示す。 

（4.2.2表(1)及び(2)並びに第 4.2.3表(1)及び(2)は変更前の記載に同じ。） 
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4.3 液体廃棄物処理 

4.3.1 放射性廃液の発生源 

平常運転時において発生する液体廃棄物の発生源としては、次のも

のがある。 

(1) １次冷却材抽出水 

(2) 格納容器冷却材ドレン及び補助建屋冷却材ドレン  

(3) 良水質の補助建屋機器ドレン  

(4) 低水質の補助建屋機器ドレン（保修点検建屋ドレン含む） 

(5) 格納容器床ドレン及び補助建屋床ドレン  

(6) 薬品ドレン 

(7) 洗たく排水、手洗排水及びシャワ排水（以下「洗浄排水」という。）  

(1)及び(2)の廃液については、脱塩塔でイオン状不純物を除去して冷

却材貯蔵タンクに貯留した後、脱ガス塔で溶存気体を分離し（分離さ

れた気体は気体廃棄物として処理する）ほう酸回収装置蒸発器により

溶存する固形分を濃縮分離する。蒸留水は、脱塩塔を通して、原則とし

て再使用する。なお、放出する場合は、試料採取分析し、放射性物質の

濃度が十分低いことを確認し、復水器冷却水等と混合希釈して放水口

から放出する。また、濃縮液は、ほう酸溶液として原則として再使用す

る。 

(3)の廃液については、良水質廃液貯蔵タンクに貯留し、廃液蒸発装

置で溶存する固形分を濃縮分離する。蒸留水は、脱塩塔を通して廃液

蒸留水モニタタンクに送り、原則として再使用する。なお、放出する場

合は、試料採取分析し、放射性物質の濃度が十分低いことを確認し、復

水器冷却水等と混合希釈して放水口から放出する。また、濃縮廃液は、

固体廃棄物として処理する。 

(4)、(5)及び(6)の廃液については、低水質廃液貯蔵タンクに貯留し、

廃液蒸発装置で溶存する固形分を濃縮分離する。蒸留水は、脱塩塔を

通して廃液蒸留水タンクに送り、ここで放射性物質の濃度が十分低い

ことを確認し、復水器冷却水等と混合希釈して放水口から放出する。

濃縮廃液は、固体廃棄物として処理する。  



9(3)-4-8 
 

(7)の廃液については、原則として洗浄排水処理装置で処理し、固形

分を分離する。処理水は洗浄排水モニタタンクに貯留し、放射性物質

の濃度が十分低いことを確認した後、復水器冷却水等と混合希釈して

放水口から放出する。分離した固形分は、雑固体廃棄物として処理す

る。 

上記の他、酸液ドレンタンクに集められる強酸ドレンがあるが、これ

は中和処理した後、固体廃棄物として処理する。  

4.3.2 放射性廃液の発生量 

平常運転時に発生する放射性廃液の量は、次の前提条件に基づき推

定する。 

(1) １次冷却材抽出水量は、標準的な起動停止を仮定して推定する。  

(2) １次冷却材ドレン及び機器ドレンは、各機器からのドレン量、漏

えい量等から推定する。 

(3) 床ドレンは、床面積、キャスクの除染等から推定する。  

(4) 洗浄排水及び薬品ドレンについては、実績等を考慮し推定する。  

放射性廃液の年間推定発生量は、第 4.3.1 表に示す。 

4.3.3 液体廃棄物の放出量 

放射性廃液の発生源のうち、１次冷却材抽出水、格納容器冷却材ドレ

ン、補助建屋冷却材ドレン及び良水質の補助建屋ドレンは、処理後、

100%を液体廃棄物として放出するものとして評価する。液体廃棄物の

年間推定放出量を第 4.3.1 表に示す。 

上記放出量中に含まれる放射能量（トリチウムを除く。）は、３号炉

及び４号炉合算で約 3.2×1010Bq/y となる。 

放出放射能量の算定に当たっては、燃料被覆管欠陥率を 1%と想定し、

１次冷却材中の放射性物質の濃度（希ガス及びトリチウムを除く。）は、

３号炉及び４号炉で約 7.8×105Bq/g とした。 

発生源別液体廃棄物の年間推定放出量とその放射性物質の濃度の概

略を第 4.3.1 図に示す。 

液体廃棄物による実効線量評価を行う際には、液体廃棄物処理設備

運用の変動を考慮して、液体廃棄物の放出量はトリチウムを除き１号、
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２号、３号及び４号各炉 3.7×1010Bq/y、トリチウムについては、１号、

２号、３号及び４号各炉 5.6×1013Bq/y とする。 

また、トリチウムを除いた液体廃棄物の核種構成を第 4.3.2 表に示

す。 

これらの希釈水となる復水器冷却水等の量は、放水口（１号及び２号

炉共用）において各炉当たり 1.28×109m3/y、放水口（３号及び４号炉

共用）において各炉当たり 1.59×109m3/y である。 

（第 4.3.2 表は変更前の記載に同じ。） 
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4.4 固体廃棄物処理 

4.4.1 固体廃棄物の発生源とその発生量 

平常運転時において、発生する固体廃棄物の発生源としては、廃液蒸

発装置の濃縮廃液、酸液ドレン（強酸）、雑固体廃棄物（ウエス、金属、

機材、使用済フィルタ等）及び脱塩塔使用済樹脂がある。  

廃液蒸発装置の濃縮廃液及び酸液ドレン（強酸）は、固化材（アスフ

ァルト又はセメント）と共にドラム詰めを行う。 

雑固体廃棄物のうち、可燃物は必要に応じて圧縮減容又は焼却処理

後ドラム詰め等を行う。また、不燃物は必要に応じて圧縮減容後ドラ

ム詰め等を行うか、又は必要に応じて圧縮減容後固型化材（モルタル）

を充てんしてドラム詰めを行う。  

脱塩塔使用済樹脂は、使用済樹脂貯蔵タンクに貯蔵するか、又はドラ

ム詰めする。また、脱塩塔使用済樹脂の一部（脱塩塔又は使用済樹脂貯

蔵タンクの平均表面線量当量率が 2mSv/h 以下）は、雑固体廃棄物と

してドラム詰めし必要に応じて放射能を減衰させた後焼却する。  

また、ドラム詰め等が困難な大型機材等については、こん包等の措置

を講じる。 

上記のほか、使用済制御棒等の放射化された機器が発生することが

ある。これらは、使用済燃料ピットに貯蔵し、放射能の減衰を図ること

とする。 

固体廃棄物の発生量の推定に当たっては、放射性廃液の発生量、樹脂

の使用量、先行炉の実績等を考慮する。  

固体廃棄物の種類別年間推定発生量を第 4.4.1 表に示す。 

なお、３号炉及び４号炉の原子炉容器上部ふたの取替えに伴い取り

外した原子炉容器上部ふた 2 基等は、必要に応じて汚染拡大防止対策

を講じて、蒸気発生器保管庫（１号、２号、３号及び４号炉共用、既設）

に貯蔵保管する。３号炉及び４号炉の蒸気発生器取替えに伴い取り外

した蒸気発生器 6 基等は必要に応じて汚染拡大防止対策を講じて、発

電所内の蒸気発生器保管庫（３号及び４号炉共用）に貯蔵保管する。３

号炉及び４号炉の原子炉容器上部ふたの取替えに伴い発生したコンク
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リート、鉄筋及び埋め込み金物は、汚染拡大防止策を講じて、外部遮蔽

壁保管庫に貯蔵保管する。また、取替えに伴い発生する雑固体廃棄物

は必要に応じて圧縮減容若しくは焼却処理後ドラム詰め又はこん包を

行う。 

（第 4.4.1 表は変更前の記載に同じ。） 

4.4.2 保管管理 

ドラム詰め、こん包等の措置を講じた固体廃棄物は、固体廃棄物貯蔵

庫に貯蔵保管する。 

また、３号炉及び４号炉で取り外した原子炉容器上部ふた 2 基等は

蒸気発生器保管庫（１号、２号、３号及び４号炉共用、既設）に貯蔵保

管する。３号炉及び４号炉の蒸気発生器取替えに伴い取り外した蒸気

発生器 6 基等は蒸気発生器保管庫（３号及び４号炉共用）に貯蔵保管

する。３号炉及び４号炉の原子炉容器上部ふたの取替えに伴い発生し

たコンクリート、鉄筋及び埋め込み金物は、外部遮蔽壁保管庫に貯蔵

保管する。 

また、脱塩塔使用済樹脂は、使用済樹脂貯蔵タンクに貯蔵して放射能

の減衰を図る。 

固体廃棄物貯蔵庫、蒸気発生器保管庫及び外部遮蔽壁保管庫は管理

区域とし、定期的に周辺の放射線サーベイ等を行い厳重に管理する。  
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第 4.2.1 表 １次冷却材中の希ガス及びよう素の濃度  

（単位：Bq/g）  

核  種 １号炉 ２号炉 
３号及び 

４号各炉 

Kr-85m 7.09×104 7.12×104 7.49×104 

Kr-85 2.70×104 2.72×104 5.53×103 

Kr-87 4.12×104 4.14×104 4.39×104 

Kr-88 1.22×105 1.23×105 1.31×105 

Xe-131m 5.57×104 5.60×104 1.85×104 

Xe-133m 9.62×104 9.66×104 6.09×104 

Xe-133 6.39×106 6.43×106 2.77×106 

Xe-135m 3.74×103 3.76×103 3.98×103 

Xe-135 1.26×105 1.26×105 1.08×105 

Xe-138 2.00×104 2.01×104 2.13×104 

I-131 7.61×104 7.61×104 8.36×104 

I-133 1.30×105 1.30×105 1.41×105 
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第 4.2.2 表(3) 希ガスの放出量（３号及び４号各炉）  

（単位：Bq/y） 

項 目 

 

核 種 

ガス減衰タン 

ク及び水素再 

結合ガス減衰 

タンクからの 

排気 

原子炉停止時 

の原子炉格納 

容器換気 

原子炉格納 

容器減圧時 

の排気 

原子炉補助 

建屋の換気 
合  計 

Kr-85m ～0 2.1×1010 3.9×109 1.8×1012 1.8×1012 

Kr-85 1.3×1014 1.7×1011 1.6×1010 1.3×1011 1.3×1014 

Kr-87 ～0 3.4×109 6.5×108 1.1×1012 1.1×1012 

Kr-88 ～0 2.2×1010 4.2×109 3.1×1012 3.1×1012 

Xe-131m 4.6×1013 2.7×1011 3.2×1010 4.3×1011 4.7×1013 

Xe-133m 1.1×1010 2.0×1011 3.4×1010 1.5×1012 1.7×1012 

Xe-133 4.0×1014 2.1×1013 3.1×1012 6.5×1013 4.9×1014 

Xe-135m ～0 6.3×107 1.2×107 9.3×1010 9.3×1010 

Xe-135 ～0 5.9×1010 1.2×1010 2.6×1012 2.6×1012 

Xe-138 ～0 3.1×108 5.9×107 5.0×1011 5.0×1011 

放出量合計 5.7×1014 2.2×1013 3.2×1012 7.6×1013 6.8×1014 

γ線 

実効ｴﾈﾙｷﾞ  ー

(MeV/dis) 

3.4×10-2 4.7×10-2 4.9×10-2 1.5×10-1 4.7×10-2 

β線 

実効ｴﾈﾙｷﾞ  ー

(MeV/dis) 

1.7×10-1 1.4×10-1 1.4×10-1 1.8×10-1 1.7×10-1 

 

 

第 4.2.3 表(3) よう素の放出量（３号及び４号各炉）  

（単位：Bq/y） 

項 目 

 

核 種 

原子炉停止時 

の原子炉格納 

容器換気 

原子炉格納 

容器減圧時 

の排気 

原子炉補助 

建屋の換気 

定期検査時 

の よ う 素 

131 

合  計 

I-131 1.1×109 1.2×109 2.0×109 1.1×109 5.3×109 

I-133 1.4×109 3.3×108 3.3×109 － 5.0×109 
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第 4.2.4 表 希ガス及びよう素の放出量 

（単位：Bq/y） 

原子炉 

核 種 
１号炉 ２号炉 ３号炉 ４号炉 合 計 

希 ガ ス 1.1×1015 1.1×1015 6.8×1014 6.8×1014 3.5×1015 

よ
う
素 

I-131 2.6×1010 2.6×1010 5.3×109 5.3×109 6.2×1010 

I-133 2.0×1010 2.0×1010 5.0×109 5.0×109 5.0×1010 
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第 4.3.1 表 放射性廃液の年間推定発生量及び液体廃棄物  

   の年間推定放出量（３号炉及び４号炉合算）  

（単位：m3/y） 

種    類 
放射性廃液の 

年間推定発生量 

液 体 廃 棄 物 の 

年間推定放出量 

(1) １次冷却材抽出水 

(2) 格納容器冷却材ドレン及び補助建屋

冷却材ドレン 

約 9,100 約 9,100 

(3) 良水質の補助建屋機器ドレン 約 500 約 500 

(4) 低水質の補助建屋機器ドレン（保修

点検建屋ドレン含む。） 

(5) 格納容器床ドレン及び補助建屋床ド

レン 

(6) 薬品ドレン 

約 1,200 約 1,200 

(7) 洗浄排水 約 3,000 約 3,000 

合       計 約 13,800 約 13,800 
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5. 平常運転時における発電所周辺の一般公衆の受ける線量評価 
5.1 実効線量の計算 

5.1.1 気体廃棄物中の希ガスのγ線による実効線量 
5.1.1.3 計算条件 

（9-8）式及び（9-9）式の計算に用いたパラメータは次のとおりであ

る。  

1K  ：4.46×10-4    
 

 
  
 

 
  

   
hBqMeV

Gymdis 3
 

en  ：3.84×10-3  (m-1) 
   ：1.05×10-2  (m-1) 

B   ：1.000 

B   ：0.4492 

B   ：0.0038 

   ：0（考慮しない）  
h   ：第 5.1.1 表に示すとおりである。  

（9-12）式、（9-13）式及び（9-14）式の計算に用いたパラメータは

次のとおりである。  

2K  ：0.8  (μSv/μGy) 

hf  ：1 

0f  ：1 

inQ  ：ガス減衰タンク排気  

   （１号及び２号各炉）8.2×1014 (Bq/y) 
    ガス減衰タンク及び水素再結合ガス減衰タンク排気  
   （３号及び４号各炉）5.7×1014 (Bq/y) 

    原子炉停止時の原子炉格納容器換気  
   （１号及び２号各炉）5.0×1013 (Bq/y) 
   （３号及び４号各炉）2.2×1013 (Bq/y) 

inE  ：ガス減衰タンク排気  

   （１号及び２号各炉）3.7×10-2 (MeV/dis) 
    ガス減衰タンク及び水素再結合ガス減衰タンク排気  
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   （３号及び４号各炉）3.4×10-2 (MeV/dis) 

    原子炉停止時の原子炉格納容器換気 

   （１号及び２号各炉）4.5×10-2 (MeV/dis) 

   （３号及び４号各炉）4.7×10-2 (MeV/dis) 

N  ：ガス減衰タンク排気 

   （１号及び２号各炉）20  (回/y) 

    ガス減衰タンク及び水素再結合ガス減衰タンク排気  

   （３号及び４号各炉）30  (回/y) 

    原子炉停止時の原子炉格納容器換気 

   （１号、２号、３号及び４号各炉）10 (回/y) 

Tn  ：第 5.1.2 表に示すとおりである。 

LTf  ：第 5.1.3 表に示すとおりである。 

tN  ：8,760 

S,LN 、
S,1LN 
、

S,1LN 
：第 5.1.3 表に示すとおりである。 

S,LS 、
S,1LS 
、

S,1LS 
：第 5.1.4 表に示すとおりである。 

（9-16）式、（9-17）式及び（9-18）式の計算に用いたパラメータは

次のとおりである。 

 ：原子炉格納容器減圧時の排気 

  （１号炉）6.5×1012  (Bq/y) 

  （２号炉）6.6×1012  (Bq/y) 

  （３号及び４号各炉）3.2×1012                     (Bq/y) 

    原子炉補助建屋の換気 

  （１号及び２号各炉）1.7×1014                     (Bq/y) 

  （３号及び４号各炉）7.6×1013                        (Bq/y) 

 ：原子炉格納容器減圧時の排気 

  （１号及び２号各炉）4.6×10-2                 (MeV/dis) 

  （３号及び４号各炉）4.9×10-2                 (MeV/dis) 

    原子炉補助建屋の換気 

  （１号及び２号各炉）9.1×10-2                 (MeV/dis) 

  （３号及び４号各炉）1.5×10-1                 (MeV/dis) 

contQ

contE
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、 、 ：第 5.1.4 表に示すとおりである。 

5.1.1.4 計算結果 

将来の集落の形成を考慮し、陸側 13 方位の敷地境界外について１

号炉、２号炉、３号炉及び４号炉合算の希ガスのγ線による実効線量

の計算を行った結果は第 5.1.5 表に、また評価地点は第 5.1.1 図に示

すとおりである。これによれば、陸側 13 方位の敷地境界外で希ガス

のγ線による実効線量が最大となるのは２号炉心から南南東方向約

830m 地点であり、その実効線量は年間約 11μSv である。 

参考として上記方位以外の海側敷地境界について、１号炉、２号炉、

３号炉及び４号炉合算の希ガスのγ線による実効線量の計算を行っ

た結果は第 5.1.5 表に、また評価地点は第 5.1.1 図に示すとおりであ

る。 

なお、敷地内を通る一般道路における、１号炉、２号炉、３号炉及

び４号炉合算の希ガスのγ線による最大の実効線量は年間約 14μSv

である。 

5.1.3 よう素による実効線量 

5.1.3.1 気体廃棄物中のよう素による実効線量 

(2) 年平均地上空気中濃度の計算 

b. 計算条件 

(9-21)式の計算に用いたパラメータは次のとおりである。  

IinQ  ：原子炉停止時の原子炉格納容器換気中のよう素の年間放  

 出量 

  I-131 

  （１号及び２号各炉）2.1×109      (Bq/y) 

  （３号及び４号各炉）1.1×109     (Bq/y) 

  I-133 

（１号及び２号各炉）1.9×109     (Bq/y) 

  （３号及び４号各炉）1.4×109     (Bq/y) 

(9-22)式の計算に用いたパラメータは次のとおりである。  

 ：原子炉格納容器減圧時の排気中のよう素の年間放出量  

S,LS S,1LS  S,1LS 

IcontQ
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  I-131 

  （１号及び２号各炉）9.7×109     (Bq/y) 

  （３号及び４号各炉）1.2×109     (Bq/y) 

  I-133 

  （１号及び２号各炉）2.7×109     (Bq/y) 

  （３号及び４号各炉）3.3×108     (Bq/y) 

  原子炉補助建屋の換気中のよう素の年間放出量  

  I-131 

  （１号及び２号各炉）8.9×109     (Bq/y) 

  （３号及び４号各炉）2.0×109     (Bq/y) 

  I-133 

  （１号炉）          1.5×1010 (Bq/y) 

  （２号炉）          1.6×1010    (Bq/y) 

  （３号及び４号各炉）3.3×109 (Bq/y) 

  定期検査時に放出されるよう素の年間放出量  

I-131 

  （１号及び２号各炉）5.2×109     (Bq/y) 

  （３号及び４号各炉）1.1×109     (Bq/y) 

c. 計算結果 

陸側 13 方位の敷地境界外であって、１号炉、２号炉、３号炉

及び４号炉合算のよう素の年平均地上空気中濃度が最大となる地

点は、２号炉心から南南東方向約 830m の地点であり、この地点

における I-131 及び I-133 の年平均地上空気中濃度の計算結果

は、それぞれ約 9.0×10-10Bq/cm3 及び約 7.1×10-10 Bq/cm3 であ

る。 

また、現存する牧草地で、１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉

合算のよう素の年平均地上空気中濃度が最大となる地点は、２号

炉心から西方向約 2,770m の地点であり、この地点における I-

131 及び I-133 の年平均地上空気中濃度の計算結果は、それぞれ

約 2.8×10-11 Bq/cm3 及び約 2.3×10-11 Bq/cm3 である。 
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(4) 計算条件 

(9-24)式の計算に用いたパラメータは次のとおりである。  

IiK   ：成 人 I-131 1.5×10-2 (μSv/Bq) 

    I-133 2.9×10-3 (μSv/Bq) 

   幼 児 I-131 6.9×10-2 (μSv/Bq) 

    I-133 1.6×10-2 (μSv/Bq) 

   乳 児 I-131 1.3×10-1 (μSv/Bq) 

    I-133 3.5×10-2 (μSv/Bq) 

 ：成 人  2.22×107 (cm3/d) 

   幼 児  8.72×106 (cm3/d) 

   乳 児  2.86×106 (cm3/d) 

Ii  ：（１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉合算）  

    I-131 9.0×10-10 (Bq/cm3) 

    I-133 7.1×10-10 (Bq/cm3) 

(9-25)式の計算に用いたパラメータは次のとおりである。  

TiK ：成 人 I-131 1.6×10-2 (μSv/Bq) 

    I-133 3.1×10-3 (μSv/Bq) 

   幼 児 I-131 7.5×10-2 (μSv/Bq) 

    I-133 1.7×10-2 (μSv/Bq) 

   乳 児 I-131 1.4×10-1 (μSv/Bq) 

    I-133 3.8×10-2 (μSv/Bq) 

 ：成 人 100 (g/d) 

   幼 児  50 (g/d) 

   乳 児  20 (g/d) 

 ：1 

  ：0.5 

  ：0.5 

 ：    I-131 2.6×106 







3cm/Bq

g/Bq
 

aM

VM

Vmf

Vtf

df

ViF
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    I-133 4.3×105   
 

 
  
 

 
3cm/Bq

g/Bq  

 ：（１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉合算）  

    I-131 9.0×10-10 (Bq/cm3) 
    I-133 7.1×10-10 (Bq/cm3) 

 ：0     (d) 

 ：「被ばく計算に用いる放射線エネルギー等について」(2)に

よる。  
(9-26)式の計算に用いたパラメータは次のとおりである。  

MM ：成 人  200 (mℓ/d) 

   幼 児  500 (mℓ/d) 
   乳 児  600 (mℓ/d) 

Mmf ：成 人  1 

   幼 児  1 
   乳 児  0.5 

 ：0.5 

ff   ：1 

MiF  ：    I-131 6.2×105   

    I-133 4.6×104  

Mi  ：（１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉合算）  

    I-131 2.8×10-11 (Bq/cm3) 
    I-133 2.3×10-11 (Bq/cm3) 

Mt  ：成 人   0 (d) 

  幼 児  0 (d) 
  乳 児  3 (d) 

 (5) 計算結果 
１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉からの気体廃棄物中のよう素

による実効線量を計算した結果を第5.1.9表に示す。  

Vi 

Vt

riT

Mtf
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これによれば、気体廃棄物中の放射性よう素の呼吸、葉菜摂取及

び牛乳摂取による実効線量が最大となるのは幼児の場合であり、年

間約1.2μSvとなる。  

5.1.3.3 気体廃棄物中及び液体廃棄物中のよう素を同時に摂取する場合の実 

効線量 

(4) 計算結果 

１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉からの気体廃棄物中及び液体廃

棄物中のよう素を同時に摂取する場合の実効線量の計算を行った結

果は第5.1.12表のとおりである。 

これによると、実効線量が最大となるのは、海藻類を摂取しない場

合の幼児であり、その実効線量は年間約1.4μSvである。 

 

5.2 線量評価結果 

敷地境界外における１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉からの気体廃棄

物中の希ガスの γ 線からの外部被ばくによる実効線量、液体廃棄物中の

放射性物質の摂取に伴う内部被ばくによる実効線量及びよう素の摂取に伴

う内部被ばくによる実効線量は、それぞれ年間約 11μSv、年間約 2.1μSv

及び年間約 1.4μSv となり、合計は年間約 15μSv である。 

この値は、「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針」に

示される線量目標値の年間 50μSv を下回る。 
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第 5.1.1 表 線量計算に用いた放出源の有効高さ  

  

着目方位 

２号炉か 

らの方位 

放出源の有効高さ(m)［各炉からの方位］  

１号炉 ２号炉 ３号炉 ４号炉 

陸 

 

側 

 

評 

 

価 

 

地 

 

点 

N 115 [NNW] 70 [N] 105 [NNE] 100 [NNE] 

NNE 75 [N] 70 [NNE] 115 [NNE] 140 [NE] 

NE 70 [NNE] 125 [NE] 165 [NE] 165 [NE] 

SE 80 [SE] 75 [SE] 115 [ESE] 125 [ESE] 

SSE 65 [SSE] 65 [SSE] 85 [SE] 90 [SE] 

S 95 [S] 90 [S] 85 [SE] 85 [SE] 

SSW 85 [SSW] 90 [SSW] 75 [S] 75 [SSE] 

SW 105 [WSW] 90 [SW] 55 [SW] 70 [SSW] 

WSW 105 [WSW] 60 [WSW] 55 [SW] 60 [SW] 

W 180 [W] 115 [W] 155 [W] 80 [WSW] 

WNW 115 [WNW] 80 [WNW] 85 [NW] 85 [NW] 

NW 140 [NW] 115 [NW] 150 [NW] 150 [NW] 

NNW 115 [NNW] 90 [NNW] 80 [N] 100 [NNE] 

参 

考 

地 

点 

ENE 125 [ENE] 85 [ENE] 105 [ENE] 105 [E] 

E 120 [E] 90 [E] 100 [E] 105 [E] 

ESE 120 [E] 70 [ESE] 105 [E] 105 [E] 

牛

乳

摂

取

評

価

地

点 

W 210 [W] 140 [W] 185 [W] 190 [W] 
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第5.1.2表 着目方位及び隣接２方位への最大放出回数  

 

着目方位及びその隣接 2 方位へ向かう風の出現頻度の和と年間の放出

回数とから二項確率分布の信頼度が、67％となるように求めた着目方位

を中心とした 3 方位への最大放出回数 

 

(単位：y-1) 

計算 地 点 

の 方 位 

着目方位を中心とした 3 方位への最大放出回数ｎＴ 

ガス減衰タンク排気 

(１ ， ２号各炉） 

ガス減衰タンク及び 

水 素 再 結 合 

ガス減衰タンク排気 

(３，４号各炉） 

原 子 炉 停 止 時 の 

原子炉格納容器換気 

(１，２，３，４号各炉） 

N 4 5 2 

NNE 3 4 1 

NE 2 3 1 

ENE 2 3 1 

E 4 6 2 

ESE 8 12 4 

SE 10 15 5 

SSE 9 13 5 

S 6 8 3 

SSW 4 5 2 

SW 4 5 2 

WSW 3 5 2 

W 3 4 1 

WNW 3 4 1 

NW 3 5 2 

NNW 4 6 2 
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第5.1.5表 敷地境界外における希ガスのγ線による年間実効線量 

（１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉合算）  

（単位：μSv/y） 

 
評価地点     

の 方 位     

２号炉心から 

評価地点まで 

の距離(m) 

実効線量 

陸

側

評

価

地

点 

Ｎ 880 4.4 

ＮＮＥ 880 3.6 

ＮＥ 1,020 1.7 

ＳＥ 930 9.6 

ＳＳＥ 830 11 

Ｓ 850 7.6 

ＳＳＷ 930 5.9 

ＳＷ 870 6.8 

ＷＳＷ 870 7.3 

Ｗ 900 4.0 

ＷＮＷ 1,180 3.7 

ＮＷ 3,300 0.8 

ＮＮＷ 900 4.7 

参

考

地

点 

ＥＮＥ 800 2.2 

Ｅ 580 5.6 

ＥＳＥ 650 7.7 

 

  



9(3)-5-13 
 

第 5.1.9 表 気体廃棄物中のよう素による実効線量計算結果  

（１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉合算）  

（単位：μSv/y） 

摂取経路 核  種 成  人 幼  児 乳  児 

呼  吸 
I-131 1.1×10-1 2.0×10-1 1.3×10-1 

I-133 1.7×10-2 3.6×10-2 2.6×10-2 

葉菜摂取 
I-131 3.4×10-1 8.0×10-1 6.0×10-1 

I-133 8.7×10-3 2.4×10-2 2.2×10-2 

牛乳摂取 
I-131 1.1×10-2 1.2×10-1 1.1×10-1 

I-133 1.2×10-4 1.6×10-3 2.0×10-4 

合   計 4.9×10-1 1.2×100 8.7×10-1 

 

 

第 5.1.12 表 気体廃棄物中及び液体廃棄物中のよう素を同時に摂取する場  

合の実効線量計算結果 

（１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉合算）  

（単位：μSv/y） 

 成  人 幼  児 乳  児 

海藻類を摂取する場合  1.1×10-1 3.3×10-1 4.1×10-1 

海藻類を摂取しない場合  5.6×10-1 1.4 1.0 
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第5.1.1図 評 価 地 点 
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別添７ 

 

添  付  書  類  十 

変更後における発電用原子炉施設において事故が  

発生した場合における当該事故に対処するために  

必要な施設及び体制の整備に関する説明書  

 

令和４年１２月２１日付け原規規発第２２１２２１１号をもって設置変更許

可を受けた高浜発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書の添付書類十の３

号炉及び４号炉に係る記述のうち、下記内容を変更又は追加する。 

 

記 

 

（３号炉及び４号炉） 

1. 安全評価に関する基本方針のうち以下を変更する。 

 1.3 解析に使用する計算プログラム 

 1.4 参考文献 

2. 運転時の異常な過渡変化の解析 

2.2 炉心内の反応度又は出力分布の異常な変化  

 2.2.4 原子炉冷却材中のほう素の異常な希釈  

  2.2.4.2 過渡変化の解析 

    (3) 解析結果 

  a. プラント起動時の異常な希釈  

2.3 炉心内の熱発生又は熱除去の異常な変化  

 2.3.4 主給水流量喪失 

  2.3.4.2 過渡変化の解析 

3. 設計基準事故の解析 
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3.2 原子炉冷却材の喪失又は炉心冷却状態の著しい変化  

 3.2.1 原子炉冷却材喪失 

  3.2.1.2 事故経過の解析 

(1) 非常用炉心冷却設備性能評価解析－大破断－ 

c. 解析結果  

(2) 非常用炉心冷却設備性能評価解析－小破断－  

c. 解析結果  

  3.2.1.3 結論 

 3.2.4 主給水管破断 

  3.2.4.2 事故経過の解析 

   (3) 解析結果 

  3.2.4.3 結論 

3.4 環境への放射性物質の異常な放出  

3.4.1 放射性気体廃棄物処理施設の破損  

3.4.1.2 核分裂生成物の放出量及び線量の評価  

(3) 評価結果 

3.4.2 蒸気発生器伝熱管破損 

3.4.2.3 核分裂生成物の放出量及び線量の評価  

3.4.3 燃料集合体の落下 

3.4.3.2 核分裂生成物の放出量及び線量の評価  

(3) 評価結果 

3.4.4 原子炉冷却材喪失 

3.4.4.2 核分裂生成物の放出量及び線量の評価  

(2) 評価条件 

(3) 評価結果 

3.4.5 制御棒飛び出し 

3.4.5.2 核分裂生成物の放出量及び線量の評価  

(3) 評価結果 

 3.5 原子炉格納容器内圧力、雰囲気等の異常な変化  

 3.5.1 原子炉冷却材喪失 

  3.5.1.2 事故経過の解析 
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   (2) 解析条件 

   (3) 解析結果 

  3.5.1.3 結論 

7. 重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故に対する対策の有効性評

価のうち以下を変更する。 

7.1 運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故  

7.1.1 ２次冷却系からの除熱機能喪失  

 7.1.1.2 炉心損傷防止対策の有効性評価  

  (3) 有効性評価の結果 

      b. 評価項目等 

7.1.2 全交流動力電源喪失 

    7.1.2.4 必要な要員及び資源の評価 

(2) 必要な資源の評価 

     a. 水源 

7.1.5 原子炉停止機能喪失 

  7.1.5.2 炉心損傷防止対策の有効性評価 

(3) 有効性評価の結果 

a. 主給水流量喪失 

        (b) 評価項目等 

       b. 負荷の喪失 

        (b) 評価項目等 

  7.1.5.4 必要な要員及び資源の評価 

     (2) 必要な資源の評価 

       a. 水源 

       b. 燃料 

7.1.6 ＥＣＣＳ注水機能喪失 

  7.1.6.2 炉心損傷防止対策の有効性評価  

(3) 有効性評価の結果 

  a. 6 インチ破断 

   (b) 評価項目等 
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  b. 4 インチ破断 

   (b) 評価項目等 

  c. 2 インチ破断  

   (b) 評価項目等 

7.1.7 ＥＣＣＳ再循環機能喪失 

  7.1.7.2 炉心損傷防止対策の有効性評価  

(3) 有効性評価の結果 

  b. 評価項目等 

7.1.8 格納容器バイパス 

  7.1.8.2 炉心損傷防止対策の有効性評価  

(3) 有効性評価の結果 

  a. インターフェイスシステムＬＯＣＡ 

   (b) 評価項目等 

  b. 蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する  

     事故 

   (b) 評価項目等 

    7.1.8.4 必要な要員及び資源の評価 

  (2) 必要な資源の評価 

   a. 水源 

7.4 運転停止中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故  

7.4.4 反応度の誤投入 

    7.4.4.2 燃料損傷防止対策の有効性評価 

     (2) 有効性評価の条件 

       a. 初期条件 

        (b) １次系有効体積 

     (3) 有効性評価の結果 

       a. 事象進展 

       b. 評価項目等 

7.5 必要な要員及び資源の評価 

7.5.3 重大事故等対策時に必要な水源、燃料及び電源の評価結果  
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 (1) 水源の評価結果 

   b. 蒸気発生器注水
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            表 
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第 3.2.1.2 表 
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第 3.4.2.3 表 

 

 

第 7.4.4.2 表 

 

解析に使用する計算プログラム一覧表 (1)  －運転時の異

常な過渡変化 

 

大破断解析結果（低温側配管両端破断） 

 

大破断解析結果（低温側配管両端破断、流出係数 0.4） 

 

小破断解析結果 

 

１次冷却材中のよう素の平衡濃度及び追加放出寄与分 

 

１次冷却材中の希ガスの平衡濃度及び追加放出寄与分 

 

よう素の吸入摂取による小児の実効線量係数及びＩ－１３

１等価量への換算係数 

 

「反応度の誤投入」の主要評価条件（原子炉起動時に、化学

体積制御系の弁の誤作動等により原子炉へ純水が流入する

事故）（１／２） 
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第 3.2.1.6 図 
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第 3.2.4.1 図 
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主給水流量喪失(1) 

 

主給水流量喪失(2) 

 

原子炉冷却材喪失－ＥＣＣＳ性能評価解析－大破断(1) 

 

原子炉冷却材喪失－ＥＣＣＳ性能評価解析－大破断(2) 

 

原子炉冷却材喪失－ＥＣＣＳ性能評価解析－大破断(3) 

 

原子炉冷却材喪失－ＥＣＣＳ性能評価解析－大破断(4) 

 

原子炉冷却材喪失－ＥＣＣＳ性能評価解析－小破断(1)－液相

部破断 

 

原子炉冷却材喪失－ＥＣＣＳ性能評価解析－小破断(2)－液相

部破断 

 

原子炉冷却材喪失－ＥＣＣＳ性能評価解析－小破断(3)－気相

部破断 

 

主給水管破断(1) 

 

主給水管破断(2) 
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蒸気発生器伝熱管破損（事故）時のよう素の大気放出過程 

 

蒸気発生器伝熱管破損（事故）時の希ガスの大気放出過程 

 

原子炉冷却材喪失－原子炉格納容器健全性評価用内圧解析 

 

「全交流動力電源喪失」の作業と所要時間 

（外部電源喪失＋非常用所内交流電源喪失＋原子炉補機冷却機

能喪失＋ＲＣＰシールＬＯＣＡ）（２／２） 

 

「全交流動力電源喪失」の作業と所要時間 

（外部電源喪失＋非常用所内交流電源喪失＋原子炉補機冷却機

能喪失）（２／２） 

 

「原子炉補機冷却機能喪失」の作業と所要時間 

（原子炉補機冷却機能喪失＋ＲＣＰシールＬＯＣＡ）（２／２） 

 

燃料被覆管温度の推移 

 

原子炉格納容器圧力の推移 

 

「格納容器バイパス」の対応手順の概要 

（「インターフェイスシステム LOCA」の事象進展） 

 

「格納容器バイパス」の作業と所要時間 
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第 7.4.4.2 図 

 

 

第 7.4.4.3 図 

 

 

 

第 7.4.4.4 図 

（インターフェイスシステム LOCA） 

 

「反応度の誤投入」の対応手順の概要 

（原子炉起動時に、化学体積制御系の弁の誤作動等により原子

炉へ純水が流入する事故」の事象進展） 

「反応度の誤投入」の作業と所要時間 

（原子炉起動時に、化学体積制御系の弁の誤作動等により原子

炉へ純水が流入する事故） 

 

反応度の誤投入時の臨界到達時間評価結果 
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1. 安全評価に関する基本方針 

1.3 解析に使用する計算プログラム 

「運転時の異常な過渡変化」及び「設計基準事故」の解析に使用する

計算プログラム（以下「コード」という。）の一覧表をそれぞれ第 1.3.1

表及び第 1.3.2 表に示す。表中の計算コードの概要を次に記載する。  

（第 1.3.2 表は変更前の記載に同じ。） 

 

(1) ＦＡＣＴＲＡＮ (4)(5) 

燃料棒の過渡解析コードＦＡＣＴＲＡＮは、燃料棒の過渡変化を計算

する詳細な解析コードで、制御棒飛び出しのような急峻な過渡変化を取

り扱えるよう燃料を十分多数の半径方向空間ノードに区分し、温度の関

数である材料の物性値及び詳細な燃料ペレット－燃料被覆管ギャップの

熱伝達の計算、ＤＮＢ後の過渡変化を取り扱う遷移及び膜沸騰熱伝達相

関式、ジルコニウム－水反応及び材質の部分的溶融計算の摸擬が可能で

ある。 

ＦＡＣＴＲＡＮの入力には、原子炉出力及び１次冷却材パラメータ(圧

力、流量、温度、密度)を時間の関数として入力し、出力としては、金属

被覆の燃料棒断面の温度分布の過渡変化及び被覆管の表面における熱流

束の過渡変化が求められる。 

(2) ＭＡＲＶＥＬ (4)(5) 

プラント過渡特性解析コードＭＡＲＶＥＬは、原子炉容器、１次冷却

材高温側配管、１次冷却材低温側配管、蒸気発生器、加圧器及び加圧器

サージ管を含む１次冷却系全体を適切に摸擬し、6 群の遅発中性子及び

反応度帰還を含む 1 点近似中性子動特性、燃料棒の熱的動特性、１次冷

却材の熱水力学的挙動及び蒸気発生器内での熱伝達を計算する。制御系

としては、制御棒制御系、タービンバイパス制御系、給水制御系及び加

圧器圧力制御系を摸擬し、さらに、必要に応じて原子炉保護設備、工学

的安全施設及び化学体積制御設備等の摸擬が可能である。  

このコードは、特に多ループの加圧水型原子炉でループ間で異なった

条件が存在する場合のプラント過渡特性解析に有効である。解析目的に
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より、多ループプラントの物理的、熱的及び熱水力学的特性は、２つの

等価ループに分けて扱われる。 

ＭＡＲＶＥＬの入力には、原子炉出力、１次冷却材温度等の初期条件、

１次冷却材体積等のプラントデータ、核特性データ、原子炉保護設備及

び非常用炉心冷却設備作動限界値等を含み、出力としては、原子炉出力、

原子炉圧力、１次冷却材温度、ＤＮＢ相関式 (1)に基づくＤＮＢＲ等の過

渡変化が求められる。 

(3) ＰＨＯＥＮＩＸ (4)(5) 

１次冷却材流量過渡特性解析コードＰＨＯＥＮＩＸは、単一あるいは

複数の１次冷却材ポンプの故障に対し個々のループ流量、炉心流量及び

ポンプ回転数を計算する。流量は、各々の１次冷却材ループ及び炉心に

沿って１次冷却材流量の運動量平衡方程式を解くことにより計算する。

この運動量平衡の式には連続の式、ポンプの運動量平衡の式及びポンプ

特性を含んでいる。１次冷却材ループ数は、最大 6 ループまで摸擬可能

である。 

ＰＨＯＥＮＩＸの入力には、慣性モーメント、揚程曲線等の１次冷却

材ポンプ特性データ等を含み、出力としては、１次冷却材流量の過渡変

化が求められる。 

(4) ＣＨＩＣＫＩＮ－Ｍ (4)(5) 

炉心動特性解析コードＣＨＩＣＫＩＮ－Ｍは、炉心内の熱出力を 6 群

の遅発中性子及び反応度帰還を含む 1 点近似動特性方程式により求め、

特に反応度が急激に加わる事象の解析に有効である。燃料中の温度は半

径方向だけの１次元の熱伝導方程式を、また、流路内の１次冷却材の温

度、流量及び圧力は軸方向だけの１次元の質量、運動量及びエネルギー

保存則を適用して求める。これらの変数より燃料による反応度帰還量及

び１次冷却材密度による反応度帰還量を求め、これに制御棒クラスタに

よる反応度変化を加えた全反応度変化が 1 点近似動特性方程式の入力と

なり、熱出力の変化が求められる。  

ＣＨＩＣＫＩＮ－Ｍの入力には、燃料の形状、核特性等の炉心データ、

原子炉出力、１次冷却材温度等の初期条件を含み、出力としては、中性
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子束、１次冷却材温度等の過渡変化が求められる。  

(5) ＴＨＩＮＣ－Ⅲ (6) 

過渡解析に使用する熱水力計算コードＴＨＩＮＣ－Ⅲは、熱水力設計

計算コードＴＨＩＮＣ－Ⅰに過渡解析の機能を持たせたコードであり、

炉心を３次元的に分割して、各メッシュに対し質量、運動量及びエネル

ギー保存則を適用して解くものである。  

ＴＨＩＮＣ－Ⅲの入力には、炉心定数に加えて、炉心入口流量、熱流

束、出力等の時間変化を入力し、出力としては、炉心内冷却材温度、圧

力、密度、ボイド率、ＤＮＢ相関式 (1)(7)によるＤＮＢＲ等の時間変化が

求められる。 

(6) ＴＷＩＮＫＬＥ (4)(5) 

多次元炉心動特性解析コードＴＷＩＮＫＬＥは、主に反応度事故に対

し、空間及び時間依存中性子束の動特性変化を解析する詳細な解析コー

ドである。中性子束の動特性解析はエネルギー2 群拡散方程式を解く。  

遅発中性子は 6 群で摸擬する。さらに、6 領域からなる燃料ペレット

－被覆管－１次冷却材燃料棒熱伝達モデル及び縦軸方向を中性子束の動

特性解析と同じメッシュ点で解く１次冷却材熱水力モデルを含む。ドッ

プラ、減速材等の負帰還効果は空間依存として扱い、1 点近似動特性モ

デルと異なって、各メッシュ点で吸収断面積の補正をすることにより考

慮されている。 

ＴＷＩＮＫＬＥの入力には、各メッシュでの中性子断面積、実効増倍

率、入口温度、圧力、流量等の時間変化が入れられ、出力としては、中

性子束レベル、中性子束分布及び炉心熱系の応答が空間及び時間依存で

求められる。 

(7) ＳＡＴＡＮ－Ｍ (8)(9) 

ブローダウン解析コードＳＡＴＡＮ－Ｍは、１次冷却系を多数のノー

ドに区分し、質量、運動量及びエネルギー保存則を解き、１次冷却系配

管破断時における各ノード内冷却材の圧力、エンタルピ、密度、ノード

間の流量等を算出するものであり、平均及び高温領域炉心状態、１次冷

却材ポンプ状態、出力変化、破断口流出流量、原子炉トリップ、非常用
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炉心冷却設備状態等の諸量の摸擬が含められている。  

蓄圧注入系の評価で注入水バイパス量を求める必要がある場合にはバ

イパス終了時間を求め、その時間までに蓄圧タンクより注入された水が

炉心をバイパスするものとする。このバイパス終了時間は、ドリフトフ

ラックスモデルにより計算される注入水が原子炉容器ダウンカマを下降

し始める時間である。 

ＳＡＴＡＮ－Ｍの入力には、原子炉出力、１次冷却材温度等初期状態

を指定する運転パラメータ、系の形状及び水力学的諸量、核特性データ

及び燃料状態を指定する炉心データ、原子炉保護設備と非常用炉心冷却

設備作動限界値及び動作特性パラメータ、１次冷却材ポンプ特性曲線、

破断想定の位置、断面積及び体様等の条件を含み、主要な出力はブロー

ダウン各時点における炉心圧力、炉心流量、エンタルピ等の燃料棒熱解

析に必要な諸量、リフィル解析の初期条件となる蓄圧タンク残存水量、

蓄圧タンク圧力、蒸気発生器２次側状態量、原子炉容器内残存水量、原

子炉格納容器内圧解析に必要な破断口からの質量流量及びエネルギー放

出量である。 

(8) ＳＡＴＡＮ－Ⅵ (10) 

ブローダウン解析コードＳＡＴＡＮ－Ⅵは、原子炉格納容器健全性評

価におけるブローダウン現象を摸擬するものであり、大破断ブローダウ

ン解析用ＳＡＴＡＮ－Ｍと同等なコードである。  

ＳＡＴＡＮ－Ⅵの入力には、ＳＡＴＡＮ－Ｍと同様の諸量を含み、主

要な出力はブローダウン各時点における原子炉格納容器内圧解析に必要

な破断口からの質量流量及びエネルギー放出量である。  

(9) ＳＡＴＡＮ－Ｍ（Ｓｍａｌｌ ＬＯＣＡ） (9)(11) 

小破断ブローダウン解析コードＳＡＴＡＮ－Ｍ（Ｓｍａｌｌ  ＬＯＣ

Ａ）は、小破断時の現象を考慮して気水分離現象及びノード間の水頭差

がより正確に算出できるように、大破断ブローダウン解析用ＳＡＴＡＮ

－Ｍに機能追加を行ったコードである。  

ＳＡＴＡＮ－Ｍ（Ｓｍａｌｌ  ＬＯＣＡ）の入力には、ＳＡＴＡＮ－

Ｍと同様の諸量を含み、主要な出力はブローダウン各時点における炉心
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圧力、炉心流量、気泡炉心水位等の燃料棒熱解析に必要な諸量である。  

(10) ＷＲＥＦＬＯＯＤ (8)(9)(10) 

リフィル／再冠水解析コードＷＲＥＦＬＯＯＤは、非常用炉心冷却設

備性能評価においてはリフィル期間、また、原子炉格納容器健全性評価

においてはリフィル及び再冠水期間における１次冷却系全体の摸擬をＳ

ＡＴＡＮ－Ｍ又はＳＡＴＡＮ－Ⅵに引き続き行う。  

リフィル期間はバイパス終了後、非常用炉心冷却設備からの注入によ

り、原子炉容器下部プレナムが満水になるまでを摸擬する。  

再冠水期間は炉心において発生する蒸気及び蒸気に巻き込まれた水滴

のループを通過しての原子炉格納容器への放出が主な現象であるから、

ループ内における流量は分岐点及び注入点以外は一様として運動量方程

式を解く方法を用いている。ただし、各場所における圧力が一様でない

ことを考慮するため、１次冷却系をノードに区分して摸擬する。また、

流体のエンタルピ変化に対しては、原子炉容器ダウンカマ及び下部プレ

ナムでの器壁からの伝熱、炉心内における崩壊熱及びその他の残留熱の

放出、蒸気発生器内における２次側からの伝熱が考慮されている。  

破断口外部の背圧すなわち原子炉格納容器内圧はこのコードと同時に

計算されるＣＯＣＯ（後述）の出力として与えられる。  

ＷＲＥＦＬＯＯＤの入力には、系の形状及び水力学的諸量、非常用炉

心冷却設備の動作特性パラメータ、蓄圧タンク及び原子炉容器残存水量、

蒸気発生器２次側状態量等を含み、主要な出力は再冠水解析に必要な再

冠水開始時刻（注入水によって下部プレナムが満水になる時刻）、再冠

水開始時の蓄圧タンク残存水量等の諸量、原子炉格納容器内圧解析の入

力となる破断口からの質量流量及びエネルギー放出量である。  

(11) ＢＡＳＨ－Ｍ (8)(9) 

再冠水解析コードＢＡＳＨ－Ｍは、非常用炉心冷却設備性能評価にお

いて、再冠水期間における１次冷却系全体の摸擬を行い、燃料被覆管最

高温度を計算するための燃料棒熱解析に必要な炉心再冠水速度、炉心流

入水エンタルピ等を算出する。ＢＡＳＨ－Ｍは大別して炉心部の流動・

伝熱モデルとその他の１次冷却系流動モデルからなる。  
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炉心部の流動・伝熱モデルでは、平均出力に対応した燃料棒内の熱伝

導方程式を解く部分と、流体挙動を質量、エネルギー保存則とドリフト

フラックスモデルにより解く部分からなるが、軸方向を詳細にノード分

割し、熱伝達モデルを介在することで、両者は結合され、各ノードにお

ける流量、ボイド率、エンタルピ等が算出される。熱伝達モデルとして

は、以下の体様が含まれ、各位置の流動状況に応じて使用される。  

a. 液相への強制対流熱伝達 

b. 核沸騰熱伝達 

c. 遷移沸騰熱伝達 

d. 膜沸騰熱伝達 

e. 液滴へのふく射熱伝達 

f. 蒸気への強制対流熱伝達 

g. 蒸気へのふく射熱伝達 

１次冷却系流動モデルは、炉心部の流動・伝熱モデルより、炉心出口

質量流量、エネルギー流量等を受け渡され、ＳＡＴＡＮ－Ｍと同様に、

１次冷却系を多数のノードに区分し、質量、運動量及びエネルギー保存

則を解き、各ノード内冷却材の圧力、エンタルピ、密度、ノード間の流

量等を算出し、炉心部の流動・伝熱モデルへ炉心入口質量流量等を受け

渡す。炉心部の流動・伝熱モデルと１次冷却系流動モデルとは、このよ

うに互いに出力を受け渡しながら計算を進める。  

破断口外部の背圧すなわち原子炉格納容器内圧はこのコードと同時に

計算されるＣＯＣＯ（後述）の出力として与えられる。  

ＢＡＳＨ－Ｍの入力には、系の形状及び水力学的諸量、燃料の線出力

密度等再冠水開始時初期条件、非常用炉心冷却設備の動作特性パラメー

タ等を含み、主要な出力は燃料棒熱解析に必要な炉心再冠水速度、炉心

流入水エンタルピ、原子炉格納容器内圧解析の入力となる破断口からの

質量流量及びエネルギー放出量である。  

(12) ＣＯＣＯ (8)(9)(10) 

原子炉格納容器内圧解析コードＣＯＣＯは、原子炉格納容器内を気相

系と液相系に大別し、各系内では状態は一様とし、各々の系について質
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量及びエネルギー保存則を解く。 

気相部の蒸気については過熱及び飽和状態、液相部の水については飽

和及び未飽和状態を摸擬することができ、どの状態にあるかはコード内

で自動的に判定して、対応した状態方程式を用いる。また、原子炉格納

容器スプレイ設備等熱除去系のみならず、原子炉格納容器内構築物との

間の熱の授受もモデルに組み込まれている。  

ＣＯＣＯの入力には、原子炉格納容器自由体積、構築物形状・数量等

のデータ、熱除去系等の特性及び作動パラメータ、圧力、温度、湿度等

の初期条件のほかに、１次冷却系からの質量流量及びエネルギー放出量

が必要であるが、これらはブローダウン期間についてはＳＡＴＡＮ－Ｍ

又はＳＡＴＡＮ－Ⅵ、リフィル期間についてはＷＲＥＦＬＯＯＤ、再冠

水期間についてはＢＡＳＨ－Ｍ又はＷＲＥＦＬＯＯＤの出力として与え

られる。主要な出力は原子炉格納容器内圧の時間変化である。  

(13) ＬＯＣＴＡ－Ｍ (8)(9) 

燃料棒熱解析コードＬＯＣＴＡ－Ｍは、ＳＡＴＡＮ－Ｍ、ＷＲＥＦＬ

ＯＯＤ及びＢＡＳＨ－Ｍの出力を入力として、ブローダウン期間より再

冠水期間に至るまでの燃料棒熱解析を行い、燃料被覆管最高温度等を算

出する。ＬＯＣＴＡ－Ｍは大別して燃料被覆管表面熱伝達係数を求める

部分と燃料棒熱モデル部分からなる。  

燃料被覆管表面熱伝達係数は、ブローダウン期間はＳＡＴＡＮ－Ｍの

出力として与えられる炉心圧力、炉心流量、エンタルピ等から求められ、

次のような体様が含まれる。 

a. 核沸騰熱伝達 

b. 遷移沸騰熱伝達 

c. 蒸気への強制対流熱伝達 

d. 蒸気へのふく射熱伝達 

リフィル期間は燃料棒間のふく射熱伝達のみを考慮し、また再冠水期

間はＢＡＳＨ－Ｍの出力として与えられる炉心再冠水速度、炉心流入水

エンタルピ等を入力として、ＢＡＳＨ－Ｍの炉心部の流動・伝熱モデル

と同一のモデルを使用して、燃料被覆管表面熱伝達係数を算出する。  
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熱モデル部分では燃料ペレット及び燃料被覆管を半径方向及び軸方向

に区分し、境界条件の下で熱発生及び熱伝導を解くが、次の影響が考慮

されている。 

a. 燃料ペレット内での分布を考えた熱発生  

b. 燃料被覆管でのジルコニウム－水反応による熱発生  

c. 温度及び酸化ジルコニウム生成に伴う諸物性値の変化  

ここで、燃料被覆管が破裂したと計算された後では、燃料被覆管内面

において少なくとも破裂箇所の上下各々3.8cm の範囲でジルコニウム－

水反応が起こるものと仮定する。燃料被覆管と水との反応熱の評価はＯ

ＲＮＬの実験に基づいて三菱原子力工業（株）が作成した反応速度相関

式 (12)により計算する。また、燃料被覆管のジルコニウム－水反応量は

Baker-Just の式 (13)に基づいて計算する。 

燃料ペレット－燃料被覆管の間のギャップ熱伝達係数は、ギャップ内

気体組成、ギャップ形状、ギャップ内気体及び周辺の温度を考慮して求

められる。この場合、燃料被覆管変形の影響も考慮されている。  

ＬＯＣＴＡ－Ｍの入力には、ＳＡＴＡＮ－Ｍ、ＷＲＥＦＬＯＯＤ及び

ＢＡＳＨ－Ｍの出力のほかに燃料ペレット初期温度、線出力密度等の燃

料棒に関する初期条件が含まれる。出力としては「ＥＣＣＳ性能評価指

針」の基準と照合すべき燃料被覆管最高温度、ジルコニウム－水反応量

を含む。 

(14) ＬＯＣＴＡ－Ⅳ (9)(11) 

燃料棒熱解析コードＬＯＣＴＡ－Ⅳは、ＳＡＴＡＮ－Ｍ（Ｓｍａｌｌ  

ＬＯＣＡ）の出力を入力として、小破断ブローダウン期間に炉心部の水

位が一時的に低下し燃料棒が露出する場合の燃料棒熱解析を行い、燃料

被覆管最高温度等を算出する。ＬＯＣＴＡ－Ⅳの解析モデルは大破断解

析用コードＬＯＣＴＡ－Ｍのブローダウン期間の解析モデルと基本的に

同じである。 

ＬＯＣＴＡ－Ⅳの入力には、ＳＡＴＡＮ－Ｍ（Ｓｍａｌｌ  ＬＯＣＡ）

の出力のほかに燃料ペレット初期温度、線出力密度等の燃料棒に関する

初期条件が含まれる。出力としては「ＥＣＣＳ性能評価指針」の基準と
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照合すべき燃料被覆管最高温度、ジルコニウム－水反応量を含む。  

(15) その他のコード 

原子炉格納容器内に浮遊する核分裂生成物からのγ線による線量の計

算には線量計算コードＳＣＡＴＴＥＲＩＮＧ及びＳＰＡＮを使用するが

詳細は「4.1.1.4 原子炉格納容器内浮遊核分裂生成物による線量の評価」

で述べる。 

また、特に中性子束分布の歪を考慮しなければならない事象について

は以下のコードを使用して、解析の入力値を得る。  

a. ＨＩＤＲＡ 

2 群 2 次元拡散コードＨＩＤＲＡは、燃焼度の関数としての 2 群群

定数等を入力として減速材密度、キセノン濃度及びドップラ効果の空

間分布を考慮した出力分布が求められる。  

b. ＡＮＣ 

2 群 3 次元拡散コードＡＮＣは、燃焼度の関数としての 2 群群定数

等を入力として減速材密度、キセノン濃度及びドップラ効果の空間分

布を考慮した出力分布が求められる。  
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第 1.3.1 表 解析に使用する計算プログラム一覧表 (1) 

－運転時の異常な過渡変化 

分 類      解 析 項 目         使用計算プログラム 

炉心内の反応度又は

出力分布の異常な変

化 
原子炉起動時における制御棒の異常な

引き抜き 

ＣＨＩＣＫＩＮ－Ｍ 

ＦＡＣＴＲＡＮ 

ＴＨＩＮＣ－Ⅲ 

ＭＡＲＶＥＬ 

出力運転中の制御棒の異常な引き抜き 
ＭＡＲＶＥＬ 

ＦＡＣＴＲＡＮ 

制御棒の落下及び不整合 

ＭＡＲＶＥＬ 

ＨＩＤＲＡ又はＡＮＣ 

ＴＨＩＮＣ－Ⅲ 

原子炉冷却材中のほう素の異常な希釈 － 

炉心内の熱発生又は

熱除去の異常な変化 
原子炉冷却材流量の部分喪失 

ＰＨＯＥＮＩＸ 

ＭＡＲＶＥＬ 

ＦＡＣＴＲＡＮ 

ＴＨＩＮＣ－Ⅲ 

原子炉冷却材系の停止ループの誤起動 

ＭＡＲＶＥＬ 

ＦＡＣＴＲＡＮ 

ＴＨＩＮＣ－Ⅲ 

外部電源喪失 － 

主給水流量喪失 

ＭＡＲＶＥＬ 
蒸気負荷の異常な増加 

２次冷却系の異常な減圧 

蒸気発生器への過剰給水 

原子炉冷却材圧力又

は原子炉冷却材保有

量の異常な変化 

負荷の喪失 

ＭＡＲＶＥＬ 
原子炉冷却材系の異常な減圧 

出力運転中の非常用炉心冷却系の誤起

動 
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2. 運転時の異常な過渡変化の解析 

2.2 炉心内の反応度又は出力分布の異常な変化 

2.2.4 原子炉冷却材中のほう素の異常な希釈 

2.2.4.2 過渡変化の解析 

 (3) 解析結果 

a. プラント起動時の異常な希釈 

この場合には、１次冷却材の初期ほう素濃度と臨界に達するほう

素濃度の差が大きく、希釈率も比較的小さいため、希釈が始まって

から「中性子源領域炉停止時中性子束高」の警報が発せられるまで

に約53分を要し、臨界に至るまでに更に約12分を要する。したがっ

て、運転員が異常状態を検知し、原因を取り除く手段をとるのに希

釈停止操作時間を考慮しても十分な時間がある。 

異常の原因を除去した後は、ほう素の濃縮及び通常の運転操作に

より、原子炉は冷態停止状態に移行することができる。 

 

2.3 炉心内の熱発生又は熱除去の異常な変化 

2.3.4 主給水流量喪失 

2.3.4.2 過渡変化の解析 

(1) 解析方法 

プラント過渡特性解析コードMARVELにより蒸気発生器水位、加

圧器保有水量、１次冷却材温度等の過渡応答を求める。 

(2) 解析条件 

a. 初期値として原子炉出力は定常運転時の最大出力、加圧器保有水

量は最大値（62%）、蒸気発生器水位は定格出力運転時設定水位と

する。 



 10-2-2 

b. 崩壊熱は、ａ項の初期原子炉出力で無限時間運転した場合の値を

使用する。 

c. 原子炉の停止と同時に外部電源喪失を仮定し、１次冷却材は、１

次冷却材ポンプの停止後コーストダウンし、その後自然循環するも

のとする。 

d. 電動補助給水ポンプ 1 台が原子炉トリップ 60 秒後に自動起動し、

3 基の蒸気発生器に合わせて 80m3/h の流量で給水するものとする。

タービン動補助給水ポンプによる補助給水は解析では無視する。  

e. タービンバイパス弁及び主蒸気逃がし弁は作動せず、主蒸気安全

弁のみ作動するものとする。 

f. 加圧器の圧力抑制効果については、以下の２つの場合を考慮する。  

(a) 原子炉圧力の評価では原子炉圧力の低減効果を持つ加圧器ス

プレイ弁、加圧器逃がし弁は作動しないものとする。 

(b) 加圧器水位の評価では加圧器水位の上昇効果を持つ加圧器ス

プレイ弁、加圧器逃がし弁は作動するものとする。 

(3) 解析結果 

解析結果を第2.3.4.1図に示す。原子炉は過渡変化発生の約28秒後に

「原子炉圧力高」信号のトリップ限界値に達し、約30秒で制御棒クラ

スタが落下を開始することにより自動停止する。 

原子炉圧力は原子炉トリップ直後に最大となるが、加圧器安全弁の

作動により最大約17.4MPa［gage］にとどまる。 

蒸気発生器水位は、主給水喪失と、原子炉トリップにより蒸気発生

器内の気泡がつぶれることによって急減するが、補助給水ポンプの作

動によって補われ、漸次水位は回復する。また、１次冷却材ポンプは

停止するが、１次冷却材の自然循環によって十分熱除去が可能である。



 10-2-3 

１次冷却材温度は上昇するが、やがて補助給水及び自然循環による熱

除去が有効となり１次冷却材温度及び原子炉圧力は減少に向かう。  

加圧器水位を評価した場合の加圧器保有水量の過渡変化を第2.3.4.2

図に示す。原子炉は過渡変化発生の約53秒後に「蒸気発生器水位異常

低」信号のトリップ限界値に達し、約55秒で制御棒クラスタが落下を

開始することにより自動停止する。加圧器保有水量の最大値は約

34m3（加圧器容積の約82％）であり、加圧器は満水になることはな

い。 

原子炉停止後、高温停止状態に移行し、２次側による冷却操作等に

より、原子炉は冷態停止状態に移行することができる。 
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第 2.3.4.1 図 主給水流量喪失 (1) 
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第 2.3.4.2 図 主給水流量喪失 (2) 
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3. 設計基準事故の解析 

3.2 原子炉冷却材の喪失又は炉心冷却状態の著しい変化  

3.2.1 原子炉冷却材喪失 

3.2.1.2 事故経過の解析 

(1) 非常用炉心冷却設備性能評価解析－大破断－ (1)(2)(3) 

c. 解析結果 (5)(13) 

以上により解析した結果を第3.2.1.1表に示す。 

燃料被覆管温度の上昇という観点からみて流出係数0.4のウラン

燃料が最も厳しくなるので、以下では、この場合について述べる。  

流出係数0.4の場合の主な解析結果は第3.2.1.2表のとおりである。 

 

第3.2.1.1表 大破断解析結果（低温側配管両端破断）  

流  出  係  数 1.0 0.6 0.4 

燃 料 被 覆 管 最 高 温 度(℃) 915 942 1,035 

局所的最大ジルコニウム－水反応量(％) 0.5 1.4 3.6 

全炉心平均ジルコニウム－水反応量(％) 0.3 以下 0.3 以下 0.3 以下 

 

第3.2.1.2表 大破断解析結果 

（低温側配管両端破断、流出係数0.4） 

燃料被覆管最高温度 1,035℃ 

燃料被覆管最高温度出現位置  炉心下端から 2.13m 

高温燃料棒のバースト発生時間  35 秒 

高温燃料棒のバースト位置  炉心下端から 1.83m 

局所的最大ジルコニウム－水反応量  3.6％ 

全炉心平均ジルコニウム－水反応量  0.3％以下 

 

主要なパラメータの解析結果を基に事故経過の概要を以下に記

述する。主要なパラメータの解析結果として、炉心圧力、炉心流
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量及び高温流路のクォリティの変化を第3.2.1.1図に、再冠水期間

での原子炉容器ダウンカマ水位及び炉心再冠水速度積分値の変化

を第3.2.1.2図に、原子炉格納容器圧力の変化を第3.2.1.3図に、燃

料被覆管表面での熱伝達係数及び燃料被覆管温度の変化を第

3.2.1.4図に示す。 

(a) 炉心圧力及び炉心流量の変化  

第 3.2.1.1 図に示すように、炉心部の圧力は事故後急激に低

下するが、炉心部が２相流の状態になると圧力低下は緩やか

になり、破断発生から約 29 秒後に原子炉格納容器内圧とほぼ

等しくなって、ブローダウンが終了する。 

一方、炉心流量は破断発生後直ちに上向きから下向きの流

れに逆転するが、破断発生の約 2 秒後には炉心内の水のフラ

ッシング等の影響により流れが停滞し、約 12 秒後から再び下

向きに流れる。 

破断発生の約 16 秒後には原子炉圧力が蓄圧タンクの保持圧

力を下回り、蓄圧注入系は自動的に注入を開始し、その注入

は約 47 秒後まで継続される。 

ブローダウン終了以降は、原子炉圧力は原子炉格納容器内

圧程度にとどまり、大きな変化はない。  

(b) 高圧注入系及び低圧注入系の起動  

高圧注入系及び低圧注入系は、「原子炉格納容器圧力高」

信号の非常用炉心冷却設備作動限界値に破断発生の約 1 秒後

に達することにより作動する。しかしながら、解析条件  (d)項

で述べたように外部電源喪失の条件を仮定しているので、デ

ィーゼル発電機が非常用炉心冷却設備作動信号により自動起

動して駆動電源が確立した後、高圧注入系及び低圧注入系の

ポンプが自動起動して燃料取替用水タンクの水を原子炉へ注

入する。解析条件  (c)項で述べたように、このための時間遅れ

を 30 秒としているので、高圧注入系及び低圧注入系は、破断

発生後約 31 秒で注入を開始することになる。  
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(c) リフィル及び再冠水 

ブローダウン終了後のリフィル期間における水位上昇は、

原子炉水位が零の状態から始まる。解析条件  (e)項の条件によ

り、有効に作用しないとしていた蓄圧タンクからの注入水が、

ブローダウン終了後は下部プレナムにたまり始め、破断発生

後約 31 秒で高圧注入系及び低圧注入系からの注入も加わり、

約 39 秒後に水位は燃料の下端に達する。 

燃料の下端に水位が達した後の再冠水期間は、炉心で発生

する蒸気及び蒸気に巻き込まれた水滴の混合流によって炉心

は冷却される。この際、炉心再冠水速度は、炉心部で発生し

た蒸気が破断口を通って放出される際の流路の摩擦圧損と、

炉心部とダウンカマ部との間に生じた水位差による静水頭と

がバランスすることで求まる。  

(d) 燃料被覆管温度変化 

低温側配管の両端破断が生じ、１次冷却材が破断口から流

出すると、原子炉内の圧力は急速に低下し、ボイドの発生に

より炉心の核分裂反応は停止するので、燃料の核分裂による

発熱はなくなるが、その後も燃料ペレットの蓄積エネルギー

の放出及び崩壊熱の発生は続く。  

一方、それまで原子炉内を流れていた１次冷却材は、その

大部分がブローダウン期間中に破断口から原子炉格納容器内

に放出されるが、その間に炉心を通る１次冷却材により炉心

の冷却が維持される。 

破断発生直後は炉心の１次冷却材の流れが一時停滞するた

め、燃料被覆管の温度はいったん上昇するが、破断口からの

放出が進み炉心部の流れが回復すると、燃料被覆管の温度は

低下していく。 

しかし、さらに１次冷却材の放出が進行すると、しだいに

炉心部を通る１次冷却材も少なくなるので、燃料被覆管の温

度は再び上昇する。 
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ブローダウンが終了すると、蓄圧注入系からの注入水が下

部プレナムにたまり始め、破断発生後約 31 秒で高圧注入系及

び低圧注入系からの注入も開始され、約 39 秒後に原子炉水位

が燃料の下端に達する。ブローダウン終了からこのときまで

のリフィル期間は、炉心は燃料棒相互間の熱ふく射のみしか

考慮していないので、燃料被覆管温度は燃料ペレット温度近

くまで上昇する。再冠水開始後は炉心で発生する蒸気及び蒸

気に巻き込まれた水滴の混合流により炉心の冷却が行われる。

以後、非常用炉心冷却設備からの冷却水の注入により炉心水

位が上昇し、冷却も順調に行われるので、燃料被覆管温度は

破断発生の約 91 秒後にピークに達し、その後は低下していく。

破断発生の約 400 秒後には最高温度となる位置まで炉心水位

が上昇し、燃料被覆管温度も炉心水温近くまで低下する。そ

の後も冷却水の注入が引き続いて行われ、やがて格納容器再

循環サンプにたまった流出水等を余熱除去ポンプ、余熱除去

冷却器及び充てん／高圧注入ポンプを通して炉心に注入する

再循環に切り替え、長期にわたる冷却を行う。  

このようにして、炉心内で最も高温になる部分の燃料被覆

管温度でも第 3.2.1.2 表に示すように約 1,035℃にとどまり、

ジルコニウム－水反応量も最大となる部分で約 3.6％に抑えら

れる。燃料被覆管の温度が約 1,035℃近くに達するのは全体の

ごく一部であって、他の燃料被覆管はさらに低い温度にとど

まる。 

また、前述の解析は外部電源が喪失したとして行っている

が、事故時に外部電源が喪失しない場合には、１次冷却材ポ

ンプの運転により初期の炉心流量が大きいため、炉心からの

除熱量が大きくなる。したがって、外部電源が喪失した場合

の解析結果に包含されている。  

(2) 非常用炉心冷却設備性能評価解析－小破断－ (2)(3)(6) 

c. 解析結果 (5) 
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以上により解析した結果を第3.2.1.3表に示す。 

ウラン燃料炉心が燃料被覆管温度の上昇という観点からみて最

も厳しくなるので、以下では最も厳しい結果を与える低温側配管

口径約0.25m相当のスプリット破断及び気相部破断について述べ

る。 

(a) 低温側配管スプリット破断  

主要なパラメータの過渡変化の結果として、炉心圧力、炉

心出口流量、気泡炉心水位及び原子炉出力の変化を第 3.2.1.5

図に、燃料被覆管表面での熱伝達係数及び燃料被覆管温度の

変化を第 3.2.1.6 図に示す。 

１次冷却材の流出に伴い原子炉圧力は急激に低下し、破断

発生の約 5 秒後に「原子炉圧力低」信号のトリップ限界値に達

し、約 7 秒で制御棒クラスタが落下を開始することにより、原

子炉は自動停止する。また、破断発生の約 7 秒後に「原子炉圧

力異常低」信号の非常用炉心冷却設備作動限界値に達し、約

32 秒で高圧注入系からの注入が始まる。  

炉心は破断発生の約 45 秒後に露出し始め、燃料被覆管温度

は上昇してくるが、その後、高圧注入系及び蓄圧注入系から

の注入により、炉心水位が再び上昇することにより、燃料被

覆管温度は最高約 752℃に達した後急速に低下する。ジルコニ

ウム－水反応量も、最大となる部分で約 0.1％にとどまる。 

(b) 気相部破断 

加圧器気相部に接続する最大口径約 0.13m 配管破断の場合

について以下に述べる。  

主要なパラメータの過渡変化の結果として、炉心圧力、炉

心入口流量及び気泡炉心水位の変化を第 3.2.1.7 図に示す。 

加圧器気相部からの蒸気放出に伴い原子炉圧力は急速に低

下し、破断発生の約 7 秒後に「原子炉圧力低」信号のトリップ

限界値に達し、約 9 秒で制御棒クラスタが落下を開始すること

により、原子炉は自動停止する。  
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また、破断発生の約 16 秒後に「原子炉圧力異常低」信号の

非常用炉心冷却設備作動限界値に達し、約 41 秒で高圧注入系

からの注入が始まる。 

炉心部が２相流の状態になると圧力低下が緩やかとなるが、

破断発生後約 668 秒で蓄圧注入系からの注入が始まり、さら

に原子炉圧力は低下する。  

また、炉心は冠水状態にあり、燃料被覆管温度はほぼ１次

冷却材の飽和温度近くにとどまり、ジルコニウム－水反応量

も問題とならない。 

また、いずれの場合にも、格納容器再循環サンプにたまっ

た流出水等を余熱除去ポンプ、余熱除去冷却器及び充てん／

高圧注入ポンプを通して炉心に注入する再循環に切り替え、

長期にわたる冷却を行う。 

 

第 3.2.1.3 表   小破断解析結果 

項   目 液相部破断 気相部破断 

破断配管口径 

（m） 
0.30 0.25 0.20 0.13 

燃料被覆管最高温度 

（℃） 
706 752 661 

炉心露出 

せず 

局所的最大ジルコニウム－水反応量    

（%） 
0.1 0.1 0.1 ― 

全炉心平均ジルコニウム－水反応量 

（%） 
0.1以下 0.1以下 0.1以下 ― 

 

3.2.1.3 結論 

非常用炉心冷却設備性能評価用大破断解析において、第3.2.1.2表に

示すとおり、燃料被覆管の最高温度は約1,035℃であり、「ＥＣＣＳ性

能評価指針」に示されている基準（燃料被覆の温度の計算値の最高値

は、1,200℃以下であること。）を満たす。燃料被覆管の局所的最大ジ

ルコニウム－水反応量は約3.6％であり、「ＥＣＣＳ性能評価指針」に

示されている基準（燃料被覆の化学量論的酸化量の計算値は、酸化反
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応が著しくなる前の被覆管厚さの15％以下であること。）を満たす。

また、全炉心平均ジルコニウム－水反応量は0.3％以下であり、「ＥＣ

ＣＳ性能評価指針」に示されている基準（炉心で燃料被覆及び構造材

が水と反応するに伴い発生する水素の量は、格納容器の健全性確保の

見地から、十分低い値であること。）を満たす。さらに、第3.2.1.4図

に示すとおり、燃料被覆管の一部がバーストしている燃料棒でも、熱

除去は順調に行われ、燃料被覆管温度は最高値を過ぎた後低下し続け、

低い温度に落ち着く。その後は、再循環モードの確立によって、長期

にわたる炉心の冷却が可能であり、この低い温度が維持される。した

がって、「ＥＣＣＳ性能評価指針」に示されている基準（燃料の形状

の変化を考慮しても、崩壊熱の除去が長期間にわたって行われること

が可能であること。）を満たす。  

なお、蒸気発生器伝熱管施栓率0％の場合は、燃料被覆管最高温度

並びに局所的最大ジルコニウム－水反応量及び全炉心平均ジルコニウ

ム－水反応量ともに、蒸気発生器伝熱管施栓率10％の場合を下回り、

問題となることはない。 

また、小破断解析においても、第3.2.1.3表に示すとおり、燃料被覆

管最高温度は約752℃で、制限値1,200℃に比べて十分余裕がある。燃

料被覆管の局所的最大ジルコニウム－水反応量及び全炉心平均ジルコ

ニウム－水反応量は、各々約0.1％及び0.1％以下であり十分小さい。

また、長期にわたる炉心の冷却は再循環モードの確立によって維持で

きる。 

なお、蒸気発生器伝熱管施栓率0％の場合は、燃料被覆管最高温度

については、蒸気発生器伝熱管施栓率10％の場合に比べ若干上昇する

が、この場合でも燃料被覆管最高温度は約777℃（低温側配管口径約

0.25m相当のスプリット破断）であり、大破断解析の燃料被覆管温度

が最も高くなる場合の解析結果を下回るとともに、制限値1,200℃を

下回り、燃料被覆管のジルコニウム－水反応量も問題となることはな

い。 
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3.2.4 主給水管破断 

3.2.4.2 事故経過の解析 

 (3) 解析結果 

主給水管破断時の１次冷却材平均温度、原子炉圧力及び加圧器保

有水量の変化を第3.2.4.1図に、最小ＤＮＢＲの変化を第3.2.4.2図に

示す。 

初期に原子炉圧力は上昇するが、原子炉は事故発生の約15秒後に

「蒸気発生器水位異常低」信号のトリップ限界値に到達し、約17秒

で制御棒クラスタが落下を開始することにより自動停止し、さらに、

加圧器安全弁の作動により圧力上昇は抑えられる。その後、破断側

蒸気発生器の水位低下と給水流量の増大及び健全側蒸気発生器への

給水流量の低下から異常を検知し、「蒸気発生器水位異常低」原子

炉トリップ信号発信後10分で破断側蒸気発生器への補助給水ポンプ

出口弁の閉止操作が行われるので、やがて補助給水による除熱が崩

壊熱の発生を上回り原子炉圧力は下降する。最小ＤＮＢＲは約1.58

である。また、原子炉圧力の最大値は約17.7MPa［gage］であり、

事故のなかで最大となる。この場合でも原子炉冷却材圧力バウンダ

リにかかる圧力の最大値は約18.2MPa［gage］にとどまる。 

原子炉停止後、高温停止状態に移行し、２次側による冷却操作等

により、原子炉は冷態停止状態に移行することができる。  

 

3.2.4.3 結論 

主給水管破断時、原子炉は原子炉保護設備により自動停止し、最小

ＤＮＢＲは約1.58にとどまる。さらに、補助給水系が作動して原子炉

の崩壊熱及び他の残留熱を除去することにより、炉心は十分に冷却で

き、炉心冷却能力が失われることはない。また、原子炉圧力は過度に

上昇することはなく、原子炉冷却材圧力バウンダリの健全性が問題と

なることはない。 
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3.4 環境への放射性物質の異常な放出  

3.4.1 放射性気体廃棄物処理施設の破損  

3.4.1.2 核分裂生成物の放出量及び線量の評価  

 (3) 評価結果 

この事故によって大気中に放出される希ガスの量及び敷地境界外

における最大の実効線量は下表のとおりである。また、希ガスの大

気放出過程を第3.4.1.1図に示す。 

(第3.4.1.1図は変更前の記載に同じ。) 

 

評 価 項 目 評 価 結 果 

希ガスの放出量 

（γ 線エネルギー0.5MeV 換算） 
約 2.9×1014Bq 

実 効 線 量 約 1.5mSv 

 

3.4.2 蒸気発生器伝熱管破損 

3.4.2.3 核分裂生成物の放出量及び線量の評価  

(1) 評価方法 

大気中に放出される核分裂生成物の量は、「4.1.2 蒸気発生器伝熱

管破損」と同様な方法により評価する。ただし、１次冷却系保有水

量は190tを用い、第3.4.2.1表に１次冷却材中のよう素の平衡濃度及

び追加放出寄与分、第3.4.2.2表に１次冷却材中の希ガスの平衡濃度

及び追加放出寄与分を示す。 

また、実効線量は、よう素の吸入摂取による小児の実効線量と外

部γ線による実効線量の和として評価する。  

よう素の吸入摂取による実効線量は（１０－１）式で評価される。  

ＥＩ＝ＫＨｅ・Ｍ・Ｑｅ・（χ／Ｑ） ················· （１０－１） 

ここで、 

ＥＩ ：よう素の吸入摂取による小児の実効線量（mSv） 

ＫＨｅ  ：Ｉ－１３１の吸入摂取による小児の実効線量係数

（mSv/Bq） 
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また、第3.4.2.3表にＩ－１３１の影響を１とした場合の他のよう

素核種の影響割合（以下「Ｉ－１３１等価量への換算係数」とい

う。）を示す。  

Ｍ ：小児の呼吸率（m3/s） 

呼吸率は、事故の継続時間が比較的短いことを考慮

し、活動時の呼吸率 0.31m3/h を秒当たりに換算して

用いる。 

Ｑｅ ：事故期間中のよう素の大気放出量（Ｉ－１３１等価

量－小児実効線量係数換算）（Bq） 

χ／Ｑ ：相対濃度（s/m3） 

外部γ線による実効線量は（１０－２）式で評価される。  

Ｅγ＝Ｋ１・ＱＮ・（Ｄ／Ｑ） ······················· （１０－２） 

ここで、 

Ｅγ ：外部 γ 線による実効線量（Sv） 

Ｋ１ ：空気カーマから実効線量への換算係数  

（＝1Sv/Gy） 

ＱＮ ：事故期間中の希ガスの大気放出量 

（γ 線エネルギー0.5MeV 換算）（Bq） 

Ｄ／Ｑ ：γ 線エネルギー0.5MeV における相対線量（Gy/Bq） 
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第 3.4.2.3 表 よう素の吸入摂取による小児の実効線量係数  

及びＩ－１３１等価量への換算係数 

核種 

よう素の吸入摂取によ

る小児の実効線量係数

（mSv/Bq） 

Ｉ－１３１等価量

への換算係数 

Ｉ－１３１ 1.6×10-4 1 

Ｉ－１３２ 2.3×10-6 1.44×10-2 

Ｉ－１３３ 4.1×10-5 2.56×10-1 

Ｉ－１３４ 6.9×10-7 4.31×10-3 

Ｉ－１３５ 8.5×10-6 5.31×10-2 

 

 (2) 評価条件 

a. 原子炉は、事故直前まで定格出力の 102%で運転されていたもの

とする。その運転時間は燃料を 1/3 ずつ取り替えていく場合の平

衡炉心を考えて、最高 30,000 時間とする。 

b. 破損側蒸気発生器は、事故発生後 48 分で隔離されるものとし、

この間に１次冷却系から２次冷却系へ流出する１次冷却材量は、

解析結果に余裕を見込んだ値として 90ｔとする。また、流出した

１次冷却材を含む２次冷却水のうち、破損側蒸気発生器につなが

る主蒸気逃がし弁等から大気中へ放出される蒸気量は、解析結果

に余裕を見込んだ値として 30ｔとする。 

c. 蒸気発生器伝熱管破損により新たに燃料被覆管の損傷を招くこ

とはない。したがって、２次冷却系へ流出する放射能源として、

以下の 2 通りを仮定する。  

(a) 燃料被覆管欠陥率 1%を用いて計算した１次冷却材中に存在

する核分裂生成物のよう素約 7.0×1013Bq、希ガス約 3.4×1014

Bq（γ 線エネルギー 0.5MeV 換算）。 

(b) (a)項の損傷燃料棒から新たに１次冷却材中への追加放出に

寄与する核分裂生成物のよう素約 1.2×1015Bq、希ガス約 3.3×

1015Bq（γ 線エネルギー 0.5MeV 換算）。 

追加放出量は、事故発生後の原子炉圧力が直線的に低下す

るものとし、この圧力低下に比例して１次冷却系に放出され
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るものとする。この場合の追加放出率は、解析結果に余裕を

見込んだ値として 1.40×10-2min-1 とする。 

d. この１次冷却材中の核分裂生成物のうち、破損側蒸気発生器が

隔離されるまでの間に１次冷却系から２次冷却系へ流出する放射

能量は、１次冷却材中の濃度に依存するものとする。  

e. ２次冷却系に流出してきた希ガスについては、全量が大気中へ

放出されるものとする。 

f. ２次冷却系に流出してきたよう素については、気液分配係数 100

で蒸気とともに大気に放出されるものとする。  

g. 原子炉トリップと同時に外部電源は喪失するものとする。  

外部電源がある場合、タービンバイパス系が使用でき、蒸気発

生器からの蒸気の大部分は復水器に回収されること及び非常用炉

心冷却設備作動信号と原子炉トリップ信号の一致等により１次冷

却材ポンプが停止するまでの間は、１次冷却系を冷却及び減圧で

きることから、大気への核分裂生成物の放出量の観点から、外部

電源がない場合の方がより厳しく評価することとなる。  

h. 破損側蒸気発生器隔離後も、２次冷却系の弁からの蒸気漏えい

によりよう素が大気中に放出されるものとする。  

弁からの蒸気漏えい率は、隔離直後 5m3/d とし、その後は２次

冷却系圧力が 24 時間で直線的に大気圧まで低下すると仮定し、こ

の２次冷却系圧力に対応して弁からの蒸気漏えい率が減少するも

のとする。 

i. 線量評価に必要な拡散条件及び気象条件としては、放射性物質

が主蒸気逃がし弁又は主蒸気安全弁用排気管出口を通して放出さ

れるが、評価上厳しめに地表面から放出されると仮定し、「添付

書類六  2.5 安全解析に使用する気象条件」で述べたように、「発

電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」に示された考え方

に基づいて計算された相対濃度（χ／Ｑ）及び相対線量（Ｄ／Ｑ）

を用いる。 

(3) 評価結果 
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この事故によって大気中に放出される核分裂生成物の量及び敷地

境界外における最大の実効線量を下表に示す。また、よう素及び希

ガスの大気放出過程を第3.4.2.3図及び第3.4.2.4図に示す。  

 

評 価 項 目  評 価 結 果 

放
出
量 

よう素 

 Ｉ－１３１等価量－ 

 小児実効線量係数換算 

約 1.2×1011Bq 

希ガス 

（γ 線エネルギー0.5MeV 換算） 
約 4.7×1014Bq 

実 効 線 量 約 3.0mSv 

 

3.4.3 燃料集合体の落下 

3.4.3.2 核分裂生成物の放出量及び線量の評価  

 (3) 評価結果 

この事故によって大気中に放出される核分裂生成物の量及び敷地

境界外における最大の実効線量を下表に示す。また、よう素及び希

ガスの大気放出過程を第3.4.3.1図及び第3.4.3.2図に示す。 

(第3.4.3.1図及び第3.4.3.2図は変更前の記載に同じ。) 

 

評 価 項 目 評 価 結 果 

放
出
量 

よう素 

 Ｉ－１３１等価量－ 

 小児実効線量係数換算 

約 2.7×1010Bq 

希ガス 

（γ 線エネルギー0.5MeV 換算） 
約 3.9×1013Bq 

実 効 線 量 約 0.038mSv 

 

なお、燃料取替時以外の燃料取扱いは、使用済燃料の放射能が十
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分減衰した状態でなされるので、仮に燃料集合体の落下を想定して

も、アニュラス空気浄化設備のよう素フィルタを通さなくても、上

記評価結果より厳しくなることはない。  

 

3.4.4 原子炉冷却材喪失 

3.4.4.2 核分裂生成物の放出量及び線量の評価  

 (2) 評価条件 

a. 事故発生直前まで、原子炉は定格出力の 102%で長時間にわたっ

て運転されていたものとする。その運転時間は、燃料を 1/3 ずつ

取り替えていく場合の平衡炉心を考えて、最高 30,000 時間とする。 

b. 原子炉格納容器内に放出される核分裂生成物の量は、炉心全体

の内蔵量に対し、次の割合で放出されるものとする。  

希ガス   1% 

よう素   0.5% 

c. 放出されたよう素のうち、有機よう素は 4%とし、残りの 96%は

無機よう素の形態をとるものとする。  

d. 原子炉格納容器内に放出されたよう素のうち、無機よう素につ

いては、50%が原子炉格納容器内部に沈着し、漏えいに寄与しな

いものとする。 

e. 原子炉格納容器スプレイ水による無機よう素の除去効率 (10)は等

価半減期 50 秒とする。 

ただし、事故発生後、無機よう素の除去効果が有効になるまで

の時間は評価上 5 分とする。 

f. 工学的安全施設についての動的機器の単一故障の仮定としてデ

ィーゼル発電機 1 台の不作動を仮定する。 

g. 原子炉格納容器からの漏えい率 (11)は、事故時の原子炉格納容器

内圧に対応した漏えい率を下回らないような値とし、以下の表の

漏えい率とする。 
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漏えい率 

（%/d） 

時間区分 

（s） 

0.13 0 ～ 1,000 

0.12 1,000 ～ 2,200 

0.11 2,200 ～ 16,000 

0.10 16,000 ～ 32,000 

0.09 32,000 ～ 58,000 

0.08 58,000 ～ 110,000 

0.07 110,000 ～ 220,000 

0.06 220,000 ～ 520,000 

0.05 520,000 ～ 2,592,000 

 

h. 原子炉格納容器からの漏えいは、配管等が貫通しているアニュ

ラス部に集中すると考えられるが、評価上はその 97%が配管等の

貫通するアニュラス部に生じ、残り 3%はアニュラス部以外で生じ

るものとする。 

i. 事故発生後、非常用炉心冷却設備作動信号によってアニュラス

空気浄化設備が起動し、アニュラス部の負圧達成時間は評価上 10

分とする。 

その間原子炉格納容器からアニュラス部に漏えいしてきた気体

はそのまま全量大気中へ放出されるものとし、アニュラス空気浄

化設備のフィルタ効果は無視する。  

また、負圧達成後も、アニュラス排気風量の切替え（事故発生

後 30 分）までは、アニュラス内空気の再循環は考慮しない。  

j. 原子炉格納容器からアニュラス部に漏えいした気体は、アニュ

ラス空気浄化設備を経て再循環するが、その一部は、アニュラス

部の負圧維持のため排気筒より放出される。このとき、アニュラ

ス部内での核分裂生成物の沈着の効果はないものとする。  

k. アニュラス空気浄化設備のよう素フィルタの効率 (12)は、評価上

95%とする。 

l. 希ガスに対するアニュラス空気浄化設備のフィルタ効果及び原

子炉格納容器スプレイ水による除去効果等は無視する。  

m. 事故後の非常用炉心冷却設備及び原子炉格納容器スプレイ設備
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の再循環系（以下「再循環系」という。）からは、事故期間中

（30 日間）安全補機室内へ、評価上 4×10-3m3/h の漏えいがある

ものとする。 

n. 再循環水中の放射能量は事故発生直後、b 項と同量のよう素が

無機よう素として溶解しているものとする。  

o. 再循環水体積は、評価上 1,400m3 とする。 

p. 再循環系から安全補機室に漏えいした再循環水中のよう素の気

相への移行率は 5%とし、安全補機室内でのよう素沈着率は 50%

とする。 

q. 安全補機室空気浄化設備のよう素フィルタの効率 (12)は、評価上

95%とする。 

r. 原子炉格納容器内の浮遊核分裂生成物による直接線量及びスカ

イシャイン線量については、以下の条件に従って評価する。 

(a) 事故時に炉心から原子炉格納容器内に放出された核分裂生

成物は、すべて原子炉格納容器内に均一に分布するものと仮

定し、原子炉格納容器からの漏えいによる減少効果や原子炉

格納容器スプレイ水による除去効果は無視する。  

(b) 核種の選定に当たって、よう素に関しては、核分裂収率が

小さく半減期の極めて短いもの及びエネルギーの小さいもの

以外の核種、希ガスに関しては、半減期 10 分以上の核種、そ

の他の核種については、原子炉格納容器から外部遮へい建屋

ドーム部を透過した γ 線の空気との散乱によるスカイシャイ

ン線量及び原子炉格納容器から外部遮へい建屋円筒部を透過

した γ 線による直接線量の計算に寄与するような十分高いエ

ネルギーを持ち、半減期が 10 分以上の核種を対象とする。 

(c) 核分裂生成物による γ 線エネルギーは以下のエネルギー範

囲別に区分する。 
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代表エネルギー 

（MeV/dis） 

エネルギー範囲

（MeV/dis） 

0.4  E ≦ 0.4 

0.8 0.4 ＜ E ≦ 1.0 

1.3 1.0 ＜ E ≦ 1.5 

1.7 1.5 ＜ E ≦ 1.8 

2.5 1.8 ＜ E  

 

s. 事故の評価期間は、原子炉格納容器からの核分裂生成物の漏え

いが無視できる程度に低下するまでの期間（30 日間）とする。 

t. 環境への核分裂生成物の放出については、排気筒から放出され

るものとする。 

u. 線量評価に必要な拡散条件及び気象条件としては、「添付書類

六 2.5 安全解析に使用する気象条件」で述べたように、「発電用

原子炉施設の安全解析に関する気象指針」に示された考え方に基

づいて計算された相対濃度（χ／Ｑ）及び相対線量（Ｄ／Ｑ）を

用いる。 

(3) 評価結果 

この事故によって大気中に放出される核分裂生成物の量及び敷地

境界外における最大の実効線量は下表のとおりである。また、よう

素及び希ガスの大気放出過程を第3.4.4.1図及び第3.4.4.2図に示す。 

(第3.4.4.1図及び第3.4.4.2図は変更前の記載に同じ。) 

 

評 価 項 目 評 価 結 果 

放
出
量 

よう素 

 Ｉ－１３１等価量－ 

 小児実効線量係数換算 

約 2.3×1011Bq 

希ガス 

（γ 線エネルギー0.5MeV 換算） 
約 5.2×1013Bq 

実 効 線 量＊ 約 0.28mSv 

＊ 実効線量には、原子炉格納容器内の浮遊核分裂生成物による直接線量
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及びスカイシャイン線量（約 0.18mSv）を含む。 

 

3.4.5 制御棒飛び出し 

3.4.5.2 核分裂生成物の放出量及び線量の評価  

 (3) 評価結果 

この事故によって大気中に放出される核分裂生成物の量及び敷地

境界外における最大の実効線量を下表に示す。また、よう素及び希

ガスの大気放出過程を第3.4.5.1図及び第3.4.5.2図に示す。 

(第3.4.5.1図及び第3.4.5.2図は変更前の記載に同じ。) 

 

評 価 項 目 評 価 結 果 

放
出
量 

よう素 

 Ｉ－１３１等価量－ 

 小児実効線量係数換算 

約 7.5×1010Bq 

希ガス 

（γ 線エネルギー0.5MeV 換算） 
約 1.5×1013Bq 

実 効 線 量＊ 約 0.084mSv 

＊ 実効線量には、原子炉格納容器内の浮遊核分裂生成物による直接線

量及びスカイシャイン線量（約 0.052mSv）を含む。 
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3.5 原子炉格納容器内圧力、雰囲気等の異常な変化  

3.5.1 原子炉冷却材喪失 

3.5.1.2 事故経過の解析 

 (2) 解析条件 

解析に当たっては、実際よりも十分に厳しい解析結果を得るため

に、次のような解析条件を用いる。  

a. 配管の破断は、内圧上昇の点から最も厳しい蒸気発生器出口側

配管の瞬時の両端破断で、流出係数 1.0 の場合を解析する。 

b. 原子炉出力は定格出力の 102%とする。 

c. 非常用炉心冷却設備のパラメータとして以下の値を用いる。  

蓄圧注入系の蓄圧タンクの保持圧力  

4.04MPa［gage］ 

蓄圧注入系の蓄圧タンクの保有水量  29.0m3/基 

また、高圧注入系及び低圧注入系からの注入は、ブローダウン

終了と同時に開始されると仮定する。この仮定は再冠水開始時間

を早め、破断口からの質量流量及びエネルギー放出量を増大させ

るので、原子炉格納容器内圧上昇の観点から厳しいものである。  

d. 工学的安全施設についての動的機器の単一故障の仮定として、

原子炉格納容器スプレイ設備 1 系列の不作動を仮定する。これは、

内圧上昇の観点から厳しいものである。  

また、解析では、常用電源はすべて喪失するものとし、非常用

電源の供給もディーゼル発電機の電圧が確立するまでの間遅延さ

れるものとする。 

e. ブローダウン過程中に蓄圧注入系より注入される水は、炉心か

ら十分に熱が伝達されるように原子炉容器のダウンカマ部及び下

部プレナムに注入されるものとする。  

f. 再冠水解析においては、炉心で発生する蒸気及び巻き込まれた

水滴のループを通過して原子炉格納容器へ放出される量が大きい

ほど厳しい結果を与えるので、解析上の仮定として１次冷却材ポ

ンプは、その特性に従って動くものとする。 
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(3) 解析結果 

以上により解析した結果を第3.5.1.1図に示す。１次冷却系配管の

破断後、原子炉格納容器内に冷却材が流出するため、原子炉格納容

器内圧は急速に上昇する。しかし、ブローダウンが進むにつれて流

出流量が少なくなるとともに、圧力上昇に伴い温度も高くなり、熱

吸収体の除熱が大きくなり、約15秒後にブローダウンエネルギーに

よって形成される第１ピーク圧力約0.225MPa［gage］が現れる。

その後、熱吸収体の効果により、圧力は漸減していくが、約19秒後

に再冠水が始まり蒸気発生器を回って原子炉格納容器へ放出される

エネルギーの効果により、圧力は再び緩やかに上昇していく。 

ブローダウンによる原子炉格納容器内圧上昇により、約5秒後に

「原子炉格納容器圧力異常高」原子炉格納容器スプレイ作動信号が

発信され、約109秒後から原子炉格納容器スプレイが開始され、こ

れ以降原子炉格納容器スプレイによる除熱も行われる。  

事故後約241秒には、再冠水により全炉心がクエンチし、原子炉

格納容器へのエネルギー放出が減少することにより、第２ピーク圧

力約0.252MPa［gage］、温度約125℃が現れ、これが最高圧力、最

高温度となる。これ以後原子炉格納容器へ持ち込まれるエネルギー

が減少するため、圧力は低下していく。  

 

3.5.1.3 結論 

原 子 炉 冷 却 材 喪 失 時 の 原 子 炉 格 納 容 器 圧 力 の 最 高 値 は 、 約

0.252MPa［gage］であり、最高使用圧力0.283MPa［gage］を下回

っており、原子炉格納容器の健全性は確保できる。  

 



 

10-3-23 

 

第 3.2.1.1 図 原子炉冷却材喪失－ＥＣＣＳ性能評価解析 

－大破断(1) 
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第 3.2.1.2 図 原子炉冷却材喪失－ＥＣＣＳ性能評価解析 

－大破断(2) 
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第 3.2.1.3 図 原子炉冷却材喪失－ＥＣＣＳ性能評価解析 

－大破断(3) 
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第 3.2.1.4 図 原子炉冷却材喪失－ＥＣＣＳ性能評価解析 

－大破断(4) 
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第 3.2.1.5 図 原子炉冷却材喪失－ＥＣＣＳ性能評価解析 

－小破断(1)－液相部破断 
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第 3.2.1.6 図 原子炉冷却材喪失－ＥＣＣＳ性能評価解析 

－小破断(2)－液相部破断 
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第 3.2.1.7 図 原子炉冷却材喪失－ＥＣＣＳ性能評価解析 

－小破断(3)－気相部破断 
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第 3.2.4.1 図 主給水管破断(1) 

 



 

10-3-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

2.0

1.5

1.0
252015

時　間　(秒)

最
小
Ｄ
Ｎ
Ｂ
Ｒ

第 3.2.4.2 図 主給水管破断(2) 
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第 3.4.2.3 図 蒸気発生器伝熱管破損（事故）時のよう素の 

       大気放出過程 

全よう素放出量： 
約 4.9×1011Bq（約 1.2×1011Bq＊1） 

有機：0Bq     （0Bq＊1） 
無機：約 4.9×1011Bq（約 1.2×1011Bq＊1） 

漏えい時間：1 日 

破損側蒸気発生器隔離までに 

大気中に放出される蒸気量 30t 

２次冷却系へ流出するよう素 

１次冷却材中に放出される 

よう素量：１次冷却系の 

圧力低下に比例 

１次冷却材中のよう素量： 

約 7.0×1013Bq 

(約 2.5×1013Bq＊１) 

大 気 へ 

＊1 Ｉ－１３１等価量 
－小児実効線量係数換算 

単位：Bq 

破損側蒸気発生器隔離後の 

主蒸気逃がし弁等からの 

無機よう素の漏えいを考慮 

無機よう素の気液分配係数 

102を考慮 

有機よう素：0% 

無機よう素：100% 

(２次冷却系への冷却材流出量 90t) 

通常運転中、燃料被覆管の一 

部に損傷があると仮定した場 

合のよう素の平衡濃度 

 

事故後、既損傷の燃料棒から 

新たに追加放出に寄与すると 

仮定したよう素量 

約 3.7×105Bq/g 

(約 1.3×105Bq/g＊１) 

約 1.2×1015Bq 

(約 2.2×1014Bq＊１) 
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第 3.4.2.4 図 蒸気発生器伝熱管破損（事故）時の希ガスの 

大気放出過程 

２次冷却系へ流出する希ガス 

１次冷却材中に放出される 

希ガス量：１次冷却系の 

圧力低下に比例 

１次冷却材中の希ガス量： 

約 3.4×1014Bq 

大 気 へ 

γ線エネルギー 
0.5MeV 換算 

単位：Bq 

全量が破損側蒸気発生器 

隔離までに放出 

(２次冷却系への冷却材流出量 90t) 

通常運転中、燃料被覆管の一 

部に損傷があると仮定した場 

合の希ガスの平衡濃度 

事故後、既損傷の燃料棒から 

新たに追加放出に寄与すると 

仮定した希ガス量 

約 1.8×106Bq/g 約 3.3×1015Bq 

全希ガス放出量：約 4.7×1014Bq 
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第 3.5.1.1 図 原子炉冷却材喪失－原子炉格納容器健全性評価用内圧解析 
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7. 重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故に対する対策の有効性評価  

7.1 運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故  

7.1.1 ２次冷却系からの除熱機能喪失 

7.1.1.2 炉心損傷防止対策の有効性評価 

 (3) 有効性評価の結果 

b. 評価項目等 

燃料被覆管温度は第 7.1.1.13 図に示すとおり、炉心は冠水状態

にあることから初期値（約 380℃）以下にとどまり、1,200℃以下

となる。当該温度条件では、燃料被覆管の酸化反応は著しくなら

ない。 

１次冷却材圧力は第 7.1.1.5 図に示すとおり、２次冷却系からの

除熱機能喪失により一時的に上昇し、約 16.4MPa[gage]に到達す

るが、フィードアンドブリードにより低下する。このため、原子

炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力は約 16.7MPa[gage]にとど

まり、最高使用圧力の 1.2 倍（20.59MPa[gage]）を下回る。 

また、フィードアンドブリードにより加圧器逃がしタンクから

原子炉格納容器内に漏えいした１次冷却材による原子炉格納容器

圧力及び温度の上昇は、格納容器スプレイ設備により抑制できる。

格納容器スプレイ設備の性能は、「3.5.1 原子炉冷却材喪失」にお

ける１次冷却材管の完全両端破断を想定した解析で評価しており、

この場合でも原子炉格納容器圧力及び温度の最高値はそれぞれ約

0.252MPa[gage]、約 125℃にとどまる。このため、本事象におい

ても原子炉格納容器の最高使用圧力（0.283MPa[gage]）及び最高

使用温度（132℃）を下回る。 

第 7.1.1.5 図及び第 7.1.1.14 図に示すとおり、事象発生の約 12.4

時間後に余熱除去系による炉心冷却を開始することで、事象発生

の約 19.9 時間後に低温停止状態に到達し、安定停止状態に至る。

その後も余熱除去系の運転を継続することにより、安定停止状態

を維持できる。 

（第 7.1.7.5 図、第 7.1.7.13 図及び第 7.1.7.14 図は変更前の記
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載に同じ。）  

 

7.1.2 全交流動力電源喪失 

7.1.2.4 必要な要員及び資源の評価 

(2) 必要な資源の評価 

a. 水源 

燃料取替用水タンク（1,600m3：有効水量）を水源とする恒

設代替低圧注水ポンプによる代替炉心注水については、事象発

生の約 55.5 時間後までの注水継続が可能であり、この間に格納

容器再循環サンプを水源とした再循環運転が可能であるため、

燃料取替用水タンクへの補給は不要である。  

 復水タンク（646m3：有効水量）を水源とするタービン動補

助給水ポンプを用いた蒸気発生器への注水による２次冷却系冷

却については、復水タンクが枯渇するまでの約11.7時間の注水

継続が可能である。なお、7.5時間以降は、復水タンクに送水車

（約210m3/h（１台当たり））による補給を行う。  

（第 7.1.5.8 図、第 7.1.5.9 図及び第 7.1.5.13 図は変更前の記載

に同じ。）  

 

7.1.5 原子炉停止機能喪失 

7.1.5.2 炉心損傷防止対策の有効性評価  

(3) 有効性評価の結果 

a. 主給水流量喪失 

(b) 評価項目等 

原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力の最高値は第

7.1.5.9 図に示すとおり、約 18.5MPa[gage]であり、最高使用

圧力の 1.2 倍（20.59MPa[gage]）を下回る。 

燃料被覆管温度は、第 7.1.5.13 図に示すとおり、原子炉停

止機能喪失によりわずかに上昇し、約 360℃に達した後、原

子炉出力の低下に伴い低下し、1,200℃以下となる。当該温
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度条件では、燃料被覆管の酸化反応は著しくならない。  

加圧器逃がし弁及び加圧器安全弁の動作により、加圧器逃

がしタンクから原子炉格納容器内に漏えいした１次冷却材に

よる原子炉格納容器圧力及び温度の上昇はわずかである。な

お、格納容器スプレイ設備の動作に至った場合、格納容器ス

プレイ設備の性能は、「3.5.1 原子炉冷却材喪失」における１

次冷却材管の完全両端破断を仮定した解析で評価しており、

この場合でも原子炉格納容器圧力及び温度の最高値はそれぞ

れ約 0.252MPa[gage]、約 125℃にとどまる。このため、本事

象においても原子炉格納容器最高使用圧力（0.283MPa[gage]）

及び最高使用温度（132℃）を下回る。 

第 7.1.5.8 図及び第 7.1.5.9 図に示すとおり、事象発生の

600 秒後時点においても１次冷却材温度及び圧力は整定し、

炉心は安定して冷却されている。その後は、主蒸気逃がし弁

及び補助給水系を用いた崩壊熱除去を継続し、化学体積制御

系を用いた炉心へのほう酸水の注水により未臨界を確保した

後、１次系の減温、減圧を行い、事象発生の約 13.5 時間後に

余熱除去系による炉心冷却を開始することにより事象発生の

約 21 時間後に低温停止状態に到達し、安定停止状態に至る。

さらに、余熱除去系の運転を継続することにより、安定停止

状態を維持できる。 

b. 負荷の喪失 

(b) 評価項目等 

原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力の最高値は第

7.1.5.21 図に示すとおり、約 18.5MPa[gage]であり、最高使

用圧力の 1.2 倍（20.59MPa[gage]）を下回る。 

燃料被覆管温度は、第 7.1.5.25 図に示すとおり、原子炉停

止機能喪失によりわずかに上昇し、約 360℃に達した後、原

子炉出力の低下に伴い低下し、1,200℃以下となる。当該温

度条件では、燃料被覆管の酸化反応は著しくならない。  
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加圧器逃がし弁及び加圧器安全弁の動作により、加圧器逃

がしタンクから原子炉格納容器内に漏えいした１次冷却材に

よる原子炉格納容器圧力及び温度の上昇はわずかである。な

お、格納容器スプレイ設備の動作に至った場合、格納容器ス

プレイ設備の性能は、「3.5.1 原子炉冷却材喪失」における１

次冷却材管の完全両端破断を仮定した解析で評価しており、

この場合でも原子炉格納容器圧力及び温度の最高値はそれぞ

れ約 0.252MPa[gage]、約 125℃にとどまる。このため、本事

象においても原子炉格納容器最高使用圧力（0.283MPa[gage]）

及び最高使用温度（132℃）を下回る。 

第 7.1.5.20 図及び第 7.1.5.21 図に示すとおり、事象発生の

600 秒後時点においても１次冷却材温度及び圧力は整定し、

炉心は安定して冷却されている。その後は、主蒸気逃がし弁

及び補助給水系を用いた崩壊熱除去を継続し、化学体積制御

系を用いた炉心へのほう酸水の注水により未臨界を確保した

後、１次系の減温、減圧を行い、事象発生の約 13.5 時間後に

余熱除去系による炉心冷却を開始することにより約 21 時間後

に低温停止状態に到達し、安定停止状態に至る。さらに、余

熱除去系の運転を継続することにより、安定停止状態を維持

できる。 

（第 7.1.5.20 図、第 7.1.5.21 図及び第 7.1.5.25 図は変更前

の記載に同じ。）  

 

7.1.5.4 必要な要員及び資源の評価 

(2) 必要な資源の評価 

a. 水源 

復水タンク（646m3：有効水量）を水源とする補助給水ポン

プを用いた蒸気発生器への注水による２次冷却系冷却について

は、復水タンクが枯渇するまでの約 11.7 時間の対応が可能であ

る。余熱除去系による冷却は、事象発生の約 15 時間後から使用
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可能となるため、復水タンク枯渇から余熱除去系使用開始まで

の約 3.3 時間は常用設備により復水タンクへの補給が必要とな

る。以降は、余熱除去系による冷却を継続するため、復水タン

クへの補給は不要である。  

なお、外部電源喪失を想定した場合は、復水タンク枯渇から

余熱除去系使用開始までの約 3.3 時間は、復水タンクに送水車

（約 210m3/h（1 台当たり））による補給を行う。  

b. 燃料 

外部電源の喪失は想定していないが、仮に外部電源が喪失し

てディーゼル発電機からの給電を想定し、事象発生後 7 日間デ

ィーゼル発電機を全出力で運転した場合、約 450.9kℓ の重油が

必要となる。 

電源車（緊急時対策所用）による電源供給については、事象

発生直後からの運転を想定して、7 日間の運転継続に約 8.3kℓの

重油が必要となる。 

外部電源の喪失は想定していないが、仮に外部電源が喪失し

た場合、蒸気発生器給水用の海水を復水タンクへ補給するため

の送水車については、事象発生の 11.7 時間後からの運転を想定

して、3.3 時間の運転継続に約 0.1kℓ の重油が必要となる。 

7日間の運転継続に必要な重油はこれらを合計して約

459.4kℓとなるが、「7.5.1(2) 資源の評価条件」に示すとおり燃

料油貯油そうの合計油量(466kℓ)にて供給可能である。 

 

7.1.6 ＥＣＣＳ注水機能喪失 

7.1.6.2 炉心損傷防止対策の有効性評価 

(3) 有効性評価の結果 

a. 6 インチ破断 

(b) 評価項目等 

燃料被覆管温度は第 7.1.6.15 図に示すとおり、炉心は冠水

状態にあることから初期値（約 380℃）以下にとどまり、



 

10-7-6 

1,200℃以下となる。当該温度条件では、燃料被覆管の酸化

反応は著しくならない。  

１次冷却材圧力は第 7.1.6.9 図に示すとおり、初期値（約

15.9MPa[gage]）以下となる。このため、原子炉冷却材圧力

バウンダリにかかる圧力は約 16.2MPa[gage]にとどまり、最

高使用圧力の 1.2 倍（20.59MPa[gage]）を下回る。 

また、原子炉格納容器内に漏えいした１次冷却材による原

子炉格納容器圧力及び温度の上昇は、格納容器スプレイ設備

により抑制できる。格納容器スプレイ設備の性能は、「3.5.1 

原子炉冷却材喪失」における１次冷却材管の完全両端破断を

想定した解析で評価しており、この場合でも原子炉格納容器

圧力及び温度の最高値はそれぞれ約 0.252MPa[gage]及び約

125℃にとどまる。このため、本事象においても原子炉格納

容器の最高使用圧力（0.283MPa[gage]）及び最高使用温度

（132℃）を下回る。 

第 7.1.6.11 図に示すように、事象発生の 60 分後においても

余熱除去ポンプによる注水流量は確保されていることから、

炉心は安定して冷却されている。その後は、事象発生の約

2.7 時間後に低圧再循環に切り替えることで低温停止状態に

移行でき、安定停止状態に至る。さらに、低圧再循環を継続

することにより、安定停止状態を維持できる。  

（第 7.1.6.9 図、第 7.1.6.11 図及び第 7.1.6.15 図は変更前

の記載に同じ。）  

 

b. 4 インチ破断 

(b) 評価項目等 

燃料被覆管温度は第 7.1.6.25 図に示すとおり、事象発生の

約 14 分後に約 731℃に到達した後に再冠水することで低下す

ることから、1,200℃以下となる。また、燃料被覆管の酸化

量は約 0.1%にとどまることから、15%以下となる。 
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１次冷却材圧力は第 7.1.6.19 図に示すとおり、初期値（約

15.9MPa[gage]）以下となる。このため、原子炉冷却材圧力

バウンダリにかかる圧力は約 16.2MPa[gage]にとどまり、最

高使用圧力の 1.2 倍（20.59MPa[gage]）を下回る。 

また、原子炉格納容器内に漏えいした１次冷却材による原

子炉格納容器圧力及び温度の上昇は、格納容器スプレイ設備

により抑制できる。格納容器スプレイ設備の性能は、「3.5.1 

原子炉冷却材喪失」における１次冷却材管の完全両端破断を

仮定した解析で評価しており、この場合でも原子炉格納容器

圧力及び温度の最高値はそれぞれ約 0.252MPa[gage]及び約

125℃にとどまる。このため、本事象においても原子炉格納

容器の最高使用圧力（0.283MPa[gage]）及び最高使用温度

（132℃）を下回る。 

第 7.1.6.21 図に示すように、事象発生の 60 分後において

も余熱除去ポンプによる注水流量は確保されていることから、

炉心は安定して冷却されている。その後は、事象発生の約

3.7 時間後に低圧再循環に切り替えることで低温停止状態に

移行でき、安定停止状態に至る。さらに、低圧再循環を継続

することにより、安定停止状態を維持できる。  

（第 7.1.6.19 図、第 7.1.6.21 図及び第 7.1.6.25 図は変更前

の記載に同じ。）  

 

c. 2 インチ破断 

(b) 評価項目等 

燃料被覆管温度は第 7.1.6.35 図に示すとおり、事象発生の

約 58 分後に約 496℃に到達した後に再冠水することで低下す

ることから、1,200℃以下となる。また、燃料被覆管の酸化

量は 0.1％未満にとどまることから、15％以下となる。 

１次冷却材圧力は第 7.1.6.29 図に示すとおり、初期値（約

15.9MPa[gage]）以下となる。このため、原子炉冷却材圧力
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バウンダリにかかる圧力は約 16.2MPa[gage]にとどまり、最

高使用圧力の 1.2 倍（20.59MPa[gage]）を下回る。 

また、原子炉格納容器内に漏えいした１次冷却材による原

子炉格納容器圧力及び温度の上昇は、格納容器スプレイ設備

により抑制できる。格納容器スプレイ設備の性能は、「3.5.1 

原子炉冷却材喪失」における１次冷却材管の完全両端破断を

仮定した解析で評価しており、この場合でも原子炉格納容器

圧力及び温度の最高値はそれぞれ約 0.252MPa[gage]及び約

125℃にとどまる。このため、本事象においても原子炉格納

容器の最高使用圧力（0.283MPa[gage]）及び最高使用温度

（132℃）を下回る。 

第7.1.6.31図に示すように、事象発生の60分後においても

余熱除去ポンプによる注水流量は確保されていることから、炉

心は安定して冷却されている。その後は、事象発生の約11.4時

間後に低圧再循環に切り替えることで低温停止状態に移行でき、

安定停止状態に至る。さらに、低圧再循環を継続することによ

り、安定停止状態を維持できる。  

（第 7.1.6.29 図、第 7.1.6.31 図及び第 7.1.6.35 図は変更前の

記載に同じ。）  

 

7.1.7 ＥＣＣＳ再循環機能喪失 

7.1.7.2 炉心損傷防止対策の有効性評価  

(3) 有効性評価の結果 

b. 評価項目等 

燃料被覆管温度は破断直後の炉心露出により一時的に上昇する

が、第 7.1.7.12 図に示すとおり、非常用炉心冷却設備による炉心

注水により低下する。非常用炉心冷却設備の性能は、「3.2.1 原子

炉冷却材喪失」における１次冷却材管の完全両端破断を仮定した

解析で評価しており、この場合でも燃料被覆管の最高温度は約

1,035℃であり、燃料被覆管の酸化量は約 3.6%である。このため、
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本事象においても燃料被覆管最高温度 1,200℃、燃料被覆管の酸

化量 15%以下である。 

１次系冷却材圧力は第 7.1.7.5 図に示すとおり、初期値（約

15.6MPa[gage]）以下となる。このため、原子炉冷却材圧力バウ

ンダリにかかる圧力は約 16.2MPa[gage]にとどまり、最高使用圧

力の 1.2 倍（20.59MPa[gage]）を下回る。 

原子炉格納容器圧力及び温度は第 7.1.7.15 図及び第 7.1.7.16 図

に示すとおり、事象発生直後からの格納容器スプレイにより抑制

できる。格納容器スプレイ設備の性能は、「3.5.1 原子炉冷却材喪

失」における１次冷却材管の完全両端破断を仮定した解析で評価

しており、この場合でも原子炉格納容器圧力及び温度の最高値は

それぞれ約 0.252MPa[gage]及び約 125℃にとどまる。このため、

本事象においても原子炉格納容器最高使用圧力（0.283MPa[gage]）

及び最高使用温度（132℃）を下回る。 

第 7.1.7.14 図に示すように、格納容器再循環サンプ水温度は低

下傾向を示し、炉心は安定して冷却されており、事象発生の約

4.5 時間後に低温停止状態に到達し、安定停止状態に至る。その

後も格納容器スプレイポンプによる代替再循環を継続することに

より、安定停止状態を維持できる。  

（第 7.1.7.4 図、第 7.1.7.14 図及び第 7.1.7.16 図は変更前の記

載に同じ。）  

 

7.1.8 格納容器バイパス 

7.1.8.2 炉心損傷防止対策の有効性評価 

(3) 有効性評価の結果 

a. インターフェイスシステムＬＯＣＡ  

(b) 評価項目等 

燃料被覆管温度は第 7.1.8.20 図に示すとおり、炉心が冠水

状態にあることから初期値（約 380℃）以下にとどまり、

1,200℃以下となる。当該温度条件では、燃料被覆管の酸化
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反応は著しくならない。  

１次冷却材圧力は第 7.1.8.9 図に示すとおり、初期値（約

15.9MPa[gage]）以下となる。このため、原子炉冷却材圧力

バウンダリにかかる圧力は約 16.2MPa[gage]にとどまり、最

高使用圧力の 1.2 倍（20.59MPa[gage]）を下回る。 

また、原子炉格納容器内の余熱除去ポンプ入口逃がし弁の

動作により、加圧器逃がしタンクから原子炉格納容器内に漏

えいした１次冷却材による原子炉格納容器圧力及び温度の上

昇はわずかである。なお、格納容器スプレイ設備の作動に至

った場合、格納容器スプレイ設備の性能は、「3.5.1 原子炉冷

却材喪失」における１次冷却材管の完全両端破断を仮定した

解析で評価しており、この場合でも原子炉格納容器圧力及び

温度の最高値はそれぞれ約 0.252MPa[gage]及び約 125℃にと

どまる。このため、本事象においても原子炉格納容器の最高

使用圧力（0.283MPa[gage]）及び最高使用温度（132℃）を

下回る。 

第 7.1.8.9 図及び第 7.1.8.10 図に示すように、事象発生の 8

時間後においても１次冷却材圧力及び温度は整定しており、

炉心は安定して冷却されている。その後は、主蒸気逃がし弁

を用いた蒸気発生器による除熱を継続することにより、事象

発生の約 433 時間後に低温停止状態に到達し、安定停止状態

に至る。さらに、主蒸気逃がし弁を用いた蒸気発生器による

除熱を継続することにより、安定停止状態を維持できる。  

（第 7.1.8.9 図、第 7.1.8.10 図及び第 7.1.8.20 図は変更前

の記載に同じ。）  

 

b. 蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する

事故 

(b) 評価項目等 

燃料被覆管温度は第 7.1.8.32 図に示すとおり、炉心は冠水
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状態にあることから初期値（約 340℃）以下にとどまり、

1,200℃以下となる。当該温度条件では、燃料被覆管の酸化

反応は著しくならない。  

１次冷却材圧力は第 7.1.8.23 図に示すとおり、初期値（約

15.7MPa[gage]）以下となる。このため、原子炉冷却材圧力

バウンダリにかかる圧力は約 16.2MPa[gage]にとどまり、最

高使用圧力の 1.2 倍（20.59MPa[gage]）を下回る。 

また、加圧器逃がし弁の開閉操作により、加圧器逃がしタ

ンクから原子炉格納容器内に漏えいした１次冷却材による原

子炉格納容器圧力及び温度の上昇はわずかである。なお、格

納容器スプレイ設備の作動に至った場合、格納容器スプレイ

設備の性能は、「3.5.1 原子炉冷却材喪失」における１次冷却

材管の完全両端破断を仮定した解析で評価しており、この場

合でも原子炉格納容器圧力及び温度の最高値はそれぞれ約

0.252MPa[gage]及び約 125℃にとどまる。このため本事象に

おいても原子炉格納容器最高使用圧力（0.283MPa[gage]）及

び最高使用温度（132℃）を下回る。  

第 7.1.8.23 図及び第 7.1.8.24 図に示すように、事象発生の

約 5.5 時間後においても１次冷却材圧力及び温度は低下傾向

を示していることから、炉心は安定して冷却されている。そ

の後は、余熱除去系の運転を継続することにより、事象発生

の約 9.7 時間後に低温停止状態に到達し、安定停止状態に至

る。さらに、余熱除去系の運転を継続することにより、安定

停止状態を維持できる。また、余熱除去系が使用不能の場合

においても、充てん／高圧注入ポンプ及び加圧器逃がし弁を

用いた充てん系によるフィードアンドブリード及び格納容器

スプレイポンプによる代替再循環を行うことにより、事象発

生の約 28.0 時間後に低温停止状態に到達し、安定停止状態に

至る。その後も格納容器スプレイポンプによる代替再循環運

転を継続することにより、安定停止状態を維持できる。  
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（第 7.1.8.14 図、第 7.1.8.23 図及び第 7.1.8.32 図は変更前

の記載に同じ。）  

 

7.1.8.4 必要な要員及び資源の評価 

(2) 必要な資源の評価 

a. 水源 

重要事故シーケンス「インターフェイスシステムＬＯＣＡ」

において、復水タンク（646m3：有効水量）を水源とする補助

給水ポンプを用いた蒸気発生器への注水による２次冷却系冷却

については、復水タンクが枯渇するまでの約 11.7 時間の注水継

続が可能であり、この間に送水車（約 210m3/h（1 台当たり））

を用いた海水補給が可能である。また、燃料取替用水タンク

（1,600m3：有効水量）を水源とする充てん／高圧注入ポンプ

による炉心注水については、事象発生の約 62 分後に高圧注入か

ら充てん注入に切り替えて炉心注水を継続する。  

その後、余熱除去系統からの漏えい停止確認以降は、事象収

束のための注水継続は不要である。  

重要事故シーケンス「蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気

発 生 器 の 隔 離 に 失 敗 す る 事 故 」 に お い て 、 復 水 タ ン ク

（646m3：有効水量）を水源とする補助給水ポンプを用いた蒸

気発生器への注水による２次冷却系冷却については、復水タン

クが枯渇するまでの約 11.7 時間の注水継続が可能であり、事象

発生の約 2.2 時間後に余熱除去系による冷却に切り替えた以降

は、炉心冷却のための蒸気発生器への注水継続は不要である。

また、燃料取替用水タンク（1,600m3：有効水量）を水源とす

る充てん／高圧注入ポンプによる炉心注水については、事象発

生の約 47 分後に高圧注入から充てん注入に切り替えて炉心注水

を継続する。 

その後、1 次冷却系の減圧操作により、蒸気発生器２次側圧

力と均圧し、破損蒸気発生器からの漏えいが停止した以降は、



 

10-7-13 

事象収束のための注水継続は不要である。なお、余熱除去系の

接続に失敗した場合においては、充てん注入によるフィードア

ンドブリード運転を実施するとともに、代替再循環運転へ切り

替えることにより長期冷却が可能である。  
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7.4 運転停止中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故  

7.4.4 反応度の誤投入 

7.4.4.2 燃料損傷防止対策の有効性評価  

(2) 有効性評価の条件 

a. 初期条件 

(b) １次系有効体積 

１次系の体積は、小さいほど希釈率が大きく、反応度添加

率が増加するため、評価結果が厳しくなるような値として、

１次系の有効体積は加圧器体積、原子炉容器上部ドーム部、

炉心内バイパス等を除いた 215m3 とする。 

 

(3) 有効性評価の結果 

a. 事象進展 

原子炉の運転停止中に、化学体積制御系の故障、誤作動等によ

り、１次冷却材中に純水が注水される。このため、１次冷却材中

のほう素濃度が低下するが、事象発生の約 53 分後に「中性子源領

域炉停止時中性子束高」警報が発信する。警報発信の 10 分後の約

63 分後に１次系補給水ポンプの停止や弁の閉止等の純水注水停止

操作を実施し、１次冷却材の希釈を停止する。希釈停止までの間、

炉心は臨界に至ることなく未臨界を維持する。希釈停止後、ほう

酸注入による濃縮操作により、事象発生前の初期ほう素濃度まで

濃縮し、未臨界を確保する。  

b. 評価項目等 

第 7.4.4.4 図に示すとおり、希釈開始から「中性子源領域炉停止

時中性子束高」警報が発信されるまで約 53 分要し、臨界に至るま

でにはさらに約 12 分を要する。 

したがって、運転員が異常状態を検知し、希釈停止操作の実施

に十分な時間余裕があり、未臨界を維持することができる。  

なお、当該期間においては純水が注水され、原子炉容器は水で

満たされている状態で維持されており、燃料有効長頂部が冠水し
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ている状態であるとともに、原子炉容器ふたが閉止されている状

態であることから、放射線遮蔽を維持できる。  

その後は、ほう酸注入による濃縮操作により長期にわたる未臨

界の維持が可能である。なお、臨界ほう素濃度である 1,850ppm

まで希釈された際に、初期ほう素濃度 2,800ppm まで濃縮するの

に要する時間は約 3 時間である。 
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7.5 必要な要員及び資源の評価 

7.5.3 重大事故等対策時に必要な水源、燃料及び電源の評価結果  

(1) 水源の評価結果 

b. 蒸気発生器注水 

蒸気発生器注水における水源評価上、最も厳しくなる事故

シ－ケンスグループ等は「7.1.2 全交流動力電源喪失」及び

「7.1.3 原子炉補機冷却機能喪失」である。 

復水タンク（646m3：有効水量）を水源とするタービン動

補助給水ポンプによる蒸気発生器への注水については、復水タ

ンク枯渇までの約11.7時間の注水継続が可能である。なお、

7.5時間以降は、復水タンクに送水車（約210m3/h（１台当た

り））による補給を行うことにより、7日間の注水継続が可能

である。 



 

 

10-7-17 

 第
7

.4
.4

.2
表

 
「

反
応

度
の

誤
投

入
」

の
主

要
評

価
条

件
（

原
子

炉
起

動
時

に
、

化
学

体
積

制
御

系
の

弁
の

 

誤
作

動
等

に
よ

り
原

子
炉

へ
純

水
が

流
入

す
る

事
故

）
（

１
／

２
）

 

項
目

 
主

要
評

価
条

件
 

条
件

設
定

の
考

え
方

 

初 期 条 件  

制
御

棒
 

全
挿

入
状

態
 

低
温

停
止

状
態

に
お

け
る

制
御

棒
位

置
と

し
て

、
全

挿
入

状
態

を
設

定
。

 

１
次

系
有

効
体

積
 

2
1

5
m

3
 

１
次

冷
却

系
の

体
積

は
、

小
さ

い
ほ

ど
希

釈
率

が
大

き
く

、
反

応
度

添
加

率
が

増

加
す

る
こ

と
か

ら
、

加
圧

器
体

積
、

原
子

炉
容

器
上

部
ド

ー
ム

部
、

炉
心

内
バ

イ

パ
ス

等
を

除
い

た
１

次
冷

却
系

の
有

効
体

積
を

厳
し

い
値

と
し

て
設

定
。

 

初
期

ほ
う

素
濃

度
 

2
,8

0
0

p
p

m
 

（
燃

料
取

替
時

の
ほ

う
素

濃
度

）
 

原
子

炉
停

止
中

の
１

次
冷

却
系

は
、

燃
料

取
替

用
水

タ
ン

ク
の

ほ
う

酸
水

で
満

た

さ
れ

て
お

り
、

同
タ

ン
ク

の
ほ

う
素

濃
度

と
し

て
保

安
規

定
に

て
定

め
ら

れ
た

下

限
値

を
厳

し
い

値
と

し
て

設
定

。
 

臨
界

ほ
う

素
濃

度
 

1
,8

5
0

p
p

m
※

 

サ
イ

ク
ル

初
期

、
低

温
状

態
、

制
御

棒
全

挿
入

状
態

に
お

け
る

、
Ｍ

Ｏ
Ｘ

燃
料

装

荷
平

衡
炉

心
の

臨
界

ほ
う

素
濃

度
の

評
価

値
に

、
炉

心
の

ば
ら

つ
き

等
を

考
慮

し

て
も

余
裕

の
あ

る
値

と
し

て
設

定
。

 

臨
界

ほ
う

素
濃

度
は

、
高

い
ほ

ど
初

期
ほ

う
素

濃
度

と
の

差
が

小
さ

く
な

る
こ

と

か
ら

厳
し

い
設

定
。

 

事 故 条 件  

起
因

事
象

 
１

次
冷

却
系

へ
の

純
水

注
水

 
8

1
.8

m
3
/h

 

原
子

炉
の

運
転

停
止

中
に

、
化

学
体

積
制

御
系

の
故

障
、

誤
操

作
等

に
よ

り
、

１

次
冷

却
材

中
に

純
水

が
注

水
さ

れ
る

と
し

て
設

定
。

１
次

系
補

給
水

ポ
ン

プ
2
台

運
転

時
の

全
容

量
（

約
7

8
.7

m
3
/h
）

に
余

裕
を

も
た

せ
た

値
と

し
て

設
定

。
 

１
次

系
純

水
注

水
流

量
は

、
大

き
い

ほ
ど

希
釈

率
が

大
き

く
、

反
応

度
添

加
率

が

増
加

す
る

こ
と

か
ら

厳
し

い
設

定
。

 

 
 

※
低

温
停

止
、

制
御

棒
全

挿
入

状
態

に
お

け
る

平
衡

炉
心

の
サ

イ
ク

ル
初

期
臨

界
ほ

う
素

濃
度

評
価

値
（

約
1

,3
5

0
p

p
m
）

に
、

取
替

炉
心

に
よ

る
変

動
分

（
4

0
0

p
p

m
）

＋
核

的

不
確

定
性

（
1

0
0

p
p

m
）

を
考

慮
し

た
値
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第
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図

 
「

全
交

流
動

力
電

源
喪

失
」

の
作

業
と

所
要

時
間

 

（
外

部
電

源
喪

失
＋

非
常

用
所

内
交

流
電

源
喪

失
＋

原
子

炉
補

機
冷

却
機

能
喪

失
＋

Ｒ
Ｃ

Ｐ
シ

ー
ル

Ｌ
Ｏ

Ｃ
Ａ

）
（

２
／

２
）

 

3
号

4
号

●
蒸

気
発

生
器

へ
の

注
水

準
備

（
送

水
車

）
1
.5

時
間

　
　

　
　

　
（
現

地
操

作
）

●
デ

ィ
ス

タ
ン

ス
ピ

ー
ス

取
り

替
え

（
海

水
系

統
～

原
子

炉
補

機
冷

却
水

系
統

）
1
.5

時
間

　
　

　
　

　
（
現

地
操

作
）

●
海

水
系

統
及

び
格

納
容

器
再

循
環

ユ
ニ

ッ
ト

通
水

ラ
イ

ン
準

備
  
2
.5

時
間

　
　

　
　

　
（
中

央
制

御
室

操
作

）

●
海

水
系

統
及

び
格

納
容

器
再

循
環

ユ
ニ

ッ
ト

通
水

ラ
イ

ン
準

備
  
2
.5

時
間

　
　

　
　

　
（
現

地
操

作
）

緊
急

安
全

対
策

要
員

 Ｆ
、

Ｇ
【
2
】

【
2
】

●
大

容
量

ポ
ン

プ
配

備
1
.0

時
間

緊
急

安
全

対
策

要
員

Ｈ
、

Ｌ
、

Ｍ
、

Ｎ
召

集
要

員
2

【
4
】

2
【
4
】

●
大

容
量

ポ
ン

プ
通

水
ラ

イ
ン

準
備

及
び

ホ
ー

ス
接

続
等

3
.0

時
間

●
大

容
量

ポ
ン

プ
起

動
及

び
通

水
0
.5

時
間

　
　

　
　

　
（
現

場
操

作
）

●
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
注

水
準

備
（
ホ

ー
ス

敷
設

）
1
.7

時
間

　
　

　
　

　
（
現

場
操

作
）

●
空

冷
式

非
常

用
発

電
装

置
給

油
作

業

　
　

　
　

　
（
現

地
操

作
）

●
送

水
車

給
油

作
業

＆
大

容
量

ポ
ン

プ
給

油
作

業

　
　

　
　

　
（
現

地
操

作
）

●
予

備
品

海
水

ポ
ン

プ
モ

ー
タ

と
の

取
り

替
え

等

　
　

　
　

　
（
現

地
操

作
）

緊
急

安
全

対
策

要
員

 Ｆ
、

Ｇ
、

Ｈ
召

集
要

員
【
5
】

【
5
】

【
3
】

3
【
2
】

【
2
】

運
転

員
Ｂ

3
【
2
】

【
3
】

【
1
】

【
2
】

緊
急

安
全

対
策

要
員

Ｌ
、

Ｍ
、

N
、

O
、

Ｐ

運
転

員
Ｄ

運
転

員
Ｅ

予
備

海
水

ポ
ン

プ
モ

ー
タ

取
替

緊
急

安
全

対
策

要
員

等
　

-
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

注
水

準
備

緊
急

安
全

対
策

要
員

Ｐ
召

集
要

員
【
3
】

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

へ
の

注
水

は
、

燃
料

ピ
ッ

ト
水

位
が

3
.0

m
低

下
す

る
時

間
（
約

2
.9

日
後

）
ま

で
に

対
応

が
可

能
で

あ
る

。

大
容

量
ポ

ン
プ

準
備

緊
急

安
全

対
策

要
員

Ｎ
、

Ｏ
、

Ｐ
【
3
】

大
容

量
ポ

ン
プ

に
よ

る
格

納
容

器
内

自
然

対
流

冷
却

は
、

恒
設

代
替

低
圧

注
水

ポ
ン

プ
に

よ
る

注
水

継
続

時
間

（
約

5
5
.5

時
間

）
中

に
対

応
が

可
能

で
あ

る
。

【
1
】

蒸
気

発
生

器
へ

の
注

水
準

備

蒸
気

発
生

器
へ

の
注

水
は

、
復

水
タ

ン
ク

の
水

位
が

枯
渇

す
る

時
間

（
約

1
1
.7

時
間

）
ま

で
に

対
応

が
可

能
で

あ
る

。

緊
急

安
全

対
策

要
員

 Ｊ

緊
急

安
全

対
策

要
員

 Ｑ

適
宜

実
施

2

【
2
】

　
-
 

各
機

器
へ

の
給

油
作

業

備
考

2
4

6
8

1
0

1
2

1
4

1
6

1
8

2
0

2
2

2
4

5
6

必
要

な
要

員
と

作
業

項
目

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
経

過
時

間
（
時

間
）
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

／
  

　
経

過
時

間
（
日

）

手
順

の
項

目

要
員

（
作

業
に

必
要

な
要

員
数

）

【
　

　
】
は

他
作

業
後

移
動

し
て

き
た

要
員

手
順

の
内

容

3
日

約
4
6
時

間
約

4
6
時

間
約

1
1
.7

時
間

蒸
気

発
生

器
へ

の
注

水
開

始
（
海

水
）

約
5
5
.5

時
間

格
納

容
器

自
然

対
流

冷
却

開
始

再
循

環
運

転
開

始 約
2
.9

日
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
へ

の
注

水
開

始

約
2
.3

時
間

毎

約
4
時

間
毎

実
施

後

3
名

移
動

実
施

後

2
名

移
動

実
施

後

1
名

移
動

実
施

後

移
動

実
施

後

1
名

移
動

実
施

後

3
名

移
動

実
施

後

2
名

移
動
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図

 
「

全
交

流
動

力
電

源
喪

失
」

の
作

業
と

所
要

時
間

 

（
外

部
電

源
喪

失
＋

非
常

用
所

内
交

流
電

源
喪

失
＋

原
子

炉
補

機
冷

却
機

能
喪

失
）
（

２
／

２
）

 

3
号

4
号

●
蒸

気
発

生
器

へ
の

注
水

準
備

（
送

水
車

）
1
.5

時
間

　
　

　
　

　
（
現

地
操

作
）

●
デ

ィ
ス

タ
ン

ス
ピ

ー
ス

取
り

替
え

（
海

水
系

統
～

原
子

炉
補

機
冷

却
水

系
統

）
1
.5

時
間

　
　

　
　

　
（
現

地
操

作
）

●
海

水
系

統
及

び
格

納
容

器
再

循
環

ユ
ニ

ッ
ト

通
水

ラ
イ

ン
準

備
  

2
.5

時
間

　
　

　
　

　
（
中

央
制

御
室

操
作

）

●
海

水
系

統
及

び
格

納
容

器
再

循
環

ユ
ニ

ッ
ト

通
水

ラ
イ

ン
準

備
  

2
.5

時
間

　
　

　
　

　
（
現

地
操

作
）

緊
急

安
全

対
策

要
員

 Ｆ
、

Ｇ
【
2
】

【
2
】

●
大

容
量

ポ
ン

プ
配

備
1
.0

時
間

緊
急

安
全

対
策

要
員

Ｈ
、

Ｌ
、

Ｍ
、

Ｎ
召

集
要

員
2

【
4
】

2
【
4
】

●
大

容
量

ポ
ン

プ
通

水
ラ

イ
ン

準
備

及
び

ホ
ー

ス
接

続
等

3
.0

時
間

●
大

容
量

ポ
ン

プ
起

動
及

び
通

水
0
.5

時
間

　
　

　
　

　
（
現

場
操

作
）

●
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
注

水
準

備
（
ホ

ー
ス

敷
設

）
1
.7

時
間

　
　

　
　

　
（
現

場
操

作
）

●
空

冷
式

非
常

用
発

電
装

置
給

油
作

業

　
　

　
　

　
（
現

地
操

作
）

●
送

水
車

給
油

作
業

＆
大

容
量

ポ
ン

プ
給

油
作

業

　
　

　
　

　
（
現

地
操

作
）

●
予

備
品

海
水

ポ
ン

プ
モ

ー
タ

と
の

取
り

替
え

等

　
　

　
　

　
（
現

地
操

作
）

緊
急

安
全

対
策

要
員

 Ｆ
、

Ｇ
、

Ｈ
召

集
要

員
【
5
】

【
5
】

【
3
】

3
【
2
】

【
2
】

運
転

員
Ｂ

3
【
2
】

【
3
】

【
1
】

【
2
】

緊
急

安
全

対
策

要
員

Ｌ
、

Ｍ
、

N
、

O
、

Ｐ

運
転

員
Ｄ

運
転

員
Ｅ

予
備

海
水

ポ
ン

プ
モ

ー
タ

取
替

緊
急

安
全

対
策

要
員

等
　

-
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

注
水

準
備

緊
急

安
全

対
策

要
員

Ｐ
召

集
要

員
【
3
】

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

へ
の

注
水

は
、

燃
料

ピ
ッ

ト
水

位
が

3
.0

m
低

下
す

る
時

間
（
約

2
.9

日
後

）
ま

で
に

対
応

が
可

能
で

あ
る

。

大
容

量
ポ

ン
プ

準
備

緊
急

安
全

対
策

要
員

Ｎ
、

Ｏ
、

Ｐ
【
3
】

大
容

量
ポ

ン
プ

に
よ

る
格

納
容

器
内

自
然

対
流

冷
却

は
、

必
要

に
応

じ
て

実
施

す
る

。

【
1
】

蒸
気

発
生

器
へ

の
注

水
準

備

蒸
気

発
生

器
へ

の
注

水
は

、
復

水
タ

ン
ク

の
水

位
が

枯
渇

す
る

時
間

（
約

1
1
.7

時
間

）
ま

で
に

対
応

が
可

能
で

あ
る

。

緊
急

安
全

対
策

要
員

 Ｊ

緊
急

安
全

対
策

要
員

 Ｑ

大
容

量
ポ

ン
プ

に
よ

る
格

納
容

器
内

自
然

対
流

冷
却

は
、

必
要

に
応

じ
て

実
施

す
る

。

適
宜

実
施

2

【
2
】

　
-
 

各
機

器
へ

の
給

油
作

業

備
考

2
4

6
8

1
0

1
2

1
4

1
6

1
8

2
0

2
2

2
4

必
要

な
要

員
と

作
業

項
目

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
経

過
時

間
（
時

間
）
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

／
  

　
経

過
時

間
（
日

）

手
順

の
項

目

要
員

（
作

業
に

必
要

な
要

員
数

）

【
　

　
】
は

他
作

業
後

移
動

し
て

き
た

要
員

手
順

の
内

容

3
日

約
4
6
時

間
約

4
6
時

間
約

1
1
.7

時
間

蒸
気

発
生

器
へ

の
注

水
開

始
（
海

水
）

約
2
.9

日
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
へ

の
注

水
開

始

約
2
.3

時
間

毎

約
4
時

間
毎

実
施

後

3
名

移
動

実
施

後

2
名

移
動

実
施

後

1
名

移
動

実
施

後

移
動

実
施

後

1
名

移
動

実
施

後

3
名

移
動

実
施

後

2
名

移
動
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「
原

子
炉

補
機

冷
却

機
能

喪
失

」
の

作
業

と
所

要
時

間
 

（
原

子
炉

補
機

冷
却

機
能

喪
失

＋
Ｒ

Ｃ
Ｐ

シ
ー

ル
Ｌ

Ｏ
Ｃ

Ａ
）
（

２
／

２
）

 

3号
4号

●
蒸

気
発

生
器

へ
の

注
水

準
備

（送
水

車
）

1.
5時

間

　
　

　
　

　
（現

地
操

作
）

●
デ

ィ
ス

タ
ン

ス
ピ

ー
ス

取
り

替
え

（海
水

系
統

～
原

子
炉

補
機

冷
却

水
系

統
）

1.
5時

間

　
　

　
　

　
（現

地
操

作
）

●
海

水
系

統
及

び
格

納
容

器
再

循
環

ユ
ニ

ッ
ト

通
水

ラ
イ

ン
準

備
  
2.

5時
間

　
　

　
　

　
（中

央
制

御
室

操
作

）

●
海

水
系

統
及

び
格

納
容

器
再

循
環

ユ
ニ

ッ
ト

通
水

ラ
イ

ン
準

備
  
2.

5時
間

　
　

　
　

　
（現

地
操

作
）

緊
急

安
全

対
策

要
員

 Ｆ
、

Ｇ
【2

】
【2

】
●

大
容

量
ポ

ン
プ

配
備

1.
0時

間

緊
急

安
全

対
策

要
員

Ｈ
、

Ｌ
、

Ｍ
、

Ｎ
召

集
要

員
2 【4
】

2 【4
】

●
大

容
量

ポ
ン

プ
通
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543210

時　間　(時)

燃
料
被
覆
管
温
度

(℃)

・燃料被覆管最高温度：約1,035℃（約91秒） 
・燃料被覆管温度：約730℃（約240秒） 
・燃料被覆管の酸化量：約3.6% 
・非常用炉心冷却設備からの冷却水注水により燃料被覆管温度は低下していく 
 

高圧注入及び低圧注入により低下 

燃料被覆管最高温度（1,200℃） 

ＭＡＡＰは大破断ＬＯＣＡ時の事象初期の適用性が低いため、 

「3.2.1 原子炉冷却材喪失」の結果を参照。その評価結果から、 

燃料被覆管温度は1,200℃を超えることはない。 

再循環切替失敗に伴う高圧注入及び低圧注入の停止に伴う温度上昇 

第7.1.7.12図 燃料被覆管温度の推移 
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543210

時　間 [hr]

格納容器限界圧力(0.566MPa[gage](最高使用圧力の2倍))

原
子
炉
格
納
容
器
圧
力

[MPa(gage)]

第 7.1.7.15 図 原子炉格納容器圧力の推移 

ヒートシンクによる吸熱及び格納容器スプレイ注入 

により一時的に原子炉格納容器圧力が低下 

低圧再循環切替失敗及び代替再循環準備に伴う

格納容器スプレイポンプ 1 台の停止により原子

炉格納容器圧力が上昇に転じる 

 

原
子
炉
格
納
容
器
圧
力 

(MPa[gage]) 

 

時 間  （時）  

代替再循環及び格納容器スプレイ再循環により 

原子炉格納容器圧力は低下に転じる 

最高使用圧力：0.283MPa[gage] 

最高圧力：約0.252 MPa[gage] 

ＭＡＡＰは大破断ＬＯＣＡ時の事象初期の適用性が低いため、 

「3.5.1 原子炉冷却材喪失」の結果を参照 
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 燃料取替用水タンクの 

補給操作＊4 

 

(約25分) 

 

（解析上の時刻） 

(約0分) 

 

(約62分) 

 

余熱除去系統からの漏えいの判断＊2 

(蒸気発生器２次側による冷却) 

25 分後 

を仮定 

補給操作は解

析上考慮せず 

＊1 ：すべての非常用母線及び常用母線の電圧が「零」ボルトを示した場合 

＊2 ：余熱除去系統からの漏えいは以下で確認 

  補助建屋内ＲＭＳ、格納容器内ＲＭＳ、蒸気発生器関連ＲＭＳ、加圧器水位・圧力、補助建屋サンプタンク水位、 

余熱除去ポンプ出口圧力 

＊3 ：余熱除去系統からの漏えいを隔離できないものとする 

＊4 ：燃料取替用水タンクへの補給操作 

 ・原子炉補給水制御系(ほう酸タンク・１次系純水タンク) 

 ・１次系純水タンクから使用済燃料ピット脱塩塔経由等 

＊5 ：漏えいしている余熱除去系統の隔離操作等の時間を考慮して、解析上では、約 25 分後の開始としているが、 

実際の操作では、準備が完了した段階で１次系保有水の減少抑制のために実施する 

＊6 ：実際の操作においては、１次冷却材圧力を監視しつつ準備が整い次第、余熱除去ポンプ入口弁閉操作で隔離を実施する。 

（なお、解析においては、事象発生約 7 時間後まで漏えい停止を考慮しない。） 

＊7 ：余熱除去系統からの漏えい停止は以下で確認 

 ・余熱除去ポンプ出口圧力、加圧器圧力・水位、１次冷却材圧力、充てん流量、原子炉水位及び燃料取替用水タンク 

水位等の挙動から総合的に確認する 

＊8 ：実際の操作においては、２次系強制冷却による１次系のサブクール度の確保を確認した段階で必要により実施し、 

保有水の確保を図る。また、その後の漏えい量低減のため、操作は適宜実施 

＊9 ：格納容器外への漏えいを抑制するため、充てん注入は高圧注入系の停止準備が整ってから開始する 

＊10 ：１次冷却材圧力が 0.6MPa[gage]になれば閉止する 

＊11 ：漏えいが停止し、１次冷却材温度が安定又は低下傾向 

：操作・確認 

 ：プラント状態（解析） 

 ：判断 

 

（Yes） 

〔原子炉安定状態〕 

蒸気発生器を使用した2次系による 

長期炉心冷却継続 

原子炉格納容器の健全性は、格納容

器 

スプレイにより維持される 

充てん注入を開始して 

高圧安全注入を停止＊9 

余熱除去系統の隔離失敗＊3 

余熱除去系統からの漏えいを 

停止する操作を実施＊6 

蓄圧タンク出口弁閉止＊10 

加圧器逃がし弁開放による 

１次系強制減圧＊8 

中央制御室での主蒸気逃がし弁 

開放による２次系強制冷却・減圧＊5 

低圧・高圧注入系自動作動を確認 

 
補助給水ポンプの起動・ 

補助給水流量確立の確認 

余熱除去系統の隔離 

蓄圧注入系動作 

原子炉低温停止状態＊11 

 

 

蒸気発生器を使用した 

２次系による冷却継続 

余熱除去系統からの漏えいが停止＊7 

本部要員に連絡 

 

 

 

 

 

 

 

凡例 

 

インターフェイスシステム 

ＬＯＣＡ発生 

「原子炉圧力異常低」非常用炉心 

冷却設備作動限界値に到達 

原子炉トリップ･タービントリップの確認 

 

 

非常用炉心冷却設備作動信号発信の確認 

 
（No） 

「全交流動力電源喪失」時の処置へ 

(約15秒) 

 

「所内電源及び外部電源喪失＊1」でない 

第 7.1.8.4 図 「格納容器バイパス」の対応手順の概要  

（「インターフェイスシステム LOCA」の事象進展） 
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第7.4.4.2図 「反応度の誤投入」の対応手順の概要 

（「原子炉起動時に、化学体積制御系の弁の誤作動等により原子炉へ純水が

流入する事故」の事象進展） 
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別添８ 

添  付  書  類  十  一 

変更後における発電用原子炉施設の保安のための業務に係る  

品質管理に必要な体制の整備に関する説明書  

 

1. 概要 

本説明書は、変更後における発電用原子炉施設の保安のための業務に係

る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書として、品質管理に関する

事項に基づき、発電用原子炉施設の当該設置変更許可申請（以下「本申請」

という。）に当たって実施した設計活動に係る品質管理の実績及びその後の

工事等の活動に係る品質管理の方法、組織等に係る事項を記載する。  
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2. 基本方針 

本説明書では、本申請における、「実施した設計活動に係る品質管理の実績」

及び「その後の工事等の活動に係る品質管理の方法、組織等に係る事項」を、

以下のとおり説明する。 

(1) 設計活動に係る品質管理の実績 

「設計活動に係る品質管理の実績」として、実施した設計の管理の方法

を「3. 設計活動に係る品質管理の実績」に記載する。 

具体的には、組織について「3.1 本申請における設計に係る組織（組織

内外の相互関係及び情報伝達含む。）」に、実施する各段階について「3.2 

本申請における設計の各段階とその審査」に、品質管理の方法について

「3.3 本申請における設計に係る品質管理の方法」に、調達管理の方法に

ついて「3.4 本申請における調達管理の方法」に、文書管理について「3.5 

本申請における文書及び記録の管理」に、不適合管理について「3.6 本申

請における不適合管理」に記載する。 

(2) その後の工事等の活動に係る品質管理の方法、組織等に係る事項  

その後の工事等の活動に係る品質管理の方法、組織等に係る事項につい

ては、「4. その後の工事等の活動に係る品質管理の方法等」に記載する。  

具体的には、組織について「4.1 その後の工事等の活動に係る組織（組織

内外の相互関係及び情報伝達含む。）」に、実施する各段階について「4.2 そ

の後の設計、工事等の各段階とその審査」に、品質管理の方法について

「4.3 その後の設計に係る品質管理の方法」、「4.4 工事に係る品質管理の方

法」及び「4.5 使用前事業者検査の方法」に、設計及び工事の計画の認可

申請（以下「設工認」という。）における調達管理の方法について「4.6 設

工認における調達管理の方法」に、文書管理について「4.7 その後の設計、

工事等における文書及び記録の管理」に、不適合管理について「4.8 その後

の不適合管理」に記載する。 

また、設工認に基づき、「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則（平成 25 年 6 月 28 日原子力規制委員会規則第 6 号）（以下

「技術基準規則」という。）」への適合性を確保するために必要となる設備
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（以下「適合性確認対象設備」という。）の施設管理について、「5. 適合性

確認対象設備の施設管理」に記載する。  
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3. 設計活動に係る品質管理の実績 

本申請に当たって実施した設計に係る品質管理は、発電用原子炉設置変更

許可申請書本文における十一、発電用原子炉施設の保安のための業務に係る

品質管理に必要な体制の整備に関する事項（以下「設置許可本文十一号」と

いう。）に基づき以下のとおり実施する。  

なお、本申請における設計及び調達に係る業務のうち、原子力利用におけ

る安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関す

る法律等の一部を改正する法律に基づき変更認可された発電用原子炉施設保

安規定の施行までに実施した業務は、設置許可本文十一号に基づくものでは

ないことから、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核

燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律に基づき変

更認可された発電用原子炉施設保安規定の施行までに実施した業務の実績に

ついては、本申請における活動実績に応じて記載する。  

 

3.1 本申請における設計に係る組織（組織内外の相互関係及び情報伝達含む。）  

設計及び調達は、第 1 図に示す本店組織及び発電所組織に係る体制で実

施する。 

また、設計（「3.3 本申請における設計に係る品質管理の方法」）並びに

調達（「3.4 本申請における調達管理の方法」）の各プロセスを主管する箇所

を第 1 表に示す。  

第 1 表に示す各プロセスを主管する箇所の長は、担当する設備に関する

設計並びに調達について、責任と権限を持つ。 

 

3.1.1 設計に係る組織 

設計は、第 1 表に示す主管箇所のうち、「3.3 本申請における設計に係

る品質管理の方法」に係る箇所が設計を主管する組織として実施する。  

この設計に必要な資料の作成を行うため、第 1 図に示す体制を定めて

設計に係る活動を実施する。 

なお、本申請において上記による体制で実施した。  
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3.1.2 調達に係る組織 

調達は、第 1 表に示す本店組織及び発電所組織の調達を主管する箇所

で実施する。 

なお、本申請において上記による活動を実施した。  

 

3.2 本申請における設計の各段階とその審査 

本申請における設計は、本申請における申請書作成及びこれに付随する

基本的な設計として、設置許可本文十一号「7.3 設計開発」のうち、必要な

事項に基づき以下のとおり実施する。 

本申請における設計の各段階と設置許可本文十一号との関係を第 2 表に

示す。 

設計を主管する箇所の長は、第 2 表に示すアウトプットに対する審査

（以下「レビュー」という。）を実施するとともに、記録を管理する。 

なお、設計の各段階におけるレビューについては、第 1 表に示す設計を

主管する組織の中で当該設備の設計に関する専門家を含めて実施する。 

なお、本申請において上記による活動を実施した。  

 

3.3 本申請における設計に係る品質管理の方法 

設計を主管する箇所の長は、本申請における設計として、「3.3.1 設計開

発に用いる情報の明確化」、「 3.3.2(1) 申請書作成のための設計」及び

「3.3.2(2) 設計のアウトプットに対する検証」の各段階を実施する。  

以下に各段階の活動内容を示す。 

 

3.3.1 設計開発に用いる情報の明確化 

設計を主管する箇所の長は、本申請に必要な設計開発に用いる情報を

明確にする。 

なお、本申請において上記による活動を実施した。  

 

3.3.2 設計及び設計のアウトプットに対する検証  
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設計を主管する箇所の長は、本申請における設計を以下のとおり実施

する。 

(1) 申請書作成のための設計 

設計を主管する箇所の長は、本申請における申請書作成のための設

計を実施する。 

また、設計を主管する箇所の長は、本申請における申請書の作成に

必要な基本的な設計の品質を確保する上で重要な活動となる、「調達に

よる解析」及び「手計算による自社解析」について、個別に管理事項

を実施し品質を確保する。 

なお、本申請において上記による活動を実施した。  

(2) 設計のアウトプットに対する検証  

設計を主管する箇所の長は、「3.3.2 設計及び設計のアウトプットに

対する検証」のアウトプットが設計のインプット（「3.3.1 設計開発に

用いる情報の明確化」）で与えられた要求事項に対する適合性を確認し

た上で、要求事項を満たしていることの検証を、組織の要員に指示す

る。 

なお、この検証は当該業務を直接実施した原設計者以外の者に実施

させる。 

なお、本申請において上記による活動を実施した。  

(3) 申請書の作成 

設計を主管する箇所の長は、本申請における申請書作成のための設

計からのアウトプットを基に、本申請に必要な書類等を取りまとめる。 

なお、本申請において上記による活動を実施した。  

(4) 申請書の承認 

設計を主管する箇所の長は、作成した資料を取りまとめ、原子力発

電安全委員会へ付議し、審議及び確認を得る。  

また、本申請の提出手続きを主管する箇所の長は、原子力発電安全

委員会の審議及び確認を得た本申請における申請書について、原子力

規制委員会への提出手続きの承認を得る。 

なお、本申請において上記による活動を実施した。  



11-7 

 

3.3.3 設計における変更 

設計を主管する箇所の長は、設計の変更が必要となった場合、各設計

結果のうち、影響を受けるものについて必要な設計を実施し、影響を受

けた段階以降の設計結果を必要に応じ修正する。  

 

3.3.4 新検査制度移行に際しての本申請における設計管理の特例  

設計を主管する箇所の長が実施する本申請における設計管理の対象と

なる業務のうち、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物

質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律

に基づき変更認可された発電用原子炉施設保安規定の施行までに実施し

た本申請における申請書作成に係る社内手続き又は基本設計に係る調達

製品の検証については、設置許可本文十一号に基づく設計管理は適用し

ない。 

 

3.4 本申請における調達管理の方法 

調達を主管する箇所の長は、調達管理を確実にするために、設置許可本

文十一号に基づき以下に示す管理を実施する。  

 

3.4.1 供給者の技術的評価 

調達を主管する箇所の長は、供給者が当社の要求事項に従って調達製

品を供給する技術的な能力を判断の根拠として、供給者の技術的評価を

実施する。 

なお、本申請において上記による活動を実施した。  

 

3.4.2 供給者の選定 

調達を主管する箇所の長は、本申請における設計に必要な調達を行う

場合、調達に必要な要求事項を明確にし、契約を主管する箇所の長へ供

給者の選定を依頼する。また、契約を主管する箇所の長は、「3.4.1  供給

者の技術的評価」で、技術的な能力があると判断した供給者を選定する。  
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供給者に対しては品質保証計画書を提出させ審査する。  

なお、本申請において上記による活動を実施した。  

 

3.4.3 調達管理 

調達を主管する箇所の長は、調達に関する品質保証活動を行うに当た

って、以下に基づき業務を実施する。  

なお、本申請において上記による活動は以下のとおり実施した。 

(1) 仕様書の作成 

調達を主管する箇所の長は、業務の内容に応じ、設置許可本文十一

号に基づく調達要求事項を含めた仕様書を作成し、供給者の業務実施

状況を適切に管理する。（「3.4.3(2) 調達した役務の検証」参照） 

(2) 調達した役務の検証 

調達を主管する箇所の長は、調達した役務が調達要求事項を満たし

ていることを確実にするために調達した役務の検証を行う。  

供給者先で検証を実施する場合は、あらかじめ仕様書で検証の要領

及び調達した役務のリリースの方法を明確にした上で、検証を行う。  

 

3.4.4 請負会社他品質監査 

供給者に対する監査を主管する箇所の長は、供給者の品質保証活動及

び健全な安全文化を育成し維持するための活動が適切で、かつ、確実に

行われていることを確認するために、請負会社他品質監査を実施する。  

なお、本申請において上記による活動を実施した。  

 

3.5 本申請における文書及び記録の管理 

本申請における設計に係る文書及び記録については、設置許可本文十一

号に定める品質マネジメント文書、それらに基づき作成される品質記録で

あり、これらを適切に管理する。 

なお、本申請において上記による活動を実施した。  

 

3.6 本申請における不適合管理 
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本申請に基づく設計において発生した不適合については、適切に処置を

行う。 
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4. その後の工事等の活動に係る品質管理の方法等  

その後の工事等の活動に係る品質管理の方法、組織等に係る事項について

は、設置許可本文十一号に基づき以下のとおり実施する。  

 

4.1 その後の工事等の活動に係る組織（組織内外の相互関係及び情報伝達含

む。） 

その後の工事等の活動は、第 1 図に示す本店組織及び発電所組織に係る

体制で実施する。 

 

4.2 その後の設計、工事等の各段階とその審査  

 

4.2.1 設計及び工事等のグレード分けの適用 

設計及び工事等におけるグレード分けは、原子炉施設の安全上の重要

度に応じて行う。 

 

4.2.2 設計及び工事等の各段階とその審査 

設計又は工事を主管する箇所の長並びに検査を担当する箇所の長は、

その後における設計及び工事等の各段階において、レビューを実施する

とともに、記録を管理する。 

なお、設計の各段階におけるレビューについては、設計及び工事を主

管する組織の中で当該設備の設計に関する専門家を含めて実施する。  

 

4.3 その後の設計に係る品質管理の方法  

設計を主管する箇所の長は、設工認における技術基準規則等への適合性

を確保するための設計を実施する。 

 

4.3.1 適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化 

その後の設計を主管する箇所の長は、設工認に必要な要求事項を明確

にする。 
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4.3.2 各条文の対応に必要な適合性確認対象設備の選定 

その後の設計を主管する箇所の長は、各条文の対応に必要な適合性確

認対象設備を抽出する。 

 

4.3.3 設計及び設計のアウトプットに対する検証  

設計を主管する箇所の長は、適合性確認対象設備の技術基準規則等へ

の適合性を確保するための設計を実施する。  

(1) 基本設計方針の作成（設計 1） 

設計を主管する箇所の長は、技術基準規則等の適合性確認対象設備

に必要な要求事項に対する設計を漏れなく実施するために、技術基準

規則の条文ごとに各条文に関連する要求事項を用いて設計項目を明確

にした基本設計方針を作成する。  

(2) 適合性確認対象設備の各条文への適合性を確保するための設計（設

計 2） 

設計を主管する箇所の長は、適合性確認対象設備に対し、変更があ

った要求事項への適合性を確保するための詳細設計を、「設計 1」の結

果を用いて実施する。 

(3) 詳細設計の品質を確保する上で重要な活動の管理  

設計を主管する箇所の長は、詳細設計の品質を確保する上で重要な

活動となる、「調達による解析」及び「手計算による自社解析」につい

て、個別に管理事項を実施し、品質を確保する。  

(4) 設計のアウトプットに対する検証  

設計を主管する箇所の長は、「4.3.3 設計及び設計のアウトプットに

対する検証」のアウトプットが設計のインプット（「4.3.1 適合性確認

対象設備に対する要求事項の明確化」及び「4.3.2 各条文の対応に必要

な適合性確認対象設備の選定」参照）で与えられた要求事項に対する

適合性を確認した上で、要求事項を満たしていることの検証を、組織

の要員に指示する。 

なお、この検証は適合性確認を実施した者の業務に直接関与してい

ない上位職位の者に実施させる。 
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(5) 設工認申請書の作成 

設計を主管する箇所の長は、その後の設計からのアウトプットを基

に、設工認に必要な書類等を取りまとめる。 

(6) 設工認申請書の承認 

設工認申請書の取りまとめを主管する箇所の長は、設計を主管する

箇所の長が作成した資料を取りまとめ、原子力発電安全委員会へ付議

し、審議及び確認を得る。 

 

4.3.4 設計における変更 

設計を主管する箇所の長は、設計対象の追加又は変更が必要となった

場合、各設計結果のうち、影響を受けるものについて必要な設計を実施

し、影響を受けた段階以降の設計結果を必要に応じ修正する。  

 

4.4 工事に係る品質管理の方法 

工事を主管する箇所の長は、具体的な設備の設計の実施及びその結果を

反映した設備を導入するために必要な工事を、「4.6 設工認における調達管

理の方法」の管理を適用して実施する。  

 

4.4.1 具体的な設備の設計の実施（設計 3） 

工事を主管する箇所の長は、工事段階において、要求事項に適合する

ための具体的な設計（設計 3）を実施し、決定した具体的な設備の設計結

果を取りまとめる。 

 

4.4.2 具体的な設備の設計に基づく工事の実施  

工事を主管する箇所の長は、要求事項に適合する設備を設置するため

の工事を実施する。 

 

4.5 使用前事業者検査の方法 

使用前事業者検査は、適合性確認対象設備が、認可された設工認に記載

された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合してい
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ることを確認するため、使用前事業者検査を計画し、工事実施箇所からの

独立性を確保した検査体制のもと、実施する。 

 

4.5.1 使用前事業者検査での確認事項 

使用前事業者検査は、適合性確認対象設備が、認可された設工認に記

載された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合し

ていることを確認するために、以下の項目について検査を実施する。  

(1) 実設備の仕様の適合性確認 

(2) 品質マネジメントシステムに係る検査  

 

4.5.2 使用前事業者検査の計画 

検査を担当する箇所の長は、適合性確認対象設備が、認可された設工

認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に

適合していることを確認するため、使用前事業者検査を計画する。 

 

4.5.3 検査計画の管理 

検査に係るプロセスの取りまとめを主管する箇所の長は、使用前事業

者検査の実施時期及び使用前事業者検査が確実に行われることを管理す

る。 

 

4.5.4 使用前事業者検査の実施 

使用前事業者検査は、検査要領書の作成、検査体制を確立して実施す

る。 

 

4.6 設工認における調達管理の方法 

調達を主管する箇所の長は、設工認で行う調達管理を確実にするために、

品質管理に関する事項に基づき以下に示す管理を実施する。  

 

4.6.1 供給者の技術的評価 
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調達を主管する箇所の長は、供給者が当社の要求事項に従って調達製

品を供給する技術的な能力を判断の根拠として、供給者の技術的評価を

実施する。 

 

4.6.2 供給者の選定 

調達を主管する箇所の長は、設工認に必要な調達を行う場合、原子力

安全に対する影響、供給者の実績等を考慮し、業務の重要度に応じてグ

レード分けを行い管理する。 

 

4.6.3 調達製品の調達管理 

調達を主管する箇所の長は、調達に関する品質保証活動を行うに当た

って、原子力安全に対する影響及び供給者の実績等を考慮し、以下の調

達管理に基づき業務を実施する。 

(1) 仕様書の作成 

調達を主管する箇所の長は、業務の内容に応じ、品質管理に関する

事項に基づく調達要求事項を含めた仕様書を作成し、供給者の業務実

施状況を適切に管理する。（「4.6.3(2) 調達製品の管理」参照） 

(2) 調達製品の管理 

調達を主管する箇所の長は、当社が仕様書で要求した製品が確実に

納品されるよう調達製品が納入されるまでの間、製品に応じた必要な

管理を実施する。 

(3) 調達製品の検証 

調達を主管する箇所の長は、調達製品が調達要求事項を満たしてい

ることを確実にするために調達製品の検証を行う。  

なお、供給者先で検証を実施する場合、あらかじめ仕様書で検証の

要領及び調達製品のリリースの方法を明確にした上で、検証を行う。  

 

4.6.4 請負会社他品質監査 
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供給者に対する監査を主管する箇所の長は、供給者の品質保証活動及

び健全な安全文化を育成し維持するための活動が適切で、かつ、確実に

行われていることを確認するために、請負会社他品質監査を実施する。  

 

4.7 その後の設計、工事等における文書及び記録の管理  

その後の設計、工事等における文書及び記録については、設置許可本文

十一号に示す文書、それらに基づき作成される品質記録であり、これらを

適切に管理する。 

 

4.8 その後の不適合管理 

その後の設計、工事及び試験・検査において発生した不適合については

適切に処置を行う。 
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5. 適合性確認対象設備の施設管理 

工事を主管する箇所の長は、適合性確認対象設備について、技術基準規則

への適合性を使用前事業者検査を実施することにより確認し、適合性確認対

象設備の使用開始後においては、施設管理に係る業務プロセスに基づき原子

炉施設の安全上の重要度に応じた点検計画を策定し保全を実施することによ

り、適合性を維持する。 
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第 1 表 設計及び調達の実施の体制                                    

プロセス 主管箇所 

3.3 
本申請における設計に

係る品質管理の方法 

本店 土木建築室 

本店 原子力企画部門 

本店 原子力安全・技術部門 

本店 原子力発電部門 

本店 原子燃料部門 

発電所 安全･防災室  

発電所 所長室 

発電所 技術課 

発電所 原子燃料課 

発電所 放射線管理課 

発電所 保全計画課 

発電所 電気保修課 

発電所 計装保修課 

発電所 原子炉保修課 

発電所 タービン保修課 

発電所 土木建築課 

発電所 電気工事グループ 

発電所 機械工事グループ 

発電所 土木建築工事グループ 

3.4 
本申請における調達管

理の方法 

本店 土木建築室 

本店 原子力企画部門 

本店 原子力安全・技術部門 

本店 原子力発電部門 

本店 原子燃料部門 

発電所 安全･防災室  

発電所 所長室 

発電所 技術課 

発電所 原子燃料課 

発電所 放射線管理課 

発電所 電気保修課 

発電所 計装保修課 

発電所 原子炉保修課 

発電所 タービン保修課 

発電所 土木建築課 

発電所 電気工事グループ 

発電所 機械工事グループ 

発電所 土木建築工事グループ 
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第 2 表 本申請における設計及び調達の各段階 

各段階 
設置許可本文十

一号の対応項目 
概 要 

設
計 

3.3 

本申請における

設計に係る品質

管理の方法 

7.3.1 設計開発計

画 

                                                                                           

本申請及びこれに付

随する基本設計を実

施するための計画 

3.3.1 

※ 

設計開発に用い

る情報の明確化 

7.3.2 設計開発に

用いる情報 

本申請及びこれに付

随する基本設計の要

求事項の明確化 

3.3.2(1) 

※ 

申請書作成のた

めの設計 

7.3.3 設計開発の

結果に係る情報 

本申請における申請

書作成のための設計 

3.3.2(2)  

設計のアウトプ

ットに対する検

証 

7.3.5 設計開発の

検証 

本申請及びこれに付

随する基本設計の妥

当性のチェック 

3.3.3 

※ 

設計における変

更 

7.3.7 設計開発の

変更の管理 

設計対象の追加や変

更時の対応 

調
達 

3.4 
本申請における

調達管理の方法 

7.4 調達 本申請に必要な設計

に係る調達管理 

※：「3.2 本申請における設計の各段階とその審査」で述べている「設計の各段

階におけるレビュー」の各段階を示す。 
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原
子
力
安
全
・
技
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原
子
力
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電

部
門
統
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原
子
力

企
画

部
長 総 務 Ｇ Ｃ Ｍ

原
子
力
安
全
・
技
術

部
長

安 全 ・ 防 災 Ｇ Ｃ Ｍ

安 全 技 術 Ｇ Ｃ Ｍ （※ ５ ）

プ ラ ン ト ・ 保 全 技 術 Ｇ Ｃ Ｍ

原
子
力
発
電

部
長

発 電 Ｇ Ｃ Ｍ （※ ２ ） （※ ６ ）
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原
子
力

保
全

担
当
部
長

原
子
力

運
用
管
理

担
当
部
長
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工
事
及
び
検
査

発
電
所
長

発 電 用 原 子 炉 主 任 技 術 者

電 気 主 任 技 術 者

ボ イ ラ ー ・ タ ー ビ ン

主 任 技 術 者

各 課 （ 室 ） 長 （※ ３ ）

左 記 「 設 計 」 の 組 織

発
電

所
長 各 課 （ 室 ） 長

調
達

原
子
力

発
電

部
門

統
括 品 質 保 証 Ｇ Ｃ Ｍ （※ ８ ）

原
子
力

発
電

部
長

左 記 「 設 計 」 の 組 織

（※ １ ） （※ ７ ）

調 達 本 部 長

原 燃 計 画 Ｇ Ｃ Ｍ原
子
燃
料

部
長

原
子
燃
料

部
門
統
括

品
質
管
理
に
係
る
プ
ロ
セ
ス
の

取
り
ま
と
め

品
質
保
証
Ｇ
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Ｍ

統
括
・
全
体
調
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原
子
力
発
電
部
門
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括

原
子
力
発
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部
長

土
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建
築

室
長 地 震 津 波 評 価 Ｇ Ｃ Ｍ

原 子 力 設 備 調 達 Ｇ Ｃ Ｍ （※ ９ ）

原
子
燃
料

部
門
統
括

原
子
燃
料

部
長

原 燃 計 画 Ｇ Ｃ Ｍ （※ ４ ）

原 燃 契 約 戦 略 Ｇ Ｃ Ｍ （ ※ 10 ）原
子
燃
料

サ
イ
ク
ル
室
長

原
子
燃
料

契
約
部
長 原 燃 契 約 管 理 Ｇ Ｃ Ｍ （ ※ 10 ）

発
電

所
長

各 課 （ 室 ） 長

燃 料 技 術 Ｇ Ｃ Ｍ

土 木 建 築 技 術 Ｇ Ｃ Ｍ

土 木 建 築 設 備 Ｇ Ｃ Ｍ

原
子
力
土
木

建
築
部
長

原
子
力

安
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・
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術

部
門
統
括

（
土
木
建
築
）

セ キ ュ リ テ ィ 管 理 Ｇ Ｃ Ｍ

燃 料 技 術 Ｇ Ｃ Ｍ

原
子
力

運
用
管
理

担
当
部
長

供
給
者
に

対
す
る

監
査

原 燃 輸 送 Ｇ Ｃ Ｍ

原
子
力
運
用
管
理
担
当
部
長

※
１
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Ｇ
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Ｍ
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※
２
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